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１　令和５（２０２３）年度補正予算概要

一般会計

［歳　入］

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額

(国)民生費負担金 △ 2,514 低所得者介護保険料軽減負担金減 △ 2,514

(道)民生費負担金 △ 1,257 低所得者介護保険料軽減負担金減 △ 1,257

指 定 寄 付 金 2,000 地域振興基金積立金分 1,000

社会福祉施設整備基金積立金分 1,000

［歳　出］

　 民生費

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　　明 特定財源

社会福祉総 務費 △ 1,642 総合福祉センター関係経費減　△8,256

　総合福祉センター

　　　　　　　設備整備費減 △8,256

補助金等返還金増　　　　　　　6,614

障 害 者 福 祉 費 468,047 障害者自立支援給付費増　　　126,944 (国)障害福祉

　障害福祉サービス費増　 　101,938 　サービス費

　計画相談支援給付費増　 　 12,064 　負担金

　障害者補装具費増　　　　　12,942 50,969

障害者地域生活支援等 (国)計画相談

　　　　　　　　　事業費増　　2,675 　支援給付費

　障害者地域生活支援 　負担金

　　　　　　　　　事業費増　 2,675 6,032

障害者相談支援事業等に係る (国)障害者補

　　　　　　消費税等補償金　 11,151 　装具給付費

障害者データベース 　負担金

　　　　　　システム経費増　　1,386 6,471

障害児支援給付費増　　　　　317,894 (国)障害児通

　障害児通所給付費増　　　 313,791 　所給付費負

　障害児相談支援給付費増　 　4,103 　担金

子ども発達支援事業費増　　　　　782 156,895

児童発達支援センター利用者 (国)障害児相

　負担（食費）軽減助成費増　　　255 　談支援給付

障害児通所支援事業所等 　費負担金

　性被害防止対策支援事業費　　5,400 2,051

説　　　明
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科　　　目 補　正　額 説　　　明 特定財源

障害児通所支援事業所安心・ (国)障害者地

　　　　安全対策支援事業費　　1,560 　域生活支援

　事業費等補

　助金

350

(国)障害者総

　合支援事業

　費補助金

3,141

(国)地域障害

　児支援体制

　強化事業費

　補助金

1,438

(国)保育対策

　総合支援事

　業費補助金

3,600

(道)障害福祉

　サービス費

　負担金

25,485

(道)計画相談

　支援給付費

　負担金

3,016

(道)障害者補

　装具給付費

　負担金

3,235

(道)障害児通

　所給付費負

　担金

78,447

(道)障害児相

　談支援給付

　費負担金

1,025

(道)障害者地

　域生活支援

　事業費等補

　助金

176
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科　　　目 補　正　額 説　　　明 特定財源

(その他)障害

　者生活支援

　事業費負担

　金

2,879

重度心身障 害者 28,413 重度心身障害者医療助成費増　 27,797 (道)重度心身

医 療 助 成 費 重度心身障害者医療費調査 　障害者医療

　　　　　支払事務委託料増　　　616 　費補助金

△ 505 

(その他)高額

　療養費立替

　金収入

12,636

扶 助 費 200,600 生活保護費増　　　　　　　　200,600 (国)生活保護

　費負担金

150,449

　 衛生費

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　　明 特定財源

保健衛生総 務費 5,436 夜間急病センター関係経費増　　5,436 (その他)夜間

　夜間急病センター 　急病ｾﾝﾀｰ運

　　　　　　　運営対策費増　 5,436 　営事業費負

　担金

1,114

感染症等予 防費 20,170 定期予防接種費増 　　　　　　20,170

  Ｂ類疾病増　　　　　　　　20,170

［繰越明許費］

（追加）

（単位：千円）

款 項 事　業　名 金　　額

3 民　生　費 1 社会福祉費
障 害 者 デ ー タ ベ ー ス
シ ス テ ム 経 費

1,386

3 民　生　費 1 社会福祉費
障害福祉サービス指定事業者
管 理 シ ス テ ム 経 費

2,421

3 民　生　費 1 社会福祉費
障 害 児 通 所 支 援 指 定 事 業 者
管 理 シ ス テ ム 経 費

828

3 民　生　費 1 社会福祉費
障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 等
性 被 害 防 止 対 策 支 援 事 業

5,400

4 衛　生　費 1 保健衛生費
新型コロナウイルスワクチン
接 種 関 係 経 費

938,054
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介護保険事業特別会計

（単位：千円）

事 項 説　　　　明 事 項 説　　　　明

国 庫 国庫支出金減           △366,518 総 務 費 総務費増　　　　　　　　　 31,075

支 出 金 　介護給付費負担金減　△157,346 　指導監査関係経費増　　　 2,255

　調整交付金減        △214,852 　介護保険システム

　介護保険事業費 　　　　　改修事業費増  　28,820

　　　　　　補助金増　　  5,675 保 険 保険給付費減            △848,173

　介護保険災害臨時 給 付 費 　介護サービス給付費減 △920,652

　　　　　特例補助金 　       5 　審査支払委託費減    　　  △35

支払基金 支払基金交付金減    　 △325,795 　高額介護サービス費増 　 56,990

交 付 金 　介護給付費交付金減  △325,795 　高額医療合算

道支出金 道支出金減             △168,227 　　　介護サービス費増　　15,524

　介護給付費負担金減  △168,227 基 金 介護給付費準備基金

財産収入 積立基金運用収入増         　557 積 立 金 　　　　　　　積立金増   　   557

繰 入 金 繰入金増                  39,811

　一般会計繰入金減     △86,066

　基金繰入金増          125,877

諸 収 入 雑入増(返還金ほか)         3,631

補正額計                        △816,541 補正額計                         △816,541

補 正 後 補 正 後

予 算 額                       32,562,884 予 算 額                        32,562,884

［繰越明許費］

（追加） （単位：千円）　

歳　　　　入 歳　　　　出

款 項 事　業　名 金　　額

1 総　務　費 1 総務管理費 指 導 監 査 関 係 経 費 2,255
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２　令和６（２０２４）年度予算概要

一般会計

［歳　出］

　 民生費 （単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

笑 顔 で 暮 ら せ る 183,509 地域共生社会推進経費　　　　 　　269 (国)生活困窮

地域づくり関係経費 　者自立相談

地域で見守り支える福祉拠点推進経費 　支援事業費

                             183,240 　等負担金

30,700

民生委員関係経費 70,457 民生委員推せん会委員報酬　　     200 (国)民生委員

　・児童委員

民生委員活動費　              61,593 　研修事業費

　補助金

民生委員協議会負担金　         7,701 139

その他諸経費                   　963

介護人材等地域定着 10,998 介護人材等地域定着奨励金　　   9,600

対 策 事 業 費

その他諸経費                   1,398

在宅福祉促進事業費 43,640 在宅福祉ふれあい事業費補助金

総合福祉センター 237,803 指定管理者 (その他)総合

管 理 委 託 料 　社会福祉法人函館市社会福祉協議会 　福祉ｾﾝﾀｰ使

（債務負担行為分） 　用料

309

(その他)その

　他の雑入

　(総合福祉

　センター維

　持管理費負

　担金）

4,950

5



（単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

成年後見センター 10,359 成年後見制度の利用に係るワンストップ (国)障害者地

運 営 事 業 費 相談窓口および市民後見人の支援 　域生活支援

（債務負担行為分） 　事業費等補

　助金

459

(道)権利擁護

　人材育成事

　業費補助金

150

(道)障害者地

　域生活支援

　事業費等補

　助金

229

障 害 者 等 外 出 94,028 助成費　　　　　　　　　　　  91,703

支 援 事 業 費

事務費　　　　　　　　　　　　 2,325

生 活 困 窮 者 8,504 自立相談支援事業費　　　　 　　4,151 (国)生活困窮

自 立 支 援 対 策 費 　者自立相談

住居確保給付金　　　　　　　　 4,353 　支援事業費

　等負担金

6,270

生 活 困 窮 者 世 帯 23,237 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 (国)生活困窮

学 習 支 援 等 業 務 　対象者数　100人 　者自立相談

委 託 料 　支援事業費

　等補助金

11,618

就 労 準 備 支 援 2,400 生活困窮者への就労準備支援業務委託料 (国)生活困窮

業 務 委 託 料 　 　対象者数　10人 　者自立相談

（債務負担行為分） 　支援事業費

　等補助金

1,599
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（単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

障 害 者 自 立 8,083,990 障害福祉サービス費　　　　 7,174,737 (国)障害福祉

支 援 給 付 費 　サービス費

　居宅介護等事業　　　　　　256,768 　負担金

3,587,368

　生活介護事業　　　　　　2,642,774 (国)地域相談

　支援給付費

　短期入所事業　　　　　　　 25,952 　負担金

55

　療養介護等事業　　　　　　147,561 (国)計画相談

　支援給付費

　共同生活援助事業　　　　　861,449 　負担金

52,832

　施設入所支援事業　　　　　982,487 (国)障害者自

　 　立支援医療

　就労継続支援事業　　　　2,073,480 　費負担金

373,742

　就労移行支援事業　　　　　130,835 (国)障害者補

　装具給付費

　自立訓練事業　　　　　　　 50,655 　負担金

27,995

　就労定着支援事業　　　　　　2,107 (道)障害福祉

　 　サービス費

　自立生活援助事業　　　　　　  552 　負担金

1,793,684

　高額障害福祉サービス等給付費  117 (道)地域相談

　支援給付費

地域相談支援給付費　　　　　　　 111 　負担金

27

計画相談支援給付費　　　　 　105,666 (道)計画相談

　支援給付費

障害者自立支援医療費　　　　 747,485 　負担金

　（更生医療給付費） 26,416

(道)障害者自

障害者補装具費　　　　　　　　55,991 　立支援医療

　費負担金

186,871

(道)障害者補

　装具給付費

　負担金

13,997

7



（単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

障 害 者 地 域 生 活 250,527 基幹相談支援センター事業　　　30,639 (国)障害者地

支 援 等 事 業 費 　域生活支援

手話通訳者・要約筆記者等派遣事業 　事業費等補

　　　　　　　　　　　　　　　12,652 　助金

97,188

日常生活用具給付等事業費　　　92,409 (道)障害者地

　域生活支援

障害者地域活動支援センター事業 　事業費等補

　　　　　　　　　　　　　　　39,000 　助金

48,322

授産製品販売促進事業　　     　4,370 (その他)手話

　・要約筆記

点訳奉仕員等養成事業　　　　　 3,550 　派遣事業費

　負担金

日中一時支援事業　ほか　　　　67,907 1,777

(その他)あい

　よる２１障

　害者デイ

　サービス事

　業費負担金

56

(その他)障害

　者地域活動

　支援ｾﾝﾀｰ事

　業費負担金

1,494

(その他)障害

　者生活支援

　事業費負担

　金

6,638

重度身体障害者等 34,601 助成費　　　　　　　　　　　 32,253

タ ク シ ー 料 金

助 成 事 業 費 事務費　　　　　　　　　　  　2,348

8



（単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

障害児支援給付費 2,028,338 障害児通所給付費　　　　　1,991,998 (国)障害児通

　所給付費負

　児童発達支援事業　　　　 627,522 　担金

995,998

　放課後等デイサービス事業 (国)障害児相

　　　　　　　　　　　　 1,359,339 　談支援給付

　費負担金

　保育所等訪問支援事業　　　 5,082 18,169

(道)障害児通

　高額障害児通所給付費　　　　　55 　所給付費負

　担金

障害児相談支援給付費　　　　 36,340 497,999

(道)障害児相

　談支援給付

　費負担金

9,084

重 度 心 身 障 害 者 549,995 助成費　　　　　　　　　　　532,429 (道)重度心身

医 療 助 成 費 　障害者医療

調査支払事務委託料　ほか　　 17,566 　費補助金

179,748

(その他)高額

　療養費立替

　金収入

86,939

高 齢 者 交 通 料 金 92,585 助成費　　　　　　　　　　　 87,896 (その他)地域

助 成 事 業 費 　振興基金運

事務費　　　　　　　　　　　  4,689 　用収入

3,909

ひ と り 暮 ら し 28,347 端末機器設置費　ほか

高齢者等緊急通報

シ ス テ ム 設 置 費

9



（単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

い き い き 住 ま い 576 住宅改修助成費

ﾘﾌ ｫ ｰ ﾑ助成事業費

高齢者等在宅生活 12,448 外出支援サービス・除排雪サービス (地方債)過疎

支 援 事 業 費 生活援助員派遣事業 　地域持続的

　委託先 　発展特別事

　　公益社団法人函館市 　業債

　　シルバー人材センター　ほか 5,500

シ ョ ー ト ス テ イ 2,272 基本分　延　496日

事 業 費

送迎分　延  　2回

生 活 支 援 ハ ウ ス 30,956 施設数　2か所 (その他)生活

運 営 事 業 費 　支援ハウス

　利用者一部

　負担金

1,704

(その他)その

　他の雑入

（生活支援

　ハウス維持

　管理費負担

　金）

2,533

老人福祉センター 69,595 湯川老人福祉センター・ (その他)老人

管 理 委 託 料 谷地頭老人福祉センター 　福祉ｾﾝﾀｰ維

（債務負担行為分） 　指定管理者　セントラル警備株式会社 　持管理費負

　担金

31

老 人 保 護 費 567,201 延　3,744人（養護老人ホーム） (その他)老人

　やむを得ない事由による措置　396日 　保護措置費

　負担金

183,531
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（単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

就 労 準 備 支 援 10,799 生活保護受給者への就労準備支援業務 (国)生活保護

業 務 委 託 料 委託料　対象者数　45人 　費補助金

（債務負担行為分） 7,199

生 活 保 護 適 正 化 16,949 診療報酬明細書点検業務委託料　ほか (国)生活困窮

対 策 事 業 費 　者自立相談

　支援事業費

　等負担金

13,492

(国)生活保護

　費補助金

48,511

生 活 保 護 費 19,206,834 生活扶助人員　延　128,689人 (国)生活保護

　居宅　　　　延 126,071人 　費負担金

　施設　　　　延 　2,618人 14,277,164

(その他)生活

　保護費返還

　金収入

126,417

就 労 自 立 給 付 金 4,682 対象世帯数　85世帯 (国)就労自立

　給付金負担

　金

3,511

進 学 準 備 給 付 金 4,800 対象者数　24人 (国)進学準備

　給付金負担

　金

3,600
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（単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

介 護 従 事 者 確 保 15,303 介護人材確保・育成促進事業費

対 策 事 業 費  　　　　　　　　　　　　　 　9,061

介護職員資格取得支援事業費

　　　　　　　　　　　　　　  2,474

介護助手活用促進事業費　　　　1,003

「介護のしごと魅力発信教室」

                   開催事業費   605

介護人材養成活動支援事業費ほか

　　　　　　　　　　　　　　  2,160
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衛生費 （単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

夜間急病センター 91,688 指定管理者　公益社団法人函館市医師会 (その他)夜間

管 理 委 託 料 　急病ｾﾝﾀｰ運

（債務負担行為分） 　営事業費負

　担金

18,888

骨髄バンクドナー 300 骨髄バンクドナー助成費 (道)骨髄ﾄﾞﾅｰ

助 成 事 業 費 　 　助成事業費

　補助金

150

精 神 保 健 対 策 費 1,903 精神保健対策推進費　　　　　　　401 (道)保健所費

　補助金

自殺対策推進費　　　　　　　　1,502 878

糖 尿 病 対 策 1,570 ヘルスリテラシー事業            587 (道)健康増進

推 進 事 業 費 　事業費補助

運動関係事業                    291 　金

532

食育関係事業                    196 (その他)その

　他の雑入

口腔関係事業                    496 （運動関係事

　業参加者負

　担金）

7
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（単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

市 民 健 康 づ く り 3,581 市民健康づくり推進事業費　　　2,280 (道)健康増進

関 係 経 費 　事業費補助

食育推進事業費　　            1,301 　金

275

(道)消費者行

　政強化事業

　費補助金

131

(その他)地域

　振興基金繰

　入金

1,000

(その他)健康

　づくり推進

　地域支援事

　業助成金

200

(その他)その

　他の雑入

　(ﾍﾙｽﾒｲﾄ養

　成講座一部

　負担金)

19

「 は こ だ て 市 民 25,000 参加型健康イベントの開催，

健 幸 大 学 」 はこだて健幸アプリ運用経費　ほか

実行委員会負担金

健康経営推進事業費 318 健康経営の普及・啓発 (道)健康増進

　事業費補助

　金

61

14



（単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

がん対策推進事業費 165,851 がん検診事業費　　　　　　　147,374 (国)保健所費

　受診見込数　延　27,360人 　補助金

763

がん検診受診促進・ (その他)広告

　　　　普及啓発等関係経費　 14,968 　収入

55

胃内視鏡検診関係経費　　　　　1,400

医療用ウィッグ購入助成事業費　2,109

若い世代のピロリ菌 1,749 中学２年生の希望者に対し，

検 査 事 業 費 ピロリ菌検査を実施　

　受検者見込数     1,464人

歯 科 保 健 事 業 費 15,556 歯科健康診査事業費        　  9,620 (国)保健所費

　補助金

口腔保健推進事業費            5,936 1,029

(道)健康増進

　事業費補助

　金

3,044

感 染 症 予 防 計 画 11,896 感染症危機対策体制整備費 　　 7,630 (国)感染症等

関 係 経 費 　予防事業費

新興感染症等検査体制整備費　　2,586 　負担金

3,631

感染症危機対策物資購入費　　  1,680

定 期 予 防 接 種 費 425,907 Ａ類疾病　　　　　　　 　　　 2,225

　風しん

　　接種見込者数   　198人

Ｂ類疾病 　　　　　　　　　 423,682

　新型コロナ

　　接種見込者数　50,962人

　インフルエンザ

　　接種見込者数　50,962人

　高齢者肺炎球菌

　　接種見込者数 　1,341人
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（単位：千円）

事　　　項 予　算　額 説　　　明 特定財源

感 染 症 予 防 費 39,959 感染症診査協議会委員報酬　　  　720 (国)感染症等

　予防事業費

感染症対策費　　　　　　　　 25,949 　負担金

8,773

感染症発生動向調査事業費　　  1,066 (国)保健所費

　補助金

結核対策特別促進事業費　　　　　286 5,757

感染症医療費　　　　　　　　 11,289

結核予防費補助金　　　　　　　　649

動 物 愛 護 管 理 107,622 改修事業費（もと万年橋幼稚園） (国)動物収容

センター関係経費  　　　　　　　　　　　　　 105,080 　・譲渡対策

　施設整備費

運用業務委託料　　　　　　　　2,542 　補助金

51,890

火葬場管理委託料 103,845 指定管理者 (その他)火葬

（債務負担行為分） 　株式会社マルゼンシステムズ 　場使用料

63,147

(その他)その

　他の雑入

 (斎場維持管

　理費負担金)

103
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[債務負担行為] （単位：千円）

事　　項 期　間 限　度　額

障 が い 保 健 福 祉 令和7(2025)年度から 15,630

関 係 業 務 委 託 料 令和8(2026)年度まで

17



介護保険事業特別会計

（単位：千円）

事 項 予 算 額 説　　　　明 事 項 予 算 額 説　　　　明

介 護 5,735,439 第１号被保険者 総 務 費 269,469 給付・賦課・収納・認

保 険 料 5,735,439 定調査等事務所要経費・

　現年賦課分 介護保険ｼｽﾃﾑ改修事業費

5,719,415 保 険 30,233,703 介護ｻｰﾋﾞｽ給付費・高額

　滞納繰越分 給 付 費 介護ｻｰﾋﾞｽ費等

16,024 地 域 1,881,504 介護予防・日常生活支

使 用 料 1 要介護認定・要支援認 支 援 援総合事業費

及 び 定等結果証明発行手数 事 業 費 1,392,472

手 数 料 料 　介護予防・生活支援

国 庫 8,471,728 介護給付費負担金等 　サービス事業費

支 出 金 1,338,180

支 払 8,634,948 介護給付費交付金等 　一般介護予防事業費

基 金 54,292

交 付 金 包括的支援等事業費

道 支 出 4,623,197 介護給付費負担金等 489,032

金 　在宅医療・介護連携

財 産 2,035 積立基金運用収入 　推進関係経費

収 入 29,189

繰 入 金 5,563,079 一般会計繰入金 認知症総合支援事業費　

5,281,000 20,162

　介護給付費分 　生活支援体制整備関

3,779,212 　係経費

　地域支援事業費分 52,318

272,342 　地域包括支援ｾﾝﾀｰ運

　職員給与費等分 　営事業費　ほか

730,355 387,363

　低所得者介護保険料 基 金 146,745

　軽減分 積 立 金

499,091 諸 支 出 10,101

介護給付費準備基金繰入金　 金

282,079 職 員 費 479,503

繰 越 金 1 前年度繰越金 予 備 費 10,000

諸 収 入 597 第三者納付金，返納金等　

合 計 33,031,025                        △136,454合 計 33,031,025

歳　　　　入 歳　　　　出
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[債務負担行為] （単位：千円）

事　　項 期　間 限　度　額

生活支援コーディネーター 令和７(2025)年度から 39,880

（ 第 １ 層 ） 業 務 委 託 料 令和11(2029)年度まで
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３ 函館市手数料条例の一部を改正する条例の骨子 

  （保健福祉部所管分） 

 

 （１） 改正理由 

     建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正等に伴

う規定の整備等をするため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日 
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函館市手数料条例 新旧対照表  

現   行 改 正 案 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

区 分 単 位 金 額 

（略） 

法第115条の12

第１項の規定に

基づく指定地域

密着型介護予防

サービス事業者

の指定（法第78

条の２第１項の

規定に基づく指

定地域密着型サ

ービス事業者の

指定の申請を併

せて行う場合を

除く。） 

介護予防

認知症対

応型通所

介護（共

用型指定

介護予防

認知症対

応型通所

介護を除

く。），

介護予防

小規模多

機能型居

宅介護ま

たは介護

予防認知

症対応型

共同生活

介護に係

るもの 

１件につ

き 

30,000円 

その他の

もの 

１件につ

き 

23,000円 

法第115条の21

において準用す

る法第70条の２

第１項の規定に

基づく指定地域

密着型介護予防

サービス事業者

の指定の更新（

法第78条の12に

おいて準用する

法第70条の２第

１項の規定に基

づく指定地域密

着型サービス事

業者の指定の更

新の申請を併せ

て行う場合を除

く。） 

介護予防

認知症対

応型通所

介護（共

用型指定

介護予防

認知症対

応型通所

介護を除

く。），

介護予防

小規模多

機能型居

宅介護ま

たは介護

予防認知

症対応型

共同生活

介護に係

るもの 

１件につ

き 

13,000円 

その他の １件につ 11,000円 

区 分 単 位 金 額 

（略） 

法第115条の12第１項の規

定に基づく指定地域密着型

介護予防サービス事業者の

指定（共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護に係

るものを除く。）（法第78

条の２第１項の規定に基づ

く指定地域密着型サービス

事業者の指定の申請を併せ

て行う場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き 

30,000円 

法第115条の21において準

用する法第70条の２第１項

の規定に基づく指定地域密

着型介護予防サービス事業

者の指定の更新（共用型指

定介護予防認知症対応型通

所介護に係るものを除

く。）（法第78条の12にお

いて準用する法第70条の２

第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者

の指定の更新の申請を併せ

て行う場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き 

13,000円 
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もの き 

（略） 

法第115条の45

の６第１項の規

定に基づく指定

事業者の指定の

更新（法第70条

の２第１項の規

定に基づく指定

居宅サービス事

業者の指定の更

新の申請（訪問

介護または通所

介護に係るもの

に限る。）また

は法第78条の12

において準用す

る法第70条の２

第１項の規定に

基づく指定地域

密着型サービス

事業者の指定の

更新の申請（地

域密着型通所介

護に係るものに

限る。）を併せ

て行う場合を除

く。） 

第１号訪

問事業に

係るもの 

１件（他

の第１号

訪問事業

に係るも

のと併せ

て申請を

行う場合

は ， 1 件

と み な

す 。 ) に

つき 

11,000円 

第１号通

所事業に

係るもの 

１件（他

の第１号

通所事業

に係るも

のと併せ

て申請を

行う場合

は，１件

と み な

す。）に

つき 

13,000円 

健康保険法等の一部を改正

する法律（平成18年法律第

83号）附則第130条の２第

１項の規定によりなおその

効力を有するものとされた

同法第26条の規定による改

正前の法第107条の２第１

項の規定に基づく指定介護

療養型医療施設の指定の更

新 

１件につ

き 

29,000円 

 

 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

（削る） 
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４ 函館市無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，無料 

    低額宿泊所が文書の交付に代えて電磁的方法により入居に係る重要事項

等の提供をする場合に関する規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     公布の日 
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函館市無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

  

現   行 改 正 案 

  

（入居申込者に対する説明，契約等） （入居申込者に対する説明，契約等） 

第15条 （略） 第15条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 無料低額宿泊所は，入居申込者からの申出が

あった場合には，第１項の規定による文書の交

付に代えて，第10項で定めるところにより，当

該入居申込者の承諾を得て，当該文書に記すべ

き重要事項および第２項の事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）により

提供することができる。この場合において，当

該無料低額宿泊所は，当該文書を交付したもの

とみなす。 

７ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製

するファイルに第１項の重要事項および第２

項の事項を記録したものを交付する方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であっ

て，電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）に係る記録媒体をいう。）

をもって調製するファイルに第１項の重要事

項および第２項の事項を記録したものを交付

する方法 

８～11 （略） ８～11 （略） 
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５ 函館市障害者福祉基金条例等の一部を改正する条例の骨子 

 （保健福祉部所管分） 

 

 （１） 改正理由 

     函館市障害者福祉基金の額を減額するため 

 

 （２） 改正内容 

     下記新旧対照表のとおり 

 

函館市障害者福祉基金条例 新旧対照表【第１条関係】 

現  行 改 正 案 

  

 （基金の額）  （基金の額） 

第２条 基金の額は，2億9,356万5,000円とす

る。 

第２条 基金の額は，2億9,218万5,000円とす

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 

 （３） 施行期日 

     公布の日 
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６ 函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ 

く指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準の 

一部改正に伴う指定障害福祉サービスの事業等の人員の基準等に関する 

規定の整備等をするため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正す

る法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施

行の日から施行する。 
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函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および運営に関する基準等を 

定める条例 新旧対照表【第１条関係】 

 

現 行 改 正 案 

  

目次 目次 

 第１章～第７章 （略）  第１章～第７章 （略） 

 第８章 自立訓練（機能訓練）  第８章 （略） 

  第１節～第４節 （略）   第１節～第４節 （略） 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関す

る基準(第149条の２～第149条

の４) 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関す

る基準(第149条の２～第149条

の５) 

  第６節 （略）   第６節 （略） 

 第９章～第19章 （略）  第９章～第19章 （略） 

 附則  附則 

  

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ この条例において，次の各号に掲げる用

語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

２ （略） 

(1)～(16) （略） (1)～(16) （略） 

(17) 多機能型 第79条に規定する指定生活

介護の事業，第142条に規定する指定自立

訓練（機能訓練）の事業，第152条に規定

する指定自立訓練（生活訓練）の事業，

第162条に規定する指定就労移行支援の

事業，第173条に規定する指定就労継続支

援Ａ型の事業および第 186条に規定する

指定就労継続支援Ｂ型の事業ならびに函

館市指定通所支援の事業等の人員，設備

および運営に関する基準等を定める条例

（令和２年函館市条例第８号。以下「指

定通所支援基準条例」という。）第５条

に規定する指定児童発達支援の事業，指

定通所支援基準条例第67条に規定する指

定医療型児童発達支援の事業，指定通所

支援基準条例第78条に規定する指定放課

後等デイサービスの事業，指定通所支援

基準条例第90条に規定する指定居宅訪問

型児童発達支援の事業および指定通所支

援基準条例第98条に規定する指定保育所

等訪問支援の事業のうち２以上の事業を

一体的に行うこと（指定通所支援基準条

例に規定する事業のみを行う場合を除

く。）をいう。 

(17) 多機能型 第79条に規定する指定生活

介護の事業，第142条に規定する指定自立

訓練（機能訓練）の事業，第152条に規定

する指定自立訓練（生活訓練）の事業，

第162条に規定する指定就労移行支援の

事業，第173条に規定する指定就労継続支

援Ａ型の事業および第 186条に規定する

指定就労継続支援Ｂ型の事業ならびに函

館市指定通所支援の事業等の人員，設備

および運営に関する基準等を定める条例

（令和２年函館市条例第８号。以下「指

定通所支援基準条例」という。）第５条

に規定する指定児童発達支援の事業，指

定通所支援基準条例第78条に規定する指

定放課後等デイサービスの事業，指定通

所支援基準条例第90条に規定する指定居

宅訪問型児童発達支援の事業および指定

通所支援基準条例第98条に規定する指定

保育所等訪問支援の事業のうち２以上の

事業を一体的に行うこと（指定通所支援

基準条例に規定する事業のみを行う場合

を除く。）をいう。 

  

（管理者） （管理者） 

第７条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介 第７条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介
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護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，指定居宅介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定居宅介護事業所の他の

職務に従事させ，または同一敷地内にある

他の事業所，施設等の職務に従事させるこ

とができるものとする。 

護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，指定居宅介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定居宅介護事業所の他の

職務に従事させ，または当該指定居宅介護

事業所以外の事業所，施設等の職務に従事

させることができるものとする。 

  

（準用）  （準用） 

第８条 前２条の規定は，重度訪問介護，同

行援護および行動援護に係る指定障害福祉

サービスの事業について準用する。この場

合において，重度訪問介護について準用す

る第６条第１項中「こども家庭庁長官およ

び厚生労働大臣」とあるのは，「厚生労働

大臣」と読み替えるものとする。 

第８条 前２条の規定は，重度訪問介護，同

行援護および行動援護に係る指定障害福祉

サービスの事業について準用する。この場

合において，重度訪問介護に係る指定障害

福祉サービスの事業について準用する第６

条第１項中「こども家庭庁長官および厚生

労働大臣」とあるのは，「厚生労働大臣」

と読み替えるものとする。 

  

（指定居宅介護の具体的取扱方針） （指定居宅介護の具体的取扱方針） 

第26条 指定居宅介護事業所の従業者が提供

する指定居宅介護の方針は，次の各号に掲

げるところによるものとする。 

第26条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

（新設） (2) 指定居宅介護の提供に当たっては，利

用者が自立した日常生活または社会生活

を営むことができるよう，利用者の意思

決定の支援に配慮すること。 

(2)～(4) （略） (3)～(5) （略） 

  

（居宅介護計画の作成） （居宅介護計画の作成） 

第27条 （略） 第27条 （略） 

２ サービス提供責任者は，前項の居宅介護

計画を作成した際は，利用者およびその同

居の家族にその内容を説明するとともに，

当該居宅介護計画を交付しなければならな

い。 

２ サービス提供責任者は，前項の居宅介護

計画を作成した際は，利用者およびその同

居の家族にその内容を説明するとともに，

当該居宅介護計画を利用者およびその同居

の家族ならびに当該利用者または障害児の

保護者に対して指定計画相談支援（法第51

条の17第２項に規定する指定計画相談支援

をいう。以下同じ。）または指定障害児相

談支援（児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第24条の26第２項に規定する指定障害児相

談支援をいう。）を行う者（以下これらを

総称して「指定特定相談支援事業者等」と

いう。）に交付しなければならない。 

３ サービス提供責任者は，居宅介護計画作

成後においても，当該居宅介護計画の実施

状況の把握を行い，必要に応じて当該居宅

介護計画の変更を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は，第１項の居宅介

護計画の作成後においても，当該居宅介護

計画の実施状況の把握を行い，必要に応じ

て当該居宅介護計画の変更を行うものとす

る。 
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４ （略） ４ （略） 

  

（管理者およびサービス提供責任者の責

務） 

（管理者およびサービス提供責任者の責

務） 

第31条 （略） 第31条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（新設） ４ サービス提供責任者は，業務を行うに当

たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定する

ことに困難を抱える場合には，適切に利用

者への意思決定の支援が行われるよう努め

なければならない。 

  

（管理者） （管理者） 

第46条 基準該当居宅介護事業者は，基準該

当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。た

だし，基準該当居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は，当該基準該当居宅介護事

業所の他の職務に従事させ，または同一敷

地内にある他の事業所，施設等の職務に従

事させることができるものとする。 

第46条 基準該当居宅介護事業者は，基準該

当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。た

だし，基準該当居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は，当該基準該当居宅介護事

業所の他の職務に従事させ，または当該基

準該当居宅介護事業所以外の事業所，施設

等の職務に従事させることができるものと

する。 

  

（運営に関する基準）  （運営に関する基準） 

第49条 （略） 第49条 （略） 

２ 第５条第２項から第４項まで，第４節(第

22条第１項，第23条，第24条第１項，第28

条，第33条，第36条の２および第44条を除

く。)および第45条から前条までの規定は，

重度訪問介護，同行援護および行動援護に

係る基準該当障害福祉サービスの事業につ

いて準用する。この場合において，第10条

第１項中「第32条」とあるのは「第49条第

２項において準用する第32条」と，第21条

第２項中「次条第１項」とあるのは「第49

条第２項において準用する次条第２項」と，

第24条第２項中「第22条第２項」とあるの

は「第49条第２項において準用する第22条

第２項」と，第26条第１号中「次条第１項」

とあるのは「第49条第２項において準用す

る次条第１項」と，第27条第１項中「第６

条第２項」とあるのは「第45条第３項」と，

第31条第３項中「第27条」とあるのは「第

49条第２項において準用する第27条」と，

第32条中「第36条第１項」とあるのは「第

49条第２項において準用する第 36条第１

項」と，第48条第１項第２号中「第45条第

３項」とあるのは「第49条第２項において

２ 第５条第２項から第４項まで，第４節(第

22条第１項，第23条，第24条第１項，第28

条，第33条，第36条の２および第44条を除

く。)および第45条から前条までの規定は，

重度訪問介護，同行援護および行動援護に

係る基準該当障害福祉サービスの事業につ

いて準用する。この場合において，第10条

第１項中「第32条」とあるのは「第49条第

２項において準用する第32条」と，第21条

第２項中「次条第１項」とあるのは「第49

条第２項において準用する次条第２項」と，

第24条第２項中「第22条第２項」とあるの

は「第49条第２項において準用する第22条

第２項」と，第26条第１号中「次条第１項」

とあるのは「第49条第２項において準用す

る次条第１項」と，第27条第１項中「第６

条第２項」とあるのは「第45条第３項」と，

第31条第３項中「第27条」とあるのは「第

49条第２項において準用する第27条」と，

第32条中「第36条第１項」とあるのは「第

49条第２項において準用する第 36条第１

項」と，第48条第１項第２号中「第45条第

３項」とあるのは「第49条第２項において
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準用する第45条第３項」と，同条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第49条第２項」

と読み替えるほか，重度訪問介護について

準用する場合に限り，第45条中「こども家

庭庁長官および厚生労働大臣」とあるのは，

「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 

準用する第45条第３項」と，同条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第49条第２項」

と読み替えるほか，重度訪問介護に係る基

準該当障害福祉サービスの事業について準

用する場合に限り，第45条中「こども家庭

庁長官および厚生労働大臣」とあるのは，

「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第51条 （略） 第51条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 指定療養介護事業者が，医療型障害児入

所施設（児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第42条第２号に規定する医療型障害児入所

施設をいう。第53条第３項において同じ。）

に係る指定障害児入所施設（同法第24条の

２第１項に規定する指定障害児入所施設を

いう。以下同じ。）の指定を受け，かつ，

指定療養介護と指定入所支援（同項に規定

する指定入所支援をいう。次項および第53

条第３項において同じ。）とを同一の施設

において一体的に提供している場合につい

ては，北海道指定障害児入所施設等の人員，

設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成24年北海道条例第105号。第53条第３

項において「指定入所施設基準条例」とい

う。）第53条に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって，前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

７ 指定療養介護事業者が，医療型障害児入

所施設（児童福祉法第42条第２号に規定す

る医療型障害児入所施設をいう。第53条第

３項において同じ。）に係る指定障害児入

所施設（同法第24条の２第１項に規定する

指定障害児入所施設をいう。以下同じ。）

の指定を受け，かつ，指定療養介護と指定

入所支援（同項に規定する指定入所支援を

いう。次項および第53条第３項において同

じ。）とを同一の施設において一体的に提

供している場合については，北海道指定障

害児入所施設等の人員，設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成24年北海道

条例第105号。第53条第３項において「指定

入所施設基準条例」という。）第53条に規

定する人員に関する基準を満たすことをも

って，前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

８ 指定療養介護事業者が，指定発達支援医

療機関（児童福祉法第６条の２の２第３項

に規定する指定発達支援医療機関をいう。）

の設置者である場合であって，療養介護と

指定入所支援とを同一の機関において一体

的に提供しているときは，指定発達支援医

療機関として適切な医療その他のサービス

を提供するのに必要な人員を確保している

ことをもって，第１項から第６項までに規

定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

８ 指定療養介護事業者が，指定発達支援医

療機関（児童福祉法第７条第２項に規定す

る指定発達支援医療機関をいう。）の設置

者である場合であって，療養介護と指定入

所支援とを同一の機関において一体的に提

供しているときは，指定発達支援医療機関

として適切な医療その他のサービスを提供

するのに必要な人員を確保していることを

もって，第１項から第６項までに規定する

基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

  

（指定療養介護の取扱方針） （指定療養介護の取扱方針） 

第59条 （略） 第59条 （略） 

（新設） ２ 指定療養介護事業者は，利用者が自立し

た日常生活または社会生活を営むことがで

きるよう，利用者の意思決定の支援に配慮

しなければならない。 

２・３ （略） ３・４ （略） 
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（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等） 

第60条 （略） 第60条 （略） 

２ サービス管理責任者は，療養介護計画の

作成に当たっては，適切な方法により，利

用者について，その有する能力，その置か

れている環境および日常生活全般の状況等

の評価を通じて利用者の希望する生活や課

題等の把握（以下この章において「アセス

メント」という。）を行い，利用者が自立

した日常生活を営むことができるように支

援する上での適切な支援内容の検討をしな

ければならない。 

２ サービス管理責任者は，療養介護計画の

作成に当たっては，適切な方法により，利

用者について，その有する能力，その置か

れている環境および日常生活全般の状況等

の評価を通じて利用者の希望する生活や課

題等の把握（以下この章において「アセス

メント」という。）を行うとともに，利用

者の自己決定の尊重および意思決定の支援

に配慮しつつ，利用者が自立した日常生活

を営むことができるように支援する上での

適切な支援内容の検討をしなければならな

い。 

（新設） ３ アセスメントに当たっては，利用者が自

ら意思を決定することに困難を抱える場合

には，適切に意思決定の支援を行うため，

当該利用者の意思および選好ならびに判断

能力等について丁寧に把握しなければなら

ない。 

３・４ （略） ４・５ （略） 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画の

作成に係る会議（利用者に対する指定療養

介護の提供に当たる担当者等を招集して行

う会議をいい，テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を開催

し，前項に規定する療養介護計画の原案の

内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，療養介護計画の

作成に係る会議（利用者および当該利用者

に対する指定療養介護の提供に当たる担当

者等を招集して行う会議をいい，テレビ電

話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を開催し，当該利用者の生活に

対する意向等を改めて確認するとともに，

前項に規定する療養介護計画の原案の内容

について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定す

る療養介護計画の原案の内容について利用

者またはその家族に対して説明し，文書に

より利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，第５項に規定す

る療養介護計画の原案の内容について利用

者またはその家族に対して説明し，文書に

より利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，療養介護計画を

作成した際には，当該療養介護計画を利用

者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，療養介護計画を

作成した際には，当該療養介護計画を利用

者および指定特定相談支援事業者等に交付

しなければならない。 

８・９ （略） ９・10 （略） 

10 第２項から第７項までの規定は，第８項

に規定する療養介護計画の変更について準

用する。 

11 第２項から第８項までの規定は，第９項

に規定する療養介護計画の変更について準

用する。 

  

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第61条 （略） 第61条 （略） 

（新設） ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当

たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定する

ことに困難を抱える場合には，適切に利用

者への意思決定の支援が行われるよう努め
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なければならない。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第80条 指定生活介護の事業を行う者(以下

「指定生活介護事業者」という。)が当該事

業を行う事業所(以下「指定生活介護事業

所」という。)に置くべき従業者およびその

員数は，次のとおりとする。 

第80条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 看護職員（保健師または看護師もしく

は准看護師をいう。以下この章，第８章，

第９章および第18章において同じ。），

理学療法士または作業療法士および生活

支援員 

(2) 看護職員（保健師または看護師もしく

は准看護師をいう。以下この章，第８章，

第９章および第18章において同じ。），

理学療法士，作業療法士または言語聴覚

士および生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士または作業療

法士および生活支援員の総数は，指定

生活介護の単位ごとに，常勤換算方法

で，(ア)から(ウ)までに掲げる平均障

害支援区分（基準命令第78条第１項第

２号イに規定する厚生労働大臣が定め

るところにより算定した障害支援区分

の平均値をいう。以下同じ。）に応じ，

それぞれ(ア)から(ウ)までに定める数

とする。 

ア 看護職員，理学療法士，作業療法士

または言語聴覚士および生活支援員の

総数は，指定生活介護の単位ごとに，

常勤換算方法で，(ア)から(ウ)までに

掲げる平均障害支援区分（基準命令第

78条第１項第２号イに規定する厚生労

働大臣が定めるところにより算定した

障害支援区分の平均値をいう。以下同

じ。）に応じ，それぞれ(ア)から(ウ)

までに定める数とする。 

(ｱ)～(ｳ) （略） (ｱ)～(ｳ) （略） 

イ （略） イ （略） 

ウ  理学療法士または作業療法士の数

は，利用者に対して日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための

訓練を行う場合は，指定生活介護の単

位ごとに，当該訓練を行うために必要

な数とする。 

ウ 理学療法士，作業療法士または言語

聴覚士の数は，利用者に対して日常生

活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う場合は，指定生

活介護の単位ごとに，当該訓練を行う

ために必要な数とする。 

エ （略） エ （略） 

(3) （略） (3) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項第２号の理学療法士または作業療

法士を確保することが困難な場合には，こ

れらの者に代えて，日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行

う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。 

４ 第１項第２号の理学療法士，作業療法士

または言語聴覚士を確保することが困難な

場合には，これらの者に代えて，日常生活

を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことがで

きる。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

  

（共生型生活介護の事業を行う指定小規模

多機能型居宅介護事業者等の基準） 

（共生型生活介護の事業を行う指定小規模

多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第95条の４ 共生型生活介護の事業を行う指

定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地

域密着型サービス基準条例第83条第１項に

規定する指定小規模多機能型居宅介護事業

第95条の４ （略） 
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者をいう。)，指定看護小規模多機能型居宅

介護事業者(指定地域密着型サービス基準

条例第192条第１項に規定する指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者をいう。)また

は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者(函館市指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員，設備および運営ならび

に指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例(平成25年函館市

条例第28号。以下「指定地域密着型介護予

防サービス基準条例」という。)第45条第１

項に規定する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下

「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」

という。)が当該事業に関して満たすべき基

準は，次のとおりとする。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指

定地域密着型サービス基準条例第83条第

１項に規定する指定小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。），指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所（指定地域密着

型サービス基準条例第 192条第１項に規

定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。）または指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所（指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第45条

第１項に規定する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。以下同

じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業所等」という。）の登録定員（当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所等

の登録者（指定地域密着型サービス基準

条例第83条第１項もしくは第 192条第１

項または指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第45条第１項に規定する登録

者をいう。以下同じ。）の数と共生型生

活介護，共生型自立訓練（機能訓練）（第

149条の２に規定する共生型自立訓練（機

能訓練）をいう。）もしくは共生型自立

訓練（生活訓練）（第159条の２に規定す

る共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）

または共生型児童発達支援（指定通所支

援基準条例第56条に規定する共生型児童

発達支援をいう。）もしくは共生型放課

後等デイサービス（指定通所支援基準条

例第85条に規定する共生型放課後等デイ

サービスをいう。）（以下「共生型通い

サービス」という。）を利用するために

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指

定地域密着型サービス基準条例第83条第

１項に規定する指定小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。），指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所（指定地域密着

型サービス基準条例第 192条第１項に規

定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。）または指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所（指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第45条

第１項に規定する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。以下同

じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業所等」という。）の登録定員（当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所等

の登録者（指定地域密着型サービス基準

条例第83条第１項もしくは第 192条第１

項または指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第45条第１項に規定する登録

者をいう。以下同じ。）の数と共生型生

活介護，共生型自立訓練（機能訓練）（第

149条の２に規定する共生型自立訓練（機

能訓練）をいう。）もしくは共生型自立

訓練（生活訓練）（第159条の２に規定す

る共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）

または共生型児童発達支援（指定通所支

援基準条例第56条に規定する共生型児童

発達支援をいう。）もしくは共生型放課

後等デイサービス（指定通所支援基準条

例第85条に規定する共生型放課後等デイ

サービスをいう。）（以下「共生型通い

サービス」という。）を利用するために

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所
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等に登録を受けた障害者および障害児の

数の合計数の上限をいう。以下この条，

第149条の３および第159条の３において

同じ。）を29人（サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第83条第７項に規

定するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。），サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所（指定地域密着型サービス基準条例第

192条第８項に規定するサテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所を

いう。）またはサテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第

45条第７項に規定するサテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。第97条において同じ。）（以下

「サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所等」という。）にあっては，

18人）以下とすること。 

等に登録を受けた障害者および障害児の

数の合計数の上限をいう。以下この条，

第149条の４および第159条の３において

同じ。）を29人（サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第83条第７項に規

定するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。），サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所（指定地域密着型サービス基準条例第

192条第８項に規定するサテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所を

いう。）またはサテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第

45条第７項に規定するサテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。第97条において同じ。）（以下

「サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所等」という。）にあっては，

18人）以下とすること。 

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等

が提供する指定小規模多機能型居宅介護

（指定地域密着型サービス基準条例第82

条に規定する指定小規模多機能型居宅介

護をいう。），指定看護小規模多機能型

居宅介護（指定地域密着型サービス基準

条例第191条に規定する指定看護小規模

多機能型居宅介護をいう。）または指定

介護予防小規模多機能型居宅介護（指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第

44条に規定する指定介護予防小規模多機

能型居宅介護をいう。以下同じ。）（以

下「指定小規模多機能型居宅介護等」と

いう。）のうち通いサービス（指定地域

密着型サービス基準条例第83条第１項も

しくは第192条第１項または指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第45条第

１項に規定する通いサービスをいう。以

下同じ。）の利用定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の通いサービ

スの利用者の数と共生型通いサービスを

受ける障害者および障害児の数の合計数

の１日当たりの上限をいう。以下この条，

第149条の３および第159条の３において

同じ。）を登録定員の２分の１から15人

（登録定員が25人を超える指定小規模多

機能型居宅介護事業所等にあっては，登

録定員に応じて，次の表に定める利用定

員，サテライト型指定小規模多機能型居

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等

が提供する指定小規模多機能型居宅介護

（指定地域密着型サービス基準条例第82

条に規定する指定小規模多機能型居宅介

護をいう。），指定看護小規模多機能型

居宅介護（指定地域密着型サービス基準

条例第191条に規定する指定看護小規模

多機能型居宅介護をいう。）または指定

介護予防小規模多機能型居宅介護（指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第

44条に規定する指定介護予防小規模多機

能型居宅介護をいう。以下同じ。）（以

下「指定小規模多機能型居宅介護等」と

いう。）のうち通いサービス（指定地域

密着型サービス基準条例第83条第１項も

しくは第192条第１項または指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第45条第

１項に規定する通いサービスをいう。以

下同じ。）の利用定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の通いサービ

スの利用者の数と共生型通いサービスを

受ける障害者および障害児の数の合計数

の１日当たりの上限をいう。以下この条，

第149条の４および第159条の３において

同じ。）を登録定員の２分の１から15人

（登録定員が25人を超える指定小規模多

機能型居宅介護事業所等にあっては，登

録定員に応じて，次の表に定める利用定

員，サテライト型指定小規模多機能型居
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宅介護事業所等にあっては，12人）まで

の範囲内とすること。 

宅介護事業所等にあっては，12人）まで

の範囲内とすること。 

 登録定員 利用定員   登録定員 利用定員  

 （略） （略）   （略） （略）  

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

  

（指定短期入所の取扱方針） （指定短期入所の取扱方針） 

第106条 （略） 第106条 （略） 

（新設） ２ 指定短期入所事業者は，利用者が自立し

た日常生活または社会生活を営むことがで

きるよう，利用者の意思決定の支援に配慮

しなければならない。 

２・３ （略） ３・４ （略） 

  

（指定重度障害者等包括支援の取扱方針） （指定重度障害者等包括支援の取扱方針） 

第120条 （略） 第120条 （略） 

（新設） ２ 指定重度障害者等包括支援事業者は，利

用者が自立した日常生活または社会生活を

営むことができるよう，利用者の意思決定

の支援に配慮しなければならない。 

２・３ （略） ３・４ （略） 

  

（重度障害者等包括支援計画の作成） （重度障害者等包括支援計画の作成） 

第121条 （略） 第121条 （略） 

２ サービス提供責任者は，重度障害者等包

括支援計画を作成した際は，利用者および

その同居の家族にその内容を説明するとと

もに，当該重度障害者等包括支援計画を交

付しなければならない。 

２ サービス提供責任者は，重度障害者等包

括支援計画を作成した際は，利用者および

その同居の家族にその内容を説明するとと

もに，当該重度障害者等包括支援計画を利

用者およびその同居の家族ならびに指定特

定相談支援事業者等に交付しなければなら

ない。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（準用） （準用） 

第123条 第10条から第22条まで，第24条，第

29条，第30条，第34条（第１項および第２

項を除く。）から第43条までおよび第68条

の規定は，指定重度障害者等包括支援の事

業について準用する。この場合において，

第10条第１項中「第32条」とあるのは「第

122条」と，第21条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第123条において準用する次条

第１項」と，第24条第２項中「第22条第２

項」とあるのは「第123条において準用する

第22条第２項」と読み替えるものとする。 

第123条 第10条から第22条まで，第24条，第

29条，第30条，第31条第４項，第34条（第

１項および第２項を除く。）から第43条ま

でおよび第68条の規定は，指定重度障害者

等包括支援の事業について準用する。この

場合において，第10条第１項中「第32条」

とあるのは「第122条」と，第21条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第123条におい

て準用する次条第１項」と，第24条第２項

中「第22条第２項」とあるのは「第123条に

おいて準用する第22条第２項」と読み替え

るものとする。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第143条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を

行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業

第143条 （略） 
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者」という。)が当該事業を行う事業所(以

下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とい

う。)に置くべき従業者およびその員数は，

次のとおりとする。 

(1) 看護職員，理学療法士または作業療法

士および生活支援員 

(1) 看護職員，理学療法士，作業療法士ま

たは言語聴覚士および生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士または作業療

法士および生活支援員の総数は，指定

自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，

常勤換算方法で，利用者の数を６で除

して得た数以上とする。 

ア 看護職員，理学療法士，作業療法士

または言語聴覚士および生活支援員の

総数は，指定自立訓練（機能訓練）事

業所ごとに，常勤換算方法で，利用者

の数を６で除して得た数以上とする。 

イ （略） イ （略） 

ウ  理学療法士または作業療法士の数

は，指定自立訓練（機能訓練）事業所

ごとに，１以上とする。 

ウ 理学療法士，作業療法士または言語

聴覚士の数は，指定自立訓練（機能訓

練）事業所ごとに，１以上とする。 

エ （略） エ （略） 

(2) （略） (2) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項第１号の理学療法士または作業療

法士を確保することが困難な場合には，こ

れらの者に代えて，日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行

う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。 

４ 第１項第１号の理学療法士，作業療法士

または言語聴覚士を確保することが困難な

場合には，これらの者に代えて，日常生活

を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことがで

きる。 

５～８ （略） ５～８ （略） 

  

（準用） （準用） 

第149条 第10条から第21条まで，第23条，第

24条，第29条，第34条の２，第36条の２か

ら第42条まで，第59条から第62条まで，第

68条，第70条から第72条まで，第76条，第

77条および第87条の２から第94条までの規

定は，指定自立訓練（機能訓練）の事業に

ついて準用する。この場合において，第10

条第１項中「第32条」とあるのは「第149条

において準用する第91条」と，第21条第２

項中「次条第１項」とあるのは「第146条第

１項」と，第24条第２項中「第22条第２項」

とあるのは「第146条第２項」と，第59条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第149条

において準用する次条第１項」と，「療養

介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と，第60条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」

と，同条第８項中「６月」とあるのは「３

月」と，第61条中「前条」とあるのは「第

149条において準用する前条」と，第77条第

２項第１号中「第60条」とあるのは「第149

条において準用する第60条」と，「療養介

第149条 第10条から第21条まで，第23条，第

24条，第29条，第34条の２，第36条の２か

ら第42条まで，第59条から第62条まで，第

68条，第70条から第72条まで，第76条，第

77条および第87条の２から第94条までの規

定は，指定自立訓練（機能訓練）の事業に

ついて準用する。この場合において，第10

条第１項中「第32条」とあるのは「第149条

において準用する第91条」と，第21条第２

項中「次条第１項」とあるのは「第146条第

１項」と，第24条第２項中「第22条第２項」

とあるのは「第146条第２項」と，第59条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第149条

において準用する次条第１項」と，「療養

介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と，第60条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」

と，同条第９項中「６月」とあるのは「３

月」と，第61条中「前条」とあるのは「第

149条において準用する前条」と，第77条第

２項第１号中「第60条」とあるのは「第149

条において準用する第60条」と，「療養介
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護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）

計画」と，同項第２号中「第55条第１項」

とあるのは「第149条において準用する第20

条第１項」と，同項第３号中「第67条」と

あるのは「第 149条において準用する第90

条」と，同項第４号から第６号までの規定

中「次条」とあるのは「第149条」と，第91

条中「第94条第１項」とあるのは「第149条

において準用する第94条第１項」と，第94

条第１項中「前条」とあるのは「第149条に

おいて準用する前条」と読み替えるものと

する。 

護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）

計画」と，同項第２号中「第55条第１項」

とあるのは「第149条において準用する第20

条第１項」と，同項第３号中「第67条」と

あるのは「第149条において準用する第 90

条」と，同項第４号から第６号までの規定

中「次条」とあるのは「第149条」と，第91

条中「第94条第１項」とあるのは「第149条

において準用する第94条第１項」と，第94

条第１項中「前条」とあるのは「第149条に

おいて準用する前条」と読み替えるものと

する。 

  

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行

う指定通所介護事業者等の基準） 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行

う指定通所介護事業者等の基準） 

第149条の２ （略） 第149条の２ （略） 

  

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行

う指定通所リハビリテーション事業者の基

準） 

（新設） 第149条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の

事業を行う指定通所リハビリテーション事

業者（指定居宅サービス等基準条例第137条

第１項に規定する指定通所リハビリテーシ

ョン事業者をいう。以下同じ。）が当該事

業に関して満たすべき基準は，次のとおり

とする。 

 (1) 指定通所リハビリテーション事業所（指

定居宅サービス等基準条例第 137条第１

項に規定する指定通所リハビリテーショ

ン事業所をいう。以下同じ。）の専用の

部屋等の面積（当該指定通所リハビリテ

ーション事業所が介護老人保健施設（介

護保険法（平成９年法律第123号）第８条

第28項に規定する介護老人保健施設をい

う。）または介護医療院（同条第29項に

規定する介護医療院をいう。）である場

合にあっては，当該専用の部屋等の面積

に利用者用に確保されている食堂（リハ

ビリテーションに供用されるものに限

る。）の面積を加えるものとする。第150

条第２号において同じ。）を，指定通所

リハビリテーション（指定居宅サービス

等基準条例第136条に規定する指定通所

リハビリテーションをいう。以下同じ。）

の利用者の数と共生型自立訓練（機能訓

練）の利用者の数の合計数で除して得た

面積が３平方メートル以上であること。 

 (2) 指定通所リハビリテーション事業所の

従業者の員数が，当該指定通所リハビリ
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テーション事業所が提供する指定通所リ

ハビリテーションの利用者の数を指定通

所リハビリテーションの利用者の数およ

び共生型自立訓練（機能訓練）の利用者

の数の合計数であるとした場合における

当該指定通所リハビリテーション事業所

として必要とされる数以上であること。 

 (3) 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者

に対して適切なサービスを提供するた

め，指定自立訓練（機能訓練）事業所そ

の他の関係施設から必要な技術的支援を

受けていること。 

  

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行

う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の

基準） 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行

う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の

基準） 

第149条の３ （略） 第149条の４ （略） 

  

（準用） （準用） 

第149条の４ （略） 第149条の５ （略） 

  

（基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） （基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） 

第150条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該

当障害福祉サービス（第206条に規定する特

定基準該当自立訓練（機能訓練）を除く。

以下この節において「基準該当自立訓練（機

能訓練）」という。）の事業を行う者（以

下この節において「基準該当自立訓練（機

能訓練）事業者」という。）が当該事業に

関して満たすべき基準は，次のとおりとす

る。 

第150条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該

当障害福祉サービス（第150条の３に規定す

る病院等基準該当自立訓練（機能訓練）お

よび第206条に規定する特定基準該当自立

訓練（機能訓練）を除く。以下この節にお

いて「基準該当自立訓練（機能訓練）」と

いう。）の事業を行う者（以下この節にお

いて「基準該当自立訓練（機能訓練）事業

者」という。）が当該事業に関して満たす

べき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定通所介護事業者等であって，地域

において自立訓練（機能訓練）が提供さ

れていないこと等により自立訓練（機能

訓練）を受けることが困難な障害者に対

して指定通所介護等を提供するものであ

ること。 

(1) 指定通所介護事業者等または指定通所

リハビリテーション事業者であって，地

域において自立訓練（機能訓練）が提供

されていないこと等により自立訓練（機

能訓練）を受けることが困難な障害者に

対して指定通所介護等または指定通所リ

ハビリテーションを提供するものである

こと。 

(2) 指定通所介護事業所等の食堂および機

能訓練室の面積を，指定通所介護等の利

用者の数と基準該当自立訓練（機能訓練）

を受ける利用者の数の合計数で除して得

た面積が３平方メートル以上であるこ

と。 

(2) 指定通所介護事業所等の食堂および機

能訓練室または指定通所リハビリテーシ

ョン事業所の専用の部屋等の面積を，指

定通所介護等または指定通所リハビリテ

ーションの利用者の数と基準該当自立訓

練（機能訓練）を受ける利用者の数の合

計数で除して得た面積が３平方メートル

以上であること。 

(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数

が，当該指定通所介護事業所等が提供す

(3) 指定通所介護事業所等または指定通所

リハビリテーション事業所の従業者の員
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る指定通所介護等の利用者の数を指定通

所介護等の利用者および基準該当自立訓

練（機能訓練）を受ける利用者の数の合

計数であるとした場合における当該指定

通所介護事業所等として必要とされる数

以上であること。 

数が，当該指定通所介護事業所等または

当該指定通所リハビリテーション事業所

が提供する指定通所介護等または指定通

所リハビリテーションの利用者の数を指

定通所介護等または指定通所リハビリテ

ーションの利用者および基準該当自立訓

練（機能訓練）を受ける利用者の数の合

計数であるとした場合における当該指定

通所介護事業所等または当該指定通所リ

ハビリテーション事業所として必要とさ

れる数以上であること。 

(4) （略） (4) （略） 

  

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特例） 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特例） 

第150条の２ （略） 第150条の２ （略） 

  

 （病院または診療所における基準該当障害

福祉サービス（自立訓練）に関する基準） 

（新設） 第150条の３ 地域において自立訓練（機能訓

練）が提供されていないこと等により自立

訓練（機能訓練）を受けることが困難な障

害者に対して病院または診療所（以下「病

院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者」

という。）が行う自立訓練（機能訓練）に

係る基準該当障害福祉サービス（以下この

条において「病院等基準該当自立訓練（機

能訓練）」という。）に関して病院等基準

該当自立訓練（機能訓練）事業者が満たす

べき基準は，次のとおりとする。 

 (1) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）

を行う事業所（次号において「病院等基

準該当自立訓練（機能訓練）事業所」と

いう。）の専用の部屋等の面積を，病院

等基準該当自立訓練（機能訓練）を受け

る利用者の数で除して得た面積が３平方

メートル以上であること。 

 (2) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）

事業所ごとに，管理者および次のアまた

はイに掲げる場合の区分に応じて当該ア

またはイに掲げる基準を満たす人員を配

置していること。 

 ア 利用者の数が10人以下の場合 専ら

当該病院等基準該当自立訓練（機能訓

練）の提供に当たる理学療法士，作業療

法士もしくは言語聴覚士または看護職

員もしくは介護職員が１以上確保され

ていること。 

 イ 利用者の数が10人を超える場合 専

ら当該病院等基準該当自立訓練（機能訓
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練）の提供に当たる理学療法士，作業療

法士もしくは言語聴覚士または看護職

員もしくは介護職員が，利用者の数を10

で除した数以上確保されていること。 

 (3) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）

を受ける利用者に対して適切なサービス

を提供するため，指定自立訓練（機能訓

練）事業所その他の関係施設から必要な

技術的支援を受けていること。 

  

（準用） （準用） 

第159条 第10条から第19条まで，第21条，第

24条，第29条，第34条の２，第36条の２か

ら第42条まで，第59条から第62条まで，第

68条，第70条から第72条まで，第76条，第

87条の２から第94条まで，第147条および第

148条の規定は，指定自立訓練（生活訓練）

の事業について準用する。この場合におい

て，第10条第１項中「第32条」とあるのは

「第159条において準用する第91条」と，第

21条第２項中「次条第１項から第３項まで」

とあるのは「第157条第１項から第４項ま

で」と，第24条第２項中「第22条第２項」

とあるのは「第157条第２項」と，第59条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第159条

において準用する次条第１項」と，「療養

介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，第60条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」

と，同条第８項中「６月」とあるのは「３

月」と，第61条中「前条」とあるのは「第

159条において準用する前条」と，第91条中

「第94条第１項」とあるのは「第159条にお

いて準用する第94条第１項」と，第94条第

１項中「前条」とあるのは「第159条におい

て準用する前条」と読み替えるものとする。 

第159条 第10条から第19条まで，第21条，第

24条，第29条，第34条の２，第36条の２か

ら第42条まで，第59条から第62条まで，第

68条，第70条から第72条まで，第76条，第

87条の２から第94条まで，第147条および第

148条の規定は，指定自立訓練（生活訓練）

の事業について準用する。この場合におい

て，第10条第１項中「第32条」とあるのは

「第159条において準用する第91条」と，第

21条第２項中「次条第１項から第３項まで」

とあるのは「第 157条第１項から第４項ま

で」と，第24条第２項中「第22条第２項」

とあるのは「第157条第２項」と，第59条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第159条

において準用する次条第１項」と，「療養

介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，第60条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」

と，同条第９項中「６月」とあるのは「３

月」と，第61条中「前条」とあるのは「第

159条において準用する前条」と，第91条中

「第94条第１項」とあるのは「第159条にお

いて準用する第94条第１項」と，第94条第

１項中「前条」とあるのは「第159条におい

て準用する前条」と読み替えるものとする。 

  

（準用） （準用） 

第172条 第10条から第18条まで，第20条，第

21条，第24条，第29条，第34条の２，第36

条の２から第42条まで，第59条から第62条

まで，第68条，第70条から第72条まで，第

76条，第77条，第86条，第87条，第88条か

ら第94条まで，第146条，第147条および第

157条の２の規定は，指定就労移行支援の事

業について準用する。この場合において，

第10条第１項中「第32条」とあるのは「第

172条において準用する第91条」と，第21条

第２項中「次条第１項」とあるのは「第172

条において準用する第146条第１項」と，第

第172条 第10条から第18条まで，第20条，第

21条，第24条，第29条，第34条の２，第36

条の２から第42条まで，第59条から第62条

まで，第68条，第70条から第72条まで，第

76条，第77条，第86条，第87条，第88条か

ら第94条まで，第146条，第147条および第

157条の２の規定は，指定就労移行支援の事

業について準用する。この場合において，

第10条第１項中「第32条」とあるのは「第

172条において準用する第91条」と，第21条

第２項中「次条第１項」とあるのは「第172

条において準用する第146条第１項」と，第
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24条第２項中「第22条第２項」とあるのは

「第 172条において準用する第 146条第２

項」と，第59条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第172条において準用する次条第

１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就

労移行支援計画」と，第60条中「療養介護

計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，

同条第８項中「６月」とあるのは「３月」

と，第61条中「前条」とあるのは「第172条

において準用する前条」と，第77条第２項

第１号中「第60条」とあるのは「第172条に

おいて準用する第60条」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労移行支援計画」と，

同項第２号中「第55条第１項」とあるのは

「第172条において準用する第20条第１項」

と，同項第３号中「第67条」とあるのは「第

172条において準用する第90条」と，同項第

４号から第６号までの規定中「次条」とあ

るのは「第172条」と，第91条中「第94条第

１項」とあるのは「第172条において準用す

る第94条第１項」と，第94条第１項中「前

条」とあるのは「第172条において準用する

前条」と，第157条の２第１項中「支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者お

よび基準命令第170条の２第１項に規定す

る厚生労働大臣が定める者に限る。）」と

あるのは「支給決定障害者（基準命令第184

条において読み替えて準用する基準命令第

170条の２第１項に規定する厚生労働大臣

が定める者に限る。）」と，同条第２項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を

受ける者および基準命令第 170条の２第２

項に規定する厚生労働大臣が定める者を除

く。）」とあるのは「支給決定障害者（基

準命令第184条において読み替えて準用す

る基準命令第 170条の２第２項に規定する

厚生労働大臣が定める者を除く。）」と読

み替えるものとする。 

24条第２項中「第22条第２項」とあるのは

「第 172条において準用する第 146条第２

項」と，第59条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第172条において準用する次条第

１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就

労移行支援計画」と，第60条中「療養介護

計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，

同条第９項中「６月」とあるのは「３月」

と，第61条中「前条」とあるのは「第172条

において準用する前条」と，第77条第２項

第１号中「第60条」とあるのは「第172条に

おいて準用する第60条」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労移行支援計画」と，

同項第２号中「第55条第１項」とあるのは

「第172条において準用する第20条第１項」

と，同項第３号中「第67条」とあるのは「第

172条において準用する第90条」と，同項第

４号から第６号までの規定中「次条」とあ

るのは「第172条」と，第91条中「第94条第

１項」とあるのは「第172条において準用す

る第94条第１項」と，第94条第１項中「前

条」とあるのは「第172条において準用する

前条」と，第157条の２第１項中「支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者お

よび基準命令第 170条の２第１項に規定す

る厚生労働大臣が定める者に限る。）」と

あるのは「支給決定障害者（基準命令第184

条において読み替えて準用する基準命令第

170条の２第１項に規定する厚生労働大臣

が定める者に限る。）」と，同条第２項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を

受ける者および基準命令第 170条の２第２

項に規定する厚生労働大臣が定める者を除

く。）」とあるのは「支給決定障害者（基

準命令第184条において読み替えて準用す

る基準命令第170条の２第２項に規定する

厚生労働大臣が定める者を除く。）」と読

み替えるものとする。 

  

（準用） （準用） 

第190条 第10条から第18条まで，第20条，第

21条，第23条，第24条，第29条，第34条の

２，第36条の２から第42条まで，第59条か

ら第62条まで，第68条，第70条から第72条

まで，第76条，第77条，第86条，第88条か

ら第94条まで，第146条，第147条および第

181条から第183条までの規定は，指定就労

継続支援Ｂ型の事業について準用する。こ

の場合において，第10条第１項中「第32条」

とあるのは「第190条において準用する第91

第190条 第10条から第18条まで，第20条，第

21条，第23条，第24条，第29条，第34条の

２，第36条の２から第42条まで，第59条か

ら第62条まで，第68条，第70条から第72条

まで，第76条，第77条，第86条，第88条か

ら第94条まで，第146条，第147条，第180条

第６項および第181条から第183条までの規

定は，指定就労継続支援Ｂ型の事業につい

て準用する。この場合において，第10条第

１項中「第32条」とあるのは「第190条にお
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条」と，第21条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第190条において準用する第146

条第１項」と，第24条第２項中「第22条第

２項」とあるのは「第190条において準用す

る第146条第２項」と，第59条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第190条において準

用する次条第１項」と，「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，

第60条中「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ｂ型計画」と，第61条中「前条」

とあるのは「第190条において準用する前

条」と，第77条第２項第１号中「第60条」

とあるのは「第190条において準用する第60

条」と，「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第

55条第１項」とあるのは「第190条において

準用する第20条第１項」と，同項第３号中

「第67条」とあるのは「第190条において準

用する第90条」と，同項第４号から第６号

までの規定中「次条」とあるのは「第190条」

と，第91条中「第94条第１項」とあるのは

「第190条において準用する第94条第１項」

と，第94条第１項中「前条」とあるのは「第

190条において準用する前条」と，第181条

第１項中「第185条」とあるのは「第190条」

と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは

「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。 

いて準用する第91条」と，第21条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第190条におい

て準用する第146条第１項」と，第24条第２

項中「第22条第２項」とあるのは「第190条

において準用する第146条第２項」と，第59

条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

190条において準用する次条第１項」と，

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支

援Ｂ型計画」と，第60条中「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，

第61条中「前条」とあるのは「第190条にお

いて準用する前条」と，第77条第２項第１

号中「第60条」とあるのは「第190条におい

て準用する第60条」と，「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，

同項第２号中「第55条第１項」とあるのは

「第190条において準用する第20条第１項」

と，同項第３号中「第67条」とあるのは「第

190条において準用する第90条」と，同項第

４号から第６号までの規定中「次条」とあ

るのは「第190条」と，第91条中「第94条第

１項」とあるのは「第190条において準用す

る第94条第１項」と，第94条第１項中「前

条」とあるのは「第190条において準用する

前条」と，第180条第６項中「賃金および第

３項に規定する工賃」とあるのは「第189条

第１項の工賃」と，第181条第１項中「第185

条」とあるのは「第190条」と，「就労継続

支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援

Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

  

（準用） （準用） 

第194条 第10条から第13条まで，第15条から

第18条まで，第20条，第21条，第24条（第

１項を除く。），第29条，第34条の２，第

36条の２から第42条まで，第52条，第59条

から第62条まで，第70条，第72条，第76条，

第77条，第86条，第89条，第90条，第92条

から第94条まで，第146条（第１項を除く。），

第147条，第181条から第183条までおよび第

186条の規定は，基準該当就労継続支援Ｂ型

の事業について準用する。この場合におい

て，第10条第１項中「第32条」とあるのは

「第192条」と，第21条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第194条において準用する

第146条第２項」と，第24条第２項中「第22

条第２項」とあるのは「第194条において準

用する第146条第２項」と，第59条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第194条におい

て準用する次条第１項」と，「療養介護計

第194条 第10条から第13条まで，第15条から

第18条まで，第20条，第21条，第24条（第

１項を除く。），第29条，第34条の２，第

36条の２から第42条まで，第52条，第59条

から第62条まで，第70条，第72条，第76条，

第77条，第86条，第89条，第90条，第92条

から第94条まで，第146条（第１項を除く。），

第147条，第180条第６項，第181条から第183

条までおよび第186条の規定は，基準該当就

労継続支援Ｂ型の事業について準用する。

この場合において，第10条第１項中「第32

条」とあるのは「第192条」と，第21条第２

項中「次条第１項」とあるのは「第194条に

おいて準用する第146条第２項」と，第24条

第２項中「第22条第２項」とあるのは「第

194条において準用する第146条第２項」と，

第59条第１項中「次条第１項」とあるのは

「第194条において準用する次条第１項」
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画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ

型計画」と，第60条中「療養介護計画」と

あるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」

と，第61条中「前条」とあるのは「第194条

において準用する前条」と，第77条第２項

第１号中「第60条」とあるのは「第194条に

おいて準用する第60条」と，「療養介護計

画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ

型計画」と，同項第２号中「第55条第１項」

とあるのは「第194条において準用する第20

条第１項」と，同項第３号中「第67条」と

あるのは「第 194条において準用する第90

条」と，同項第４号から第６号までの規定

中「次条」とあるのは「第194条」と，第94

条第１項中「前条」とあるのは「第194条に

おいて準用する前条」と，第181条第１項中

「第185条」とあるのは「第194条」と，「就

労継続支援Ａ型計画」とあるのは「基準該

当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。 

と，「療養介護計画」とあるのは「基準該

当就労継続支援Ｂ型計画」と，第60条中「療

養介護計画」とあるのは「基準該当就労継

続支援Ｂ型計画」と，第61条中「前条」と

あるのは「第194条において準用する前条」

と，第77条第２項第１号中「第60条」とあ

るのは「第194条において準用する第60条」

と，「療養介護計画」とあるのは「基準該

当就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号

中「第55条第１項」とあるのは「第194条に

おいて準用する第20条第１項」と，同項第

３号中「第67条」とあるのは「第194条にお

いて準用する第90条」と，同項第４号から

第６号までの規定中「次条」とあるのは「第

194条」と，第94条第１項中「前条」とある

のは「第194条において準用する前条」と，

第180条第６項中「賃金および第３項に規定

する工賃」とあるのは「第193条第１項の工

賃」と，第181条第１項中「第185条」とあ

るのは「第194条」と，「就労継続支援Ａ型

計画」とあるのは「基準該当就労継続支援

Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

  

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第194条の６ （略） 第194条の６ （略） 

（新設） ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当

たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定する

ことに困難を抱える場合には，適切に利用

者への意思決定の支援が行われるよう努め

なければならない。 

  

（実施主体） （実施主体） 

第194条の７ 指定就労定着支援事業者は，過

去３年間において平均１人以上，通常の事

業所に新たに障害者を雇用させている生活

介護等に係る指定障害福祉サービス事業者

でなければならない。 

第194条の７ 指定就労定着支援事業者は，生

活介護等に係る指定障害福祉サービス事業

者であって，過去３年以内に当該事業者の

事業所の３人以上の利用者が新たに通常の

事業所に雇用されたものまたは障害者就

業・生活支援センターでなければならない。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第194条の14 指定自立生活援助の事業を行

う者（以下「指定自立生活援助事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定自立生活援助事業所」という。）に置く

べき従業者およびその員数は，次のとおり

とする。 

第194条の14 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) サービス管理責任者 指定自立生活援

助事業所ごとに，アまたはイに掲げる利

(2) （略） 
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用者の数の区分に応じ，それぞれアまた

はイに掲げる数 

ア 利用者の数が30以下 １以上 ア サービス管理責任者が常勤である場

合 次の（ア）または（イ）に掲げる

利用者の数の区分に応じ，それぞれ

（ア）または（イ）に掲げる数 

(ｱ) 利用者の数が60以下 １以上 

(ｲ) 利用者の数が61以上 １に，利用

者の数が60を超えて60またはその端

数を増すごとに１を加えて得た数以

上 

イ 利用者の数が31以上 １に，利用者

の数が30を超えて30またはその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上 

イ ア以外の場合 次の（ア）または（イ）

に掲げる利用者の数の区分に応じ，そ

れぞれ（ア）または（イ）に掲げる数 

 (ｱ) 利用者の数が30以下 １以上 

 (ｲ) 利用者の数が31以上 １に，利用

者の数が30を超えて30またはその端

数を増すごとに１を加えて得た数以

上 

２ （略） ２ （略） 

（新設） ３ 指定自立生活援助事業者が指定地域移行

支援事業者（障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく

指定地域相談支援の事業の人員及び運営に

関する基準（平成24年厚生労働省令第27号。

以下この条において「指定地域相談支援基

準省令」という。）第２条第３項に規定す

る指定地域移行支援事業者をいう。）の指

定を併せて受け，かつ，指定自立生活援助

の事業と指定地域移行支援（指定地域相談

支援基準省令第１条第11号に規定する指定

地域移行支援をいう。）の事業を同一の事

業所において一体的に運営している場合に

あっては，指定地域相談支援基準省令第３

条の規定により当該事業所に配置された相

談支援専門員（同条第２項に規定する相談

支援専門員をいう。以下同じ。）を第１項

第２号の規定により置くべきサービス管理

責任者とみなすことができる。 

（新設） ４ 指定自立生活援助事業者が指定地域定着

支援事業者（指定地域相談支援基準省令第

39条第３項に規定する指定地域定着支援事

業者をいう。）の指定を併せて受け，かつ，

指定自立生活援助の事業と指定地域定着支

援（指定地域相談支援基準省令第１条第12

号に規定する指定地域定着支援をいう。）

の事業を同一の事業所において一体的に運

営している場合にあっては，指定地域相談

支援基準省令第40条において準用する指定

地域相談支援基準省令第３条の規定により
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当該事業所に配置された相談支援専門員を

第１項第２号の規定により置くべきサービ

ス管理責任者とみなすことができる。 

３・４ （略） ５・６ （略） 

  

（実施主体）  

第194条の17 指定自立生活援助事業者は，指

定障害福祉サービス事業者（居宅介護，重

度訪問介護，同行援護，行動援護，宿泊型

自立訓練または共同生活援助の事業を行う

者に限る。），指定障害者支援施設または

指定相談支援事業者でなければならない。 

第194条の17 削除 

  

（定期的な訪問による支援） （定期的な訪問等による支援） 

第194条の18 指定自立生活援助事業者は，お

おむね週に１回以上，利用者の居宅を訪問

することにより，当該利用者の心身の状況，

その置かれている環境および日常生活全般

の状況等の把握を行い，必要な情報の提供

および助言ならびに相談，指定障害福祉サ

ービス事業者等，医療機関等との連絡調整

その他の障害者が地域における自立した日

常生活または社会生活を営むために必要な

援助を行わなければならない。 

第194条の18 指定自立生活援助事業者は，定

期的に利用者の居宅を訪問することによ

り，またはテレビ電話装置等を活用して，

当該利用者の心身の状況，その置かれてい

る環境および日常生活全般の状況等の把握

を行い，必要な情報の提供および助言なら

びに相談，指定障害福祉サービス事業者等，

医療機関等との連絡調整その他の障害者が

地域における自立した日常生活または社会

生活を営むために必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

  

（準用） （準用） 

第194条の20 第10条から第24条まで，第30

条，第34条から第36条まで，第37条から第

42条まで，第59条，第60条，第62条，第68

条，第194条の６，第194条の10および第194

条の11の規定は，指定自立生活援助の事業

について準用する。この場合において，第

10条第１項中「第32条」とあるのは「第194

条の20において準用する第194条の10」と，

第21条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第194条の20において準用する次条第１

項」と，第60条中「療養介護計画」とある

のは「自立生活援助計画」と，同条第８項

中「６月」とあるのは「３月」と読み替え

るものとする。 

第194条の20 第10条から第24条まで，第30

条，第34条から第36条まで，第37条から第

42条まで，第59条，第60条，第62条，第68

条，第194条の６，第194条の10および第194

条の11の規定は，指定自立生活援助の事業

について準用する。この場合において，第

10条第１項中「第32条」とあるのは「第194

条の20において準用する第194条の10」と，

第21条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第194条の20において準用する次条第１

項」と，第59条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第194条の20において準用する次

条第１項」と，「療養介護計画」とあるの

は「自立生活援助計画」と，第60条中「療

養介護計画」とあるのは「自立生活援助計

画」と，同条第９項中「６月」とあるのは

「３月」と読み替えるものとする。 

  

第195条 共同生活援助に係る指定障害福祉

サービス（以下「指定共同生活援助」とい

う。）の事業は，利用者が地域において共

同して自立した日常生活または社会生活を

営むことができるよう，当該利用者の身体

第195条 共同生活援助に係る指定障害福祉

サービス（以下「指定共同生活援助」とい

う。）の事業は，利用者が地域において共

同して自立した日常生活または社会生活を

営むことができるよう，当該利用者の身体
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および精神の状況ならびにその置かれてい

る環境に応じて共同生活住居において相

談，入浴，排せつまたは食事の介護その他

の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行

うものでなければならない。 

および精神の状況ならびにその置かれてい

る環境に応じて共同生活住居において相

談，入浴，排せつもしくは食事の介護その

他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に

行い，またはこれに併せて，居宅における

自立した日常生活への移行を希望する入居

者につき当該日常生活への移行および移行

後の定着に関する相談，住居の確保に係る

援助その他居宅における自立した日常生活

への移行および移行後の定着に必要な援助

を適切かつ効果的に行うものでなければな

らない。 

  

（入退居） （入退居） 

第198条の２ （略） 第198条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定共同生活援助事業者は，利用者の退

居の際は，利用者の希望を踏まえた上で，

退居後の生活環境や援助の継続性に配慮

し，退居に必要な援助を行わなければなら

ない。 

３ 指定共同生活援助事業者は，利用者の退

居の際は，利用者の希望を踏まえた上で，

退居後の生活環境や援助の継続性に配慮

し，退居に必要な援助を行い，またはこれ

に併せて居宅における自立した日常生活へ

の移行後の定着に必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

（指定共同生活援助の取扱方針） （指定共同生活援助の取扱方針） 

第198条の５ （略） 第198条の５ （略） 

（新設） ２ 指定共同生活援助事業者は，利用者が自

立した日常生活または社会生活を営むこと

ができるよう，利用者の意思決定の支援に

配慮しなければならない。 

２～４ （略） ３～５ （略） 

  

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第198条の６ （略） 第198条の６ （略） 

（新設） ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当

たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定する

ことに困難を抱える場合には，適切に利用

者への意思決定の支援が行われるよう努め

なければならない。 

  

 （地域との連携等） 

（新設） 第198条の７ 指定共同生活援助事業者は，指

定共同生活援助の提供に当たっては，地域

住民またはその自発的な活動等との連携お

よび協力を行う等の地域との交流を図らな

ければならない。 

 ２ 指定共同生活援助事業者は，指定共同生

活援助の提供に当たっては，利用者および
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その家族，地域住民の代表者，共同生活援

助について知見を有する者ならびに市の担

当者等により構成される協議会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるもの

とする。以下この条および第201条の10にお

いて「地域連携推進会議」という。）を開

催し，おおむね１年に１回以上，地域連携

推進会議において，事業の運営に係る状況

を報告するとともに，必要な要望，助言等

を聴く機会を設けなければならない。 

 ３ 指定共同生活援助事業者は，地域連携推

進会議の開催のほか，おおむね１年に１回

以上，当該地域連携推進会議の構成員が指

定共同生活援助事業所を見学する機会を設

けなければならない。 

 ４ 指定共同生活援助事業者は，第２項の報

告，要望，助言等についての記録を作成す

るとともに，当該記録を公表しなければな

らない。 

 ５ 前３項の規定は，指定共同生活援助事業

者がその提供する指定共同生活援助の質に

係る外部の者による評価および当該評価の

実施状況の公表またはこれに準ずる措置と

して市長が定めるものを講じている場合に

は，適用しない。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第200条の４ （略） 第200条の４ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（新設） ３ 指定共同生活援助事業者は，感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号）第６条第17項

に規定する第２種協定指定医療機関（次項

において「第２種協定指定医療機関」とい

う。）との間で，新興感染症（同条第７項

に規定する新型インフルエンザ等感染症，

同条第８項に規定する指定感染症または同

条第９項に規定する新感染症をいう。次項

において同じ。）の発生時等の対応を取り

決めるように努めなければならない。 

（新設） ４ 指定共同生活援助事業者は，協力医療機

関が第２種協定指定医療機関である場合に

おいては，当該第２種協定指定医療機関と

の間で，新興感染症の発生時等の対応につ

いて協議を行わなければならない。 

  

（準用） （準用） 

第201条 第10条，第12条，第13条，第15条か

ら第18条まで，第21条，第24条，第29条，

第34条の２，第36条の２から第42条まで，

第201条 第10条，第12条，第13条，第15条か

ら第18条まで，第21条，第24条，第29条，

第34条の２，第36条の２から第42条まで，
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第55条，第60条，第62条，第68条，第72条，

第76条，第77条，第90条，第92条，第94条

および第157条の２の規定は，指定共同生活

援助の事業について準用する。この場合に

おいて，第10条第１項中「第32条」とある

のは「第199条の３」と，第21条第２項中「次

条第１項」とあるのは「第198条の４第１項」

と，第24条第２項中「第22条第２項」とあ

るのは「第198条の４第２項」と，第60条中

「療養介護計画」とあるのは「共同生活援

助計画」と，第77条第２項第１号中「第60

条」とあるのは「第201条において準用する

第60条」と，「療養介護計画」とあるのは

「共同生活援助計画」と，同項第２号中「第

55条第１項」とあるのは「第201条において

準用する第55条第１項」と，同項第３号中

「第67条」とあるのは「第201条において準

用する第90条」と，同項第４号から第６号

までの規定中「次条」とあるのは「第201条」

と，第94条第１項中「前条の協力医療機関」

とあるのは「第200条の４第１項の協力医療

機関および同条第２項の協力歯科医療機

関」と，第157条の２第１項中「支給決定障

害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者およ

び基準命令第 170条の２第１項に規定する

厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあ

るのは「支給決定障害者（入居前の体験的

な指定共同生活援助を受けている者を除

く。）」と，同条第２項中「支給決定障害

者（指定宿泊型自立訓練を受ける者および

基準命令第170条の２第２項に規定する厚

生労働大臣が定める者を除く。）」とある

のは「支給決定障害者（入居前の体験的な

指定共同生活援助を受けている者に限

る。）」と読み替えるものとする。 

第55条，第60条，第62条，第68条，第72条，

第77条，第90条，第92条，第94条および第

157条の２の規定は，指定共同生活援助の事

業について準用する。この場合において，

第10条第１項中「第32条」とあるのは「第

199条の３」と，第21条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第198条の４第１項」と，

第24条第２項中「第22条第２項」とあるの

は「第198条の４第２項」と，第60条中「療

養介護計画」とあるのは「共同生活援助計

画」と，第77条第２項第１号中「第60条」

とあるのは「第201条において準用する第60

条」と，「療養介護計画」とあるのは「共

同生活援助計画」と，同項第２号中「第55

条第１項」とあるのは「第201条において準

用する第55条第１項」と，同項第３号中「第

67条」とあるのは「第201条において準用す

る第90条」と，同項第４号から第６号まで

の規定中「次条」とあるのは「第201条」と，

第94条第１項中「前条の協力医療機関」と

あるのは「第200条の４第１項の協力医療機

関および同条第２項の協力歯科医療機関」

と，第157条の２第１項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者および基

準命令第170条の２第１項に規定する厚生

労働大臣が定める者に限る。）」とあるの

は「支給決定障害者（入居前の体験的な指

定共同生活援助を受けている者を除く。）」

と，同条第２項中「支給決定障害者（指定

宿泊型自立訓練を受ける者および基準命令

第170条の２第２項に規定する厚生労働大

臣が定める者を除く。）」とあるのは「支

給決定障害者（入居前の体験的な指定共同

生活援助を受けている者に限る。）」と読

み替えるものとする。 

  

（この節の趣旨） （この節の趣旨） 

第201条の２ 第１節から前節までの規定に

かかわらず，日中サービス支援型指定共同

生活援助（指定共同生活援助であって，当

該指定共同生活援助に係る指定共同生活援

助事業所の従業者により，常時介護を要す

る者に対して，常時の支援体制を確保した

上で行われる入浴，排せつ，食事の介護そ

の他の日常生活上の援助をいう。以下同

じ。）の事業を行う者（以下「日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業者」とい

う。）の基本方針ならびに人員，設備およ

び運営に関する基準については，この節に

定めるところによる。 

第201条の２ 第１節から前節までの規定に

かかわらず，日中サービス支援型指定共同

生活援助（指定共同生活援助であって，当

該指定共同生活援助に係る指定共同生活援

助事業所の従業者により，常時介護を要す

る者に対して，常時の支援体制を確保した

上で行われる相談，入浴，排せつもしくは

食事の介護その他の日常生活上の援助また

はこれに併せて行われる居宅における自立

した日常生活への移行および移行後の定着

に必要な援助をいう。以下同じ。）の事業

を行う者（以下「日中サービス支援型指定

共同生活援助事業者」という。）の基本方
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針ならびに人員，設備および運営に関する

基準については，この節に定めるところに

よる。 

  

（基本方針） （基本方針） 

第201条の３ 日中サービス支援型指定共同

生活援助の事業は，常時の支援体制を確保

することにより，利用者が地域において，

家庭的な環境および地域住民との交流の下

で自立した日常生活または社会生活を営む

ことができるよう，当該利用者の身体およ

び精神の状況ならびにその置かれている環

境に応じて共同生活住居において相談，入

浴，排せつまたは食事の介護その他の日常

生活上の援助を適切かつ効果的に行うもの

でなければならない。 

第201条の３ 日中サービス支援型指定共同

生活援助の事業は，常時の支援体制を確保

することにより，利用者が地域において，

家庭的な環境および地域住民との交流の下

で自立した日常生活または社会生活を営む

ことができるよう，当該利用者の身体およ

び精神の状況ならびにその置かれている環

境に応じて共同生活住居において相談，入

浴，排せつもしくは食事の介護その他の日

常生活上の援助またはこれに併せて行われ

る居宅における自立した日常生活への移行

および移行後の定着に必要な援助を適切か

つ効果的に行うものでなければならない。 

  

（協議の場の設置等） （地域との連携等） 

第201条の10 日中サービス支援型指定共同

生活援助事業者は，日中サービス支援型指

定共同生活援助の提供に当たっては，法第

89条の３第１項に規定する協議会その他市

長がこれに準ずるものとして特に認めるも

の（以下「協議会等」という。）に対して

定期的に日中サービス支援型指定共同生活

援助の事業の実施状況等を報告し，協議会

等による評価を受けるとともに，協議会等

から必要な要望，助言等を聴く機会を設け

なければならない。 

第201条の10 日中サービス支援型指定共同

生活援助事業者は，日中サービス支援型指

定共同生活援助の提供に当たっては，地域

住民またはその自発的な活動等との連携お

よび協力を行う等の地域との交流を図らな

ければならない。 

 

 

 

 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事

業者は，前項の報告，評価，要望，助言等

についての記録を整備しなければならな

い。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事

業者は，日中サービス支援型指定共同生活

援助の提供に当たっては，地域連携推進会

議を開催し，おおむね１年に１回以上，地

域連携推進会議において，事業の運営に係

る状況を報告するとともに，必要な要望，

助言等を聴く機会を設けなければならな

い。 

 ３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事

業者は，地域連携推進会議の開催のほか，

おおむね１年に１回以上，当該地域連携推

進会議の構成員が日中サービス支援型指定

共同生活援助事業所を見学する機会を設け

なければならない。 

 ４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事

業者は，第２項の報告，要望，助言等につ

いての記録を作成するとともに，当該記録

を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は，日中サービス支援型指
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定共同生活援助事業者がその提供する日中

サービス支援型指定共同生活援助の質に係

る外部の者による評価および当該評価の実

施状況の公表またはこれに準ずる措置とし

て市長が定めるもの（次項に規定するもの

を除く。）を講じている場合には，適用し

ない。 

 ６ 日中サービス支援型指定共同生活援助事

業者は，法第89条の３第１項に規定する協

議会その他市長がこれに準ずるものとして

特に認めるもの（以下「協議会等」という。）

に対して定期的に日中サービス支援型指定

共同生活援助の事業の実施状況および第２

項の報告，要望，助言等の内容または前項

の評価の結果等を報告し，協議会等による

評価を受けるとともに，協議会等から必要

な要望，助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。 

 ７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事

業者は，前項の協議会等における報告，評

価，要望，助言等についての記録を整備し

なければならない。 

  

（準用） （準用） 

第201条の11 第10条，第12条，第13条，第15

条から第18条まで，第21条，第24条，第29

条，第34条の２，第36条の２から第42条ま

で，第55条，第60条，第62条，第68条，第

72条，第76条，第77条，第90条，第92条，

第94条，第157条の２，第198条の２から第

198条の６までおよび第 199条の３から第

200条の４までの規定は，日中サービス支援

型指定共同生活援助の事業について準用す

る。この場合において，第10条第１項中「第

32条」とあるのは「第201条の11において準

用する第199条の３」と，第21条第２項中「次

条第１項」とあるのは「第201条の11におい

て準用する第198条の４第１項」と，第24条

第２項中「第22条第２項」とあるのは「第

201条の11において準用する第198条の４第

２項」と，第60条中「療養介護計画」とあ

るのは「日中サービス支援型共同生活援助

計画」と，第77条第２項第１号中「第60条」

とあるのは「第201条の11において読み替え

て準用する第60条」と，「療養介護計画」

とあるのは「日中サービス支援型共同生活

援助計画」と，同項第２号中「第55条第１

項」とあるのは「第201条の11において準用

する第55条第１項」と，同項第３号中「第

67条」とあるのは「第201条の11において準

第201条の11 第10条，第12条，第13条，第15

条から第18条まで，第21条，第24条，第29

条，第34条の２，第36条の２から第42条ま

で，第55条，第60条，第62条，第68条，第

72条，第77条，第90条，第92条，第94条，

第157条の２，第198条の２から第198条の６

までおよび第199条の３から第200条の４ま

での規定は，日中サービス支援型指定共同

生活援助の事業について準用する。この場

合において，第10条第１項中「第32条」と

あるのは「第201条の11において準用する第

199条の３」と，第21条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第201条の11において準用

する第198条の４第１項」と，第24条第２項

中「第22条第２項」とあるのは「第201条の

11において準用する第 198条の４第２項」

と，第60条中「療養介護計画」とあるのは

「日中サービス支援型共同生活援助計画」

と，第77条第２項第１号中「第60条」とあ

るのは「第201条の11において読み替えて準

用する第60条」と，「療養介護計画」とあ

るのは「日中サービス支援型共同生活援助

計画」と，同項第２号中「第55条第１項」

とあるのは「第201条の11において準用する

第55条第１項」と，同項第３号中「第67条」

とあるのは「第201条の11において準用する

50



 

 

用する第90条」と，同項第４号から第６号

までの規定中「次条」とあるのは「第201条

の11」と，第94条第１項中「前条の協力医

療機関」とあるのは「第201条の11において

準用する第200条の４第１項の協力医療機

関および同条第２項の協力歯科医療機関」

と，第157条の２第１項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者および基

準命令第170条の２第１項に規定する厚生

労働大臣が定める者に限る。）」とあるの

は「支給決定障害者（入居前の体験的な日

中サービス支援型指定共同生活援助を受け

ている者を除く。）」と，同条第２項中「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け

る者および基準命令第170条の２第２項に

規定する厚生労働大臣が定める者を除

く。）」とあるのは「支給決定障害者（入

居前の体験的な日中サービス支援型指定共

同生活援助を受けている者に限る。）」と

読み替えるものとする。 

第90条」と，同項第４号から第６号までの

規定中「次条」とあるのは「第201条の11」

と，第94条第１項中「前条の協力医療機関」

とあるのは「第201条の11において準用する

第200条の４第１項の協力医療機関および

同条第２項の協力歯科医療機関」と，第157

条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿

泊型自立訓練を受ける者および基準命令第

170条の２第１項に規定する厚生労働大臣

が定める者に限る。）」とあるのは「支給

決定障害者（入居前の体験的な日中サービ

ス支援型指定共同生活援助を受けている者

を除く。）」と，同条第２項中「支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者お

よび基準命令第 170条の２第２項に規定す

る厚生労働大臣が定める者を除く。）」と

あるのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な日中サービス支援型指定共同生活援助

を受けている者に限る。）」と読み替える

ものとする。 

  

（この節の趣旨） （この節の趣旨） 

第201条の12 第１節から第４節までの規定

にかかわらず，外部サービス利用型指定共

同生活援助（指定共同生活援助であって，

当該指定共同生活援助に係る指定共同生活

援助事業所の従業者により行われる外部サ

ービス利用型共同生活援助計画（第201条の

22において読み替えて準用する第60条に規

定する外部サービス利用型共同生活援助計

画をいう。以下同じ。）の作成，相談その

他の日常生活上の援助（第201条の14第１項

において「基本サービス」という。）およ

び当該指定共同生活援助に係る指定共同生

活援助事業者が委託する指定居宅介護事業

者（以下「受託居宅介護サービス事業者」

という。）により，当該外部サービス利用

型共同生活援助計画に基づき行われる入

浴，排せつ，食事の介護その他の日常生活

上の援助（以下「受託居宅介護サービス」

という。）をいう。以下同じ。）の事業を

行うものの基本方針ならびに人員，設備お

よび運営に関する基準については，この節

に定めるところによる。 

第201条の12 第１節から第４節までの規定

にかかわらず，外部サービス利用型指定共

同生活援助（指定共同生活援助であって，

当該指定共同生活援助に係る指定共同生活

援助事業所の従業者により行われる外部サ

ービス利用型共同生活援助計画（第201条の

22において読み替えて準用する第60条に規

定する外部サービス利用型共同生活援助計

画をいう。以下同じ。）の作成，相談その

他の日常生活上の援助またはこれに併せて

行われる居宅における自立した日常生活へ

の移行および移行後の定着に必要な援助

（第201条の14第１項において「基本サービ

ス」という。）および当該指定共同生活援

助に係る指定共同生活援助事業者が委託す

る指定居宅介護事業者（以下「受託居宅介

護サービス事業者」という。）により，当

該外部サービス利用型共同生活援助計画に

基づき行われる入浴，排せつ，食事の介護

その他の日常生活上の援助（以下「受託居

宅介護サービス」という。）をいう。以下

同じ。）の事業を行うものの基本方針なら

びに人員，設備および運営に関する基準に

ついては，この節に定めるところによる。 

  

（基本方針） （基本方針） 

第201条の13 外部サービス利用型指定共同

生活援助の事業は，外部サービス利用型共

第201条の13 外部サービス利用型指定共同

生活援助の事業は，外部サービス利用型共
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同生活援助計画に基づき，受託居宅介護サ

ービス事業者による受託居宅介護サービス

を適切かつ円滑に提供することにより，利

用者が地域において共同して自立した日常

生活または社会生活を営むことができるよ

う，当該利用者の身体および精神の状況な

らびにその置かれている環境に応じて共同

生活住居において相談，入浴，排せつまた

は食事の介護その他の日常生活上の援助を

適切かつ効果的に行うものでなければなら

ない。 

同生活援助計画に基づき，受託居宅介護サ

ービス事業者による受託居宅介護サービス

を適切かつ円滑に提供することにより，利

用者が地域において共同して自立した日常

生活または社会生活を営むことができるよ

う，当該利用者の身体および精神の状況な

らびにその置かれている環境に応じて共同

生活住居において相談，入浴，排せつもし

くは食事の介護その他の日常生活上の援助

またはこれに併せて行われる居宅における

自立した日常生活への移行および移行後の

定着に必要な援助を適切かつ効果的に行う

ものでなければならない。 

  

（準用） （準用） 

第201条の22 第12条，第13条，第15条から第

18条まで，第21条，第24条，第29条，第34

条の２，第36条の２から第42条まで，第55

条，第60条，第62条，第68条，第72条，第

76条，第77条，第90条，第92条，第94条，

第157条の２，第198条の２から第198条の６

まで，第199条，第199条の２および第200条

の２から第200条の４までの規定は，外部サ

ービス利用型指定共同生活援助の事業につ

いて準用する。この場合において，第21条

第２項中「次条第１項」とあるのは「第201

条の22において準用する第 198条の４第１

項」と，第24条第２項中「第22条第２項」

とあるのは「第201条の22において準用する

第198条の４第２項」と，第60条中「療養介

護計画」とあるのは「外部サービス利用型

共同生活援助計画」と，第77条第２項第１

号中「第60条」とあるのは「第201条の22に

おいて準用する第60条」と，「療養介護計

画」とあるのは「外部サービス利用型共同

生活援助計画」と，同項第２号中「第55条

第１項」とあるのは「第201条の22において

準用する第55条第１項」と，同項第３号中

「第67条」とあるのは「第201条の22におい

て準用する第90条」と，同項第４号から第

６号までの規定中「次条」とあるのは「第

201条の22」と，第94条第１項中「前条の協

力医療機関」とあるのは「第201条の22にお

いて準用する第200条の４第１項の協力医

療機関および同条第２項の協力歯科医療機

関」と，第157条の２第１項中「支給決定障

害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者およ

び基準命令第 170条の２第１項に規定する

厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあ

るのは「支給決定障害者（入居前の体験的

第201条の22 第12条，第13条，第15条から第

18条まで，第21条，第24条，第29条，第34

条の２，第36条の２から第42条まで，第55

条，第60条，第62条，第68条，第72条，第

77条，第90条，第92条，第94条，第157条の

２，第198条の２から第198条の７まで，第

199条，第199条の２および第200条の２から

第200条の４までの規定は，外部サービス利

用型指定共同生活援助の事業について準用

する。この場合において，第21条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第201条の22に

おいて準用する第198条の４第１項」と，第

24条第２項中「第22条第２項」とあるのは

「第201条の22において準用する第198条の

４第２項」と，第60条中「療養介護計画」

とあるのは「外部サービス利用型共同生活

援助計画」と，第77条第２項第１号中「第

60条」とあるのは「第201条の22において準

用する第60条」と，「療養介護計画」とあ

るのは「外部サービス利用型共同生活援助

計画」と，同項第２号中「第55条第１項」

とあるのは「第201条の22において準用する

第55条第１項」と，同項第３号中「第67条」

とあるのは「第201条の22において準用する

第90条」と，同項第４号から第６号までの

規定中「次条」とあるのは「第201条の22」

と，第94条第１項中「前条の協力医療機関」

とあるのは「第201条の22において準用する

第200条の４第１項の協力医療機関および

同条第２項の協力歯科医療機関」と，第157

条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿

泊型自立訓練を受ける者および基準命令第

170条の２第１項に規定する厚生労働大臣

が定める者に限る。）」とあるのは「支給

決定障害者（入居前の体験的な外部サービ
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な外部サービス利用型指定共同生活援助を

受けている者を除く。）」と，同条第２項

中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を受ける者および基準命令第170条の２第

２項に規定する厚生労働大臣が定める者を

除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入

居前の体験的な外部サービス利用型指定共

同生活援助を受けている者に限る。）」と，

第199条第３項中「当該指定共同生活援助事

業所の従業者」とあるのは「当該外部サー

ビス利用型指定共同生活援助事業所および

受託居宅介護サービス事業所の従業者」と

読み替えるものとする。 

ス利用型指定共同生活援助を受けている者

を除く。）」と，同条第２項中「支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者お

よび基準命令第 170条の２第２項に規定す

る厚生労働大臣が定める者を除く。）」と

あるのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な外部サービス利用型指定共同生活援助

を受けている者に限る。）」と，第199条第

３項中「当該指定共同生活援助事業所の従

業者」とあるのは「当該外部サービス利用

型指定共同生活援助事業所および受託居宅

介護サービス事業所の従業者」と読み替え

るものとする。 

  

（従業者の員数等に関する特例） （従業者の員数等に関する特例） 

第202条 多機能型による指定生活介護事業

所，指定自立訓練（機能訓練）事業所，指

定自立訓練（生活訓練）事業所，指定就労

移行支援事業所，指定就労継続支援Ａ型事

業所および指定就労継続支援Ｂ型事業所

（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指定就労

継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。）

ならびに指定児童発達支援事業所，指定医

療型児童発達支援事業所（指定通所支援基

準条例第68条第１項に規定する指定医療型

児童発達支援事業所をいう。）および指定

放課後等デイサービス事業所（以下「多機

能型事業所」と総称する。）は，一体的に

事業を行う多機能型事業所の利用定員数の

合計が20人未満である場合は，第80条第６

項，第143条第６項および第７項，第153条

第６項，第163条第４項ならびに第174条第

４項（第187条において準用する場合を含

む。）の規定にかかわらず，当該多機能型

事業所に置くべき従業者（医師およびサー

ビス管理責任者を除く。）のうち，１人以

上の者を常勤でなければならないものとす

ることができる。 

第202条 多機能型による指定生活介護事業

所，指定自立訓練（機能訓練）事業所，指

定自立訓練（生活訓練）事業所，指定就労

移行支援事業所，指定就労継続支援Ａ型事

業所および指定就労継続支援Ｂ型事業所

（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指定就労

継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。）

ならびに指定児童発達支援事業所および指

定放課後等デイサービス事業所（以下「多

機能型事業所」と総称する。）は，一体的

に事業を行う多機能型事業所の利用定員数

の合計が20人未満である場合は，第80条第

６項，第143条第６項および第７項，第153

条第６項，第163条第４項ならびに第174条

第４項（第187条において準用する場合を含

む。）の規定にかかわらず，当該多機能型

事業所に置くべき従業者（医師およびサー

ビス管理責任者を除く。）のうち，１人以

上の者を常勤でなければならないものとす

ることができる。 

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業

所，指定医療型児童発達支援事業所および

指定放課後等デイサービス事業所を多機能

型として一体的に行うものを除く。以下こ

の条において同じ。）は，第80条第１項第

３号および第７項，第143条第１項第２号お

よび第８項，第153条第１項第３号および第

７項，第163条第１項第３号および第５項な

らびに第174条第１項第２号および第５項

（これらの規定を第 187条において準用す

る場合を含む。）の規定にかかわらず，一

体的に事業を行う多機能型事業所のうち基

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業

所および指定放課後等デイサービス事業所

を多機能型として一体的に行うものを除

く。以下この条において同じ。）は，第80

条第１項第３号および第７項，第143条第１

項第２号および第８項，第153条第１項第３

号および第７項，第163条第１項第３号およ

び第５項ならびに第 174条第１項第２号お

よび第５項（これらの規定を第187条におい

て準用する場合を含む。）の規定にかかわ

らず，一体的に事業を行う多機能型事業所

のうち基準命令第 215条第２項に規定する
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準命令第215条第２項に規定する厚生労働

大臣が定めるものを一の事業所であるとみ

なして，当該一の事業所とみなされた事業

所に置くべきサービス管理責任者の数を，

次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利

用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に

定める数とし，この項の規定により置くべ

きものとされるサービス管理責任者のう

ち，１人以上は，常勤でなければならない

ものとすることができる。 

厚生労働大臣が定めるものを一の事業所で

あるとみなして，当該一の事業所とみなさ

れた事業所に置くべきサービス管理責任者

の数を，次の各号に掲げる当該多機能型事

業所の利用者の数の合計の区分に応じ，当

該各号に定める数とし，この項の規定によ

り置くべきものとされるサービス管理責任

者のうち，１人以上は，常勤でなければな

らないものとすることができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第207条 特定基準該当障害福祉サービス事

業者が特定基準該当障害福祉サービスを行

う事業所（以下この章において「特定基準

該当障害福祉サービス事業所」という。）

に置くべき従業者およびその員数は，次の

とおりとする。 

第207条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 理学療法士または作業療法士 １以上

（特定基準該当生活介護を提供する事業

所における利用者に対して日常生活を営

むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練または特定基準該当自立訓練（機

能訓練）を提供する事業所に限る。） 

(3) 理学療法士，作業療法士または言語聴

覚士 １以上（特定基準該当生活介護を

提供する事業所における利用者に対して

日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練または特定基準該当

自立訓練（機能訓練）を提供する事業所

に限る。） 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

２ 前項第３号の理学療法士または作業療法

士を確保することが困難な特定基準該当障

害福祉サービス事業所（特定基準該当自立

訓練（機能訓練）を提供する事業所を除く。）

は，これらの者に代えて，日常生活を営む

のに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者を

機能訓練指導員として置くことができる。 

２ 前項第３号の理学療法士，作業療法士ま

たは言語聴覚士を確保することが困難な特

定基準該当障害福祉サービス事業所（特定

基準該当自立訓練（機能訓練）を提供する

事業所を除く。）は，これらの者に代えて，

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する看護

師その他の者を機能訓練指導員として置く

ことができる。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第208条 特定基準該当障害福祉サービス事

業者は，特定基準該当障害福祉サービス事

業所ごとに専らその職務に従事する管理者

を置かなければならない。ただし，特定基

準該当障害福祉サービス事業所の管理上支

障がない場合は，当該特定基準該当障害福

祉サービス事業所の他の職務に従事させる

ことができるものとする。 

第208条 特定基準該当障害福祉サービス事

業者は，特定基準該当障害福祉サービス事

業所ごとに専らその職務に従事する管理者

を置かなければならない。ただし，特定基

準該当障害福祉サービス事業所の管理上支

障がない場合は，当該特定基準該当障害福

祉サービス事業所の他の職務に従事させ，

または当該特定基準該当障害福祉サービス

事業所以外の事業所，施設等の職務に従事

させることができるものとする。 
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（準用） （準用） 

第210条 第10条から第13条まで，第15条から

第18条まで，第20条，第21条，第24条第２

項，第29条，第34条の２，第36条の２から

第42条まで，第59条から第62条まで，第68

条，第70条から第72条まで，第76条，第77

条，第83条，第88条から第90条まで，第91

条（第10号を除く。）および第92条から第

94条までの規定は，特定基準該当障害福祉

サービスの事業について準用する。この場

合において，第10条第１項中「第32条」と

あるのは「第210条第１項において準用する

第91条」と，第16条中「介護給付費」とあ

るのは「特例介護給付費または特例訓練等

給付費」と，第21条第２項中「次条第１項

から第３項まで」とあるのは「第210条第２

項において準用する第84条第２項および第

３項，第210条第３項および第５項において

準用する第146条第２項および第３項なら

びに第210条第４項において準用する第157

条第２項および第３項」と，第24条第２項

中「第22条第２項」とあるのは「第210条第

２項において準用する第84条第２項，第210

条第３項および第５項において準用する第

146条第２項ならびに第210条第４項におい

て準用する第157条第２項」と，第37条第３

項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは

「障害福祉サービス事業を行う者等」と，

第42条中「指定居宅介護事業所ごとに経理

を区分するとともに，指定居宅介護の事業

の会計をその他の事業の会計と」とあるの

は「その提供する特定基準該当障害福祉サ

ービスの事業ごとに，その会計を」と，第

59条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

210条第１項において準用する次条第１項」

と，「療養介護計画」とあるのは「特定基

準該当障害福祉サービス計画」と，第60条

中「療養介護計画」とあるのは「特定基準

該当障害福祉サービス計画」と，同条第８

項中「６月」とあるのは「６月（特定基準

該当障害福祉サービス計画のうち特定基準

該当自立訓練（機能訓練）に係る計画また

は特定基準該当自立訓練（生活訓練）に係

る計画にあっては，３月）」と，第61条中

「前条」とあるのは「第210条第１項におい

て準用する前条」と，第77条第２項第１号

中「第60条第１項」とあるのは「第210条第

１項において準用する第60条第１項」と，

「療養介護計画」とあるのは「特定基準該

第210条 第10条から第13条まで，第15条から

第18条まで，第20条，第21条，第24条第２

項，第29条，第34条の２，第36条の２から

第42条まで，第59条から第62条まで，第68

条，第70条から第72条まで，第76条，第77

条，第83条，第88条から第90条まで，第91

条（第10号を除く。）および第92条から第

94条までの規定は，特定基準該当障害福祉

サービスの事業について準用する。この場

合において，第10条第１項中「第32条」と

あるのは「第210条第１項において準用する

第91条」と，第16条中「介護給付費」とあ

るのは「特例介護給付費または特例訓練等

給付費」と，第21条第２項中「次条第１項

から第３項まで」とあるのは「第210条第２

項において準用する第84条第２項および第

３項，第210条第３項および第５項において

準用する第146条第２項および第３項なら

びに第210条第４項において準用する第157

条第２項および第３項」と，第24条第２項

中「第22条第２項」とあるのは「第210条第

２項において準用する第84条第２項，第210

条第３項および第５項において準用する第

146条第２項ならびに第210条第４項におい

て準用する第157条第２項」と，第37条第３

項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは

「障害福祉サービス事業を行う者等」と，

第42条中「指定居宅介護事業所ごとに経理

を区分するとともに，指定居宅介護の事業

の会計をその他の事業の会計と」とあるの

は「その提供する特定基準該当障害福祉サ

ービスの事業ごとに，その会計を」と，第

59条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

210条第１項において準用する次条第１項」

と，「療養介護計画」とあるのは「特定基

準該当障害福祉サービス計画」と，第60条

中「療養介護計画」とあるのは「特定基準

該当障害福祉サービス計画」と，同条第９

項中「６月」とあるのは「６月（特定基準

該当障害福祉サービス計画のうち特定基準

該当自立訓練（機能訓練）に係る計画また

は特定基準該当自立訓練（生活訓練）に係

る計画にあっては，３月）」と，第61条中

「前条」とあるのは「第210条第１項におい

て準用する前条」と，第77条第２項第１号

中「第60条第１項」とあるのは「第210条第

１項において準用する第60条第１項」と，

「療養介護計画」とあるのは「特定基準該

55



 

 

当障害福祉サービス計画」と，同項第２号

中「第55条第１項」とあるのは「第210条第

１項において準用する第20条第１項」と，

同項第３号中「第67条」とあるのは「第210

条第１項において準用する第90条」と，同

項第４号から第６号までの規定中「次条」

とあるのは「第210条第１項」と，第90条第

２号中「介護給付費または特例介護給付費」

とあるのは「特例介護給付費または特例訓

練等給付費」と，第94条第１項中「前条」

とあるのは「第210条第１項において準用す

る前条」と読み替えるものとする。 

当障害福祉サービス計画」と，同項第２号

中「第55条第１項」とあるのは「第210条第

１項において準用する第20条第１項」と，

同項第３号中「第67条」とあるのは「第210

条第１項において準用する第90条」と，同

項第４号から第６号までの規定中「次条」

とあるのは「第210条第１項」と，第90条第

２号中「介護給付費または特例介護給付費」

とあるのは「特例介護給付費または特例訓

練等給付費」と，第94条第１項中「前条」

とあるのは「第210条第１項において準用す

る前条」と読み替えるものとする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第211条 指定障害福祉サービス事業者およ

びその従業者は，作成，保存その他これら

に類するもののうち，この条例の規定にお

いて書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，

正本，副本，複本その他文字，図形等人の

知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。）で行うことが規定

されているまたは想定されるもの（第11条

第１項（第44条第１項および第２項，第44

条の４，第49条第１項および第２項，第95

条，第95条の５，第123条，第149条，第149

条の４，第159条，第159条の４，第172条，

第185条，第190条，第194条，第194条の12，

第194条の20ならびに前条第１項において

準用する場合を含む。），第15条（第44条

第１項および第２項，第44条の４，第49条

第１項および第２項，第78条，第95条，第

95条の５，第110条，第110条の４，第123条，

第149条，第149条の４，第159条，第159条

の４，第172条，第185条，第190条，第194

条，第194条の12，第194条の20，第201条，

第201条の11，第201条の22ならびに前条第

１項において準用する場合を含む。），第

54条第１項，第104条第１項（第110条の４

において準用する場合を含む。），第198条

の３第１項（第201条の11および第201条の

22において準用する場合を含む。）および

次項に規定するものを除く。）については，

書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で

作られる記録であって，電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

第211条 指定障害福祉サービス事業者およ

びその従業者は，作成，保存その他これら

に類するもののうち，この条例の規定にお

いて書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，

正本，副本，複本その他文字，図形等人の

知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。）で行うことが規定

されているまたは想定されるもの（第11条

第１項（第44条第１項および第２項，第44

条の４，第49条第１項および第２項，第95

条，第95条の５，第123条，第149条，第149

条の５，第159条，第159条の４，第172条，

第185条，第190条，第194条，第194条の12，

第194条の20ならびに前条第１項において

準用する場合を含む。），第15条（第44条

第１項および第２項，第44条の４，第49条

第１項および第２項，第78条，第95条，第

95条の５，第110条，第110条の４，第123条，

第149条，第149条の５，第159条，第159条

の４，第172条，第185条，第190条，第194

条，第194条の12，第194条の20，第201条，

第201条の11，第201条の22ならびに前条第

１項において準用する場合を含む。），第

54条第１項，第104条第１項（第110条の４

において準用する場合を含む。），第198条

の３第１項（第201条の11および第201条の

22において準用する場合を含む。）および

次項に規定するものを除く。）については，

書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で

作られる記録であって，電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 
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２ （略） ２ （略） 

  

附 則 附 則 

  

（経過措置） （経過措置） 

第２条 当分の間，第１号に規定する厚生労

働大臣が定める者に対し指定生活介護を提

供する指定生活介護事業所に置くべき看護

職員（保健師または看護師もしくは准看護

師をいう。以下この条において同じ。），

理学療法士または作業療法士および生活支

援員の総数は，第80条第１項第２号アの規

定にかかわらず，指定生活介護の単位ごと

に，常勤換算方法で，次の各号に掲げる数

を合計した数以上とする。 

第２条 当分の間，第１号に規定する厚生労

働大臣が定める者に対し指定生活介護を提

供する指定生活介護事業所に置くべき看護

職員（保健師または看護師もしくは准看護

師をいう。以下この条において同じ。），

理学療法士，作業療法士または言語聴覚士

および生活支援員の総数は，第80条第１項

第２号アの規定にかかわらず，指定生活介

護の単位ごとに，常勤換算方法で，次の各

号に掲げる数を合計した数以上とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

第４条 第199条第３項および第201条の８第

４項の規定は，指定共同生活援助事業所ま

たは日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の利用者のうち，重度訪問介護，同

行援護または行動援護に係る支給決定を受

けることができる者であって，区分命令第

１条第５号に規定する区分４（以下「区分

４」という。），同条第６号に規定する区

分５（以下「区分５」という。）または同

条第７号に規定する区分６（以下「区分６」

という。）に該当するものが，共同生活住

居内において，当該指定共同生活援助事業

所または日中サービス支援型指定共同生活

援助事業所の従業者以外の者による居宅介

護または重度訪問介護の利用を希望する場

合については，令和６年３月31日までの間，

当該利用者については，適用しない。 

第４条 第199条第３項および第201条の８第

４項の規定は，指定共同生活援助事業所ま

たは日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の利用者のうち，重度訪問介護，同

行援護または行動援護に係る支給決定を受

けることができる者であって，区分命令第

１条第５号に規定する区分４（以下「区分

４」という。），同条第６号に規定する区

分５（以下「区分５」という。）または同

条第７号に規定する区分６（以下「区分６」

という。）に該当するものが，共同生活住

居内において，当該指定共同生活援助事業

所または日中サービス支援型指定共同生活

援助事業所の従業者以外の者による居宅介

護または重度訪問介護の利用を希望する場

合については，令和９年３月31日までの間，

当該利用者については，適用しない。 

２ 第199条第３項および第201条の８第４項

の規定は，指定共同生活援助事業所または

日中サービス支援型指定共同生活援助事業

所の利用者のうち，区分４，区分５または

区分６に該当するものが，共同生活住居内

において，当該指定共同生活援助事業所ま

たは日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護

（身体介護に係るものに限る。以下この項

において同じ。）の利用を希望し，次の各

号に掲げる要件のいずれにも該当する場合

については，令和６年３月31日までの間，

当該利用者については，適用しない。 

２ 第199条第３項および第201条の８第４項

の規定は，指定共同生活援助事業所または

日中サービス支援型指定共同生活援助事業

所の利用者のうち，区分４，区分５または

区分６に該当するものが，共同生活住居内

において，当該指定共同生活援助事業所ま

たは日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護

（身体介護に係るものに限る。以下この項

において同じ。）の利用を希望し，次の各

号に掲げる要件のいずれにも該当する場合

については，令和９年３月31日までの間，

当該利用者については，適用しない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 
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３ （略） ３ （略） 

  

 

58



 

 

函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および運営に関する基準等を 

定める条例 新旧対照表【第２条関係】 

 

現 行 改 正 案 

  

目次 目次 

第１章～第８章 （略） 第１章～第８章 （略） 

第９章 自立訓練（生活訓練） 第９章 （略） 

第１節～第５節 （略） 第１節～第５節 （略） 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関

する基準（第160条～第161条） 

第６節 （略） 

（新設） 第９章の２ 就労選択支援 

 第１節 基本方針（第161条の２） 

 第２節 人員に関する基準（第161条の３・

第161条の４） 

 第３節 設備に関する基準（第161条の５） 

 第４節 運営に関する基準（第161条の６～

第161条の９） 

第10章～第19章 （略） 第10章～第19章 （略） 

附則 附則 

  

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ この条例において，次の各号に掲げる用

語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 支給決定障害者等 法第５条第23項に

規定する支給決定障害者等をいう。 

(3) 支給決定障害者等 法第５条第24項に

規定する支給決定障害者等をいう。 

(4)～(17) （略） (4)～(17) （略） 

  

（指定障害福祉サービス事業者の一般原

則） 

（指定障害福祉サービス事業者の一般原

則） 

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第３

章，第４章および第８章から第15章までに

掲げる事業を行うものに限る。）は，利用

者の意向，適性，障害の特性その他の事情

を踏まえた計画（以下「個別支援計画」と

いう。）を作成し，これに基づき利用者に

対して指定障害福祉サービスを提供すると

ともに，その効果について継続的な評価を

実施することその他の措置を講ずることに

より利用者に対して適切かつ効果的に指定

障害福祉サービスを提供しなければならな

い。 

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第３

章，第４章，第８章，第９章および第10章

から第15章までに掲げる事業を行うものに

限る。）は，利用者の意向，適性，障害の

特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個

別支援計画」という。）を作成し，これに

基づき利用者に対して指定障害福祉サービ

スを提供するとともに，その効果について

継続的な評価を実施することその他の措置

を講ずることにより利用者に対して適切か

つ効果的に指定障害福祉サービスを提供し

なければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

第９章 自立訓練（生活訓練） 第９章 自立訓練（生活訓練） 
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第152条～第161条 （略） 第152条～第161条 （略） 

  

（新設） 第９章の２ 就労選択支援 

  

（新設） 第１節 基本方針 

  

（新設） 第161条の２ 就労選択支援に係る指定障害

福祉サービス（以下「指定就労選択支援」

という。）の事業は，利用者が自立した日

常生活または社会生活を営むことができる

よう，施行規則第６条の７の２に規定する

者につき，短期間の生産活動その他の活動

の機会の提供を通じて，就労に関する適性，

知識および能力の評価ならびに施行規則第

６条の７の３に規定する事項の整理を行

い，またはこれに併せて，当該評価および

当該整理の結果に基づき，施行規則第６条

の７の４に規定する便宜を適切かつ効果的

に供与するものでなければならない。 

  

（新設） 第２節 人員に関する基準 

  

  （従業者の員数） 

（新設） 第161条の３ 指定就労選択支援の事業を行

う者（以下「指定就労選択支援事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定就労選択支援事業所」という。）に置く

べき就労選択支援員（指定就労選択支援の

提供に当たる者として基準命令第173条の

３第１項に規定する厚生労働大臣が定める

ものをいう。以下同じ。）の数は，指定就

労選択支援事業所ごとに，常勤換算方法で，

利用者の数を15で除した数以上とする。 

 ２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値と

する。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数による。 

 ３ 第１項に規定する指定就労選択支援事業

所の就労選択支援員は，専ら当該指定就労

選択支援事業所の職務に従事する者でなけ

ればならない。ただし，利用者の支援に支

障がない場合はこの限りでない。 

  

  （準用） 

（新設） 第161条の４ 第52条の規定は，指定就労選択

支援の事業について準用する。 

  

（新設） 第３節 設備に関する基準 

  

  （準用） 

（新設） 第161条の５ 第83条の規定は，指定就労選択
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支援の事業について準用する。 

  

（新設） 第４節 運営に関する基準 

  

  （実施主体） 

（新設） 第161条の６ 指定就労選択支援事業者は，就

労移行支援または就労継続支援に係る指定

障害福祉サービス事業者であって，過去３

年以内に当該事業者の事業所の３人以上の

利用者が新たに通常の事業所に雇用された

ものその他のこれらと同等の障害者に対す

る就労支援の経験および実績を有すると市

長が認める事業者でなければならない。 

  

  （評価および整理の実施） 

（新設） 第161条の７ 指定就労選択支援事業者は，短

期間の生産活動その他の活動の機会を通じ

て，就労に関する適性，知識および能力の

評価ならびに施行規則第６条の７の３に規

定する事項の整理（以下この節において「ア

セスメント」という。）を行うものとする。 

 ２ 障害者就業・生活支援センターその他の

機関がアセスメントと同様の評価および整

理を実施した場合には，指定就労選択支援

事業者は，当該同様の評価および整理をも

って，アセスメントの実施に代えることが

できる。この場合において，指定就労選択

支援事業者は，次項の規定による会議の開

催，アセスメントの結果の作成または指定

障害福祉サービス事業者その他の関係機関

との連絡調整に当たり，当該障害者就業・

生活支援センターその他の機関に対し，当

該会議への参加その他の必要な協力を求め

ることができる。 

 ３ 指定就労選択支援事業者は，アセスメン

トの結果の作成に当たり，利用者および市，

指定特定相談支援事業者等，公共職業安定

所その他の関係機関の担当者等を招集して

会議（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を開催し，当該

利用者の就労に関する意向を改めて確認す

るとともに，当該担当者等に意見を求める

ものとする。 

 ４ 指定就労選択支援事業者は，アセスメン

トの結果を作成した際には，当該結果に係

る情報を利用者および指定特定相談支援事

業者等に提供しなければならない。 

  

  （関係機関との連絡調整等の実施） 

（新設） 第161条の８ 指定就労選択支援事業者は，ア
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セスメントの結果を踏まえ，必要に応じて

公共職業安定所，障害者就業・生活支援セ

ンターその他の関係機関との連絡調整を行

わなければならない。 

 ２ 指定就労選択支援事業者は，法第89条の

３第１項に規定する協議会への定期的な参

加，公共職業安定所への訪問等により，地

域における就労支援に係る社会資源，雇用

に関する事例等に関する情報の収集に努め

るとともに，利用者に対して進路選択に資

する情報を提供するよう努めなければなら

ない。 

  

  （準用） 

（新設） 第161条の９ 第10条から第21条まで，第24

条，第29条，第34条の２，第36条の２から

第42条まで，第59条，第62条，第68条，第

70条から第72条まで，第76条，第77条（第

２項第１号を除く。），第86条，第87条，

第88条から第94条まで，第146条および第

157条の２の規定は，指定就労選択支援の事

業について準用する。この場合において，

第10条第１項中「第32条」とあるのは「第

161条の９において準用する第91条」と，第

21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

161条の９において準用する第 146条第１

項」と，第24条第２項中「第22条第２項」

とあるのは「第161条の９において準用する

第146条第２項」と，第59条第１項中「次条

第１項に規定する療養介護計画に基づき，

利用者の心身の状況等に応じて」とあるの

は「利用者の心身の状況等に応じて」と，

第77条第２項第２号中「第55条第１項」と

あるのは「第161条の９において準用する第

20条第１項」と，同項第３号中「第67条」

とあるのは「第161条の９において準用する

第90条」と，同項第４号から第６号までの

規定中「次条」とあるのは「第161条の９」

と，第91条中「第94条第１項」とあるのは

「第161条の９において準用する第94条第

１項」と，第94条第１項中「前条」とある

のは「第161条の９において準用する前条」

と，第157条の２第１項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者および基

準命令第170条の２第１項に規定する厚生

労働大臣が定める者に限る。）」とあるの

は「支給決定障害者（基準命令第173条の９

において読み替えて準用する基準命令第

170条の２第１項に規定する厚生労働大臣

が定める者に限る。以下この項において同
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じ。）」と，同条第２項中「支給決定障害

者（指定宿泊型自立訓練を受ける者および

基準命令第170条の２第２項に規定する厚

生労働大臣が定める者を除く。）」とある

のは「支給決定障害者（基準命令第173条の

９において読み替えて準用する基準命令第

170条の２第２項に規定する厚生労働大臣

が定める者を除く。）」と読み替えるもの

とする。 

  

（就職状況の報告） （就職状況の報告） 

第171条 （略） 第171条 （略） 

  

  （就労選択支援に関する情報提供） 

（新設） 第171条の２ 指定就労移行支援事業者は，利

用者に対し，指定計画相談支援を行う者と

連携し，定期的に就労選択支援に関する情

報提供を行うものとする。 

  

（準用） （準用） 

第185条 第10条から第18条まで，第20条，第

21条，第23条，第24条，第29条，第34条の

２，第36条の２から第42条まで，第59条か

ら第62条まで，第68条，第70条から第72条

まで，第76条，第77条，第88条から第90条

まで，第92条から第94条まで，第146条およ

び第147条の規定は，指定就労継続支援Ａ型

の事業について準用する。この場合におい

て，第10条第１項中「第32条」とあるのは

「第184条の２」と，第21条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第185条において準用

する第146条第１項」と，第24条第２項中「第

22条第２項」とあるのは「第185条において

準用する第146条第２項」と，第59条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第185条にお

いて準用する次条第１項」と，「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」

と，第60条中「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援Ａ型計画」と，第61条中「前

条」とあるのは「第185条において準用する

前条」と，第77条第２項第１号中「第60条」

とあるのは「第185条において準用する第60

条」と，「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ａ型計画」と，同項第２号中「第

55条第１項」とあるのは「第185条において

準用する第20条第１項」と，同項第３号中

「第67条」とあるのは「第185条において準

用する第90条」と，同項第４号から第６号

までの規定中「次条」とあるのは「第185条」

と，第94条第１項中「前条」とあるのは「第

第185条 第10条から第18条まで，第20条，第

21条，第23条，第24条，第29条，第34条の

２，第36条の２から第42条まで，第59条か

ら第62条まで，第68条，第70条から第72条

まで，第76条，第77条，第88条から第90条

まで，第92条から第94条まで，第146条，第

147条および第171条の２の規定は，指定就

労継続支援Ａ型の事業について準用する。

この場合において，第10条第１項中「第32

条」とあるのは「第184条の２」と，第21条

第２項中「次条第１項」とあるのは「第185

条において準用する第146条第１項」と，第

24条第２項中「第22条第２項」とあるのは

「第 185条において準用する第 146条第２

項」と，第59条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第185条において準用する次条第

１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ａ型計画」と，第60条中「療養

介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型

計画」と，第61条中「前条」とあるのは「第

185条において準用する前条」と，第77条第

２項第１号中「第60条」とあるのは「第185

条において準用する第60条」と，「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計

画」と，同項第２号中「第55条第１項」と

あるのは「第185条において準用する第20条

第１項」と，同項第３号中「第67条」とあ

るのは「第185条において準用する第90条」

と，同項第４号から第６号までの規定中「次

条」とあるのは「第185条」と，第94条第１
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185条において準用する前条」と読み替える

ものとする。 

項中「前条」とあるのは「第185条において

準用する前条」と読み替えるものとする。 

  

（準用） （準用） 

第190条 第10条から第18条まで，第20条，第

21条，第23条，第24条，第29条，第34条の

２，第36条の２から第42条まで，第59条か

ら第62条まで，第68条，第70条から第72条

まで，第76条，第77条，第86条，第88条か

ら第94条まで，第146条，第147条，第180条

第６項および第181条から第183条までの規

定は，指定就労継続支援Ｂ型の事業につい

て準用する。この場合において，第10条第

１項中「第32条」とあるのは「第190条にお

いて準用する第91条」と，第21条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第190条におい

て準用する第146条第１項」と，第24条第２

項中「第22条第２項」とあるのは「第190条

において準用する第146条第２項」と，第59

条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

190条において準用する次条第１項」と，

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支

援Ｂ型計画」と，第60条中「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，

第61条中「前条」とあるのは「第190条にお

いて準用する前条」と，第77条第２項第１

号中「第60条」とあるのは「第190条におい

て準用する第60条」と，「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，

同項第２号中「第55条第１項」とあるのは

「第190条において準用する第20条第１項」

と，同項第３号中「第67条」とあるのは「第

190条において準用する第90条」と，同項第

４号から第６号までの規定中「次条」とあ

るのは「第190条」と，第91条中「第94条第

１項」とあるのは「第190条において準用す

る第94条第１項」と，第94条第１項中「前

条」とあるのは「第190条において準用する

前条」と，第180条第６項中「賃金および第

３項に規定する工賃」とあるのは「第189条

第１項の工賃」と，第181条第１項中「第185

条」とあるのは「第190条」と，「就労継続

支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援

Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

第190条 第10条から第18条まで，第20条，第

21条，第23条，第24条，第29条，第34条の

２，第36条の２から第42条まで，第59条か

ら第62条まで，第68条，第70条から第72条

まで，第76条，第77条，第86条，第88条か

ら第94条まで，第146条，第147条，第171条

の２，第180条第６項および第181条から第

183条までの規定は，指定就労継続支援Ｂ型

の事業について準用する。この場合におい

て，第10条第１項中「第32条」とあるのは

「第190条において準用する第91条」と，第

21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

190条において準用する第146条第１項」と，

第24条第２項中「第22条第２項」とあるの

は「第190条において準用する第146条第２

項」と，第59条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第190条において準用する次条第

１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ｂ型計画」と，第60条中「療養

介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型

計画」と，第61条中「前条」とあるのは「第

190条において準用する前条」と，第77条第

２項第１号中「第60条」とあるのは「第190

条において準用する第60条」と，「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計

画」と，同項第２号中「第55条第１項」と

あるのは「第190条において準用する第20条

第１項」と，同項第３号中「第67条」とあ

るのは「第190条において準用する第90条」

と，同項第４号から第６号までの規定中「次

条」とあるのは「第190条」と，第91条中「第

94条第１項」とあるのは「第190条において

準用する第94条第１項」と，第94条第１項

中「前条」とあるのは「第190条において準

用する前条」と，第180条第６項中「賃金お

よび第３項に規定する工賃」とあるのは「第

189条第１項の工賃」と，第181条第１項中

「第185条」とあるのは「第190条」と，「就

労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継

続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

  

（準用） （準用） 

第194条 第10条から第13条まで，第15条から

第18条まで，第20条，第21条，第24条（第

１項を除く。），第29条，第34条の２，第

36条の２から第42条まで，第52条，第59条

第194条 第10条から第13条まで，第15条から

第18条まで，第20条，第21条，第24条（第

１項を除く。），第29条，第34条の２，第

36条の２から第42条まで，第52条，第59条
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から第62条まで，第70条，第72条，第76条，

第77条，第86条，第89条，第90条，第92条

から第94条まで，第146条（第１項を除く。），

第147条，第180条第６項，第181条から第183

条までおよび第186条の規定は，基準該当就

労継続支援Ｂ型の事業について準用する。

この場合において，第10条第１項中「第32

条」とあるのは「第192条」と，第21条第２

項中「次条第１項」とあるのは「第194条に

おいて準用する第146条第２項」と，第24条

第２項中「第22条第２項」とあるのは「第

194条において準用する第146条第２項」と，

第59条第１項中「次条第１項」とあるのは

「第194条において準用する次条第１項」

と，「療養介護計画」とあるのは「基準該

当就労継続支援Ｂ型計画」と，第60条中「療

養介護計画」とあるのは「基準該当就労継

続支援Ｂ型計画」と，第61条中「前条」と

あるのは「第194条において準用する前条」

と，第77条第２項第１号中「第60条」とあ

るのは「第194条において準用する第60条」

と，「療養介護計画」とあるのは「基準該

当就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号

中「第55条第１項」とあるのは「第194条に

おいて準用する第20条第１項」と，同項第

３号中「第67条」とあるのは「第194条にお

いて準用する第90条」と，同項第４号から

第６号までの規定中「次条」とあるのは「第

194条」と，第94条第１項中「前条」とある

のは「第194条において準用する前条」と，

第180条第６項中「賃金および第３項に規定

する工賃」とあるのは「第193条第１項の工

賃」と，第181条第１項中「第185条」とあ

るのは「第194条」と，「就労継続支援Ａ型

計画」とあるのは「基準該当就労継続支援

Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

から第62条まで，第70条，第72条，第76条，

第77条，第86条，第89条，第90条，第92条

から第94条まで，第146条（第１項を除く。），

第147条，第171条の２，第180条第６項，第

181条から第183条までおよび第 186条の規

定は，基準該当就労継続支援Ｂ型の事業に

ついて準用する。この場合において，第10

条第１項中「第32条」とあるのは「第192条」

と，第21条第２項中「次条第１項」とある

のは「第194条において準用する第146条第

２項」と，第24条第２項中「第22条第２項」

とあるのは「第 194条において準用する第

146条第２項」と，第59条第１項中「次条第

１項」とあるのは「第194条において準用す

る次条第１項」と，「療養介護計画」とあ

るのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」

と，第60条中「療養介護計画」とあるのは

「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第

61条中「前条」とあるのは「第194条におい

て準用する前条」と，第77条第２項第１号

中「第60条」とあるのは「第194条において

準用する第60条」と，「療養介護計画」と

あるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」

と，同項第２号中「第55条第１項」とある

のは「第194条において準用する第20条第１

項」と，同項第３号中「第67条」とあるの

は「第194条において準用する第90条」と，

同項第４号から第６号までの規定中「次条」

とあるのは「第194条」と，第94条第１項中

「前条」とあるのは「第194条において準用

する前条」と，第180条第６項中「賃金およ

び第３項に規定する工賃」とあるのは「第

193条第１項の工賃」と，第181条第１項中

「第185条」とあるのは「第194条」と，「就

労継続支援Ａ型計画」とあるのは「基準該

当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。 

  

 

65



 

７ 函館市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ 

    く障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い， 

障害福祉サービスの事業の運営の基準等に関する規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正す

る法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施

行の日から施行する 
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函館市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例 

新旧対照表【第１条関係】 

 

現 行 改 正 案 

  

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ この条例において，次の各号に掲げる用

語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 多機能型 生活介護の事業，自立訓練

（機能訓練）（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律施

行規則（平成18年厚生労働省令第19号。

以下「施行規則」という。）第６条の６

第１号に規定する自立訓練（機能訓練）

をいう。以下同じ。）の事業，自立訓練

（生活訓練）（施行規則第６条の６第２

号に規定する自立訓練（生活訓練）をい

う。以下同じ。）の事業，就労移行支援

の事業，就労継続支援Ａ型（施行規則第

６条の10第１号に規定する就労継続支援

Ａ型をいう。以下同じ。）の事業および

就労継続支援Ｂ型（施行規則第６条の10

第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をい

う。以下同じ。）の事業ならびに児童発

達支援（児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第６条の２の２第２項に規定する児

童発達支援をいう。）の事業，医療型児

童発達支援（同条第３項に規定する医療

型児童発達支援をいう。）の事業，放課

後等デイサービス（同条第４項に規定す

る放課後等デイサービスをいう。）の事

業，居宅訪問型児童発達支援（同条第５

項に規定する居宅訪問型児童発達支援を

いう。）の事業および保育所等訪問支援

（同条第６項に規定する保育所等訪問支

援をいう。）の事業のうち２以上の事業

を一体的に行うこと（同法に規定する事

業のみを行う場合を除く。）をいう。 

(3) 多機能型 生活介護の事業，自立訓練

（機能訓練）（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律施

行規則（平成18年厚生労働省令第19号。

以下「施行規則」という。）第６条の６

第１号に規定する自立訓練（機能訓練）

をいう。以下同じ。）の事業，自立訓練

（生活訓練）（施行規則第６条の６第２

号に規定する自立訓練（生活訓練）をい

う。以下同じ。）の事業，就労移行支援

の事業，就労継続支援Ａ型（施行規則第

６条の10第１号に規定する就労継続支援

Ａ型をいう。以下同じ。）の事業および

就労継続支援Ｂ型（施行規則第６条の10

第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をい

う。以下同じ。）の事業ならびに児童発

達支援（児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第６条の２の２第２項に規定する児

童発達支援をいう。）の事業，放課後等

デイサービス（同条第３項に規定する放

課後等デイサービスをいう。）の事業，

居宅訪問型児童発達支援（同条第４項に

規定する居宅訪問型児童発達支援をい

う。）の事業および保育所等訪問支援（同

条第５項に規定する保育所等訪問支援を

いう。）の事業のうち２以上の事業を一

体的に行うこと（同法に規定する事業の

みを行う場合を除く。）をいう。 

  

（療養介護の取扱方針） （療養介護の取扱方針） 

第16条 （略） 第16条 （略） 

（新設） ２ 療養介護事業者は，利用者が自立した日

常生活または社会生活を営むことができる

よう，利用者の意思決定の支援に配慮する

よう努めなければならない。 

２・３ （略） ３・４ （略） 
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（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等） 

第17条 （略） 第17条 （略） 

２ 療養介護計画の作成に当たっては，適切

な方法により，利用者について，その有す

る能力，その置かれている環境および日常

生活全般の状況等の評価を通じて利用者の

希望する生活や課題等の把握（以下この章

において「アセスメント」という。）を行

い，利用者が自立した日常生活を営むこと

ができるように支援する上での適切な支援

内容の検討をしなければならない。 

２ 療養介護計画の作成に当たっては，適切

な方法により，利用者について，その有す

る能力，その置かれている環境および日常

生活全般の状況等の評価を通じて利用者の

希望する生活や課題等の把握（以下この章

において「アセスメント」という。）を行

うとともに，利用者の自己決定の尊重およ

び意思決定の支援に配慮しつつ，利用者が

自立した日常生活を営むことができるよう

に支援する上での適切な支援内容の検討を

しなければならない。 

（新設） ３ サービス管理責任者は，アセスメントに

当たっては，利用者が自ら意思を決定する

ことに困難を抱える場合には，適切に意思

決定の支援を行うため，当該利用者の意思

および選好ならびに判断能力等について丁

寧に把握しなければならない。 

３・４ （略） ４・５ （略） 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画の

作成に係る会議（利用者に対する療養介護

の提供に当たる担当者等を招集して行う会

議をいい，テレビ電話装置その他の情報通

信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）

を開催し，前項に規定する療養介護計画の

原案の内容について意見を求めるものとす

る。 

６ サービス管理責任者は，療養介護計画の

作成に係る会議（利用者および当該利用者

に対する療養介護の提供に当たる担当者等

を招集して行う会議をいい，テレビ電話装

置その他の情報通信機器（以下「テレビ電

話装置等」という。）を活用して行うこと

ができるものとする。）を開催し，当該利

用者の生活に対する意向等を改めて確認す

るとともに，前項に規定する療養介護計画

の原案の内容について意見を求めるものと

する。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定す

る療養介護計画の原案の内容について利用

者またはその家族に対して説明し，文書に

より利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，第５項に規定す

る療養介護計画の原案の内容について利用

者またはその家族に対して説明し，文書に

より利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，療養介護計画を

作成した際には，当該療養介護計画を利用

者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，療養介護計画を

作成した際には，当該療養介護計画を利用

者および当該利用者または障害児の保護者

に対して指定計画相談支援（法第51条の17

第２項に規定する指定計画相談支援をい

う。以下同じ。）または指定障害児相談支

援（児童福祉法第24条の26第２項に規定す

る指定障害児相談支援をいう。）を行う者

（以下これらを総称して「指定特定相談支

援事業者等」という。）に交付しなければ

ならない。 

８・９ （略） ９・10 （略） 

10 第２項から第７項までの規定は，第８項

に規定する療養介護計画の変更について準

11 第２項から第８項までの規定は，第９項

に規定する療養介護計画の変更について準
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用する。 用する。 

  

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第18条 （略） 第18条 （略） 

（新設） ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当

たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定する

ことに困難を抱える場合には，適切に利用

者への意思決定の支援が行われるよう努め

なければならない。 

  

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第39条 生活介護事業者が生活介護事業所に

置くべき職員およびその員数は，次のとお

りとする。 

第39条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 看護職員（保健師または看護師もしく

は准看護師をいう。以下この章，次章お

よび第５章において同じ。），理学療法

士または作業療法士および生活支援員 

(3) 看護職員（保健師または看護師もしく

は准看護師をいう。以下この章，次章お

よび第５章において同じ。），理学療法

士，作業療法士または言語聴覚士および

生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士または作業療

法士および生活支援員の総数は，生活

介護の単位ごとに，常勤換算方法で，

（ア）から（ウ）までに掲げる利用者

の平均障害支援区分（基準省令第39条

第１項第３号イに規定する厚生労働大

臣が定めるところにより算定した障害

支援区分の平均値をいう。以下同じ。）

に応じ，それぞれ（ア）から（ウ）ま

でに定める数とする。 

 (ｱ)～(ｳ) （略） 

ア 看護職員，理学療法士，作業療法士

または言語聴覚士および生活支援員の

総数は，生活介護の単位ごとに，常勤

換算方法で，（ア）から（ウ）までに

掲げる利用者の平均障害支援区分（基

準省令第39条第１項第３号イに規定す

る厚生労働大臣が定めるところにより

算定した障害支援区分の平均値をい

う。以下同じ。）に応じ，それぞれ（ア）

から（ウ）までに定める数とする。 

 (ｱ)～(ｳ) （略） 

イ （略） イ （略） 

ウ  理学療法士または作業療法士の数

は，利用者に対して日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための

訓練を行う場合は，生活介護の単位ご

とに，当該訓練を行うために必要な数

とする。 

ウ 理学療法士，作業療法士または言語

聴覚士の数は，利用者に対して日常生

活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う場合は，生活介

護の単位ごとに，当該訓練を行うため

に必要な数とする。 

エ （略） エ （略） 

(4) （略） (4) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項第３号の理学療法士または作業療

法士を確保することが困難な場合には，こ

れらの者に代えて，日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行

う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。 

４ 第１項第３号の理学療法士，作業療法士

または言語聴覚士を確保することが困難な

場合には，これらの者に代えて，日常生活

を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことがで

きる。 

５～８ （略） ５～８ （略） 
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（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第52条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う

者（以下「自立訓練（機能訓練）事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下

「自立訓練（機能訓練）事業所」という。）

に置くべき職員およびその員数は，次のと

おりとする。 

第52条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 看護職員，理学療法士または作業療法

士および生活支援員 

(2) 看護職員，理学療法士，作業療法士ま

たは言語聴覚士および生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士または作業療

法士および生活支援員の総数は，自立

訓練（機能訓練）事業所ごとに，常勤

換算方法で，利用者の数を６で除して

得た数以上とする。 

ア 看護職員，理学療法士，作業療法士

または言語聴覚士および生活支援員の

総数は，自立訓練（機能訓練）事業所

ごとに，常勤換算方法で，利用者の数

を６で除して得た数以上とする。 

イ （略） イ （略） 

ウ  理学療法士または作業療法士の数

は，自立訓練（機能訓練）事業所ごと

に，１以上とする。 

ウ 理学療法士，作業療法士または言語

聴覚士の数は，自立訓練（機能訓練）

事業所ごとに，１以上とする。 

エ （略） エ （略） 

(3) （略） (3) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項第２号の理学療法士または作業療

法士を確保することが困難な場合には，こ

れらの者に代えて，日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行

う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。 

４ 第１項第２号の理学療法士，作業療法士

または言語聴覚士を確保することが困難な

場合には，これらの者に代えて，日常生活

を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことがで

きる。 

５～９ （略） ５～９ （略） 

  

（地域生活への移行のための支援） （地域生活への移行のための支援） 

第54条 自立訓練（機能訓練）事業者は，利

用者が地域において自立した日常生活また

は社会生活を営むことができるよう，第63

条第１項に規定する就労移行支援事業者そ

の他の障害福祉サービス事業を行う者等と

連携し，必要な調整を行わなければならな

い。 

第54条 自立訓練（機能訓練）事業者は，利

用者が地域において自立した日常生活また

は社会生活を営むことができるよう，第61

条の２に規定する就労移行支援事業者その

他の障害福祉サービス事業を行う者等と連

携し，必要な調整を行わなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（準用） （準用） 

第55条 第８条，第９条，第13条から第19条

まで，第24条から第26条まで，第28条から

第32条の２まで，第34条から第38条まで，

第40条，第41条および第44条の２から第49

条までの規定は，自立訓練（機能訓練）の

事業について準用する。この場合において，

第９条第２項第１号中「第17条第１項」と

第55条 第８条，第９条，第13条から第19条

まで，第24条から第26条まで，第28条から

第32条の２まで，第34条から第38条まで，

第40条，第41条および第44条の２から第49

条までの規定は，自立訓練（機能訓練）の

事業について準用する。この場合において，

第９条第２項第１号中「第17条第１項」と
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あるのは「第55条において準用する第17条

第１項」と，「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（機能訓練）計画」と，同項第

２号中「第28条第２項」とあるのは「第55

条において準用する第28条第２項」と，同

項第３号中「第30条第２項」とあるのは「第

55条において準用する第30条第２項」と，

同項第４号中「第32条第２項」とあるのは

「第55条において準用する第32条第２項」

と，第16条第１項中「次条第１項」とある

のは「第55条において準用する次条第１項」

と，第17条中「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（機能訓練）計画」と，同条第

８項中「６月」とあるのは「３月」と，第

18条中「前条」とあるのは「第55条におい

て準用する前条」と読み替えるものとする。 

あるのは「第55条において準用する第17条

第１項」と，「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（機能訓練）計画」と，同項第

２号中「第28条第２項」とあるのは「第55

条において準用する第28条第２項」と，同

項第３号中「第30条第２項」とあるのは「第

55条において準用する第30条第２項」と，

同項第４号中「第32条第２項」とあるのは

「第55条において準用する第32条第２項」

と，第16条第１項中「次条第１項」とある

のは「第55条において準用する次条第１項」

と，第17条中「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（機能訓練）計画」と，同条第

９項中「６月」とあるのは「３月」と，第

18条中「前条」とあるのは「第55条におい

て準用する前条」と読み替えるものとする。 

  

（準用） （準用） 

第60条 第８条，第９条，第13条から第19条

まで，第24条から第26条まで，第28条から

第32条の２まで，第34条から第36条まで，

第40条，第41条，第44条の２から第49条ま

で，第53条および第54条の規定は，自立訓

練（生活訓練）の事業について準用する。

この場合において，第９条第２項第１号中

「第17条第１項」とあるのは「第60条にお

いて準用する第17条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と，同項第２号中「第28条第２項」

とあるのは「第60条において準用する第28

条第２項」と，同項第３号中「第30条第２

項」とあるのは「第60条において準用する

第30条第２項」と，同項第４号中「第32条

第２項」とあるのは「第60条において準用

する第32条第２項」と，第16条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第60条において準

用する次条第１項」と，第17条中「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と，同条第８項中「６月」とあるの

は「３月」と，第18条中「前条」とあるの

は「第60条において準用する前条」と，第

40条第２項中「６人以上」とあるのは「宿

泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）

については６人以上，宿泊型自立訓練につ

いては10人以上」と読み替えるものとする。 

第60条 第８条，第９条，第13条から第19条

まで，第24条から第26条まで，第28条から

第32条の２まで，第34条から第36条まで，

第40条，第41条，第44条の２から第49条ま

で，第53条および第54条の規定は，自立訓

練（生活訓練）の事業について準用する。

この場合において，第９条第２項第１号中

「第17条第１項」とあるのは「第60条にお

いて準用する第17条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と，同項第２号中「第28条第２項」

とあるのは「第60条において準用する第28

条第２項」と，同項第３号中「第30条第２

項」とあるのは「第60条において準用する

第30条第２項」と，同項第４号中「第32条

第２項」とあるのは「第60条において準用

する第32条第２項」と，第16条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第60条において準

用する次条第１項」と，第17条中「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と，同条第９項中「６月」とあるの

は「３月」と，第18条中「前条」とあるの

は「第60条において準用する前条」と，第

40条第２項中「６人以上」とあるのは「宿

泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）

については６人以上，宿泊型自立訓練につ

いては10人以上」と読み替えるものとする。 

  

（基本方針） （基本方針） 

第61条 （略） 第61条 （略） 

  

 （規模） 
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（新設） 第 61条の２  就労移行支援の事業を行う者

（以下「就労移行支援事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「就労移行

支援事業所」という。）は，10人以上の人

員を利用させることができる規模を有する

ものでなければならない。 

  

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第63条 就労移行支援の事業を行う者（以下

「就労移行支援事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「就労移行支援事

業所」という。）に置くべき職員およびそ

の員数は，次のとおりとする。 

第63条 就労移行支援事業所に置くべき職員

およびその員数は，次のとおりとする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

（準用） （準用） 

第69条 第８条，第９条，第13条から第19条

まで，第24条から第26条まで，第28条から

第32条の２まで，第34条から第38条まで，

第40条，第41条，第43条，第44条，第45条

から第49条までおよび第53条の規定は，就

労移行支援の事業について準用する。この

場合において，第９条第２項第１号中「第

17条第１項」とあるのは「第69条において

準用する第17条第１項」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労移行支援計画」と，

同項第２号中「第28条第２項」とあるのは

「第69条において準用する第28条第２項」

と，同項第３号中「第30条第２項」とある

のは「第69条において準用する第30条第２

項」と，同項第４号中「第32条第２項」と

あるのは「第69条において準用する第32条

第２項」と，第16条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第69条において準用する次条

第１項」と，第17条中「療養介護計画」と

あるのは「就労移行支援計画」と，同条第

８項中「６月」とあるのは「３月」と，第

18条中「前条」とあるのは「第69条におい

て準用する前条」と，第37条ただし書およ

び第40条第１項中「生活介護事業所」とあ

るのは「就労移行支援事業所（認定就労移

行支援事業所を除く。）」と読み替えるも

のとする。 

第69条 第８条，第９条，第13条から第19条

まで，第24条から第26条まで，第28条から

第32条の２まで，第34条から第36条まで，

第38条，第40条，第41条，第43条，第44条，

第45条から第49条までおよび第53条の規定

は，就労移行支援の事業について準用する。

この場合において，第９条第２項第１号中

「第17条第１項」とあるのは「第69条にお

いて準用する第17条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「就労移行支援計画」

と，同項第２号中「第28条第２項」とある

のは「第69条において準用する第28条第２

項」と，同項第３号中「第30条第２項」と

あるのは「第69条において準用する第30条

第２項」と，同項第４号中「第32条第２項」

とあるのは「第69条において準用する第32

条第２項」と，第16条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第69条において準用する

次条第１項」と，第17条中「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と，同条

第９項中「６月」とあるのは「３月」と，

第18条中「前条」とあるのは「第69条にお

いて準用する前条」と，第40条第１項中「生

活介護事業所」とあるのは「就労移行支援

事業所（認定就労移行支援事業所を除く。）」

と読み替えるものとする。 

  

（規模に関する特例） （規模に関する特例） 

第88条 多機能型による生活介護事業所（以

下「多機能型生活介護事業所」という。），

自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機

能型自立訓練（機能訓練）事業所」という。），

第88条 多機能型による生活介護事業所（以

下「多機能型生活介護事業所」という。），

自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機

能型自立訓練（機能訓練）事業所」という。），

72



 

 

自立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機

能型自立訓練（生活訓練）事業所」という。），

就労移行支援事業所（以下「多機能型就労

移行支援事業所」という。），就労継続支

援Ａ型事業所（以下「多機能型就労継続支

援Ａ型事業所」という。）および就労継続

支援Ｂ型事業所（以下「多機能型就労継続

支援Ｂ型事業所」という。）（以下「多機

能型事業所」と総称する。）は，一体的に

事業を行う多機能型事業所の利用定員（多

機能型による指定児童発達支援（函館市指

定通所支援の事業等の人員，設備および運

営に関する基準等を定める条例（令和２年

函館市条例第８号。以下「指定通所支援基

準条例」という。）第５条に規定する指定

児童発達支援をいう。）の事業，指定医療

型児童発達支援（指定通所支援基準条例第

67条に規定する指定医療型児童発達支援を

いう。）の事業または指定放課後等デイサ

ービス（指定通所支援基準条例第78条に規

定する指定放課後等デイサービスをいう。）

の事業（以下「多機能型児童発達支援事業

等」という。）を一体的に行う場合にあっ

ては，当該事業を行う事業所の利用定員を

含むものとし，宿泊型自立訓練の利用定員

を除く。）の合計が20人以上である場合は，

当該多機能型事業所の利用定員を，次の各

号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ，

当該各号に定める人数とすることができ

る。 

自立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機

能型自立訓練（生活訓練）事業所」という。），

就労移行支援事業所（以下「多機能型就労

移行支援事業所」という。），就労継続支

援Ａ型事業所（以下「多機能型就労継続支

援Ａ型事業所」という。）および就労継続

支援Ｂ型事業所（以下「多機能型就労継続

支援Ｂ型事業所」という。）（以下「多機

能型事業所」と総称する。）は，一体的に

事業を行う多機能型事業所の利用定員（多

機能型による指定児童発達支援（函館市指

定通所支援の事業等の人員，設備および運

営に関する基準等を定める条例（令和２年

函館市条例第８号。以下「指定通所支援基

準条例」という。）第５条に規定する指定

児童発達支援をいう。）の事業または指定

放課後等デイサービス（指定通所支援基準

条例第78条に規定する指定放課後等デイサ

ービスをいう。）の事業（以下「多機能型

児童発達支援事業等」という。）を一体的

に行う場合にあっては，当該事業を行う事

業所の利用定員を含むものとし，宿泊型自

立訓練の利用定員を除く。）の合計が20人

以上である場合は，当該多機能型事業所の

利用定員を，次の各号に掲げる多機能型事

業所の区分に応じ，当該各号に定める人数

とすることができる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

附 則 附 則 

  

（経過措置） （経過措置） 

第２条 当分の間，第１号に規定する厚生労

働大臣が定める者に対し生活介護を提供す

る生活介護事業所に置くべき看護職員（保

健師または看護師もしくは准看護師をい

う。以下この条において同じ。），理学療

法士または作業療法士および生活支援員の

総数は，第39条第１項第３号アの規定にか

かわらず，生活介護の単位ごとに，常勤換

算方法で，次の各号に掲げる数の合計以上

の数とする。 

第２条 当分の間，第１号に規定する厚生労

働大臣が定める者に対し生活介護を提供す

る生活介護事業所に置くべき看護職員（保

健師または看護師もしくは准看護師をい

う。以下この条において同じ。），理学療

法士，作業療法士または言語聴覚士および

生活支援員の総数は，第39条第１項第３号

アの規定にかかわらず，生活介護の単位ご

とに，常勤換算方法で，次の各号に掲げる

数の合計以上の数とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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函館市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例 

新旧対照表【第２条関係】 

 

現 行 改 正 案 

  

目次 目次 

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略） 

第５章 自立訓練（生活訓練）（第56条～

第60条） 

第５章 （略） 

  

（新設） 第５章の２ 就労選択支援（第60条の２～

第60条の８） 

第６章～第10章 （略） 第６章～第10章 （略） 

附則 附則 

  

（障害福祉サービス事業者の一般原則） （障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以

下「障害福祉サービス事業者」という。）

（次章から第８章までに掲げる事業を行う

ものに限る。）は，利用者の意向，適性，

障害の特性その他の事情を踏まえた計画

（以下「個別支援計画」という。）を作成

し，これに基づき利用者に対して障害福祉

サービスを提供するとともに，その効果に

ついて継続的な評価を実施することその他

の措置を講ずることにより利用者に対して

適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供

しなければならない。 

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以

下「障害福祉サービス事業者」という。）

（次章から第５章までおよび第６章から第

８章までに掲げる事業を行うものに限る。）

は，利用者の意向，適性，障害の特性その

他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援

計画」という。）を作成し，これに基づき

利用者に対して障害福祉サービスを提供す

るとともに，その効果について継続的な評

価を実施することその他の措置を講ずるこ

とにより利用者に対して適切かつ効果的に

障害福祉サービスを提供しなければならな

い。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

第５章 自立訓練（生活訓練） 第５章 自立訓練（生活訓練） 

  

第56条～第60条 （略） 第56条～第60条 （略） 

  

（新設） 第５章の２ 就労選択支援 

  

  （基本方針） 

（新設） 第60条の２ 就労選択支援の事業は，利用者

が自立した日常生活または社会生活を営む

ことができるよう，施行規則第６条の７の

２に規定する者につき，短期間の生産活動

その他の活動の機会の提供を通じて，就労

に関する適性，知識および能力の評価なら

びに施行規則第６条の７の３に規定する事

項の整理を行い，またはこれに併せて，当

該評価および当該整理の結果に基づき，施

行規則第６条の７の４に規定する便宜を適

切かつ効果的に供与するものでなければな
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らない。 

  

  （規模） 

（新設） 第 60条の３  就労選択支援の事業を行う者

（以下「就労選択支援事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「就労選択

支援事業所」という。）は，10人以上の人

員を利用させることができる規模を有する

ものでなければならない。 

  

  （職員の配置の基準） 

（新設） 第60条の４ 就労選択支援事業所に置くべき

職員およびその員数は，次のとおりとする。 

 (1) 管理者 １ 

 (2) 就労選択支援員（就労選択支援の提供

に当たる者として基準省令第61条の４第

１項第２号に規定する厚生労働大臣が定

めるものをいう。以下同じ。） 就労選

択支援事業所ごとに，常勤換算方法で，

利用者の数を15で除した数以上 

 ２ 前項第２号の利用者の数は，前年度の平

均値とする。ただし，新規に事業を開始す

る場合は，推定数による。 

 

 

 

 

 

３ 第１項第１号の管理者は，専らその職務

に従事する者でなければならない。ただし，

就労選択支援事業所の管理上支障がない場

合は，当該就労選択支援事業所の他の業務

に従事し，または当該就労選択支援事業所

以外の事業所，施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

 ４ 第１項第２号の就労選択支援員は，専ら

当該就労選択支援事業所の職務に従事する

者でなければならない。ただし，利用者の

支援に支障がない場合はこの限りでない。 

  

  （実施主体） 

（新設） 第60条の５ 就労選択支援事業者は，就労移

行支援または就労継続支援に係る指定障害

福祉サービス事業者であって，過去３年以

内に当該事業者の事業所の３人以上の利用

者が新たに通常の事業所に雇用されたもの

その他のこれらと同等の障害者に対する就

労支援の経験および実績を有する事業者で

なければならない。 

  

  （評価および整理の実施） 

（新設） 第60条の６ 就労選択支援事業者は，短期間

の生産活動その他の活動の機会を通じて，

就労に関する適性，知識および能力の評価

ならびに施行規則第６条の７の３に規定す
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る事項の整理（以下この章において「アセ

スメント」という。）を行うものとする。 

 ２ 障害者就業・生活支援センターその他の

機関がアセスメントと同様の評価および整

理を実施した場合には，就労選択支援事業

者は，当該同様の評価および整理をもって，

アセスメントの実施に代えることができ

る。この場合において，就労選択支援事業

者は，次項の規定による会議の開催，アセ

スメントの結果の作成または指定障害福祉

サービス事業者その他の関係機関との連絡

調整に当たり，当該障害者就業・生活支援

センターその他の機関に対し，当該会議へ

の参加その他の必要な協力を求めることが

できる。 

 ３ 就労選択支援事業者は，アセスメントの

結果の作成に当たり，利用者および市，指

定特定相談支援事業者等，公共職業安定所

その他の関係機関の担当者等を招集して会

議（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を開催し，当該利

用者の就労に関する意向を改めて確認する

とともに，当該担当者等に意見を求めるも

のとする。 

 ４ 就労選択支援事業者は，アセスメントの

結果を作成した際には，当該結果に係る情

報を利用者および指定特定相談支援事業者

等に提供しなければならない。 

  

  （関係機関との連絡調整等の実施） 

（新設） 第60条の７ 就労選択支援事業者は，アセス

メントの結果を踏まえ，必要に応じて公共

職業安定所，障害者就業・生活支援センタ

ーその他の関係機関との連絡調整を行わな

ければならない。 

 ２ 就労選択支援事業者は，法第89条の３第

１項に規定する協議会への定期的な参加，

公共職業安定所への訪問等により，地域に

おける就労支援に係る社会資源，雇用に関

する事例等に関する情報の収集に努めると

ともに，利用者に対して進路選択に資する

情報を提供するよう努めなければならな

い。 

  

  （準用） 

（新設） 第60条の８ 第８条，第９条（第２項第１号

を除く。），第13条から第16条まで，第19

条，第24条から第26条まで，第28条から第

32条の２まで，第34条から第36条まで，第

38条，第41条，第43条，第44条および第45
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条から第49条までの規定は，就労選択支援

の事業について準用する。この場合におい

て，第９条第２項第２号中「第28条第２項」

とあるのは「第60条の８において準用する

第28条第２項」と，同項第３号中「第30条

第２項」とあるのは「第60条の８において

準用する第30条第２項」と，同項第４号中

「第32条第２項」とあるのは「第60条の８

において準用する第32条第２項」と，第16

条第１項中「次条第１項に規定する療養介

護計画に基づき，利用者の心身の状況等に

応じて」とあるのは「利用者の心身の状況

等に応じて」と読み替えるものとする。 

  

（就職状況の報告） （就職状況の報告） 

第68条 （略） 第68条 （略） 

  

  （就労選択支援に関する情報提供） 

（新設） 第68条の２ 就労移行支援事業者は，利用者

に対し，指定計画相談支援を行う者と連携

し，定期的に就労選択支援に関する情報提

供を行うものとする。 

  

（準用） （準用） 

第84条 第８条，第９条，第13条から第19条

まで，第24条から第26条まで，第28条から

第32条の２まで，第34条，第41条，第45条

から第49条までおよび第53条の規定は，就

労継続支援Ａ型の事業について準用する。

この場合において，第９条第２項第１号中

「第17条第１項」とあるのは「第84条にお

いて準用する第17条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計

画」と，同項第２号中「第28条第２項」と

あるのは「第84条において準用する第28条

第２項」と，同項第３号中「第30条第２項」

とあるのは「第84条において準用する第30

条第２項」と，同項第４号中「第32条第２

項」とあるのは「第84条において準用する

第32条第２項」と，第16条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第84条において準用

する次条第１項」と，第17条中「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」

と，第18条中「前条」とあるのは「第84条

において準用する前条」と読み替えるもの

とする。 

第84条 第８条，第９条，第13条から第19条

まで，第24条から第26条まで，第28条から

第32条の２まで，第34条，第41条，第45条

から第49条まで，第53条および第68条の２

の規定は，就労継続支援Ａ型の事業につい

て準用する。この場合において，第９条第

２項第１号中「第17条第１項」とあるのは

「第84条において準用する第17条第１項」

と，「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ａ型計画」と，同項第２号中「第28

条第２項」とあるのは「第84条において準

用する第28条第２項」と，同項第３号中「第

30条第２項」とあるのは「第84条において

準用する第30条第２項」と，同項第４号中

「第32条第２項」とあるのは「第84条にお

いて準用する第32条第２項」と，第16条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第84条

において準用する次条第１項」と，第17条

中「療養介護計画」とあるのは「就労継続

支援Ａ型計画」と，第18条中「前条」とあ

るのは「第84条において準用する前条」と

読み替えるものとする。 

  

（準用） （準用） 

第87条 第８条，第９条，第13条から第19条

まで，第24条から第26条まで，第28条から

第87条 第８条，第９条，第13条から第19条

まで，第24条から第26条まで，第28条から
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第32条の２まで，第34条，第36条，第37条，

第41条，第43条，第45条から第49条まで，

第53条，第71条，第73条から第75条までお

よび第80条から第82条までの規定は，就労

継続支援Ｂ型の事業について準用する。こ

の場合において，第９条第２項第１号中「第

17条第１項」とあるのは「第87条において

準用する第17条第１項」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」

と，同項第２号中「第28条第２項」とある

のは「第87条において準用する第28条第２

項」と，同項第３号中「第30条第２項」と

あるのは「第87条において準用する第30条

第２項」と，同項第４号中「第32条第２項」

とあるのは「第87条において準用する第32

条第２項」と，第16条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第87条において準用する

次条第１項」と，第17条中「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，

第18条中「前条」とあるのは「第87条にお

いて準用する前条」と，第80条第１項中「第

84条」とあるのは「第87条」と，「就労継

続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支

援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

第32条の２まで，第34条，第36条，第37条，

第41条，第43条，第45条から第49条まで，

第53条，第68条の２，第71条，第73条から

第75条までおよび第80条から第82条までの

規定は，就労継続支援Ｂ型の事業について

準用する。この場合において，第９条第２

項第１号中「第17条第１項」とあるのは「第

87条において準用する第17条第１項」と，

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支

援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第28条第

２項」とあるのは「第87条において準用す

る第28条第２項」と，同項第３号中「第30

条第２項」とあるのは「第87条において準

用する第30条第２項」と，同項第４号中「第

32条第２項」とあるのは「第87条において

準用する第32条第２項」と，第16条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第87条にお

いて準用する次条第１項」と，第17条中「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ

型計画」と，第18条中「前条」とあるのは

「第87条において準用する前条」と，第80

条第１項中「第84条」とあるのは「第87条」

と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは

「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。 
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８ 函館市指定障害者支援施設の人員，設備および運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴う指定障害者支援施設の事業の一般原則，人員の基準等に関する規

定の整備等をするため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日 
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函館市指定障害者支援施設の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例 

新旧対照表 

  

現   行 改 正 案 

  

（指定障害者支援施設の一般原則） （指定障害者支援施設の一般原則） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（新設） ４ 指定障害者支援施設は，利用者の自己決定の

尊重および意思決定の支援に配慮しつつ，利用

者の地域生活への移行に関する意向を把握し，

当該意向を定期的に確認するとともに，法第77

条第３項各号に掲げる事業を行う者または一般

相談支援事業もしくは特定相談支援事業を行う

者と連携を図りつつ，利用者の希望に添って地

域生活への移行に向けた措置を講じなければな

らない。 

（新設） ５ 指定障害者支援施設は，利用者の当該指定障

害者支援施設以外における指定障害福祉サービ

ス等の利用状況等を把握するとともに，利用者

の自己決定の尊重および意思決定の支援に配慮

しつつ，利用者の当該指定障害者支援施設以外

における指定障害福祉サービス等の利用に関す

る意向を定期的に確認し，一般相談支援事業ま

たは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつ

つ，必要な援助を行わなければならない。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者お

よびその員数は，次のとおりとする。 

第５条 （略） 

(1) 生活介護を行う場合 (1) （略） 

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者お

よびその員数は，次のとおりとする。 

ア （略） 

(ｱ) （略） (ｱ) （略） 

(ｲ) 看護職員（保健師または看護師もしく

は准看護師をいう。以下同じ。），理学

療法士または作業療法士および生活支援

員 

(ｲ) 看護職員（保健師または看護師もしく

は准看護師をいう。以下同じ。），理学

療法士，作業療法士または言語聴覚士お

よび生活支援員 

a 看護職員，理学療法士または作業療

法士および生活支援員の総数は，生活

介護の単位ごとに，常勤換算方法で，

(a)および(b)に掲げる数を合計した数

以上とする。 

a 看護職員，理学療法士，作業療法士

または言語聴覚士および生活支援員の

総数は，生活介護の単位ごとに，常勤

換算方法で，(a)および(b)に掲げる数

を合計した数以上とする。 

(a)・(b) （略） (a)・(b) （略） 

b （略） b （略） 

c 理学療法士または作業療法士の数

は，利用者に対して日常生活を営むの

c 理学療法士，作業療法士または言語

聴覚士の数は，利用者に対して日常生

80



 

に必要な機能の減退を防止するための

訓練を行う場合は，生活介護の単位ご

とに，当該訓練を行うために必要な数

とする。 

活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う場合は，生活介

護の単位ごとに，当該訓練を行うため

に必要な数とする。 

d （略） d （略） 

(ｳ) （略） (ｳ) （略） 

イ （略） イ （略） 

ウ ア（イ）の理学療法士または作業療法士

を確保することが困難な場合には，これら

の者に代えて，日常生活を営むのに必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う能

力を有する看護師その他の者を機能訓練指

導員として置くことができる。 

ウ ア（イ）の理学療法士，作業療法士また

は言語聴覚士を確保することが困難な場合

には，これらの者に代えて，日常生活を営

むのに必要な機能の減退を防止するための

訓練を行う能力を有する看護師その他の者

を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

エ・オ （略） エ・オ （略） 

(2) 自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以

下「施行規則」という。）第６条の６第１号

に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以

下同じ。）を行う場合 

(2) （略） 

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置く

べき従業者およびその員数は，次のとおり

とする。 

ア （略） 

(ｱ) 看護職員，理学療法士または作業療法

士および生活支援員 

(ｱ) 看護職員，理学療法士，作業療法士ま

たは言語聴覚士および生活支援員 

a 看護職員，理学療法士または作業療

法士および生活支援員の総数は，常勤

換算方法で，利用者の数を６で除して

得た数以上とする。 

a 看護職員，理学療法士，作業療法士

または言語聴覚士および生活支援員の

総数は，常勤換算方法で，利用者の数

を６で除して得た数以上とする。 

b （略） b （略） 

c 理学療法士または作業療法士の数

は，１以上とする。 

c 理学療法士，作業療法士または言語

聴覚士の数は，１以上とする。 

d （略） d （略） 

(ｲ) （略） (ｲ) （略） 

イ （略） イ （略） 

ウ ア（ア）の理学療法士または作業療法士

を確保することが困難な場合には，これら

の者に代えて，日常生活を営むのに必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う能

力を有する看護師その他の者を機能訓練指

導員として置くことができる。 

ウ ア（ア）の理学療法士，作業療法士また

は言語聴覚士を確保することが困難な場合

には，これらの者に代えて，日常生活を営

むのに必要な機能の減退を防止するための

訓練を行う能力を有する看護師その他の者

を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

エ～カ （略） エ～カ （略） 

(3)～(6) （略） (3)～(6) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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（施設障害福祉サービスの取扱方針） （施設障害福祉サービスの取扱方針） 

第26条 （略） 第26条 （略） 

（新設） ２ 指定障害者支援施設は，利用者が自立した日

常生活または社会生活を営むことができるよ

う，利用者の意思決定の支援に配慮しなければ

ならない。 

２・３ （略） ３・４ （略） 

  

（施設障害福祉サービス計画の作成等） （施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第27条 （略） 第27条 （略） 

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービ

ス計画の作成に当たっては，適切な方法によ

り，利用者について，その置かれている環境お

よび日常生活全般の状況等の評価を通じて利用

者の希望する生活および課題等の把握（以下

「アセスメント」という。）を行い，利用者が

自立した日常生活を営むことができるように支

援する上での適切な支援内容の検討をしなけれ

ばならない。 

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービ

ス計画の作成に当たっては，適切な方法によ

り，利用者について，その置かれている環境お

よび日常生活全般の状況等の評価を通じて利用

者の希望する生活および課題等の把握（以下

「アセスメント」という。）を行うとともに，

利用者の自己決定の尊重および意思決定の支援

に配慮しつつ，利用者が自立した日常生活を営

むことができるように支援する上での適切な支

援内容の検討をしなければならない。この場合

において，サービス管理責任者は，第28条の３

第１項の地域移行等意向確認担当者（以下「地

域移行等意向確認担当者」という。）が把握し

た利用者の地域生活への移行に関する意向等を

踏まえるものとする。 

（新設） ３ アセスメントに当たっては，利用者が自ら意

思を決定することに困難を抱える場合には，適

切に意思決定の支援を行うため，当該利用者の

意思および選好ならびに判断能力等について丁

寧に把握しなければならない。 

３・４ （略） ４・５ （略） 

５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービ

ス計画の作成に係る会議（利用者に対する施設

障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を

招集して行う会議をいい，テレビ電話装置その

他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」

という。）を活用して行うことができるものと

する。）を開催し，前項に規定する施設障害福

祉サービス計画の原案の内容について意見を求

めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービ

ス計画の作成に係る会議（利用者および当該利

用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に

当たる担当者等（地域移行等意向確認担当者を

含む。）を招集して行う会議をいい，テレビ電

話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電

話装置等」という。）を活用して行うことがで

きるものとする。）を開催し，当該利用者の生

活に対する意向等を改めて確認するとともに，

前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原

案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する施

設障害福祉サービス計画の原案の内容について

利用者またはその家族に対して説明し，文書に

より利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，第５項に規定する施

設障害福祉サービス計画の原案の内容について

利用者またはその家族に対して説明し，文書に

より利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービ

ス計画を作成した際には，当該施設障害福祉サ

８ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービ

ス計画を作成した際には，当該施設障害福祉サ
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ービス計画を利用者に交付しなければならな

い。 

ービス計画を利用者および当該利用者に対して

指定計画相談支援（法第51条の17第２項に規定

する指定計画相談支援をいう。）を行う者に交

付しなければならない。 

８・９ （略） ９・10 （略） 

10 第２項から第７項までの規定は，第８項に規

定する施設障害福祉サービス計画の変更につい

て準用する。 

11 第２項から第８項までの規定は，第９項に規

定する施設障害福祉サービス計画の変更につい

て準用する。 

  

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第28条 （略） 第28条 （略） 

（新設） ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当たっ

ては，利用者の自己決定の尊重を原則とした上

で，利用者が自ら意思を決定することに困難を

抱える場合には，適切に利用者への意思決定の

支援が行われるよう努めなければならない。 

  

 （地域との連携等） 

（新設） 第28条の２ 指定障害者支援施設は，施設障害福

祉サービスの提供に当たっては，地域住民また

はその自発的な活動等との連携および協力を行

う等の地域との交流を図らなければならない。 

 ２ 指定障害者支援施設は，施設障害福祉サービ

スの提供に当たっては，利用者およびその家

族，地域住民の代表者，施設障害福祉サービス

について知見を有する者ならびに市の担当者等

により構成される協議会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）（以

下この条において「地域連携推進会議」とい

う。）を開催し，おおむね１年に１回以上，地

域連携推進会議において，事業の運営に係る状

況を報告するとともに，必要な要望，助言等を

聴く機会を設けなければならない。 

 ３ 指定障害者支援施設は，前項に規定する地域

連携推進会議の開催のほか，おおむね１年に１

回以上，地域連携推進会議の構成員が指定障害

者支援施設を見学する機会を設けなければなら

ない。 

 ４ 指定障害者支援施設は，第２項の報告，要

望，助言等についての記録を作成するととも

に，当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は，指定障害者支援施設がその

提供する施設障害福祉サービスの質に係る外部

の者による評価および当該評価の実施状況の公

表またはこれに準ずる措置として市長が定める

ものを講じている場合には，適用しない。 
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 （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

（新設） 第28条の３ 指定障害者支援施設は，利用者の地

域生活への移行に関する意向の把握，利用者の

当該指定障害者支援施設以外における指定障害

福祉サービス等の利用状況等の把握および利用

者の当該指定障害者支援施設以外における指定

障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期

的な確認（以下この条において「地域移行等意

向確認等」という。）を適切に行うため，地域

移行等意向確認等に関する指針を定めるととも

に，地域移行等意向確認担当者を選任しなけれ

ばならない。 

 ２ 地域移行等意向確認担当者は，前項の指針に

基づき，地域移行等意向確認等を実施し，アセ

スメントの際に地域移行等意向確認等において

把握または確認した内容をサービス管理責任者

に報告するとともに，当該内容を第27条第６項

に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に

係る会議に報告しなければならない。 

３ 地域移行等意向確認担当者は，地域移行等意

向確認等に当たっては，法第77条第３項各号に

掲げる事業を行う者または一般相談支援事業も

しくは特定相談支援事業を行う者と連携し，地

域における障害福祉サービスの体験的な利用に

係る支援その他の地域生活への移行に向けた支

援を行うよう努めなければならない。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第51条 （略） 第51条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（新設） ３ 指定障害者支援施設は，感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号）第６条第17項に規定する第２

種協定指定医療機関（次項において「第２種協

定指定医療機関」という。）との間で，新興感

染症（同条第７項に規定する新型インフルエン

ザ等感染症，同条第８項に規定する指定感染症

または同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り

決めるように努めなければならない。 

（新設） ４ 指定障害者支援施設は，協力医療機関が第２

種協定指定医療機関である場合においては，当

該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染

症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。 

  

（地域との連携等）  

第58条 指定障害者支援施設は，その運営に当た 第58条 削除 
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っては，地域住民またはその自発的な活動等と

の連携および協力を行う等の地域との交流に努

めなければならない。 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第62条 指定障害者支援施設等およびその従業者

は，作成，保存その他これらに類するもののう

ち，この条例の規定において書面（書面，書

類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その

他文字，図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されているまたは想定されるもの（第12

条第１項，第16条および次項に規定するものを

除く。）については，書面に代えて，当該書面

に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって，電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

第62条 指定障害者支援施設およびその従業者

は，作成，保存その他これらに類するもののう

ち，この条例の規定において書面（書面，書

類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その

他文字，図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されているまたは想定されるもの（第12

条第１項，第16条および次項に規定するものを

除く。）については，書面に代えて，当該書面

に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって，電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

２ 指定障害者支援施設等およびその従業者は，

交付，説明，同意，締結その他これらに類する

もの（以下「交付等」という。）のうち，この

条例の規定において書面で行うことが規定され

ているまたは想定されるものについては，当該

交付等の相手方の承諾を得て，当該交付等の相

手方が利用者である場合には当該利用者に係る

障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ，書面

に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方

法その他人の知覚によって認識することができ

ない方法をいう。）によることができる。 

２ 指定障害者支援施設およびその従業者は，交

付，説明，同意，締結その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち，この条

例の規定において書面で行うことが規定されて

いるまたは想定されるものについては，当該交

付等の相手方の承諾を得て，当該交付等の相手

方が利用者である場合には当該利用者に係る障

害の特性に応じた適切な配慮をしつつ，書面に

代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方法

その他人の知覚によって認識することができな

い方法をいう。）によることができる。 
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９ 函館市障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，障害

者支援施設の事業の一般原則，運営の基準等に関する規定を整備するた

め 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日 
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函館市障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（障害者支援施設の一般原則） （障害者支援施設の一般原則） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（新設） ４ 障害者支援施設は，利用者の自己決定の

尊重および意思決定の支援に配慮しつつ，

利用者の地域生活への移行に関する意向を

把握し，当該意向を定期的に確認するとと

もに，法第77条第３項各号に掲げる事業を

行う者または一般相談支援事業もしくは特

定相談支援事業を行う者と連携を図りつ

つ，利用者の希望に添って地域生活への移

行に向けた措置を講じなければならない。 

（新設） ５ 障害者支援施設は，利用者の当該障害者

支援施設以外における指定障害福祉サービ

ス等（法第29条第１項に規定する指定障害

福祉サービス等をいう。以下同じ。）の利

用状況等を把握するとともに，利用者の自

己決定の尊重および意思決定の支援に配慮

しつつ，利用者の当該障害者支援施設以外

における指定障害福祉サービス等の利用に

関する意向を定期的に確認し，一般相談支

援事業または特定相談支援事業を行う者と

連携を図りつつ，必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

  

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第11条 障害者支援施設に置くべき職員およ

びその員数は，次のとおりとする。 

第11条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 生活介護を行う場合 (2) （略） 

ア 生活介護を行う場合に置くべき職員

およびその員数は，次のとおりとする。 

ア （略） 

(ｱ) （略） (ｱ) （略） 

(ｲ) 看護職員（保健師または看護師も

しくは准看護師をいう。以下同じ。），

理学療法士または作業療法士および

生活支援員 

(ｲ) 看護職員（保健師または看護師も

しくは准看護師をいう。以下同じ。），

理学療法士，作業療法士または言語

聴覚士および生活支援員 

ａ 看護職員，理学療法士または作

業療法士および生活支援員の総数

は，生活介護の単位ごとに，常勤

換算方法で，(a)および(b)に掲げ

る数を合計した数以上とする。 

ａ 看護職員，理学療法士，作業療

法士または言語聴覚士および生活

支援員の総数は，生活介護の単位

ごとに，常勤換算方法で，(a)およ

び (b)に掲げる数を合計した数以

上とする。 

(a)・(b) （略） (a)・(b) （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 
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ｃ 理学療法士または作業療法士の

数は，利用者に対して日常生活を

営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う場合は，生

活介護の単位ごとに，当該訓練を

行うために必要な数とする。 

ｃ 理学療法士，作業療法士または

言語聴覚士の数は，利用者に対し

て日常生活を営むのに必要な機能

の減退を防止するための訓練を行

う場合は，生活介護の単位ごとに，

当該訓練を行うために必要な数と

する。 

ｄ （略） ｄ （略） 

(ｳ) （略） (ｳ) （略） 

イ （略） イ （略） 

ウ ア(イ)の理学療法士または作業療法

士を確保することが困難な場合には，

これらの者に代えて，日常生活を営む

のに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する看護師その

他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。 

ウ ア(イ)の理学療法士，作業療法士ま

たは言語聴覚士を確保することが困難

な場合には，これらの者に代えて，日

常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有す

る看護師その他の者を機能訓練指導員

として置くことができる。 

エ・オ （略） エ・オ （略） 

(3) 自立訓練（機能訓練）を行う場合 (3) （略） 

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に

置くべき職員およびその員数は，次の

とおりとする。 

ア （略） 

(ｱ) 看護職員，理学療法士または作業

療法士および生活支援員 

(ｱ) 看護職員，理学療法士，作業療法

士または言語聴覚士および生活支援

員 

ａ 看護職員，理学療法士または作

業療法士および生活支援員の総数

は，常勤換算方法で，利用者の数

を６で除して得た数以上とする。 

ａ 看護職員，理学療法士，作業療

法士または言語聴覚士および生活

支援員の総数は，常勤換算方法で，

利用者の数を６で除して得た数以

上とする。 

ｂ （略） ｂ （略） 

ｃ 理学療法士または作業療法士の

数は，１以上とする。 

ｃ 理学療法士，作業療法士または

言語聴覚士の数は，１以上とする。 

ｄ （略） ｄ （略） 

(ｲ) （略） (ｲ) （略） 

イ （略） イ （略） 

ウ ア(ア)の理学療法士または作業療法

士を確保することが困難な場合には，

これらの者に代えて，日常生活を営む

のに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する看護師その

他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。 

ウ ア(ア)の理学療法士，作業療法士ま

たは言語聴覚士を確保することが困難

な場合には，これらの者に代えて，日

常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有す

る看護師その他の者を機能訓練指導員

として置くことができる。 

エ～カ （略） エ～カ （略） 

(4)～(7) （略） (4)～(7) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（施設障害福祉サービスの取扱方針） （施設障害福祉サービスの取扱方針） 

第18条 （略） 第18条 （略） 

（新設） ２ 障害者支援施設は，利用者が自立した日

88



  

 

常生活または社会生活を営むことができる

よう，利用者の意思決定の支援に配慮する

よう努めなければならない。 

２・３ （略） ３・４ （略） 

  

（施設障害福祉サービス計画の作成等） （施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第19条 （略） 第19条 （略） 

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サ

ービス計画の作成に当たっては，適切な方

法により，利用者について，その置かれて

いる環境および日常生活全般の状況等の評

価を通じて利用者の希望する生活や課題等

の把握（以下「アセスメント」という。）

を行い，利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上での適切な

支援内容の検討をしなければならない。 

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サ

ービス計画の作成に当たっては，適切な方

法により，利用者について，その置かれて

いる環境および日常生活全般の状況等の評

価を通じて利用者の希望する生活や課題等

の把握（以下「アセスメント」という。）

を行うとともに，利用者の自己決定の尊重

および意思決定の支援に配慮しつつ，利用

者が自立した日常生活を営むことができる

ように支援する上での適切な支援内容の検

討をしなければならない。この場合におい

て，サービス管理責任者は，第20条の３第

１項の地域移行等意向確認担当者（以下「地

域移行等意向確認担当者」という。）が把

握した利用者の地域生活への移行に関する

意向等を踏まえるものとする。 

（新設） ３ アセスメントに当たっては，利用者が自

ら意思を決定することに困難を抱える場合

には，適切に意思決定の支援を行うため，

当該利用者の意思および選好ならびに判断

能力等について丁寧に把握しなければなら

ない。 

３・４ （略） ４・５ （略） 

５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サ

ービス計画の作成に係る会議（利用者に対

する施設障害福祉サービス等の提供に当た

る担当者等を招集して行う会議をいい，テ

レビ電話装置その他の情報通信機器（以下

「テレビ電話装置等」という。）を活用し

て行うことができるものとする。）を開催

し，前項に規定する施設障害福祉サービス

計画の原案の内容について意見を求めるも

のとする。 

６ サービス管理責任者は，施設障害福祉サ

ービス計画の作成に係る会議（利用者およ

び当該利用者に対する施設障害福祉サービ

ス等の提供に当たる担当者等（地域移行等

意向確認担当者を含む。）を招集して行う

会議をいい，テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」とい

う。）を活用して行うことができるものと

する。）を開催し，当該利用者の生活に対

する意向等を改めて確認するとともに，前

項に規定する施設障害福祉サービス計画の

原案の内容について意見を求めるものとす

る。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定す

る施設障害福祉サービス計画の原案の内容

について利用者またはその家族に対して説

明し，文書により利用者の同意を得なけれ

ばならない。 

７ サービス管理責任者は，第５項に規定す

る施設障害福祉サービス計画の原案の内容

について利用者またはその家族に対して説

明し，文書により利用者の同意を得なけれ

ばならない。 

７ サービス管理責任者は，施設障害福祉サ

ービス計画を作成した際には，当該施設障

８ サービス管理責任者は，施設障害福祉サ

ービス計画を作成した際には，当該施設障
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害福祉サービス計画を利用者に交付しなけ

ればならない。 

害福祉サービス計画を利用者および当該利

用者に対して指定計画相談支援（法第51条

の17第２項に規定する指定計画相談支援を

いう。）を行う者に交付しなければならな

い。 

８・９ （略） ９・10 （略） 

10 第２項から第７項までの規定は，第８項

に規定する施設障害福祉サービス計画の変

更について準用する。 

11 第２項から第８項までの規定は，第９項

に規定する施設障害福祉サービス計画の変

更について準用する。 

  

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務） 

第20条 （略） 第20条 （略） 

（新設） ２ サービス管理責任者は，業務を行うに当

たっては，利用者の自己決定の尊重を原則

とした上で，利用者が自ら意思を決定する

ことに困難を抱える場合には，適切に利用

者への意思決定の支援が行われるよう努め

なければならない。 

  

 （地域との連携等） 

（新設） 第20条の２ 障害者支援施設は，施設障害福

祉サービスの提供に当たっては，地域住民

またはその自発的な活動等との連携および

協力を行う等の地域との交流を図らなけれ

ばならない。 

 ２ 障害者支援施設は，施設障害福祉サービ

スの提供に当たっては，利用者およびその

家族，地域住民の代表者，施設障害福祉サ

ービスについて知見を有する者ならびに市

の担当者等により構成される協議会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）（以下この条において「地

域連携推進会議」という。）を開催し，お

おむね１年に１回以上，地域連携推進会議

において，事業の運営に係る状況を報告す

るとともに，必要な要望，助言等を聴く機

会を設けなければならない。 

 ３ 障害者支援施設は，前項に規定する地域

連携推進会議の開催のほか，おおむね１年

に１回以上，地域連携推進会議の構成員が

障害者支援施設を見学する機会を設けなけ

ればならない。 

 ４ 障害者支援施設は，第２項の報告，要望，

助言等についての記録を作成するととも

に，当該記録を公表しなければならない。 

 ５ 前３項の規定は，障害者支援施設がその

提供する施設障害福祉サービスの質に係る

外部の者による評価および当該評価の実施

状況の公表またはこれに準ずる措置として

市長が定めるものを講じている場合には，
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適用しない。 

  

 （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

（新設） 第20条の３ 障害者支援施設は，利用者の地

域生活への移行に関する意向の把握，利用

者の当該障害者支援施設以外における指定

障害福祉サービス等の利用状況等の把握お

よび利用者の当該障害者支援施設以外にお

ける指定障害福祉サービス等の利用に関す

る意向の定期的な確認（以下この条におい

て「地域移行等意向確認等」という。）を

適切に行うため，地域移行等意向確認等に

関する指針を定めるとともに，地域移行等

意向確認担当者を選任しなければならな

い。 

 ２ 地域移行等意向確認担当者は，前項の指

針に基づき，地域移行等意向確認等を実施

し，アセスメントの際に地域移行等意向確

認等において把握または確認した内容をサ

ービス管理責任者に報告するとともに，当

該内容を第19条第６項に規定する施設障害

福祉サービス計画の作成に係る会議に報告

しなければならない。 

 ３ 地域移行等意向確認担当者は，地域移行

等意向確認等に当たっては，法第77条第３

項各号に掲げる事業を行う者または一般相

談支援事業もしくは特定相談支援事業を行

う者と連携し，地域における障害福祉サー

ビスの体験的な利用に係る支援その他の地

域生活への移行に向けた支援を行うよう努

めなければならない。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第40条 （略） 第40条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（新設） ３ 障害者支援施設は，感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律（平

成10年法律第114号）第６条第17項に規定す

る第２種協定指定医療機関（次項において

「第２種協定指定医療機関」という。）と

の間で，新興感染症（同条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症，同条第８

項に規定する指定感染症または同条第９項

に規定する新感染症をいう。次項において

同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

（新設） ４ 障害者支援施設は，協力医療機関が第２

種協定指定医療機関である場合において

は，当該第２種協定指定医療機関との間で，

新興感染症の発生時等の対応について協議
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を行わなければならない。 

  

（地域との連携等）  

第44条 障害者支援施設は，その運営に当た

っては，地域住民またはその自発的な活動

等との連携および協力を行う等の地域との

交流に努めなければならない。 

第44条 削除 
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10 函館市指定通所支援の事業等の人員，設備および運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関

する基準等の一部改正に伴い，指定通所支援の事業等の一般原則，人員

の基準等に関する規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第５０条第１項の改正規定

は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の

一部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲

げる規定の施行の日から施行する。 
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函館市指定通所支援の事業等の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例 

新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

目次 目次 

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略） 

第３章 医療型児童発達支援 第３章 削除 

第１節 基本方針（第67条）  

第２節 人員に関する基準（第68条・第

69条） 

 

第３節 設備に関する基準（第70条）  

第４節 運営に関する基準（第71条～第

77条） 

 

第４章～第８章 （略） 第４章～第８章 （略） 

附則 附則 

  

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ この条例において，次の各号に掲げる用

語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

２ （略） 

(1) 通所給付決定保護者 法第６条の２の

２第９項に規定する通所給付決定保護者

をいう。 

(1) 通所給付決定保護者 法第６条の２の

２第８項に規定する通所給付決定保護者

をいう。 

(2) 指定障害児通所支援事業者等 法第21

条の５の３第１項に規定する指定障害児

通所支援事業者等をいう。 

(2) 指定障害児通所支援事業者 法第21条

の５の３第１項に規定する指定障害児通

所支援事業者をいう。 

(3)～(9) （略）  (3)～(9) （略） 

 (10) 法定代理受領 法第21条の５の７第11

項（法第21条の５の13第２項の規定によ

り，同条第１項に規定する放課後等デイ

サービス障害児通所給付費等の支給につ

いて適用する場合を含む。）の規定によ

り通所給付決定保護者に代わり市が支払

う指定通所支援に要した費用の額または

法第21条の５の29第３項の規定により通

所給付決定保護者に代わり市町村（特別

区を含む。以下同じ。）が支払う肢体不

自由児通所医療に要した費用の額の一部

を指定障害児通所支援事業者等が受ける

ことをいう。 

 (10) 法定代理受領 法第21条の５の７第11

項（法第21条の５の13第２項の規定によ

り，同条第１項に規定する放課後等デイ

サービス障害児通所給付費等の支給につ

いて適用する場合を含む。）の規定によ

り通所給付決定保護者に代わり市が支払

う指定通所支援に要した費用の額または

法第21条の５の29第３項の規定により通

所給付決定保護者に代わり市町村（特別

区を含む。以下同じ。）が支払う肢体不

自由児通所医療に要した費用の額の一部

を指定障害児通所支援事業者が受けるこ

とをいう。 

 (11)・(12) （略）  (11)・(12) （略） 

 (13) 多機能型事業所 第５条に規定する指

定児童発達支援の事業，第67条に規定す

る指定医療型児童発達支援の事業，第78

条に規定する指定放課後等デイサービス

の事業，第90条に規定する指定居宅訪問

型児童発達支援の事業および第98条に規

 (13) 多機能型事業所 第５条に規定する指

定児童発達支援の事業，第78条に規定す

る指定放課後等デイサービスの事業，第

90条に規定する指定居宅訪問型児童発達

支援の事業および第98条に規定する指定

保育所等訪問支援の事業ならびに函館市
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定する指定保育所等訪問支援の事業なら

びに函館市指定障害福祉サービスの事業

等の人員，設備および運営に関する基準

等を定める条例（平成25年函館市条例第

14号。以下「指定障害福祉サービス等基

準条例」という。）第79条に規定する指

定生活介護の事業，指定障害福祉サービ

ス等基準条例第 142条に規定する指定自

立訓練（機能訓練）の事業，指定障害福

祉サービス等基準条例第 152条に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）の事業，指

定障害福祉サービス等基準条例第 162条

に規定する指定就労移行支援の事業，指

定障害福祉サービス等基準条例第 173条

に規定する指定就労継続支援Ａ型の事業

および指定障害福祉サービス等基準条例

第186条に規定する指定就労継続支援Ｂ

型の事業のうち２以上の事業を一体的に

行う事業所（指定障害福祉サービス等基

準条例に規定する事業のみを行う事業所

を除く。）のことをいう。 

指定障害福祉サービスの事業等の人員，

設備および運営に関する基準等を定める

条例（平成25年函館市条例第14号。以下

「指定障害福祉サービス等基準条例」と

いう。）第79条に規定する指定生活介護

の事業，指定障害福祉サービス等基準条

例第142条に規定する指定自立訓練（機能

訓練）の事業，指定障害福祉サービス等

基準条例第152条に規定する指定自立訓

練（生活訓練）の事業，指定障害福祉サ

ービス等基準条例第 162条に規定する指

定就労移行支援の事業，指定障害福祉サ

ービス等基準条例第 173条に規定する指

定就労継続支援Ａ型の事業および指定障

害福祉サービス等基準条例第 186条に規

定する指定就労継続支援Ｂ型の事業のう

ち２以上の事業を一体的に行う事業所

（指定障害福祉サービス等基準条例に規

定する事業のみを行う事業所を除く。）

のことをいう。 

  

（指定障害児通所支援事業者等の一般原

則） 

（指定障害児通所支援事業者の一般原則） 

第３条 指定障害児通所支援事業者等は，通

所給付決定保護者および障害児の意向，障

害児の適性，障害の特性その他の事情を踏

まえた計画（第28条第１項において「通所

支援計画」という。）を作成し，これに基

づき障害児に対して指定通所支援を提供す

るとともに，その効果について継続的な評

価を実施することその他の措置を講ずるこ

とにより障害児に対して適切かつ効果的に

指定通所支援を提供しなければならない。 

第３条 指定障害児通所支援事業者は，通所

給付決定保護者および障害児の意向，障害

児の適性，障害の特性その他の事情を踏ま

えた計画（第28条第１項において「通所支

援計画」という。）を作成し，これに基づ

き障害児に対して指定通所支援を提供する

とともに，その効果について継続的な評価

を実施することその他の措置を講ずること

により障害児に対して適切かつ効果的に指

定通所支援を提供しなければならない。 

２ 指定障害児通所支援事業者等は，当該指

定障害児通所支援事業者等を利用する障害

児の意思および人格を尊重して，常に当該

障害児の立場に立った指定通所支援の提供

に努めなければならない。 

２ 指定障害児通所支援事業者は，当該指定

障害児通所支援事業者を利用する障害児の

意思および人格を尊重して，常に当該障害

児の立場に立った指定通所支援の提供に努

めなければならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者等は，地域お

よび家庭との結び付きを重視した運営を行

い，北海道，市，障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）第５条第１項に規定す

る障害福祉サービス（以下「障害福祉サー

ビス」という。）を行う者，児童福祉施設

その他の保健医療サービスまたは福祉サー

ビスを提供する者との連携に努めなければ

ならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者は，地域およ

び家庭との結び付きを重視した運営を行

い，北海道，市，障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）第５条第１項に規定す

る障害福祉サービス（以下「障害福祉サー

ビス」という。）を行う者，児童福祉施設

その他の保健医療サービスまたは福祉サー

ビスを提供する者との連携に努めなければ

ならない。 

４ 指定障害児通所支援事業者等は，当該指 ４ 指定障害児通所支援事業者は，当該指定
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定障害児通所支援事業者等を利用する障害

児の人権の擁護，虐待の防止等のため，必

要な体制の整備を行うとともに，その従業

者に対し，研修を実施する等の措置を講じ

なければならない。 

障害児通所支援事業者を利用する障害児の

人権の擁護，虐待の防止等のため，必要な

体制の整備を行うとともに，その従業者に

対し，研修を実施する等の措置を講じなけ

ればならない。 

  

（指定障害児通所支援事業者の指定に関す

る要件） 

（指定障害児通所支援事業者の指定に関す

る要件） 

第４条 法第21条の５の15第３項第１号（法

第21条の５の20第２項において準用する場

合を含む。）の条例で定める者は，法人と

する。ただし，法第６条の２の２第３項に

規定する医療型児童発達支援（病院または

診療所により行われるものに限る。）に係

る指定の申請についてはこの限りでない。 

第４条 法第21条の５の15第３項第１号（法

第21条の５の20第２項において準用する場

合を含む。）の条例で定める者は，法人と

する。ただし，法第６条の２の２第２項に

規定する児童発達支援 (病院または診療所

により行われるものに限る。)に係る指定の

申請についてはこの限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

  

第５条 児童発達支援に係る指定通所支援

（以下「指定児童発達支援」という。）の

事業は，障害児が日常生活における基本的

動作および知識技能を習得し，ならびに集

団生活に適応することができるよう，当該

障害児の身体および精神の状況ならびにそ

の置かれている環境に応じて適切かつ効果

的な指導および訓練を行うものでなければ

ならない。 

第５条 児童発達支援に係る指定通所支援

（以下「指定児童発達支援」という。）の

事業は，障害児が日常生活における基本的

動作および知識技能を習得し，ならびに集

団生活に適応することができるよう，当該

障害児の身体および精神の状況ならびにそ

の置かれている環境に応じて適切かつ効果

的な支援をし，またはこれに併せて治療（上

肢，下肢または体幹の機能の障害のある児

童に対して行われるものに限る。以下同

じ。）を行うものでなければならない。 

  

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定に基づき，機能訓練担当職員

等を置いた場合においては，当該機能訓練

担当職員等の数を児童指導員および保育士

の総数に含めることができる。 

３ 前２項に掲げる従業者のほか，指定児童

発達支援事業所において，治療を行う場合

には，医療法（昭和23年法律第205号）に規

定する診療所として必要とされる数の従業

者を置かなければならない。 

４ 前２項の規定にかかわらず，主として難

聴児を通わせる指定児童発達支援事業所に

は，第１項各号に掲げる従業者のほか，次

の各号に掲げる従業者（第２項ただし書各

号のいずれかに該当する場合にあっては，

第３号に掲げる看護職員を除く。）を置か

なければならない。この場合において，当

該各号に掲げる従業者については，その数

を児童指導員および保育士の総数に含める

ことができる。 

４ 第２項の規定に基づき，機能訓練担当職

員等を置いた場合においては，当該機能訓

練担当職員等の数を児童指導員および保育

士の総数に含めることができる。 

(1) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位

ごとに４以上 

 

(2) 機能訓練担当職員（日常生活を営むの

に必要な機能訓練を行う場合に限る。） 
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機能訓練を行うために必要な数 

(3) 看護職員（日常生活および社会生活を

営むために医療的ケアを恒常的に受ける

ことが不可欠である障害児に医療的ケア

を行う場合に限る。） 医療的ケアを行

うために必要な数 

 

５  第２項および第３項の規定にかかわら

ず，主として重症心身障害児を通わせる指

定児童発達支援事業所には，第１項各号に

掲げる従業者のほか，次の各号に掲げる従

業者を置かなければならない。この場合に

おいて，当該各号に掲げる従業者について

は，その数を児童指導員および保育士の総

数に含めることができる。 

（削る） 

(1) 看護職員 １以上  

(2) 機能訓練担当職員 １以上  

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等

の数を含める場合における第１項第２号ア

の児童指導員および保育士の総数の半数以

上は，児童指導員または保育士でなければ

ならない。 

５ 前項の規定により機能訓練担当職員等の

数を含める場合における第１項第２号アの

児童指導員および保育士の総数の半数以上

は，児童指導員または保育士でなければな

らない。 

７ 第１項第２号ア，第４項第１号および次

項の指定児童発達支援の単位は，指定児童

発達支援であって，その提供が同時に１ま

たは複数の障害児に対して一体的に行われ

るものをいう。 

６ 第１項第２号アおよび次項の指定児童発

達支援の単位は，指定児童発達支援であっ

て，その提供が同時に１または複数の障害

児に対して一体的に行われるものをいう。 

８ 第１項から第５項まで（第１項第１号を

除く。）に規定する従業者は，専ら当該指

定児童発達支援事業所の職務に従事する者

または指定児童発達支援の単位ごとに専ら

当該指定児童発達支援の提供に当たる者で

なければならない。ただし，障害児の支援

に支障がない場合は，第１項第３号の栄養

士および同項第４号の調理員については，

併せて設置する他の社会福祉施設の職務に

従事させることができる。 

７ 第１項（第１号を除く。），第２項およ

び第４項に規定する従業者は，専ら当該指

定児童発達支援事業所の職務に従事する者

または指定児童発達支援の単位ごとに専ら

当該指定児童発達支援の提供に当たる者で

なければならない。ただし，障害児の支援

に支障がない場合は，第１項第３号の栄養

士および同項第４号の調理員については，

併せて設置する他の社会福祉施設の職務に

従事させることができる。 

（新設） ８ 第３項に規定する従業者は，専ら当該指

定児童発達支援事業所の職務に従事する者

でなければならない。ただし，障害児の支

援に支障がない場合は，障害児の保護に直

接従事する従業者を除き，併せて設置する

他の社会福祉施設の職務に従事させること

ができる。 

９ 前項の規定にかかわらず，保育所もしく

は地域型保育事業所に入所し，または幼保

連携型認定こども園に入園している児童と

指定児童発達支援事業所に通所している障

害児を交流させるときは，障害児の支援に

支障がない場合に限り，障害児の支援に直

接従事する従業者については，これら児童

９ 前２項の規定にかかわらず，保育所もし

くは地域型保育事業所に入所し，または幼

保連携型認定こども園に入園している児童

と指定児童発達支援事業所に通所している

障害児を交流させるときは，障害児の支援

に支障がない場合に限り，障害児の支援に

直接従事する従業者については，これら児
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への保育に併せて従事させることができ

る。 

童への保育に併せて従事させることができ

る。 

  

（管理者） （管理者） 

第８条 指定児童発達支援事業者は，指定児

童発達支援事業所ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。た

だし，指定児童発達支援事業所の管理上障

害児の支援に支障がない場合は，当該指定

児童発達支援事業所の他の職務に従事さ

せ，または同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事させることができる。 

第８条 指定児童発達支援事業者は，指定児

童発達支援事業所ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。た

だし，指定児童発達支援事業所の管理上障

害児の支援に支障がない場合は，当該指定

児童発達支援事業所の他の職務に従事さ

せ，または当該指定児童発達支援事業所以

外の事業所，施設等の職務に従事させるこ

とができる。 

  

（設備） （設備） 

第10条 指定児童発達支援事業所（児童発達

支援センターであるものを除く。）は，指

導訓練室のほか，指定児童発達支援の提供

に必要な設備および備品等を備えなければ

ならない。 

第10条 指定児童発達支援事業所（児童発達

支援センターであるものを除く。）は，発

達支援室のほか，指定児童発達支援の提供

に必要な設備および備品等を備えなければ

ならない。 

２ 前項に規定する指導訓練室は，訓練に必

要な機械器具等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する発達支援室は，支援に必

要な機械器具等を備えなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

  

第11条 指定児童発達支援事業所（児童発達

支援センターであるものに限る。以下この

条において同じ。）は，指導訓練室，遊戯

室，屋外遊戯場（指定児童発達支援事業所

の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所

を含む。以下この項において同じ。），医

務室，相談室，調理室および便所ならびに

指定児童発達支援の提供に必要な設備およ

び備品等を設けなければならない。ただし，

主として重症心身障害児を通わせる指定児

童発達支援事業所にあっては，遊戯室，屋

外遊戯場，医務室および相談室は，障害児

の支援に支障がない場合は，設けないこと

ができる。 

第11条 指定児童発達支援事業所（児童発達

支援センターであるものに限る。以下この

条において同じ。）は，発達支援室，遊戯

室，屋外遊戯場（指定児童発達支援事業所

の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所

を含む。），医務室，相談室，調理室，便

所，静養室ならびに指定児童発達支援の提

供に必要な設備および備品等を設けなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は，次のとお

りとする。ただし，主として難聴児を通わ

せる指定児童発達支援事業所または主とし

て重症心身障害児を通わせる指定児童発達

支援事業所にあっては，この限りでない。 

２ 指定児童発達支援事業所において，治療

を行う場合には，前項に規定する設備（医

務室を除く。）に加えて，医療法に規定す

る診療所として必要な設備を設けなければ

ならない。 

(1) 指導訓練室  

ア 定員は，おおむね10人とすること。  

イ 障害児１人当たりの床面積は，2.47

平方メートル以上とすること。 

 

(2) 遊戯室 障害児１人当たりの床面積は，

1.65平方メートル以上とすること。 

 

３ 第１項に規定する設備のほか，主として ３ 第１項に規定する設備の基準は，次のと
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知的障害のある児童を通わせる指定児童発

達支援事業所は静養室を，主として難聴児

を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力

検査室を設けなければならない。 

おりとする。 

 (1) 発達支援室 

 ア 定員は，おおむね10人とすること。 

 イ 障害児１人当たりの床面積は，2.47

平方メートル以上とすること。 

 (2) 遊戯室 障害児１人当たりの床面積は，

1.65平方メートル以上とすること。 

４ 第１項および前項に規定する設備は，専

ら当該指定児童発達支援の事業の用に供す

るものでなければならない。ただし，障害

児の支援に支障がない場合は，併せて設置

する他の社会福祉施設の設備に兼ねること

ができる。 

４ 第１項および第２項に規定する設備は，

専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供

するものでなければならない。ただし，障

害児の支援に支障がない場合は，第２項に

掲げる設備を除き，併せて設置する他の社

会福祉施設の設備に兼ねることができる。 

  

（利用定員） （利用定員） 

第12条 指定児童発達支援事業所は，その利

用定員を10人以上とする。ただし，主とし

て重症心身障害児を通わせる指定児童発達

支援事業所にあっては，利用定員を５人以

上とすることができる。 

第12条 指定児童発達支援事業所は，その利

用定員を10人以上とする。ただし，主とし

て重症心身障害児を通わせる指定児童発達

支援事業所（児童発達支援センターである

ものを除く。）にあっては，利用定員を５

人以上とすることができる。 

  

（通所利用者負担額の受領） （通所利用者負担額の受領） 

第24条 （略） 第24条 （略） 

２ 指定児童発達支援事業者は，法定代理受

領を行わない指定児童発達支援を提供した

際は，通所給付決定保護者から，当該指定

児童発達支援に係る指定通所支援費用基準

額の支払を受けるものとする。 

２ 指定児童発達支援事業者は，法定代理受

領を行わない指定児童発達支援を提供した

際は，通所給付決定保護者から，次の各号

に掲げる区分に応じ，当該各号に定める額

の支払を受けるものとする。 

（新設） (1) 次号に掲げる場合以外の場合 当該指

定児童発達支援に係る指定通所支援費用

基準額 

（新設） (2) 治療を行う場合 前号に掲げる額のほ

か，当該指定児童発達支援のうち肢体不

自由児通所医療（食事療養（健康保険法

（大正11年法律第70号）第63条第２項第

１号に規定する食事療養をいう。）を除

く。以下同じ。）に係るものにつき健康

保険の療養に要する費用の額の算定方法

の例により算定した費用の額 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（通所利用者負担額に係る管理） （通所利用者負担額に係る管理） 

第25条 指定児童発達支援事業者は，通所給

付決定に係る障害児が同一の月に当該指定

児童発達支援事業者が提供する指定児童発

達支援および他の指定障害児通所支援事業

第25条 指定児童発達支援事業者は，通所給

付決定に係る障害児が同一の月に当該指定

児童発達支援事業者が提供する指定児童発

達支援および他の指定障害児通所支援事業
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者等が提供する指定通所支援を受けた場合

において，当該障害児の通所給付決定保護

者から依頼があったときは，当該指定児童

発達支援および当該他の指定通所支援に係

る通所利用者負担額の合計額（以下この条

において「通所利用者負担額合計額」とい

う。）を算定しなければならない。この場

合において，当該指定児童発達支援事業者

は，当該指定児童発達支援および当該他の

指定通所支援の状況を確認の上，通所利用

者負担額合計額を市町村に報告するととも

に，当該通所給付決定保護者および当該他

の指定通所支援を提供した指定障害児通所

支援事業者等に通知しなければならない。 

者が提供する指定通所支援を受けた場合に

おいて，当該障害児の通所給付決定保護者

から依頼があったときは，当該指定児童発

達支援および当該他の指定通所支援に係る

通所利用者負担額の合計額（以下この条に

おいて「通所利用者負担額合計額」という。）

を算定しなければならない。この場合にお

いて，当該指定児童発達支援事業者は，当

該指定児童発達支援および当該他の指定通

所支援の状況を確認の上，通所利用者負担

額合計額を市町村に報告するとともに，当

該通所給付決定保護者および当該他の指定

通所支援を提供した指定障害児通所支援事

業者に通知しなければならない。 

  

（障害児通所給付費の額に係る通知等） （障害児通所給付費の額に係る通知等） 

第26条 指定児童発達支援事業者は，法定代

理受領により指定児童発達支援に係る障害

児通所給付費の支給を受けた場合は，通所

給付決定保護者に対し，当該通所給付決定

保護者に係る障害児通所給付費の額を通知

しなければならない。 

第26条 指定児童発達支援事業者は，法定代

理受領により指定児童発達支援に係る障害

児通所給付費または肢体不自由児通所医療

費の支給を受けた場合は，通所給付決定保

護者に対し，当該通所給付決定保護者に係

る障害児通所給付費および肢体不自由児通

所医療費の額を通知しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（指定児童発達支援の取扱方針） （指定児童発達支援の取扱方針） 

第27条 指定児童発達支援事業者は，次条第

１項に規定する児童発達支援計画に基づ

き，障害児の心身の状況等に応じて，その

者の支援を適切に行うとともに，指定児童

発達支援の提供が漫然かつ画一的なものと

ならないよう配慮しなければならない。 

第27条 指定児童発達支援事業者は，第28条

第１項に規定する児童発達支援計画に基づ

き，障害児の心身の状況等に応じて，その

者の支援を適切に行うとともに，指定児童

発達支援の提供が漫然かつ画一的なものと

ならないよう配慮しなければならない。 

（新設） ２ 指定児童発達支援事業者は，障害児が自

立した日常生活または社会生活を営むこと

ができるよう，障害児および通所給付決定

保護者の意思をできる限り尊重するための

配慮をしなければならない。 

２ （略） ３ （略） 

（新設） ４ 指定児童発達支援事業者は，障害児の適

性，障害の特性その他の事情を踏まえた指

定児童発達支援（治療に係る部分を除く。

以下この条および次条において同じ。）の

確保ならびに次項に規定する指定児童発達

支援の質の評価およびその改善の適切な実

施の観点から，指定児童発達支援の提供に

当たっては，心身の健康等に関する領域を

含む総合的な支援を行わなければならな

い。 

３ （略） ５ （略） 

４ 指定児童発達支援事業者は，前項の規定 ６ 指定児童発達支援事業者は，前項の規定
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により，その提供する指定児童発達支援の

質の評価および改善を行うに当たっては，

次に掲げる事項について，自ら評価を行う

とともに，当該指定児童発達支援事業者を

利用する障害児の保護者による評価を受け

て，その改善を図らなければならない。 

により，その提供する指定児童発達支援の

質の評価および改善を行うに当たっては，

次に掲げる事項について，指定児童発達支

援事業所の従業者による評価を受けた上

で，自ら評価（以下この条において「自己

評価」という。）を行うとともに，当該指

定児童発達支援事業者を利用する障害児の

通所給付決定保護者（以下この条において

「保護者」という。）による評価（以下こ

の条において「保護者評価」という。）を

受けて，その改善を図らなければならない。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

５ 指定児童発達支援事業者は，おおむね１

年に１回以上，前項の評価および改善の内

容をインターネットの利用その他の方法に

より公表しなければならない。 

７ 指定児童発達支援事業者は，おおむね１

年に１回以上，自己評価および保護者評価

ならびに前項に規定する改善の内容を，保

護者に示すとともに，インターネットの利

用その他の方法により公表しなければなら

ない。 

  

（新設） 第27条の２ 指定児童発達支援事業者は，指

定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達

支援プログラム（前条第４項に規定する領

域との関連性を明確にした指定児童発達支

援の実施に関する計画をいう。）を策定し，

インターネットの利用その他の方法により

公表しなければならない。 

  

 （障害児の地域社会への参加および包摂の

推進） 

（新設） 第27条の３ 指定児童発達支援事業者は，障

害児が指定児童発達支援を利用することに

より，地域の保育，教育等の支援を受ける

ことができるようにすることで，障害の有

無にかかわらず，全ての児童が共に成長で

きるよう，障害児の地域社会への参加およ

び包摂（以下「インクルージョン」という。）

の推進に努めなければならない。 

  

（児童発達支援計画の作成等） （児童発達支援計画の作成等） 

第28条 （略） 第28条 （略） 

２ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支

援計画の作成に当たっては，適切な方法に

より，障害児について，その有する能力，

その置かれている環境および日常生活全般

の状況等の評価を通じて通所給付決定保護

者および障害児の希望する生活ならびに課

題等の把握（以下この条において「アセス

メント」という。）を行い，障害児の発達

を支援する上での適切な支援内容の検討を

しなければならない。 

２ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支

援計画の作成に当たっては，適切な方法に

より，障害児について，その有する能力，

その置かれている環境および日常生活全般

の状況等の評価を通じて通所給付決定保護

者および障害児の希望する生活ならびに課

題等の把握（以下この条において「アセス

メント」という。）を行うとともに，障害

児の年齢および発達の程度に応じて，その

意見が尊重され，その最善の利益が優先し
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て考慮され，心身ともに健やかに育成され

るよう障害児の発達を支援する上での適切

な支援内容の検討をしなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 児童発達支援管理責任者は，アセスメン

トおよび支援内容の検討結果に基づき，通

所給付決定保護者および障害児の生活に対

する意向，障害児に対する総合的な支援目

標およびその達成時期，生活全般の質を向

上させるための課題，指定児童発達支援の

具体的内容，指定児童発達支援を提供する

上での留意事項その他必要な事項を記載し

た児童発達支援計画の原案を作成しなけれ

ばならない。この場合において，障害児の

家族に対する援助および当該指定児童発達

支援事業所が提供する指定児童発達支援以

外の保健医療サービスまたは福祉サービス

との連携も含めて児童発達支援計画の原案

に位置付けるよう努めなければならない。 

４ 児童発達支援管理責任者は，アセスメン

トおよび支援内容の検討結果に基づき，通

所給付決定保護者および障害児の生活に対

する意向，障害児に対する総合的な支援目

標およびその達成時期，生活全般の質を向

上させるための課題，第27条第４項に規定

する領域との関連性およびインクルージョ

ンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具

体的内容，指定児童発達支援を提供する上

での留意事項その他必要な事項を記載した

児童発達支援計画の原案を作成しなければ

ならない。この場合において，障害児の家

族に対する援助および当該指定児童発達支

援事業所が提供する指定児童発達支援以外

の保健医療サービスまたは福祉サービスと

の連携も含めて児童発達支援計画の原案に

位置付けるよう努めなければならない。 

５ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支

援計画の作成に当たっては，障害児に対す

る指定児童発達支援の提供に当たる担当者

等を招集して行う会議（テレビ電話装置そ

の他の情報通信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して行うことがで

きるものとする。）を開催し，児童発達支

援計画の原案について意見を求めるものと

する。 

５ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支

援計画の作成に当たっては，障害児の意見

が尊重され，その最善の利益が優先して考

慮される体制を確保した上で，障害児に対

する指定児童発達支援の提供に当たる担当

者等を招集して行う会議（テレビ電話装置

その他の情報通信機器（以下「テレビ電話

装置等」という。）を活用して行うことが

できるものとする。）を開催し，児童発達

支援計画の原案について意見を求めるもの

とする。 

６ （略） ６ （略） 

７ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支

援計画を作成した際には，当該児童発達支

援計画を通所給付決定保護者に交付しなけ

ればならない。 

７ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支

援計画を作成した際には，当該児童発達支

援計画を通所給付決定保護者および当該通

所給付決定保護者に対して指定障害児相談

支援（法第24条の26第２項に規定する指定

障害児相談支援をいう。）を提供する者に

交付しなければならない。 

８～10 （略） ８～10 （略） 

  

（児童発達支援管理責任者の責務） （児童発達支援管理責任者の責務） 

第29条 （略） 第29条 （略） 

（新設） ２ 児童発達支援管理責任者は，業務を行う

に当たっては，障害児が自立した日常生活

または社会生活を営むことができるよう，

障害児および通所給付決定保護者の意思を

できる限り尊重するよう努めなければなら

ない。 
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（指導，訓練等） （支援） 

第31条 指定児童発達支援事業者は，障害児

の心身の状況に応じ，障害児の自立の支援

と日常生活の充実に資するよう，適切な技

術をもって指導，訓練等を行わなければな

らない。 

第31条 指定児童発達支援事業者は，障害児

の心身の状況に応じ，障害児の自立の支援

と日常生活の充実に資するよう，適切な技

術をもって支援を行わなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の適

性に応じ，障害児ができる限り健全な社会

生活を営むことができるよう，より適切に

指導，訓練等を行わなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の適

性に応じ，障害児ができる限り健全な社会

生活を営むことができるよう，より適切に

支援を行わなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は，常時１人以

上の従業者を指導，訓練等に従事させなけ

ればならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は，常時１人以

上の従業者を支援に従事させなければなら

ない。 

５ 指定児童発達支援事業者は，障害児に対

して，当該障害児に係る通所給付決定保護

者の負担により，指定児童発達支援事業所

の従業者以外の者による指導，訓練等を受

けさせてはならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は，障害児に対

して，当該障害児に係る通所給付決定保護

者の負担により，指定児童発達支援事業所

の従業者以外の者による支援を受けさせて

はならない。 

  

（通所給付決定保護者に関する市町村への

通知） 

（通所給付決定保護者に関する市町村への

通知） 

第36条 指定児童発達支援事業者は，指定児

童発達支援を受けている障害児に係る通所

給付決定保護者が偽りその他不正な行為に

よって障害児通所給付費もしくは特例障害

児通所給付費の支給を受け，または受けよ

うとしたときは，遅滞なく，意見を付して

その旨を市町村に通知しなければならな

い。 

第36条 指定児童発達支援事業者は，指定児

童発達支援を受けている障害児に係る通所

給付決定保護者が偽りその他不正な行為に

よって障害児通所給付費もしくは特例障害

児通所給付費または肢体不自由児通所医療

費の支給を受け，または受けようとしたと

きは，遅滞なく，意見を付してその旨を市

町村に通知しなければならない。 

  

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第40条 指定児童発達支援事業者は，利用定

員および指導訓練室の定員を超えて，指定

児童発達支援の提供を行ってはならない。

ただし，災害，虐待その他のやむを得ない

事情がある場合は，この限りでない。 

第40条 指定児童発達支援事業者は，利用定

員および発達支援室の定員を超えて，指定

児童発達支援の提供を行ってはならない。

ただし，災害，虐待その他のやむを得ない

事情がある場合は，この限りでない。 

  

（安全計画の策定等） （安全計画の策定等） 

第41条の２ （略） 第41条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の安

全の確保に関して保護者との連携が図られ

るよう，保護者に対し，安全計画に基づく

取組の内容等について周知しなければなら

ない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の安

全の確保に関して通所給付決定保護者との

連携が図られるよう，通所給付決定保護者

に対し，安全計画に基づく取組の内容等に

ついて周知しなければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

（協力医療機関） （協力医療機関） 
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第43条 指定児童発達支援事業者は，障害児

の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，

協力医療機関を定めておかなければならな

い。 

第43条 指定児童発達支援事業者（治療を行

うものを除く。）は，障害児の病状の急変

等に備えるため，あらかじめ，協力医療機

関を定めておかなければならない。 

  

（利益供与等の禁止） （利益供与等の禁止） 

第50条 指定児童発達支援事業者は，障害児

相談支援事業者もしくは障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法

律第５条第18項に規定する一般相談支援事

業もしくは特定相談支援事業を行う者（次

項において「障害児相談支援事業者等」と

いう。），障害福祉サービスを行う者等ま

たはその従業者に対し，障害児またはその

家族に対して当該指定児童発達支援事業者

を紹介することの対償として，金品その他

の財産上の利益を供与してはならない。 

第50条 指定児童発達支援事業者は，障害児

相談支援事業者もしくは障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法

律第５条第19項に規定する一般相談支援事

業もしくは特定相談支援事業を行う者（次

項において「障害児相談支援事業者等」と

いう。），障害福祉サービスを行う者等ま

たはその従業者に対し，障害児またはその

家族に対して当該指定児童発達支援事業者

を紹介することの対償として，金品その他

の財産上の利益を供与してはならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（設備） （設備） 

第61条 基準該当児童発達支援事業所は，指

導訓練を行う場所を確保するとともに，基

準該当児童発達支援の提供に必要な設備お

よび備品等を備えなければならない。 

第61条 基準該当児童発達支援事業所は，発

達支援を行う場所を確保するとともに，基

準該当児童発達支援の提供に必要な設備お

よび備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は，

訓練に必要な機械器具等を備えなければな

らない。 

２ 前項に規定する発達支援を行う場所は，

支援に必要な機械器具等を備えなければな

らない。 

３ （略） ３ （略） 

  

第３章 医療型児童発達支援 第３章 削除 

  

第67条～第77条 （略） 第67条から第77条まで 削除 

  

第78条 放課後等デイサービスに係る指定通

所支援（以下「指定放課後等デイサービス」

という。）の事業は，障害児が生活能力の

向上のために必要な訓練を行い，および社

会との交流を図ることができるよう，当該

障害児の身体および精神の状況ならびにそ

の置かれている環境に応じて適切かつ効果

的な指導および訓練を行うものでなければ

ならない。 

第78条 放課後等デイサービスに係る指定通

所支援（以下「指定放課後等デイサービス」

という。）の事業は，障害児が生活能力の

向上のために必要な支援を行い，および社

会との交流を図ることができるよう，当該

障害児の身体および精神の状況ならびにそ

の置かれている環境に応じて適切かつ効果

的な支援を行うものでなければならない。 

  

（設備） （設備） 

第 81条  指定放課後等デイサービス事業所

は，指導訓練室のほか，指定放課後等デイ

サービスの提供に必要な設備および備品等

を設けなければならない。 

第 81条  指定放課後等デイサービス事業所

は，発達支援室のほか，指定放課後等デイ

サービスの提供に必要な設備および備品等

を設けなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練室は，訓練に必

要な機械器具等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する発達支援室は，支援に必

要な機械器具等を備えなければならない。 
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３ （略） ３ （略） 

  

（設備） （設備） 

第87条 基準該当放課後等デイサービス事業

所は，指導訓練を行う場所を確保するとと

もに，基準該当放課後等デイサービスの提

供に必要な設備および備品等を備えなけれ

ばならない。 

第87条 基準該当放課後等デイサービス事業

所は，発達支援を行う場所を確保するとと

もに，基準該当放課後等デイサービスの提

供に必要な設備および備品等を備えなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は，

訓練に必要な機械器具等を備えなければな

らない。 

２ 前項に規定する発達支援を行う場所は，

支援に必要な機械器具等を備えなければな

らない。 

３ （略） ３ （略） 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第91条 （略） 第91条 （略） 

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は，理学

療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護職

員もしくは保育士の資格を取得後または児

童指導員もしくは心理指導担当職員（学校

教育法の規定による大学（短期大学を除

く。）もしくは大学院において，心理学を

専修する学科，研究科もしくはこれに相当

する課程を修めて卒業した者であって，個

人および集団心理療法の技術を有するもの

またはこれと同等以上の能力を有すると認

められる者をいう。）として配置された日

以後，障害児について，入浴，排せつ，食

事その他の介護を行い，および当該障害児

の介護を行う者に対して介護に関する指導

を行う業務または日常生活における基本的

な動作の指導，知識技能の付与，生活能力

の向上のために必要な訓練その他の支援

（以下「訓練等」という。）を行い，およ

び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓

練等に関する指導を行う業務その他職業訓

練または職業教育に係る業務に３年以上従

事した者でなければならない。 

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は，理学

療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護職

員もしくは保育士の資格を取得後または児

童指導員もしくは心理担当職員（学校教育

法の規定による大学（短期大学を除く。）

もしくは大学院において，心理学を専修す

る学科，研究科もしくはこれに相当する課

程を修めて卒業した者であって，個人およ

び集団心理療法の技術を有するものまたは

これと同等以上の能力を有すると認められ

る者をいう。）として配置された日以後，

障害児について，入浴，排せつ，食事その

他の介護を行い，および当該障害児の介護

を行う者に対して介護に関する指導を行う

業務または日常生活における基本的な動作

および知識技能の習得，生活能力の向上の

ために必要な支援その他の支援（以下この

項において単に「支援」という。）を行い，

ならびに当該障害児の支援を行う者に対し

て支援に関する指導を行う業務その他職業

訓練もしくは職業教育に係る業務に３年以

上従事した者でなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

  

（準用） （準用） 

第97条 第13条から第23条まで，第25条，第

26条，第 27条（第４項および第５項を除

く。），第28条から第31条まで，第33条，

第35条から第37条まで，第39条，第39条の

２，第41条の２，第41条の３第１項，第42

条から第46条まで，第48条，第50条，第51

条，第52条第１項，第53条から第55条まで

および第76条の規定は，指定居宅訪問型児

童発達支援の事業について準用する。この

場合において，第13条第１項中「第38条」

第97条 第13条から第23条まで，第25条，第

26条，第 27条（第６項および第７項を除

く。），第27条の２，第28条から第31条ま

で，第33条，第35条から第37条まで，第39

条，第39条の２，第41条の２，第41条の３

第１項，第42条から第46条まで，第48条か

ら第51条まで，第52条第１項および第53条

から第55条までの規定は，指定居宅訪問型

児童発達支援の事業について準用する。こ

の場合において，第13条第１項中「第38条」
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とあるのは「第96条」と，第17条中「いう。

第38条第６号および第52条第２項において

同じ。」とあるのは「いう。」と，第23条

第２項中「次条第１項から第３項まで」と

あるのは「第95条第１項から第３項まで」

と，第26条第２項中「第24条第２項」とあ

るのは「第95条第２項」と，第27条第１項，

第28条および第55条第２項第２号中「児童

発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児

童発達支援計画」と読み替えるものとする。 

とあるのは「第96条」と，第17条中「いう。

第38条第６号および第52条第２項において

同じ。」とあるのは「いう。」と，第23条

第２項中「次条第１項から第３項まで」と

あるのは「第95条第１項から第３項まで」

と，第26条第２項中「第24条第２項」とあ

るのは「第95条第２項」と，第27条第１項，

第28条および第55条第２項第２号中「児童

発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児

童発達支援計画」と，第28条第４項中「第

27条第４項に規定する領域との関連性およ

びインクルージョンの観点を踏まえた」と

あるのは「第27条第４項に規定する領域と

の関連性を踏まえた」と，第49条第１項中

「行わなければならない」とあるのは「行

うよう努めなければならない」と読み替え

るものとする。 

  

（準用） （準用） 

第102条 第13条から第23条まで，第25条，第

26条，第 27条（第４項および第５項を除

く。），第28条から第31条まで，第33条，

第35条から第37条まで，第39条，第39条の

２，第41条の２，第41条の３第１項，第42

条，第44条から第46条まで，第48条，第50

条，第51条，第52条第１項，第53条から第

55条まで，第76条および第94条から第96条

までの規定は，指定保育所等訪問支援の事

業について準用する。この場合において，

第13条第１項中「第38条」とあるのは「第

102条において準用する第96条」と，第17条

中「いう。第38条第６号および第52条第２

項において同じ。」とあるのは「いう。」

と，第23条第２項中「次条第１項から第３

項まで」とあるのは「第102条において準用

する第95条第１項から第３項まで」と，第

26条第２項中「第24条第２項」とあるのは

「第102条において準用する第95条第２項」

と，第27条第１項および第28条中「児童発

達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支

援計画」と，第44条第１項中「従業者の勤

務の体制，前条の協力医療機関」とあるの

は「従業者の勤務の体制」と，第55条第２

項第２号中「児童発達支援計画」とあるの

は「保育所等訪問支援計画」と読み替える

ものとする。 

第102条 第13条から第23条まで，第25条，第

26条，第27条（第４項を除く。），第27条

の３，第28条から第31条まで，第33条，第

35条から第37条まで，第39条，第39条の２，

第41条の２，第41条の３第１項，第42条，

第44条から第46条まで，第48条から第51条

まで，第52条第１項，第53条から第55条ま

でおよび第94条から第96条までの規定は，

指定保育所等訪問支援の事業について準用

する。この場合において，第13条第１項中

「第38条」とあるのは「第102条において準

用する第96条」と，第17条中「いう。第38

条第６号および第 52条第２項において同

じ。」とあるのは「いう。」と，第23条第

２項中「次条第１項から第３項まで」とあ

るのは「第102条において準用する第95条第

１項から第３項まで」と，第26条第２項中

「第24条第２項」とあるのは「第102条にお

いて準用する第95条第２項」と，第27条第

１項および第28条中「児童発達支援計画」

とあるのは「保育所等訪問支援計画」と，

第27条第６項中「を受けて」とあるのは「お

よび当該事業所の訪問支援員が当該障害児

に対して保育所等訪問支援を行うに当たっ

て訪問する施設（以下「訪問先施設」とい

う。）による評価（以下「訪問先施設評価」

という。）を受けて」と，同項第５号中「障

害児およびその保護者」とあるのは「障害

児およびその保護者ならびに当該訪問先施

設」と，同条第７項中「自己評価および保

護者評価」とあるのは「自己評価，保護者
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評価および訪問先施設評価」と，「保護者

に示す」とあるのは「保護者および訪問先

施設に示す」と，第28条第４項中「第27条

第４項に規定する領域との関連性およびイ

ンクルージョンの観点を踏まえた」とある

のは「インクルージョンの観点を踏まえた」

と，同条第５項中「担当者等」とあるのは

「担当者および当該障害児に係る訪問先施

設の担当者等」と，第44条第１項中「従業

者の勤務の体制，前条の協力医療機関」と

あるのは「従業者の勤務の体制」と，第49

条第１項中「行わなければならない」とあ

るのは「行うよう努めなければならない」

と，第55条第２項第２号中「児童発達支援

計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」

と読み替えるものとする。 

  

（従業者の員数に関する特例） （従業者の員数に関する特例） 

第103条 多機能型事業所（この条例に規定す

る事業のみを行う多機能型事業所に限る。）

に係る事業を行う者に対する第６条第１項

から第３項までおよび第５項，第７条（第

３項および第６項を除く。），第68条，第

79条第１項から第３項までおよび第５項，

第91条第１項ならびに第99条第１項の規定

の適用については，第６条第１項中「事業

所（以下「指定児童発達支援事業所」とい

う。）」とあるのは「多機能型事業所」と，

同項第１号中「指定児童発達支援」とある

のは「指定通所支援」と，同条第２項中「指

定児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と，同条第３項および第５項

中「指定児童発達支援」とあるのは「指定

通所支援」と，第７条第１項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と，同項第２号ア中「指定児童発達

支援」とあるのは「指定通所支援」と，同

条第２項および第４項中「指定児童発達支

援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と，同項第１号中「指定児童発達支援」と

あるのは「指定通所支援」と，同条第５項

中「指定児童発達支援事業所」とあるのは

「多機能型事業所」と，同条第７項中「指

定児童発達支援」とあるのは「指定通所支

援」と，同条第８項中「指定児童発達支援

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，

「指定児童発達支援の」とあるのは「指定

通所支援の」と，第68条第１項中「事業所

（以下「指定医療型児童発達支援事業所」

という。）」とあり，ならびに同条第２項

第103条 多機能型事業所（この条例に規定す

る事業のみを行う多機能型事業所に限る。）

に係る事業を行う者に対する第６条第１項

から第３項までおよび第５項，第７条（第

４項および第５項を除く。），第79条第１

項から第３項までおよび第５項，第91条第

１項ならびに第99条第１項の規定の適用に

ついては，第６条第１項中「事業所（以下

「指定児童発達支援事業所」という。）」

とあるのは「多機能型事業所」と，同項第

１号中「指定児童発達支援」とあるのは「指

定通所支援」と，同条第２項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と，同条第３項および第５項中「指

定児童発達支援」とあるのは「指定通所支

援」と，第７条第１項中「指定児童発達支

援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と，同項第２号ア中「指定児童発達支援」

とあるのは「指定通所支援」と，同条第２

項および第３項中「指定児童発達支援事業

所」とあるのは「多機能型事業所」と，同

条第６項中「指定児童発達支援」とあるの

は「指定通所支援」と，同条第７項中「指

定児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と，「指定児童発達支援の」

とあるのは「指定通所支援の」と，同条第

８項中「当該指定児童発達支援事業所」と

あるのは「当該多機能型事業所」と，第79

条第１項中「事業所（以下「指定放課後等

デイサービス事業所」という。）」とある

のは「多機能型事業所」と，同項第１号中

「指定放課後等デイサービス」とあるのは
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および第３項中「指定医療型児童発達支援

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，

第79条第１項中「事業所（以下「指定放課

後等デイサービス事業所」という。）」と

あるのは「多機能型事業所」と，同項第１

号中「指定放課後等デイサービス」とある

のは「指定通所支援」と，同条第２項中「指

定放課後等デイサービス事業所」とあるの

は「多機能型事業所」と，同条第３項およ

び第５項中「指定放課後等デイサービス」

とあるのは「指定通所支援」と，第91条第

１項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児

童発達支援事業所」という。）」とあるの

は「多機能型事業所」と，第99条第１項中

「事業所（以下「指定保育所等訪問支援事

業所」という。）」とあるのは「多機能型

事業所」とする。 

「指定通所支援」と，同条第２項中「指定

放課後等デイサービス事業所」とあるのは

「多機能型事業所」と，同条第３項および

第５項中「指定放課後等デイサービス」と

あるのは「指定通所支援」と，第91条第１

項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児童

発達支援事業所」という。）」とあるのは

「多機能型事業所」と，第99条第１項中「事

業所（以下「指定保育所等訪問支援事業所」

という。）」とあるのは「多機能型事業所」

とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（利用定員に関する特例） （利用定員に関する特例） 

第105条 多機能型事業所（この条例に規定す

る事業のみを行う多機能型事業所に限る。）

は，第12条，第71条および第82条の規定に

かかわらず，その利用定員を，当該多機能

型事業所が行う全ての指定通所支援の事業

を通じて10人以上とすることができる。 

第105条 多機能型事業所（この条例に規定す

る事業のみを行う多機能型事業所に限る。）

は，第12条および第82条の規定にかかわら

ず，その利用定員を，当該多機能型事業所

が行う全ての指定通所支援の事業を通じて

10人以上とすることができる。 

２ 利用定員の合計が20人以上である多機能

型事業所（この条例に規定する事業のみを

行う多機能型事業所を除く。）は，第12条，

第71条および第82条の規定にかかわらず，

指定児童発達支援，指定医療型児童発達支

援または指定放課後等デイサービスの利用

定員を５人以上（指定児童発達支援の事業，

指定医療型児童発達支援の事業または指定

放課後等デイサービスの事業を併せて行う

場合にあっては，これらの事業を通じて５

人以上）とすることができる。 

２ 利用定員の合計が20人以上である多機能

型事業所（この条例に規定する事業のみを

行う多機能型事業所を除く。）は，第12条

および第82条の規定にかかわらず，指定児

童発達支援または指定放課後等デイサービ

スの利用定員を５人以上（指定児童発達支

援の事業または指定放課後等デイサービス

の事業を併せて行う場合にあっては，これ

らの事業を通じて５人以上）とすることが

できる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，主として重

症心身障害児を通わせる多機能型事業所

は，第12条，第71条および第82条の規定に

かかわらず，その利用定員を５人以上とす

ることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，主として重

症心身障害児を通わせる多機能型事業所

は，第12条および第82条の規定にかかわら

ず，その利用定員を５人以上とすることが

できる。 

４ 第２項の規定にかかわらず，多機能型事

業所は，主として重度の知的障害および重

度の上肢，下肢または体幹の機能の障害が

重複している障害者につき行う生活介護の

事業を併せて行う場合にあっては，第12条，

第71条および第82条の規定にかかわらず，

その利用定員を，当該多機能型事業所が行

う全ての事業を通じて５人以上とすること

４ 第２項の規定にかかわらず，多機能型事

業所は，主として重度の知的障害および重

度の上肢，下肢または体幹の機能の障害が

重複している障害者につき行う生活介護の

事業を併せて行う場合にあっては，第12条

および第82条の規定にかかわらず，その利

用定員を，当該多機能型事業所が行う全て

の事業を通じて５人以上とすることができ
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ができる。 る。 

５ （略） ５ （略） 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第106条 指定障害児通所支援事業者等およ

びその従業者は，作成，保存その他これら

に類するもののうち，この条例の規定にお

いて書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，

正本，副本，複本その他文字，図形等人の

知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。）で行うことが規定

されているまたは想定されるもの（第14条

第１項（第59条，第63条，第77条，第84条，

第85条，第89条，第97条および第102条にお

いて準用する場合を含む。），第18条（第

59条，第63条，第77条，第84条，第85条，

第89条，第97条および第102条において準用

する場合を含む。）および次項に規定する

ものを除く。）については，書面に代えて，

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録で

あって，電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。）により行うことが

できる。 

第106条 指定障害児通所支援事業者および

その従業者は，作成，保存その他これらに

類するもののうち，この条例の規定におい

て書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，

正本，副本，複本その他文字，図形等人の

知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。）で行うことが規定

されているまたは想定されるもの（第14条

第１項（第59条，第63条，第84条，第85条，

第89条，第97条および第102条において準用

する場合を含む。），第18条（第59条，第

63条，第84条，第85条，第89条，第97条お

よび第 102条において準用する場合を含

む。）および次項に規定するものを除く。）

については，書面に代えて，当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって，電子

計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 

２ 指定障害児通所支援事業者等およびその

従業者は，交付，説明，同意その他これら

に類するもの（以下「交付等」という。）

のうち，この条例の規定において書面で行

うことが規定されているまたは想定される

ものについては，当該交付等の相手方の承

諾を得て，当該交付等の相手方が障害児ま

たは通所給付決定保護者である場合には当

該障害児または当該通所給付決定保護者に

係る障害児の障害の特性に応じた適切な配

慮をしつつ，書面に代えて，電磁的方法（電

子的方法，磁気的方法その他人の知覚によ

って認識することができない方法をいう。）

によることができる。 

２ 指定障害児通所支援事業者およびその従

業者は，交付，説明，同意その他これらに

類するもの（以下「交付等」という。）の

うち，この条例の規定において書面で行う

ことが規定されているまたは想定されるも

のについては，当該交付等の相手方の承諾

を得て，当該交付等の相手方が障害児また

は通所給付決定保護者である場合には当該

障害児または当該通所給付決定保護者に係

る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮

をしつつ，書面に代えて，電磁的方法（電

子的方法，磁気的方法その他人の知覚によ

って認識することができない方法をいう。）

によることができる。 
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11 はこだて療育・自立支援センター条例の一部を改正する条例

の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     児童福祉法の一部改正に伴い児童発達支援センター事業に関する規定

の整備等をし，および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律の一部改正に伴う規定の整備等をするため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

    １ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

    ２ この条例の施行の日前に改正前の第４条第１項第１号または第２号

に掲げる事業を利用した者の当該利用に係る費用については，なお従

前の例による。 
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はこだて療育・自立支援センター条例 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（事業） （事業） 

第４条 センターは，次に掲げる事業を行う。 第４条 （略） 

(1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

43条第２号に規定する医療型児童発達支

援センターとして行う事業（以下「医療

型児童発達支援センター事業」という。） 

(1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

43条に規定する児童発達支援センターと

して行う事業（以下「児童発達支援セン

ター事業」という。） 

(2) 児童福祉法第６条の２の２第２項に規

定する児童発達支援（第７条第２項第１

号アにおいて「児童発達支援」という。）

を行う事業（以下「児童発達支援事業」

という。） 

（削る） 

(3) 児童福祉法第６条の２の２第６項に規

定する保育所等訪問支援（第７条第２項

第１号アにおいて「保育所等訪問支援」

という。）を行う事業（以下「保育所等

訪問支援事業」という。） 

(2) 児童福祉法第６条の２の２第５項に規

定する保育所等訪問支援（第７条第２項

第１号アにおいて「保育所等訪問支援」

という。）を行う事業（以下「保育所等

訪問支援事業」という。） 

(4) 児童福祉法第６条の２の２第７項に規

定する障害児相談支援事業（以下「障害

児相談支援事業」という。） 

(3) 児童福祉法第６条の２の２第６項に規

定する障害児相談支援事業（以下「障害

児相談支援事業」という。） 

(5)～(8) （略） (4)～(7) （略） 

(9) 法第77条第３項に規定する地域生活支援

事業のうち，障害者または障害児を一時的

に預かることにより，これらの者に対する

活動の場の提供，見守り，社会に適応する

ための日常的な訓練その他の支援を行う

事業（以下「日中一時支援事業」という。） 

(8) 法第77条第５項に規定する地域生活支援

事業のうち，障害者または障害児を一時的

に預かることにより，これらの者に対する

活動の場の提供，見守り，社会に適応する

ための日常的な訓練その他の支援を行う

事業（以下「日中一時支援事業」という。） 

(10) 診療を行う事業（医療型児童発達支

援センター事業に係るものを除く。） 

(9) 診療を行う事業（児童発達支援センタ

ー事業に係るものを除く。） 

(11)・(12) （略） (10)・(11) （略） 

２ 前項の事業の定員は，次に掲げるとおり

とする。 

２ （略） 

(1) 医療型児童発達支援センター事業 20人 (1) 児童発達支援センター事業 40人 

(2) 児童発達支援事業 20人 （削る） 

(3)～(6) （略） (2)～(5) （略） 

  

（利用者の範囲） （利用者の範囲） 

第５条 センターの利用（前条第１項第11号

に掲げる事業に係る利用を除く。）をする

ことができる者は，次の各号に掲げる事業

の区分に応じ，当該各号に定める者であっ

て規則で定めるものとする。 

第５条 センターの利用（前条第１項第10号

に掲げる事業に係る利用を除く。）をする

ことができる者は，次の各号に掲げる事業

の区分に応じ，当該各号に定める者であっ

て規則で定めるものとする。 

(1) 医療型児童発達支援センター事業，児

童発達支援事業または保育所等訪問支援

事業 児童福祉法第21条の５の５第１項

に規定する通所給付決定に係る障害児ま

たは児童福祉法第21条の６に規定する措

(1) 児童発達支援センター事業または保育

所等訪問支援事業 児童福祉法第21条の

５の５第１項に規定する通所給付決定に

係る障害児または同法第21条の６の規定

による措置に係る障害児 
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置に係る障害児 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 生活介護事業，自立訓練事業または就

労継続支援事業 法第19条第１項に規定

する支給決定に係る障害者もしくは障害

児または児童福祉法第21条の６に規定す

る措置に係る障害児，身体障害者福祉法

(昭和24年法律第283号)第18条第１項に

規定する措置に係る者もしくは知的障害

者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の

４に規定する措置に係る者 

(3) 生活介護事業，自立訓練事業または就

労継続支援事業 法第19条第１項に規定

する支給決定に係る障害者もしくは障害

児または児童福祉法第21条の６の規定に

よる措置に係る障害児，身体障害者福祉

法(昭和24年法律第283号)第18条第１項

の規定による措置に係る者もしくは知的

障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15

条の４の規定による措置に係る者 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

(6) 前条第１項第10号に掲げる事業 セン

ターにおいて診療を受けようとする者

（医療型児童発達支援センター事業を利

用する者を除く。）で市長が適当と認め

るもの 

(6) 前条第１項第９号に掲げる事業 セン

ターにおいて診療を受けようとする者

（児童発達支援センター事業を利用する

者を除く。）で市長が適当と認めるもの 

(7) 前条第１項第12号に掲げる事業 市長

が適当と認める者 

(7) 前条第１項第11号に掲げる事業 市長

が適当と認める者 

  

（利用の承諾等） （利用の承諾等） 

第６条 センターの利用（法第５条第19項に規

定する基本相談支援に係る利用，第４条第１

項第11号に掲げる事業に係る利用ならびに

児童福祉法第21条の６，身体障害者福祉法第

18条第１項および知的障害者福祉法第15条

の４に規定する措置に係る利用を除く。次項

および次条第１項において同じ。）をしよう

とする者（第４条第１項第１号から第９号ま

でまたは第12号に掲げる事業を利用しよう

とする障害児にあっては，その保護者）は，

あらかじめ，市長に利用の申込みを行い，そ

の承諾を受けなければならない。 

第６条 センターの利用（法第５条第19項に規

定する基本相談支援に係る利用，第４条第１

項第10号に掲げる事業に係る利用ならびに

児童福祉法第21条の６，身体障害者福祉法第

18条第１項および知的障害者福祉法第15条

の４の規定による措置に係る利用を除く。次

項および次条第１項において同じ。）をしよ

うとする者（第４条第１項第１号から第８号

までまたは第11号に掲げる事業を利用しよ

うとする障害児にあっては，その保護者）は，

あらかじめ，市長に利用の申込みを行い，そ

の承諾を受けなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（使用料および手数料） （使用料および手数料） 

第７条 前条第１項の承諾（第４条第１項第

12号に掲げる事業に係るものを除く。）を

受けた者は，当該承諾に係るセンターの利

用があったときは，市長が定める期限まで

に使用料を納付しなければならない。 

第７条 前条第１項の承諾（第４条第１項第

11号に掲げる事業に係るものを除く。）を

受けた者は，当該承諾に係るセンターの利

用があったときは，市長が定める期限まで

に使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の使用料の額は，次の各号に掲げる

事業の区分に応じ，当該各号に定める額と

する。 

２ （略） 

(1) 医療型児童発達支援センター事業，児

童発達支援事業または保育所等訪問支援

事業 次に掲げる額の合計額 

(1) 児童発達支援センター事業または保育

所等訪問支援事業 次に掲げる額の合計

額 

ア 同一の月に受けた児童発達支援，医

療型児童発達支援（児童福祉法第６条

の２の２第３項に規定する医療型児童

ア 同一の月に受けた児童発達支援（児

童福祉法第６条の２の２第２項に規定

する児童発達支援をいう。以下この号
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発達支援をいう。以下この号において

同じ。）（医療に係るものを除く。以

下アにおいて同じ。）または保育所等

訪問支援につき，１月当たり，同法第

21条の５の３第２項第１号の規定に基

づき内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額（その額が現に児童

発達支援，医療型児童発達支援または

保育所等訪問支援に要した費用（同条

第１項に規定する通所特定費用を除

く。）の額を超えるときは，当該現に

児童発達支援，医療型児童発達支援ま

たは保育所等訪問支援に要した費用の

額） 

において同じ。）（治療（同項に規定

する治療をいう。以下この号において

同じ。）に係るものを除く。以下アに

おいて同じ。）または保育所等訪問支

援につき，１月当たり，同法第21条の

５の３第２項第１号の規定に基づき内

閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に児童発達支

援または保育所等訪問支援に要した費

用（同条第１項に規定する通所特定費

用を除く。）の額を超えるときは，当

該現に児童発達支援または保育所等訪

問支援に要した費用の額） 

イ 医療型児童発達支援のうち治療に係

るものにつき，１月当たり，児童福祉

法第21条の５の29第２項の規定に基づ

き健康保険の療養に要する費用の額の

算定方法の例により算定した額 

イ 児童発達支援のうち治療に係るもの

につき，１月当たり，児童福祉法第21

条の５の29第２項の規定に基づき健康

保険の療養に要する費用の額の算定方

法の例により算定した額 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

(6) 第４条第１項第10号に掲げる事業 健

康保険法（大正11年法律第70号）第76条

第２項および高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和57年法律第80号）第71条第

１項の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る算定方法により算定した額 

(6) 第４条第１項第９号に掲げる事業 健

康保険法（大正11年法律第70号）第76条

第２項および高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和57年法律第80号）第71条第

１項の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る算定方法により算定した額 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

 算定対象者の税額等による階層区分 使用料 上限月額   算定対象者の税額等による階層区分 使用料 上限月額  

 （略）   （略）  

備 考 備 考 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 第６条第１項の承諾を受けて日中一時

支援事業を利用する者（以下「利用者」

という。）がセンターにおいて日中一時

支援事業に係る１回の便宜の供与を受け

た場合において，当該便宜の供与に係る

この表の規定による使用料の額と第１号

に掲げる額との合計額が，第２号に掲げ

る額を上回るときの当該利用者の当該便

宜の供与に係る使用料の額は，同号に掲

げる額から第１号に掲げる額を控除した

額とする。 

４ （略） 

(1) 当該便宜の供与の直前までにその月

に当該利用者が受けた市が行う法第77

条第１項および第３項の規定に基づく

地域生活支援事業（規則で定める事業

を除く。）に係る便宜の供与について

当該利用者（障害児にあっては，その

(1) 当該便宜の供与の直前までにその月

に当該利用者が受けた市が行う法第77

条第１項，第３項および第５項の規定

に基づく地域生活支援事業（規則で定

める事業を除く。）に係る便宜の供与

について当該利用者（障害児にあって

113



  

 

保護者）が負担すべき費用の額（この

表の規定による使用料の額を含む。）

の合計額 

は，その保護者）が負担すべき費用の

額（この表の規定による使用料の額を

含む。）の合計額 

(2) （略） (2) （略） 
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12 函館市養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，養護

老人ホームの運営の基準等に関する規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日 
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函館市養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ 養護老人ホームは，入所者の処遇の状況

に関する次の各号に掲げる記録を整備し，

その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 第17条第５項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の入所者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第17条第５項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の入所者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 第28条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(4) 第28条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(5) 第30条第３項に規定する事故の状況お

よび事故に際してとった処置についての

記録 

(5) 第30条第３項の規定による事故の状況

および事故に際してとった処置について

の記録 

  

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項第１号の施設長は，専らその職務

に従事する常勤の者でなければならない。

ただし，当該養護老人ホームの管理上支障

がない場合には，同一敷地内にある他の事

業所，施設等の職務に従事することができ

る。 

５ 第１項第１号の施設長は，専らその職務

に従事する常勤の者でなければならない。

ただし，当該養護老人ホームの管理上支障

がない場合には，他の事業所，施設等の職

務に従事することができる。 

６～12 （略） ６～12 （略） 

  

（協力病院等） （協力医療機関等） 

第26条 養護老人ホームは，入院治療を必要

とする入所者のために，あらかじめ，協力

病院を定めておかなければならない。 

第26条 養護老人ホームは，入所者の病状の

急変等に備えるため，あらかじめ，次の各

号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第

３号の要件を満たす協力医療機関にあって

は，病院に限る。）を定めておかなければ

ならない。ただし，複数の医療機関を協力

医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えな

い。 

（新設） (1) 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。 

（新設） (2) 当該養護老人ホームからの診療の求め

があった場合において診療を行う体制

を，常時確保していること。 

（新設） (3) 入所者の病状が急変した場合等におい

て，当該養護老人ホームの医師または協
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力医療機関その他の医療機関の医師が診

療を行い，入院を要すると認められた入

所者の入院を原則として受け入れる体制

を確保していること。 

（新設） ２ 養護老人ホームは，１年に１回以上，協

力医療機関との間で，入所者の病状が急変

した場合等の対応を確認するとともに，協

力医療機関の名称等を，市長に届け出なけ

ればならない。 

（新設） ３ 養護老人ホームは，感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律（平

成10年法律第114号）第６条第17項に規定す

る第２種協定指定医療機関（次項において

「第２種協定指定医療機関」という。）と

の間で，新興感染症（同条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症，同条第８

項に規定する指定感染症または同条第９項

に規定する新感染症をいう。次項において

同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

（新設） ４ 養護老人ホームは，協力医療機関が第２

種協定指定医療機関である場合において

は，当該第２種協定指定医療機関との間で，

新興感染症の発生時等の対応について協議

を行わなければならない。 

（新設） ５ 養護老人ホームは，入所者が協力医療機

関その他の医療機関に入院した後に，当該

入所者の病状が軽快し，退院が可能となっ

た場合においては，再び当該養護老人ホー

ムに速やかに入所させることができるよう

に努めなければならない。 

２ （略） ６ （略） 
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13 函館市特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，

特別養護老人ホームの運営の基準等に関する規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日 
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函館市特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例 

新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

目次 目次 

第１章 （略） 第１章 （略） 

第２章 基本方針ならびに人員，設備および運

営に関する基準（第３条～第32条の

２） 

第２章 基本方針ならびに人員，設備および運

営に関する基準（第３条～第32条の

３） 

第３章～第６章 （略） 第３章～第６章 （略） 

附則 附則 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ 特別養護老人ホームは，入所者の処遇の

状況に関する次の各号に掲げる記録を整備

し，その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 第16条第５項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の入所者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第16条第５項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の入所者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 第30条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(4) 第30条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(5) 第32条第３項に規定する事故の状況お

よび事故に際してとった処置についての

記録 

(5) 第32条第３項の規定による事故の状況

および事故に際してとった処置について

の記録 

  

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第12条 （略） 第12条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 特別養護老人ホーム（過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法（令和３年

法律第19号）第２条第２項の規定により公

示された過疎地域に所在し，かつ，入所定

員が30人の特別養護老人ホームに限る。以

下この項および次項において同じ。）に函

館市指定居宅サービス等の事業の人員，設

備および運営に関する基準等を定める条例

（平成25年函館市条例第23号。以下「指定

居宅サービス等基準条例」という。）第148

条第１項に規定する指定短期入所生活介護

事業所または函館市指定介護予防サービス

等の事業の人員，設備および運営ならびに

指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例(平成25年函館市条例第24号）
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第130条第１項に規定する指定介護予防短

期入所生活介護事業所（以下「指定短期入

所生活介護事業所等」という。）が併設さ

れる場合においては，当該指定短期入所生

活介護事業所等の医師については，当該特

別養護老人ホームの医師により当該指定短

期入所生活介護事業所等の利用者の健康管

理が適切に行われると認められるときは，

これを置かないことができる。 

（新設） ９ 特別養護老人ホームに指定居宅サービス

等基準条例第100条第１項に規定する指定

通所介護事業所，指定短期入所生活介護事

業所等，函館市指定地域密着型サービスの

事業の人員，設備および運営に関する基準

等を定める条例（平成25年函館市条例第25

号。以下「指定地域密着型サービス基準条

例」という。）第60条の３第１項に規定す

る指定地域密着型通所介護事業所，指定地

域密着型サービス基準条例第62条第１項に

規定する併設型指定認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所または函館市指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員，設

備および運営ならびに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条

例（平成25年函館市条例第28号。以下「指

定地域密着型介護予防サービス基準条例」

という。）第６条第１項に規定する併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護の事業

を行う事業所が併設される場合において

は，当該併設される事業所の生活相談員，

栄養士，機能訓練指導員または調理員その

他の従業者については，当該特別養護老人

ホームの生活相談員，栄養士，機能訓練指

導員または調理員，事務員その他の職員に

より当該事業所の利用者の処遇が適切に行

われると認められるときは，これを置かな

いことができる。 

  

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応） 

第23条の２ 特別養護老人ホームは，現に処

遇を行っているときに入所者の病状の急変

が生じた場合その他必要な場合のため，あ

らかじめ，第12条第１項第２号に掲げる医

師との連携方法その他の緊急時等における

対応方法を定めておかなければならない。 

第23条の２ 特別養護老人ホームは，現に処

遇を行っているときに入所者の病状の急変

が生じた場合その他必要な場合のため，あ

らかじめ，第12条第１項第２号に掲げる医

師および協力医療機関の協力を得て，当該

医師および当該協力医療機関との連携方法

その他の緊急時等における対応方法を定め

ておかなければならない。 

（新設） ２ 特別養護老人ホームは，前項の医師およ

び協力医療機関の協力を得て，１年に１回

120



  

 

以上，緊急時等における対応方法の見直し

を行い，必要に応じて緊急時等における対

応方法の変更を行わなければならない。 

  

（施設長の責務） （施設長の責務） 

第24条 （略） 第24条 （略） 

２ 施設長は，職員に第８条から第10条まで

および第13条から第32条の２までの規定を

遵守させるために必要な指揮命令を行うも

のとする。 

２ 施設長は，職員に第８条から第10条まで

および第13条から第32条の３までの規定を

遵守させるために必要な指揮命令を行うも

のとする。 

  

（協力病院等） （協力医療機関等） 

第28条 特別養護老人ホームは，入院治療を

必要とする入所者のために，あらかじめ，

協力病院を定めておかなければならない。 

第28条 特別養護老人ホームは，入所者の病

状の急変等に備えるため，あらかじめ，次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関

（第３号の要件を満たす協力医療機関にあ

っては，病院に限る。）を定めておかなけ

ればならない。ただし，複数の医療機関を

協力医療機関として定めることにより当該

各号の要件を満たすこととしても差し支え

ない。 

（新設） (1) 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。 

（新設） (2) 当該特別養護老人ホームからの診療の

求めがあった場合において診療を行う体

制を，常時確保していること。 

（新設） (3) 入所者の病状が急変した場合等におい

て，当該特別養護老人ホームの医師また

は協力医療機関その他の医療機関の医師

が診療を行い，入院を要すると認められ

た入所者の入院を原則として受け入れる

体制を確保していること。 

（新設） 

 

２ 特別養護老人ホームは，１年に１回以上，

協力医療機関との間で，入所者の病状が急

変した場合等の対応を確認するとともに，

協力医療機関の名称等を，市長に届け出な

ければならない。 

（新設） ３ 特別養護老人ホームは，感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成10年法律第114号）第６条第17項に規

定する第２種協定指定医療機関（次項にお

いて「第２種協定指定医療機関」という。）

との間で，新興感染症（同条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症，同条第

８項に規定する指定感染症または同条第９

項に規定する新感染症をいう。次項におい

て同じ。）の発生時等の対応を取り決める

ように努めなければならない。 

（新設） ４ 特別養護老人ホームは，協力医療機関が
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第２種協定指定医療機関である場合におい

ては，当該第２種協定指定医療機関との間

で，新興感染症の発生時等の対応について

協議を行わなければならない。 

（新設） ５ 特別養護老人ホームは，入所者が協力医

療機関その他の医療機関に入院した後に，

当該入所者の病状が軽快し，退院が可能と

なった場合においては，再び当該特別養護

老人ホームに速やかに入所させることがで

きるように努めなければならない。 

２ （略） ６ （略） 

  

（虐待の防止） （虐待の防止） 

第32条の２ （略） 第32条の２ （略） 

  

 （入所者の安全ならびに介護サービスの質

の確保および職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置） 

（新設） 第32条の３ 特別養護老人ホームは，当該特

別養護老人ホームにおける業務の効率化，

介護サービスの質の向上その他の生産性の

向上に資する取組の促進を図るため，当該

特別養護老人ホームにおける入所者の安全

ならびに介護サービスの質の確保および職

員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を定期的に

開催しなければならない。 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第41条 （略） 第41条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ ユニット型特別養護老人ホームの施設長

は，ユニット型施設の管理等に係る研修を

受講するよう努めなければならない。 

５ （略） ６ （略） 

  

（準用） （準用） 

第43条 第４条から第７条まで，第９条，第

10条，第13条から第15条まで，第19条，第

21条から第24条まで，第25条の２および第

27条から第32条の２までの規定は，ユニッ

ト型特別養護老人ホームについて準用す

る。この場合において，第10条第２項第３

号中「第16条第５項」とあるのは「第37条

第７項」と，同項第４号中「第30条第２項」

とあるのは「第43条において準用する第30

条第２項」と，同項第５号中「第32条第３

項」とあるのは「第43条において準用する

第32条第３項」と，第24条第２項中「第８

第43条 第４条から第７条まで，第９条，第

10条，第13条から第15条まで，第19条，第

21条から第24条まで，第25条の２および第

27条から第32条の３までの規定は，ユニッ

ト型特別養護老人ホームについて準用す

る。この場合において，第10条第２項第３

号中「第16条第５項」とあるのは「第37条

第７項」と，同項第４号中「第30条第２項」

とあるのは「第43条において準用する第30

条第２項」と，同項第５号中「第32条第３

項」とあるのは「第43条において準用する

第32条第３項」と，第24条第２項中「第８
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条から第10条までおよび第13条から第32条

の２まで」とあるのは「第35条および第37

条から第42条までならびに第43条において

準用する第９条，第10条，第13条から第15

条まで，第19条，第21条から第24条まで，

第25条の２および第27条から第32条の２ま

で」と読み替えるものとする。 

条から第10条までおよび第13条から第32条

の３まで」とあるのは「第35条および第37

条から第42条までならびに第43条において

準用する第９条，第10条，第13条から第15

条まで，第19条，第21条から第24条まで，

第25条の２および第27条から第32条の３ま

で」と読み替えるものとする。 

  

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第46条 （略） 第46条 （略） 

２～10 （略） ２～10 （略） 

11 地域密着型特別養護老人ホームに函館市

指定居宅サービス等の事業の人員，設備お

よび運営に関する基準等を定める条例（平

成25年函館市条例第23号。次項において「指

定居宅サービス等基準条例」という。）第

148条第１項に規定する指定短期入所生活

介護事業所または函館市指定介護予防サー

ビス等の事業の人員，設備および運営なら

びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例（平成25年函館市条例第

24号。次項において「指定介護予防サービ

ス等基準条例」という。）第130条第１項に

規定する指定介護予防短期入所生活介護事

業所（以下「指定短期入所生活介護事業所

等」という。）が併設される場合において

は，当該指定短期入所生活介護事業所等の

医師については，当該地域密着型特別養護

老人ホームの医師により当該指定短期入所

生活介護事業所等の利用者の健康管理が適

切に行われると認められるときは，これを

置かないことができる。 

11 地域密着型特別養護老人ホームに指定短

期入所生活介護事業所等が併設される場合

においては，当該指定短期入所生活介護事

業所等の医師については，当該地域密着型

特別養護老人ホームの医師により当該指定

短期入所生活介護事業所等の利用者の健康

管理が適切に行われると認められるとき

は，これを置かないことができる。 

12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居

宅サービス等基準条例第100条第１項に規

定する指定通所介護事業所，指定短期入所

生活介護事業所等または函館市指定地域密

着型サービスの事業の人員，設備および運

営に関する基準等を定める条例（平成25年

函館市条例第25号。以下「指定地域密着型

サービス基準条例」という。）第60条の３

第１項に規定する指定地域密着型通所介護

事業所もしくは指定地域密着型サービス基

準条例第62条第１項に規定する併設型指定

認知症対応型通所介護の事業を行う事業所

もしくは函館市指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員，設備および運営なら

びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例（平成25年函館

12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居

宅サービス等基準条例第100条第１項に規

定する指定通所介護事業所，指定短期入所

生活介護事業所等または指定地域密着型サ

ービス基準条例第60条の３第１項に規定す

る指定地域密着型通所介護事業所もしくは

指定地域密着型サービス基準条例第62条第

１項に規定する併設型指定認知症対応型通

所介護の事業を行う事業所もしくは指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第６条

第１項に規定する併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業を行う事業所が併

設される場合においては，当該併設される

事業所の生活相談員，栄養士，機能訓練指

導員または調理員その他の従業者について

は，当該地域密着型特別養護老人ホームの

生活相談員，栄養士，機能訓練指導員また
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市条例第28号。以下「指定地域密着型介護

予防サービス基準条例」という。）第６条

第１項に規定する併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業を行う事業所が併

設される場合においては，当該併設される

事業所の生活相談員，栄養士，機能訓練指

導員または調理員その他の従業者について

は，当該地域密着型特別養護老人ホームの

生活相談員，栄養士，機能訓練指導員また

は調理員，事務員その他の職員により当該

事業所の利用者の処遇が適切に行われると

認められるときは，これを置かないことが

できる。 

は調理員，事務員その他の職員により当該

事業所の利用者の処遇が適切に行われると

認められるときは，これを置かないことが

できる。 

13～15 （略） 13～15 （略） 

  

（準用） （準用） 

第49条 第３条から第10条まで，第13条から

第16条まで，第18条から第30条まで，第32

条および第32条の２の規定は，地域密着型

特別養護老人ホームについて準用する。こ

の場合において，第10条第２項第３号中「第

16条第５項」とあるのは「第49条において

準用する第16条第５項」と，同項第４号中

「第30条第２項」とあるのは「第49条にお

いて準用する第30条第２項」と，同項第５

号中「第32条第３項」とあるのは「第49条

において準用する第32条第３項」と，第24

条第２項中「第８条から第10条までおよび

第13条から第32条の２まで」とあるのは「第

47条および第48条ならびに第49条において

準用する第８条から第10条まで，第13条か

ら第16条まで，第18条から第30条まで，第

32条および第32条の２」と読み替えるもの

とする。 

第49条 第３条から第10条まで，第13条から

第16条まで，第18条から第30条までおよび

第32条から第32条の３までの規定は，地域

密着型特別養護老人ホームについて準用す

る。この場合において，第10条第２項第３

号中「第16条第５項」とあるのは「第49条

において準用する第16条第５項」と，同項

第４号中「第30条第２項」とあるのは「第

49条において準用する第30条第２項」と，

同項第５号中「第32条第３項」とあるのは

「第49条において準用する第32条第３項」

と，第24条第２項中「第８条から第10条ま

でおよび第13条から第32条の３まで」とあ

るのは「第47条および第48条ならびに第49

条において準用する第８条から第 10条ま

で，第13条から第16条まで，第18条から第

30条までおよび第 32条から第 32条の３ま

で」と読み替えるものとする。 

  

（準用） （準用） 

第53条 第４条から第７条まで，第９条，第

10条，第13条から第15条まで，第19条，第

21条から第24条まで，第25条の２，第27条

から第30条まで，第32条，第32条の２，第

34条，第35条，第37条，第39条から第42条

までおよび第48条の規定は，ユニット型地

域密着型特別養護老人ホームについて準用

する。この場合において，第10条第２項第

３号中「第16条第５項」とあるのは「第53

条において準用する第37条第７項」と，同

項第４号中「第30条第２項」とあるのは「第

53条において準用する第30条第２項」と，

同項第５号中「第32条第３項」とあるのは

「第53条において準用する第32条第３項」

第53条 第４条から第７条まで，第９条，第

10条，第13条から第15条まで，第19条，第

21条から第24条まで，第25条の２，第27条

から第30条まで，第32条から第32条の３ま

で，第34条，第35条，第37条，第39条から

第42条までおよび第48条の規定は，ユニッ

ト型地域密着型特別養護老人ホームについ

て準用する。この場合において，第10条第

２項第３号中「第16条第５項」とあるのは

「第53条において準用する第37条第７項」

と，同項第４号中「第30条第２項」とある

のは「第53条において準用する第30条第２

項」と，同項第５号中「第32条第３項」と

あるのは「第53条において準用する第32条
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と，第24条第２項中「第８条から第10条ま

でおよび第13条から第32条の２まで」とあ

るのは「第52条ならびに第53条において準

用する第９条，第10条，第13条から第15条

まで，第19条，第21条から第24条まで，第

25条の２，第27条から第30条まで，第32条，

第32条の２，第35条，第37条，第39条から

第42条までおよび第48条」と読み替えるも

のとする。 

第３項」と，第24条第２項中「第８条から

第10条までおよび第13条から第32条の３ま

で」とあるのは「第52条ならびに第53条に

おいて準用する第９条，第10条，第13条か

ら第15条まで，第19条，第21条から第24条

まで，第25条の２，第27条から第30条まで，

第32条から第32条の３まで，第35条，第37

条，第39条から第42条までおよび第48条」

と読み替えるものとする。 
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14 函館市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，軽費

老人ホームの運営の基準等に関する規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第１３条第３項の改正規定

および第３６条第１項の改正規定（「，交付」を削る部分を除く。）は，

公布の日から施行する。 
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函館市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ 軽費老人ホームは，入所者に提供するサ

ービスの状況に関する次の各号に掲げる記

録を整備し，その完結の日から５年間保存

しなければならない。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 第18条第３項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の入所者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第18条第４項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の入所者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 第32条第２項の苦情の内容等の記録 (4) 第32条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(5) 第34条第２項の事故の状況および事故

に際してとった処置についての同条第３

項の記録 

(5) 第34条第３項の規定による事故の状況

および事故に際してとった処置について

の記録 

  

（職員配置の基準） （職員配置の基準） 

第12条 （略） 第12条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項第１号の施設長は，専らその職務

に従事する常勤の者でなければならない。

ただし，当該軽費老人ホームの管理上支障

がない場合には，同一敷地内にある他の事

業所，施設等の職務に従事することができ

る。 

４ 第１項第１号の施設長は，専らその職務

に従事する常勤の者でなければならない。

ただし，当該軽費老人ホームの管理上支障

がない場合には，他の事業所，施設等の職

務に従事することができる。 

５～13 （略） ５～13 （略） 

  

（入所申込者等に対する説明等） （入所申込者等に対する説明等） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 軽費老人ホームは，入所申込者またはそ

の家族からの申出があった場合には，第１

項の規定による文書の交付に代えて，第６

項で定めるところにより，当該入所申込者

またはその家族の承諾を得て，当該文書に

記すべき重要事項を電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）に

より提供することができる。この場合にお

いて，当該軽費老人ホームは，当該文書を

交付したものとみなす。 

３ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムそ (2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式，
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の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに第１項の重

要事項を記録したものを交付する方法 

磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録で

あって，電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。第36条第１項において同

じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調

製するファイルに第１項の重要事項を記

録したものを交付する方法 

４～７ （略） ４～７ （略） 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第28条 （略） 第28条 （略） 

（新設） ２ 軽費老人ホームは，前項の規定に基づき

協力医療機関を定めるに当たっては，次に

掲げる要件を満たす協力医療機関を定める

ように努めなければならない。 

 (1) 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。 

 (2) 当該軽費老人ホームからの診療の求め

があった場合において診療を行う体制

を，常時確保していること。 

（新設） 

 

 

 

３ 軽費老人ホームは，１年に１回以上，協

力医療機関との間で，入所者の病状が急変

した場合等の対応を確認するとともに，協

力医療機関の名称等を，市長に届け出なけ

ればならない。 

（新設） ４ 軽費老人ホームは，感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律（平

成10年法律第114号）第６条第17項に規定す

る第２種協定指定医療機関（次項において

「第２種協定指定医療機関」という。）と

の間で，新興感染症（同条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症，同条第８

項に規定する指定感染症または同条第９項

に規定する新感染症をいう。次項において

同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

（新設） ５ 軽費老人ホームは，協力医療機関が第２

種協定指定医療機関である場合において

は，当該第２種協定指定医療機関との間で，

新興感染症の発生時等の対応について協議

を行わなければならない。 

（新設） ６ 軽費老人ホームは，入所者が協力医療機

関その他の医療機関に入院した後に，当該

入所者の病状が軽快し，退院が可能となっ

た場合においては，再び当該軽費老人ホー

ムに速やかに入所させることができるよう

に努めなければならない。 

２ （略） ７ （略） 
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（掲示） （掲示） 

第29条 軽費老人ホームは，当該軽費老人ホ

ームの見やすい場所に，運営規程の概要，

職員の勤務の体制，協力医療機関，利用料

その他サービスの選択に資すると認められ

る重要事項を掲示しなければならない。 

第29条 軽費老人ホームは，当該軽費老人ホ

ームの見やすい場所に，運営規程の概要，

職員の勤務の体制，協力医療機関，利用料

その他サービスの選択に資すると認められ

る重要事項（以下この条において単に「重

要事項」という。）を掲示しなければなら

ない。 

２ 軽費老人ホームは，前項に規定する事項

を記載した書面を当該軽費老人ホームに備

え付け，かつ，これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより，同項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

２ 軽費老人ホームは，重要事項を記載した

書面を当該軽費老人ホームに備え付け，か

つ，これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより，前項の規定による掲示に

代えることができる。 

（新設） ３ 軽費老人ホームは，原則として，重要事

項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第36条 軽費老人ホームおよびその職員は，

作成，交付，保存その他これらに類するも

ののうち，この条例の規定において書面（書

面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，

複本その他文字，図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されているま

たは想定されるもの（次項に規定するもの

を除く。）については，書面に代えて，当

該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁

気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であ

って，電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）により行うことがで

きる。 

第36条 軽費老人ホームおよびその職員は，

作成，保存その他これらに類するもののう

ち，この条例の規定において書面（書面，

書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複

本その他文字，図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において

同じ。）で行うことが規定されているまた

は想定されるもの（次項に規定するものを

除く。）については，書面に代えて，当該

書面に係る電磁的記録により行うことがで

きる。 

２ （略） ２ （略） 
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15 函館市介護保険条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     令和６年度から令和８年度までの保険料率を定め，および介護保険法

施行令の一部改正に伴い保険料率の算定に係る第１号被保険者の区分を

改めるため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

    １ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

    ２ 改正後の第４条および第６条第３項の規定は，令和６年度以後の年

度分の保険料について適用し，令和５年度分までの保険料については，

なお従前の例による。 
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函館市介護保険条例 新旧対照表 

現   行 改 正 案 

  

（保険料率） （保険料率） 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各年度

における保険料率は，次の各号に掲げる第１号

被保険者の区分に応じ，それぞれ当該各号に定

める額とする。 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度

における保険料率は，次の各号に掲げる第１号

被保険者の区分に応じ，それぞれ当該各号に定

める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。

以下「政令」という。）第38条第１項第１号

に掲げる者 37,920円 

(1) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。

以下「政令」という。）第38条第１項第１号

に掲げる者 36,250円 

(2) 政令第 38条第１項第２号に掲げる者 

56,880円 

(2) 政令第 38条第１項第２号に掲げる者 

54,580円 

(3) 政令第 38条第１項第３号に掲げる者 

56,880円 

(3) 政令第 38条第１項第３号に掲げる者 

54,980円 

(4) 政令第 38条第１項第４号に掲げる者 

68,260円 

(4) 政令第 38条第１項第４号に掲げる者 

71,710円 

(5) 政令第 38条第１項第５号に掲げる者 

75,840円 

(5) 政令第 38条第１項第５号に掲げる者 

79,680円 

(6) 政令第 38条第１項第６号に掲げる者 

91,010円 

(6) 政令第 38条第１項第６号に掲げる者 

95,620円 

(7) 政令第 38条第１項第７号に掲げる者 

98,590円 

(7) 政令第 38条第１項第７号に掲げる者 

103,580円 

(8) 政令第 38条第１項第８号に掲げる者 

113,760円 

(8) 政令第 38条第１項第８号に掲げる者 

119,520円 

(9) 政令第 38条第１項第９号に掲げる者 

128,930円 

(9) 政令第 38条第１項第９号に掲げる者 

135,460円 

（新設） (10) 政令第 38条第１項第 10号に掲げる者 

151,390円 

（新設） (11) 政令第 38条第１項第 11号に掲げる者 

167,330円 

（新設） (12) 政令第 38条第１項第 12号に掲げる者 

183,260円 

（新設） (13) 政令第 38条第１項第 13号に掲げる者 

191,230円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和

５年度までの各年度における保険料率は，同号

の規定にかかわらず，22,760円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和

８年度までの各年度における保険料率は，同号

の規定にかかわらず，22,710円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度における保険料率は，同

号の規定にかかわらず，37,920円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和６年度から令

和８年度までの各年度における保険料率は，同

号の規定にかかわらず，38,650円とする。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度における保険料率は，同

号の規定にかかわらず，53,090円とする。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和６年度から令

和８年度までの各年度における保険料率は，同

号の規定にかかわらず，54,590円とする。 
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（賦課期日後において第１号被保険者の資格取

得，喪失等があった場合） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取

得，喪失等があった場合） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 保険料の賦課期日後に政令第38条第１項第１

号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を

有するに至った者および同号イ(1)に係る者を

除く。），ロもしくはニ，第２号ロ，第３号ロ，

第４号ロ，第５号ロ，第６号ロ，第７号ロまた

は第８号ロに該当するに至った第１号被保険者

に係る保険料の額は，その該当するに至った日

の属する月の前月まで月割りにより算定した当

該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当

するに至った日の属する月から同項第１号から

第８号までのいずれかに規定する者として月割

りにより算定した保険料の額の合算額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に政令第38条第１項第１

号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を

有するに至った者および同号イ(1)に係る者を

除く。），ロもしくはニ，第２号ロ，第３号ロ，

第４号ロ，第５号ロ，第６号ロ，第７号ロ，第

８号ロ，第９号ロ，第10号ロ，第11号ロまたは

第12号ロに該当するに至った第１号被保険者に

係る保険料の額は，その該当するに至った日の

属する月の前月まで月割りにより算定した当該

第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当す

るに至った日の属する月から同項第１号から第

12号までのいずれかに規定する者として月割り

により算定した保険料の額の合算額とする。 

４ （略） ４ （略） 
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16 函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営に

関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等の一

部改正に伴い，指定居宅サービス等の事業の人員の基準等に関する規定

を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中第９条第２項の改正規定および第２７７条第１項の改正 

規定 公布の日 

(2) 第２条の規定 令和６年６月１日 
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函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例 

新旧対照表【第１条関係】 

 

現 行 改 正 案 

  

（管理者） （管理者） 

第７条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，指定訪問介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定訪問介護事業所の他の

職務に従事し，または同一敷地内にある他

の事業所，施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

第７条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，指定訪問介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定訪問介護事業所の他の

職務に従事し，または他の事業所，施設等

の職務に従事することができるものとす

る。 

  

（内容および手続の説明および同意） （内容および手続の説明および同意） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 指定訪問介護事業者は，利用申込者また

はその家族からの申出があった場合には，

前項の規定による文書の交付に代えて，第

５項で定めるところにより，当該利用申込

者またはその家族の承諾を得て，当該文書

に記すべき重要事項を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法であって次に掲げるもの（以下

この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合に

おいて，当該指定訪問介護事業者は，当該

文書を交付したものとみなす。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式，磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって，電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第277

条第１項において同じ。）に係る記録媒

体をいう。）をもって調製するファイル

に前項に規定する重要事項を記録したも

のを交付する方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（指定訪問介護の具体的取扱方針） （指定訪問介護の具体的取扱方針） 

第24条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の

方針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

第24条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定訪問介護の提供に当たっては，当

該利用者または他の利用者等の生命また

は身体を保護するため緊急やむを得ない
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場合を除き，身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体的拘束

等」という。）を行ってはならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)・(4) （略） (5)・(6) （略）  

  

（掲示） （掲示） 

第34条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介

護事業所の見やすい場所に，運営規程の概

要，訪問介護員等の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示しなければならな

い。 

第34条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介

護事業所の見やすい場所に，運営規程の概

要，訪問介護員等の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項（以下この条において単に

「重要事項」という。）を掲示しなければ

ならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，前項に規定する

事項を記載した書面を当該指定訪問介護事

業所に備え付け，かつ，これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより，同項

の規定による掲示に代えることができる。 

２ 指定訪問介護事業者は，重要事項を記載

した書面を当該指定訪問介護事業所に備え

付け，かつ，これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより，前項の規定によ

る掲示に代えることができる。 

（新設） ３ 指定訪問介護事業者は，原則として，重

要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第42条 （略） 第42条 （略） 

２ 指定訪問介護事業者は，利用者に対する

指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第20条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(2) 第20条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

（新設） (3) 第24条第４号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(3) 第27条に規定する市町村への通知に係

る記録 

(4) 第27条の規定による市町村への通知に

係る記録 

(4) 第38条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(5) 第38条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(5) 第40条第２項に規定する事故の状況お

よび事故に際してとった処置についての

記録 

(6) 第40条第２項の規定による事故の状況

および事故に際してとった処置について

の記録 

  

（管理者） （管理者） 

第44条 基準該当訪問介護事業者は，基準該

当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従

第44条 基準該当訪問介護事業者は，基準該

当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従
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事する管理者を置かなければならない。た

だし，基準該当訪問介護事業所の管理上支

障がない場合は，当該基準該当訪問介護事

業所の他の職務に従事し，または同一敷地

内にある他の事業所，施設等の職務に従事

することができるものとする。 

事する管理者を置かなければならない。た

だし，基準該当訪問介護事業所の管理上支

障がない場合は，当該基準該当訪問介護事

業所の他の職務に従事し，または他の事業

所，施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

  

（管理者） （管理者） 

第50条 指定訪問入浴介護事業者は，指定訪

問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定訪問入浴介護事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定訪問入浴

介護事業所の他の職務に従事し，または同

一敷地内にある他の事業所，施設等の職務

に従事することができるものとする。 

第50条 指定訪問入浴介護事業者は，指定訪

問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定訪問入浴介護事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定訪問入浴

介護事業所の他の職務に従事し，または他

の事業所，施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

  

（指定訪問入浴介護の具体的取扱方針） （指定訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第54条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問

入浴介護の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。 

第54条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，

当該利用者または他の利用者等の生命ま

たは身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き，身体的拘束等を行っては

ならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)～(5) （略） (5)～(7) （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第58条 （略） 第58条 （略） 

２ 指定訪問入浴介護事業者は，利用者に対

する指定訪問入浴介護の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し，その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) 次条において準用する第20条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(1) 次条において準用する第20条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

（新設） (2) 第54条第４号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(2) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 
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(4) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(5) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

  

（管理者） （管理者） 

第61条 基準該当訪問入浴介護事業者は，基

準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその

職務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし，基準該当訪問入浴介護事業

所の管理上支障がない場合は，当該基準該

当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事

し，または同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

第61条 基準該当訪問入浴介護事業者は，基

準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその

職務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし，基準該当訪問入浴介護事業

所の管理上支障がない場合は，当該基準該

当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事

し，または他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

  

（管理者） （管理者） 

第101条 指定通所介護事業者は，指定通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，指定通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定通所介護事業所の他の

職務に従事し，または同一敷地内にある他

の事業所，施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

第101条 指定通所介護事業者は，指定通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，指定通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定通所介護事業所の他の

職務に従事し，または他の事業所，施設等

の職務に従事することができるものとす

る。 

  

（指定通所介護の具体的取扱方針） （指定通所介護の具体的取扱方針） 

第105条 指定通所介護の方針は，次に掲げる

ところによるものとする。 

第105条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定通所介護の提供に当たっては，当

該利用者または他の利用者等の生命また

は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束等を行ってはな

らない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)・(4) （略） (5)・(6) （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第112条 （略） 第112条 （略） 

２ 指定通所介護事業者は，利用者に対する

指定通所介護の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第20条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(2) 次条において準用する第20条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 
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（新設） (3) 第105条第４号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(3) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 前条第２項に規定する事故の状況およ

び事故に際してとった処置についての記

録 

(6) 前条第２項の規定による事故の状況お

よび事故に際してとった処置についての

記録 

  

（準用） （準用） 

第115条 第９条から第18条まで，第20条，第

22条，第27条，第28条，第32条の２，第34

条から第36条まで，第37条，第38条，第40

条の２，第41条，第56条，第99条，第101条

および第102条第４項ならびに前節（第113

条を除く。）の規定は，共生型通所介護の

事業について準用する。この場合において，

第９条第１項中「第30条に規定する運営規

程」とあるのは「運営規程（第107条に規定

する運営規程をいう。第34条第１項におい

て同じ。）」と，「訪問介護員等」とある

のは「共生型通所介護の提供に当たる従業

者（以下「共生型通所介護従業者」という。）」

と，第28条，第32条の２第２項，第34条第

１項ならびに第40条の２第１号および第３

号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型

通所介護従業者」と，第102条第４項中「前

項ただし書の場合（指定通所介護事業者が

第１項に掲げる設備を利用し，夜間および

深夜に指定通所介護以外のサービスを提供

する場合に限る。）」とあるのは「共生型

通所介護事業者が共生型通所介護事業所の

設備を利用し，夜間および深夜に共生型通

所介護以外のサービスを提供する場合」と，

第105条第２号，第106条第５項，第108条第

３項および第４項ならびに第 111条第２項

第１号および第３号中「通所介護従業者」

とあるのは「共生型通所介護従業者」と，

第112条第２項第２号中「次条において準用

する第20条第２項」とあるのは「第20条第

２項」と，同項第３号中「次条において準

用する第27条」とあるのは「第27条」と，

同項第４号中「次条において準用する第38

条第２項」とあるのは「第38条第２項」と

読み替えるものとする。 

第115条 第９条から第18条まで，第20条，第

22条，第27条，第28条，第32条の２，第34

条から第36条まで，第37条，第38条，第40

条の２，第41条，第56条，第99条，第101条

および第102条第４項ならびに前節（第113

条を除く。）の規定は，共生型通所介護の

事業について準用する。この場合において，

第９条第１項中「第30条に規定する運営規

程」とあるのは「運営規程（第107条に規定

する運営規程をいう。第34条第１項におい

て同じ。）」と，「訪問介護員等」とある

のは「共生型通所介護の提供に当たる従業

者（以下「共生型通所介護従業者」という。）」

と，第28条，第32条の２第２項，第34条第

１項ならびに第40条の２第１号および第３

号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型

通所介護従業者」と，第102条第４項中「前

項ただし書の場合（指定通所介護事業者が

第１項に掲げる設備を利用し，夜間および

深夜に指定通所介護以外のサービスを提供

する場合に限る。）」とあるのは「共生型

通所介護事業者が共生型通所介護事業所の

設備を利用し，夜間および深夜に共生型通

所介護以外のサービスを提供する場合」と，

第105条第２号，第106条第５項，第108条第

３項および第４項ならびに第111条第２項

第１号および第３号中「通所介護従業者」

とあるのは「共生型通所介護従業者」と，

第112条第２項第２号中「次条において準用

する第20条第２項」とあるのは「第20条第

２項」と，同項第４号中「次条において準

用する第27条」とあるのは「第27条」と，

同項第５号中「次条において準用する第38

条第２項」とあるのは「第38条第２項」と

読み替えるものとする。 

  

（管理者） （管理者） 
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第133条 基準該当通所介護事業所は，専らそ

の職務に従事する管理者を置かなければな

らない。ただし，基準該当通所介護事業所

の管理上支障がない場合は，当該基準該当

通所介護事業所の他の職務に従事し，また

は同一敷地内にある他の事業所，施設等の

職務に従事することができるものとする。 

第133条 基準該当通所介護事業所は，専らそ

の職務に従事する管理者を置かなければな

らない。ただし，基準該当通所介護事業所

の管理上支障がない場合は，当該基準該当

通所介護事業所の他の職務に従事し，また

は他の事業所，施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

  

（管理者） （管理者） 

第149条 指定短期入所生活介護事業者は，指

定短期入所生活介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし，指定短期入所生活介

護事業所の管理上支障がない場合は，当該

指定短期入所生活介護事業所の他の職務に

従事し，または同一敷地内にある他の事業

所，施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

第149条 指定短期入所生活介護事業者は，指

定短期入所生活介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし，指定短期入所生活介

護事業所の管理上支障がない場合は，当該

指定短期入所生活介護事業所の他の職務に

従事し，または他の事業所，施設等の職務

に従事することができるものとする。 

  

（指定短期入所生活介護の取扱方針） （指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第155条 （略） 第155条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定短期入所生活介護事業者は，指定短

期入所生活介護の提供に当たっては，当該

利用者または他の利用者等の生命または身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き，身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）

を行ってはならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は，指定短

期入所生活介護の提供に当たっては，当該

利用者または他の利用者等の生命または身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

５ （略） ５ （略） 

（新設） ６ 指定短期入所生活介護事業者は，身体的

拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措

置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに，そ

の結果について，介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

６ （略） ７ （略） 

  

（地域等との連携） （地域等との連携） 

第166条 （略） 第166条 （略） 

  

 （利用者の安全ならびに介護サービスの質
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の確保および職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置） 

（新設） 第166条の２ 指定短期入所生活介護事業者

は，当該指定短期入所生活介護事業所にお

ける業務の効率化，介護サービスの質の向

上その他の生産性の向上に資する取組の促

進を図るため，当該指定短期入所生活介護

事業所における利用者の安全ならびに介護

サービスの質の確保および職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催しなけれ

ばならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第167条 （略） 第167条 （略） 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，利用者

に対する指定短期入所生活介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならな

い。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第20条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(2) 次条において準用する第20条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(3) 第155条第５項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の利用者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第155条第５項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

  

（指定短期入所生活介護の取扱方針） （指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第174条 （略） 第174条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

（新設） ８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者

は，身体的拘束等の適正化を図るため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに，そ

の結果について，介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を
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整備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

８ （略） ９ （略） 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第179条 （略） 第179条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所

の管理者は，ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならな

い。 

５ （略） ６ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第184条 基準該当短期入所生活介護事業者

は，基準該当短期入所生活介護事業所ごと

に専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし，基準該当短期入

所生活介護事業所の管理上支障がない場合

は，当該基準該当短期入所生活介護事業所

の他の職務に従事し，または同一敷地内に

ある他の事業所，施設等の職務に従事する

ことができるものとする。 

第184条 基準該当短期入所生活介護事業者

は，基準該当短期入所生活介護事業所ごと

に専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし，基準該当短期入

所生活介護事業所の管理上支障がない場合

は，当該基準該当短期入所生活介護事業所

の他の職務に従事し，または他の事業所，

施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第190条 指定短期入所療養介護の事業を行

う者（以下「指定短期入所療養介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定短期入所療養介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提

供に当たる従業者（以下「短期入所療養介

護従業者」という。）の員数は，次のとお

りとする。 

第190条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 健康保険法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第83号）附則第130条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた同法第26条の規定による改正

前の法（以下「平成18年旧介護保険法」

という。）第48条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設（以下「指定

介護療養型医療施設」という。）である

指定短期入所療養介護事業所にあって

は，当該指定短期入所療養介護事業所に

置くべき医師，薬剤師，看護職員，介護

職員，栄養士および理学療法士または作

業療法士の員数は，それぞれ，利用者を

当該指定介護療養型医療施設の入院患者

（削る） 
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とみなした場合における平成18年旧介護

保険法に規定する指定介護療養型医療施

設として必要とされる数が確保されるた

めに必要な数以上とする。 

(3) 療養病床（医療法第７条第２項第４号

に規定する療養病床をいう。以下同じ。）

を有する病院または診療所（前号に該当

するものを除く。）である指定短期入所

療養介護事業所にあっては，当該指定短

期入所療養介護事業所に置くべき医師，

薬剤師，看護職員，介護職員（同法に規

定する看護補助者をいう。），栄養士お

よび理学療法士または作業療法士の員数

は，それぞれ同法に規定する療養病床を

有する病院または診療所として必要とさ

れる数が確保されるために必要な数以上

とする。 

(2) 療養病床（医療法第７条第２項第４号

に規定する療養病床をいう。以下同じ。）

を有する病院または診療所である指定短

期入所療養介護事業所にあっては，当該

指定短期入所療養介護事業所に置くべき

医師，薬剤師，看護職員，介護職員（同

法に規定する看護補助者をいう。），栄

養士および理学療法士または作業療法士

の員数は，それぞれ同法に規定する療養

病床を有する病院または診療所として必

要とされる数が確保されるために必要な

数以上とする。 

(4) 診療所（前２号に該当するものを除く。）

である指定短期入所療養介護事業所にあ

っては，当該指定短期入所療養介護を提

供する病室に置くべき看護職員または介

護職員の員数の合計は，常勤換算方法で，

利用者および入院患者の数が３またはそ

の端数を増すごとに１以上であること，

かつ，夜間における緊急連絡体制を整備

することとし，看護師もしくは准看護師

または介護職員を１人以上配置している

こと。 

(3) 診療所（前号に該当するものを除く。）

である指定短期入所療養介護事業所にあ

っては，当該指定短期入所療養介護を提

供する病室に置くべき看護職員または介

護職員の員数の合計は，常勤換算方法で，

利用者の数が３またはその端数を増すご

とに１以上であること，かつ，夜間にお

ける緊急連絡体制を整備することとし，

看護師もしくは准看護師または介護職員

を１人以上配置していること。 

(5) （略） (4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（設備に関する基準） （設備に関する基準） 

第191条 指定短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は，次のとおりとする。 

第191条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 指定介護療養型医療施設である指定短

期入所療養介護事業所にあっては，平成

18年旧介護保険法に規定する指定介護療

養型医療施設として必要とされる設備

（ユニット型指定介護療養型医療施設

（健康保険法等の一部を改正する法律附

則第130条の２第１項の規定によりなお

その効力を有するものとされた函館市指

定介護療養型医療施設の人員，設備およ

び運営に関する基準を定める条例（平成

25年函館市条例第29号）第42条に規定す

るユニット型指定介護療養型医療施設を

いう。第207条第１項第２号から第４号ま

でおよび第215条第２号において同じ。）

に関するものを除く。）を有することと

（削る） 
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する。 

(3) 療養病床を有する病院または診療所（指

定介護療養型医療施設であるものを除

く。）である指定短期入所療養介護事業

所にあっては，医療法に規定する療養病

床を有する病院または診療所として必要

とされる設備を有することとする。 

(2) 療養病床を有する病院または診療所で

ある指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては，医療法に規定する療養病床を有す

る病院または診療所として必要とされる

設備を有することとする。 

(4)・(5) （略） (3)・(4) （略） 

２ 前項第３号および第４号に該当する指定

短期入所療養介護事業所にあっては，前項

に定めるもののほか，消火設備その他の非

常災害に際して必要な設備を有するものと

する。 

２ 前項第２号および第３号に該当する指定

短期入所療養介護事業所にあっては，同項

に定めるもののほか，消火設備その他の非

常災害に際して必要な設備を有するものと

する。 

３ （略） ３ （略） 

  

（対象者） （対象者） 

第192条 指定短期入所療養介護事業者は，利

用者の心身の状況もしくは病状により，も

しくはその家族の疾病，冠婚葬祭，出張等

の理由により，または利用者の家族の身体

的および精神的な負担の軽減等を図るため

に，一時的に入所して看護，医学的管理の

下における介護および機能訓練その他必要

な医療等を受ける必要がある者を対象に，

介護老人保健施設もしくは介護医療院の療

養室，病院の療養病床に係る病室，診療所

の指定短期入所療養介護を提供する病室ま

たは病院の老人性認知症疾患療養病棟（健

康保険法等の一部を改正する法律附則第

130条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされた介護保険法施行令

（平成10年政令第142号）第４条第２項に規

定する病床により構成される病棟をいう。

以下同じ。）において指定短期入所療養介

護を提供するものとする。 

第192条 指定短期入所療養介護事業者は，利

用者の心身の状況もしくは病状により，も

しくはその家族の疾病，冠婚葬祭，出張等

の理由により，または利用者の家族の身体

的および精神的な負担の軽減等を図るため

に，一時的に入所して看護，医学的管理の

下における介護および機能訓練その他必要

な医療等を受ける必要がある者を対象に，

介護老人保健施設もしくは介護医療院の療

養室，病院の療養病床に係る病室または診

療所の指定短期入所療養介護を提供する病

室において指定短期入所療養介護を提供す

るものとする。 

  

（指定短期入所療養介護の取扱方針） （指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第194条 （略） 第194条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（新設） ６ 指定短期入所療養介護事業者は，身体的

拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措

置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに，そ

の結果について，介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 
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 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

６ （略） ７ （略） 

  

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第202条 指定短期入所療養介護事業者は，次

に掲げる利用者数以上の利用者に対して同

時に指定短期入所療養介護を行ってはなら

ない。ただし，災害，虐待その他のやむを

得ない事情がある場合は，この限りでない。 

第202条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 療養病床を有する病院もしくは診療所

または老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院である指定短期入所療養介護事業

所にあっては，療養病床または老人性認

知症疾患療養病棟に係る病床数および療

養病床または老人性認知症疾患療養病棟

に係る病室の定員を超えることとなる利

用者数 

(2) 療養病床を有する病院または診療所で

ある指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては，療養病床に係る病床数および療養

病床に係る病室の定員を超えることとな

る利用者数 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第203条 （略） 第203条 （略） 

２ 指定短期入所療養介護事業者は，利用者

に対する指定短期入所療養介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならな

い。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第20条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(2) 次条において準用する第20条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(3) 第194条第５項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の利用者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第194条第５項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

  

（準用） （準用） 

第204条 第10条から第14条まで，第16条，第

17条，第20条，第22条，第27条，第32条の

２，第34条，第35条，第37条から第41条ま

で（第39条第２項を除く。），第56条，第

第204条 第10条から第14条まで，第16条，第

17条，第20条，第22条，第27条，第32条の

２，第34条，第35条，第37条から第41条ま

で（第39条第２項を除く。），第56条，第
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108条，第110条，第144条，第152条，第153

条第２項および第166条の規定は，指定短期

入所療養介護の事業について準用する。こ

の場合において，第32条の２第２項，第34

条第１項ならびに第40条の２第１号および

第３号中「訪問介護員等」とあるのは「短

期入所療養介護従業者」と，第108条第３項

および第４項中「通所介護従業者」とある

のは「短期入所療養介護従業者」と，第144

条第２項第１号および第３号中「通所リハ

ビリテーション従業者」とあるのは「短期

入所療養介護従業者」と，第152条第１項中

「第164条」とあるのは「第201条」と，「短

期入所生活介護従業者」とあるのは「短期

入所療養介護従業者」と読み替えるものと

する。 

108条，第110条，第144条，第152条，第153

条第２項，第166条および第166条の２の規

定は，指定短期入所療養介護の事業につい

て準用する。この場合において，第32条の

２第２項，第34条第１項ならびに第40条の

２第１号および第３号中「訪問介護員等」

とあるのは「短期入所療養介護従業者」と，

第108条第３項および第４項中「通所介護従

業者」とあるのは「短期入所療養介護従業

者」と，第144条第２項第１号および第３号

中「通所リハビリテーション従業者」とあ

るのは「短期入所療養介護従業者」と，第

152条第１項中「第164条」とあるのは「第

201条」と，「短期入所生活介護従業者」と

あるのは「短期入所療養介護従業者」と読

み替えるものとする。 

  

（設備に関する基準） （設備に関する基準） 

第207条 ユニット型指定短期入所療養介護

の事業を行う者（以下「ユニット型指定短

期入所療養介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「ユニット型指定

短期入所療養介護事業所」という。）の設

備に関する基準は，次のとおりとする。 

第207条 介護老人保健施設であるユニット

型指定短期入所療養介護の事業を行う者

（以下「ユニット型指定短期入所療養介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「ユニット型指定短期入所療養介

護事業所」という。）の設備に関する基準

は，法に規定する介護老人保健施設として

必要とされる施設および設備（ユニット型

介護老人保健施設に関するものに限る。）

を有することとする。 

(1) 介護老人保健施設であるユニット型指

定短期入所療養介護事業所にあっては，

法に規定する介護老人保健施設として必

要とされる施設および設備（ユニット型

介護老人保健施設に関するものに限る。）

を有することとする。 

（削る） 

(2) 指定介護療養型医療施設であるユニッ

ト型指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては，平成18年旧介護保険法に規定する

指定介護療養型医療施設として必要とさ

れる設備（ユニット型指定介護療養型医

療施設に関するものに限る。）を有する

こととする。 

（削る） 

(3) 療養病床を有する病院であるユニット

型指定短期入所療養介護事業所にあって

は，平成18年旧介護保険法に規定する指

定介護療養型医療施設として必要とされ

る設備（ユニット型指定介護療養型医療

施設（療養病床を有する病院に限る。）

に関するものに限る。）を有することと

する。 

（削る） 

(4) 療養病床を有する診療所であるユニッ （削る） 
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ト型指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては，平成18年旧介護保険法に規定する

指定介護療養型医療施設として必要とさ

れる設備（ユニット型指定介護療養型医

療施設（療養病床を有する診療所に限

る。）に関するものに限る。）を有する

こととする。 

(5) 介護医療院であるユニット型指定短期

入所療養介護事業所にあっては，法に規

定する介護医療院として必要とされる施

設および設備（ユニット型介護医療院に

関するものに限る。）を有することとす

る。 

（削る） 

（新設） ２ 療養病床を有する病院であるユニット型

指定短期入所療養介護事業所の設備に関す

る基準は，次に掲げる設備を有することと

する。 

 (1) 療養病床を有する病院であるユニット

型指定短期入所療養介護事業所は，ユニ

ットおよび浴室を有しなければならな

い。 

 (2) 療養病床を有する病院であるユニット

型指定短期入所療養介護事業所のユニッ

ト，廊下，機能訓練室および浴室につい

ては，次の基準を満たさなければならな

い。 

 ア ユニット 

 (ｱ) 病室 

 ａ 一の病室の定員は，１人とする

こと。ただし，利用者への指定短

期入所療養介護の提供上必要と認

められる場合は，２人とすること

ができること。 

 ｂ 病室は，いずれかのユニットに

属するものとし，当該ユニットの

共同生活室に近接して一体的に設

けること。ただし，一のユニット

の利用者の定員は，原則としてお

おむね10人以下とし，15人を超え

ないものとすること。 

 ｃ 一の病室の床面積等は，10.65平

方メートル以上とすること。ただ

し，ａただし書の場合にあっては，

21.3平方メートル以上とするこ

と。 

 ｄ ブザーまたはこれに代わる設備

を設けること。 

 (ｲ) 共同生活室 

 ａ 共同生活室は，いずれかのユニ

ットに属するものとし，当該ユニ
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ットの利用者が交流し，共同で日

常生活を営むための場所としてふ

さわしい形状を有すること。 

 ｂ 一の共同生活室の床面積は，２

平方メートルに当該共同生活室が

属するユニットの利用者の定員を

乗じて得た面積以上を標準とする

こと。 

 ｃ 必要な設備および備品を備える

こと。 

 (ｳ) 洗面設備 

 ａ 病室ごとに設けること，または

共同生活室ごとに適当数設けるこ

と。 

 ｂ 身体の不自由な者が使用するの

に適したものとすること。 

 (ｴ) 便所 

 ａ 病室ごとに設けること，または

共同生活室ごとに適当数設けるこ

と。 

 ｂ ブザーまたはこれに代わる設備

を設けるとともに，身体の不自由

な者が使用するのに適したものと

すること。 

 イ 廊下幅 1.8メートル以上とするこ

と。ただし，中廊下の幅は，2.7メート

ル以上とすること。 

 ウ 機能訓練室 内のりによる測定で40

平方メートル以上の床面積を有し，必

要な器械および器具を備えること。 

 エ 浴室 身体の不自由な者が入浴する

のに適したものとすること。 

 (3) 前号イからエまでに掲げる設備は，専

ら当該ユニット型指定短期入所療養介護

事業所の用に供するものでなければなら

ない。ただし，利用者に対する指定短期

入所療養介護の提供に支障がない場合

は，この限りでない。 

 (4) 第２号ア（イ）の共同生活室は，医療

法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）

第21条第３号に規定する食堂とみなす。 

 (5) 前各号に規定するもののほか，療養病

床を有する病院であるユニット型指定短

期入所療養介護事業所は，消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備を設け

ることとする。 

（新設） ３ 療養病床を有する診療所であるユニット

型指定短期入所療養介護事業所の設備に関

する基準は，次に掲げる設備を有すること

とする。 
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 (1) 療養病床を有する診療所であるユニッ

ト型指定短期入所療養介護事業所は，ユ

ニットおよび浴室を有しなければならな

い。 

 (2) 療養病床を有する診療所であるユニッ

ト型指定短期入所療養介護事業所のユニ

ット，廊下，機能訓練室および浴室につ

いては，次の基準を満たさなければなら

ない。 

 ア ユニット 

 (ｱ) 病室 

 ａ 一の病室の定員は，１人とする

こと。ただし，利用者への指定短

期入所療養介護の提供上必要と認

められる場合は，２人とすること

ができること。 

 ｂ 病室は，いずれかのユニットに

属するものとし，当該ユニットの

共同生活室に近接して一体的に設

けること。ただし，一のユニット

の利用者の定員は，原則としてお

おむね10人以下とし，15人を超え

ないものとすること。 

 ｃ 一の病室の床面積等は，10.65平

方メートル以上とすること。ただ

し，ａただし書の場合にあっては，

21.3平方メートル以上とするこ

と。 

 ｄ ブザーまたはこれに代わる設備

を設けること。 

 (ｲ) 共同生活室 

 ａ 共同生活室は，いずれかのユニ

ットに属するものとし，当該ユニ

ットの利用者が交流し，共同で日

常生活を営むための場所としてふ

さわしい形状を有すること。 

 ｂ 一の共同生活室の床面積は，２

平方メートルに当該共同生活室が

属するユニットの利用者の定員を

乗じて得た面積以上を標準とする

こと。 

 ｃ 必要な設備および備品を備える

こと。 

 (ｳ) 洗面設備 

 ａ 病室ごとに設けること，または

共同生活室ごとに適当数設けるこ

と。 

 ｂ 身体の不自由な者が使用するの

に適したものとすること。 

 (ｴ) 便所 
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 ａ 病室ごとに設けること，または

共同生活室ごとに適当数設けるこ

と。 

 ｂ ブザーまたはこれに代わる設備

を設けるとともに，身体の不自由

な者が使用するのに適したものと

すること。 

 イ 廊下幅 1.8メートル以上とするこ

と。ただし，中廊下の幅は，2.7メート

ル以上とすること。 

 ウ 機能訓練室 機能訓練を行うために

十分な広さを有し，必要な器械および

器具を備えること。 

 エ 浴室 身体の不自由な者が入浴する

のに適したものとすること。 

 (3) 前号イからエまでに掲げる設備は，専

ら当該ユニット型指定短期入所療養介護

事業所の用に供するものでなければなら

ない。ただし，利用者に対する指定短期

入所療養介護の提供に支障がない場合

は，この限りでない。 

 (4) 第２号ア（イ）の共同生活室は，医療

法施行規則第21条の４において準用する

同令第21条第３号に規定する食堂とみな

す。 

 (5) 前各号に規定するもののほか，療養病

床を有する診療所であるユニット型指定

短期入所療養介護事業所は，消火設備そ

の他の非常災害に際して必要な設備を設

けることとする。 

（新設） ４ 介護医療院であるユニット型指定短期入

所療養介護事業所の設備に関する基準は，

法に規定する介護医療院として必要とされ

る施設および設備（ユニット型介護医療院

に関するものに限る。）を有することとす

る。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者

がユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業者（指定介護予防サービス等基準条

例第192条第１項に規定するユニット型指

定介護予防短期入所療養介護事業者をい

う。第215条において同じ。）の指定を併せ

て受け，かつ，ユニット型指定短期入所療

養介護の事業とユニット型指定介護予防短

期入所療養介護の事業（指定介護予防サー

ビス等基準条例第190条に規定するユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護の事業

をいう。第215条において同じ。）とが同一

の事業所において一体的に運営されている

場合については，指定介護予防サービス等

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者

がユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業者（指定介護予防サービス等基準条

例第192条第１項に規定するユニット型指

定介護予防短期入所療養介護事業者をい

う。第215条において同じ。）の指定を併せ

て受け，かつ，ユニット型指定短期入所療

養介護の事業とユニット型指定介護予防短

期入所療養介護の事業（指定介護予防サー

ビス等基準条例第190条に規定するユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護の事業

をいう。第215条において同じ。）とが同一

の事業所において一体的に運営されている

場合については，指定介護予防サービス等
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基準条例第192条第１項に規定する設備に

関する基準を満たすことをもって，前項に

規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

基準条例第192条第１項から第４項までに

規定する設備に関する基準を満たすことを

もって，前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

  

（指定短期入所療養介護の取扱方針） （指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第209条 （略） 第209条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

（新設） ８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者

は，身体的拘束等の適正化を図るため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに，そ

の結果について，介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

８ （略） ９ （略） 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第214条 （略） 第214条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所

の管理者は，ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならな

い。 

５ （略） ６ （略） 

  

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第215条 ユニット型指定短期入所療養介護

事業者は，次に掲げる利用者（当該ユニッ

ト型指定短期入所療養介護事業者がユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業者

の指定を併せて受け，かつ，ユニット型指

定短期入所療養介護の事業とユニット型指

定介護予防短期入所療養介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合にあっては，当該事業所におけるユ

ニット型指定短期入所療養介護またはユニ

ット型指定介護予防短期入所療養介護の利

用者。以下この条において同じ。）数以上

の利用者に対して同時に指定短期入所療養

介護を行ってはならない。ただし，災害，

虐待その他のやむを得ない事情がある場合

は，この限りでない。 

第215条 （略） 
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(1) （略） (1) （略） 

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設で

あるユニット型指定短期入所療養介護事

業所にあっては，利用者を当該ユニット

型指定介護療養型医療施設の入院患者と

みなした場合において入院患者の定員お

よび病室の定員を超えることとなる利用

者数 

（削る） 

(3) （略） (2) （略） 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第218条 （略） 第218条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

（新設） ９ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場

合における第１項第２号アおよび第２項第

２号アの規定の適用については，これらの

規定中「１」とあるのは，「0.9」とする。 

 (1) 第237条において準用する第166条の２

に規定する委員会において，利用者の安

全ならびに介護サービスの質の確保およ

び職員の負担軽減を図るための取組に関

する次に掲げる事項について必要な検討

を行い，および当該事項の実施を定期的

に確認していること。 

 ア 利用者の安全およびケアの質の確保 

 イ 特定施設従業者の負担軽減および勤

務状況への配慮 

 ウ 緊急時の体制整備 

 エ 業務の効率化，介護サービスの質の

向上等に資する機器（次号において「介

護機器」という。）の定期的な点検 

 オ 特定施設従業者に対する研修 

 (2) 介護機器を複数種類活用していること。 

 (3) 利用者の安全ならびに介護サービスの

質の確保および職員の負担軽減を図るた

め，特定施設従業者間の適切な役割分担

を行っていること。 

 (4) 利用者の安全ならびに介護サービスの

質の確保および職員の負担軽減を図る取

組による介護サービスの質の確保および

職員の負担軽減が行われていると認めら

れること。 

  

（管理者） （管理者） 

第219条 指定特定施設入居者生活介護事業

者は，指定特定施設ごとに専らその職務に

従事する管理者を置かなければならない。

ただし，指定特定施設の管理上支障がない

場合は，当該指定特定施設における他の職

務に従事し，または同一敷地内にある他の

第219条 指定特定施設入居者生活介護事業

者は，指定特定施設ごとに専らその職務に

従事する管理者を置かなければならない。

ただし，指定特定施設の管理上支障がない

場合は，当該指定特定施設における他の職

務に従事し，または他の事業所，施設等の
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事業所，施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

職務に従事することができるものとする。 

  

（介護） （介護） 

第228条 （略） 第228条 （略） 

  

 （口腔衛生の管理） 

（新設） 第228条の２ 指定特定施設入居者生活介護

事業者は，利用者の口腔の健康の保持を図

り，自立した日常生活を営むことができる

よう，口腔衛生の管理体制を整備し，各利

用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画

的に行わなければならない。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第234条 （略） 第234条 （略） 

（新設） ２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，

前項の規定に基づき協力医療機関を定める

に当たっては，次に掲げる要件を満たす協

力医療機関を定めるように努めなければな

らない。 

 (1) 利用者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。 

 (2) 当該指定特定施設入居者生活介護事業

者からの診療の求めがあった場合におい

て診療を行う体制を，常時確保している

こと。 

（新設） ３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，

１年に１回以上，協力医療機関との間で，

利用者の病状が急変した場合等の対応を確

認するとともに，協力医療機関の名称等を，

市長に届け出なければならない。 

（新設） ４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，

感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成10年法律第114号）第

６条第17項に規定する第２種協定指定医療

機関（次項において「第２種協定指定医療

機関」という。）との間で，新興感染症（同

条第７項に規定する新型インフルエンザ等

感染症，同条第８項に規定する指定感染症

または同条第９項に規定する新感染症をい

う。次項において同じ。）の発生時等の対

応を取り決めるように努めなければならな

い。 

（新設） ５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，

協力医療機関が第２種協定指定医療機関で

ある場合においては，当該第２種協定指定

医療機関との間で，新興感染症の発生時等

の対応について協議を行わなければならな
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い。 

（新設） ６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，

利用者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に，当該利用者の病状が軽快し，

退院が可能となった場合においては，再び

当該指定特定施設に速やかに入居させるこ

とができるように努めなければならない。 

２ （略） ７ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第236条 （略） 第236条 （略） 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，

利用者に対する指定特定施設入居者生活介

護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し，その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第224条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(2) 第224条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第226条第５項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の利用者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第226条第５項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 第233条第３項に規定する結果等の記録 (4) 第233条第３項の規定による結果等の記

録 

(5) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(7) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

  

（準用） （準用） 

第237条 第12条，第13条，第22条，第27条，

第32条の２，第34条から第36条まで，第37

条，第38条，第40条から第41条まで，第55

条，第56条，第110条，第111条および第159

条の規定は，指定特定施設入居者生活介護

の事業について準用する。この場合におい

て，第32条の２第２項，第34条第１項なら

びに第40条の２第１号および第３号中「訪

問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」

と，第55条中「訪問入浴介護従業者」とあ

るのは「特定施設従業者」と，第111条第２

項第１号および第３号中「通所介護従業者」

とあるのは「特定施設従業者」と読み替え

るものとする。 

第237条 第12条，第13条，第22条，第27条，

第32条の２，第34条から第36条まで，第37

条，第38条，第40条から第41条まで，第55

条，第56条，第110条，第111条，第159条お

よび第166条の２の規定は，指定特定施設入

居者生活介護の事業について準用する。こ

の場合において，第32条の２第２項，第34

条第１項ならびに第40条の２第１号および

第３号中「訪問介護員等」とあるのは「特

定施設従業者」と，第55条中「訪問入浴介

護従業者」とあるのは「特定施設従業者」

と，第111条第２項第１号および第３号中

「通所介護従業者」とあるのは「特定施設

従業者」と読み替えるものとする。 

  

（管理者） （管理者） 
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第241条 外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護事業者は，指定特定施設ご

とに専らその職務に従事する管理者を置か

なければならない。ただし，指定特定施設

の管理上支障がない場合は，当該指定特定

施設における他の職務に従事し，または同

一敷地内にある他の事業所，施設等の職務

に従事することができるものとする。 

第241条 外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護事業者は，指定特定施設ご

とに専らその職務に従事する管理者を置か

なければならない。ただし，指定特定施設

の管理上支障がない場合は，当該指定特定

施設における他の職務に従事し，または他

の事業所，施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第247条 （略） 第247条 （略） 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護事業者は，利用者に対する外部サ

ービス利用型指定特定施設入居者生活介護

の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備し，その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第244条第２項に規定する受託居宅サー

ビス事業者から受けた報告に係る記録 

(2) 第244条第２項の規定による受託居宅サ

ービス事業者から受けた報告に係る記録 

(3) 前条第８項に規定する結果等の記録 (3) 前条第８項の規定による結果等の記録 

(4) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

(7) 次条において準用する第224条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(7) 次条において準用する第224条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(8) 次条において準用する第226条第５項に

規定する身体的拘束等の態様および時

間，その際の利用者の心身の状況ならび

に緊急やむを得ない理由の記録 

(8) 次条において準用する第226条第５項の

規定による身体的拘束等の態様および時

間，その際の利用者の心身の状況ならび

に緊急やむを得ない理由の記録 

(9) 次条において準用する第233条第３項に

規定する結果等の記録 

(9) 次条において準用する第233条第３項の

規定による結果等の記録 

  

（福祉用具専門相談員の員数） （福祉用具専門相談員の員数） 

第250条 指定福祉用具貸与の事業を行う者

（以下「指定福祉用具貸与事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定福祉

用具貸与事業所」という。）ごとに置くべ

き福祉用具専門相談員（介護保険法施行令

第４条第１項に規定する福祉用具専門相談

員をいう。以下同じ。）の員数は，常勤換

算方法で，２以上とする。 

第250条 指定福祉用具貸与の事業を行う者

（以下「指定福祉用具貸与事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定福祉

用具貸与事業所」という。）ごとに置くべ

き福祉用具専門相談員（介護保険法施行令

（平成10年政令第412号）第４条第１項に規

定する福祉用具専門相談員をいう。以下同

じ。）の員数は，常勤換算方法で，２以上

とする。 

２ （略） ２ （略） 
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（管理者） （管理者） 

第251条 指定福祉用具貸与事業者は，指定福

祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定福祉用具貸与事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定福祉用具

貸与事業所の他の職務に従事し，または同

一敷地内にある他の事業所，施設等の職務

に従事することができるものとする。 

第251条 指定福祉用具貸与事業者は，指定福

祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定福祉用具貸与事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定福祉用具

貸与事業所の他の職務に従事し，または他

の事業所，施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

  

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） （指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第255条 福祉用具専門相談員の行う指定福

祉用具貸与の方針は，次に掲げるところに

よるものとする。 

第255条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

（新設） (2) 法第８条第12項に規定する厚生労働大

臣が定める福祉用具および同条第13項に

規定する特定福祉用具のいずれにも該当

する福祉用具（以下「対象福祉用具」と

いう。）に係る指定福祉用具貸与の提供

に当たっては，利用者が指定福祉用具貸

与または指定特定福祉用具販売のいずれ

かを選択できることについて十分な説明

を行った上で，利用者の当該選択に当た

って必要な情報を提供するとともに，医

師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚

士，居宅サービス計画の原案に位置付け

た指定居宅サービス等（法第８条第24項

に規定する指定居宅サービス等をいう。）

の担当者その他の関係者の意見および利

用者の身体の状況等を踏まえ，提案を行

うものとする。 

(2)～(4) （略） (3)～(5) （略） 

（新設） (6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，

当該利用者または他の利用者等の生命ま

たは身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き，身体的拘束等を行っては

ならない。 

（新設） (7) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(5)・(6) （略） (8)・(9) （略） 

  

（福祉用具貸与計画の作成） （福祉用具貸与計画の作成） 

第256条 福祉用具専門相談員は，利用者の希

望，心身の状況およびその置かれている環

境を踏まえ，指定福祉用具貸与の目標，当

該目標を達成するための具体的なサービス

の内容等を記載した福祉用具貸与計画を作

第256条 福祉用具専門相談員は，利用者の希

望，心身の状況およびその置かれている環

境を踏まえ，指定福祉用具貸与の目標，当

該目標を達成するための具体的なサービス

の内容，福祉用具貸与計画の実施状況の把
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成しなければならない。この場合において，

指定特定福祉用具販売の利用があるとき

は，第274条第１項に規定する特定福祉用具

販売計画と一体のものとして作成されなけ

ればならない。 

握（以下この条において「モニタリング」

という。）を行う時期等を記載した福祉用

具貸与計画を作成しなければならない。こ

の場合において，指定特定福祉用具販売の

利用があるときは，第274条第１項に規定す

る特定福祉用具販売計画と一体のものとし

て作成されなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ 福祉用具専門相談員は，福祉用具貸与計

画の作成後，モニタリングを行うものとす

る。ただし，対象福祉用具に係る指定福祉

用具貸与の提供に当たっては，福祉用具貸

与計画に基づくサービス提供の開始時から

６月以内に少なくとも１回モニタリングを

行い，その継続の必要性について検討を行

うものとする。 

（新設） ６ 福祉用具専門相談員は，モニタリングの

結果を記録し，当該記録をサービスの提供

に係る居宅サービス計画を作成した指定居

宅介護支援事業者に報告しなければならな

い。 

５ 福祉用具専門相談員は，福祉用具貸与計

画の作成後，当該福祉用具貸与計画の実施

状況の把握を行い，必要に応じて当該福祉

用具貸与計画の変更を行うものとする。 

７ 福祉用具専門相談員は，モニタリングの

結果を踏まえ，必要に応じて当該福祉用具

貸与計画の変更を行うものとする。 

６ （略） ８ （略） 

  

（掲示および目録の備え付け） （掲示および目録の備え付け） 

第261条 指定福祉用具貸与事業者は，事業所

の見やすい場所に，運営規程の概要その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。 

第261条 指定福祉用具貸与事業者は，事業所

の見やすい場所に，運営規程の概要その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項（以下この条において

単に「重要事項」という。）を掲示しなけ

ればならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，前項に規定

する事項を記載した書面を当該指定福祉用

具貸与事業所に備え付け，かつ，これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることによ

り，同項の規定による掲示に代えることが

できる。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，重要事項を

記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業

所に備え付け，かつ，これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより，前項の

規定による掲示に代えることができる。 

（新設） ３ 指定福祉用具貸与事業者は，原則として，

重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。 

３ （略） ４ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第262条 （略） 第262条 （略） 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，利用者に対

する指定福祉用具貸与の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し，その完結の日

２ （略） 
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から５年間保存しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第20条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(2) 次条において準用する第20条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

（新設） (3) 第255条第７号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(3) 第260条第４項に規定する結果等の記録 (4) 第260条第４項の規定による結果等の記

録 

(4) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(7) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

  

（管理者） （管理者） 

第268条 指定特定福祉用具販売事業者は，指

定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし，指定特定福祉用具販

売事業所の管理上支障がない場合は，当該

指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に

従事し，または同一敷地内にある他の事業

所，施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

第268条 指定特定福祉用具販売事業者は，指

定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし，指定特定福祉用具販

売事業所の管理上支障がない場合は，当該

指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に

従事し，または他の事業所，施設等の職務

に従事することができるものとする。 

  

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方

針） 

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方

針） 

第273条 福祉用具専門相談員の行う指定特

定福祉用具販売の方針は，次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

第273条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

（新設） (2) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具

販売の提供に当たっては，利用者が指定

福祉用具貸与または指定特定福祉用具販

売のいずれかを選択できることについて

十分な説明を行った上で，利用者の当該

選択に当たって必要な情報を提供すると

ともに，医師，理学療法士，作業療法士，

言語聴覚士，居宅サービス計画の原案に

位置付けた指定居宅サービス等（法第８

条第24項に規定する指定居宅サービス等

をいう。）の担当者その他の関係者の意

見および利用者の身体の状況等を踏ま

え，提案を行うものとする。 

(2)・(3) （略） (3)・(4) （略） 
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（新設） (5) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具

販売の提供に当たっては，利用者等から

の要請等に応じて，販売した福祉用具の

使用状況を確認するよう努めるととも

に，必要な場合は，使用方法の指導，修

理等を行うよう努めるものとする。 

（新設） (6) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっ

ては，当該利用者または他の利用者等の

生命または身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならない。 

（新設） (7) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(4) （略） (8) （略） 

  

（特定福祉用具販売計画の作成） （特定福祉用具販売計画の作成） 

第274条 （略） 第274条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ 福祉用具専門相談員は，対象福祉用具に

係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっ

ては，特定福祉用具販売計画の作成後，当

該特定福祉用具販売計画に記載した目標の

達成状況の確認を行うものとする。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第275条 （略） 第275条 （略） 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は，利用者

に対する指定特定福祉用具販売の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならな

い。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第270条に規定する提供した具体的なサ

ービスの内容等の記録 

(2) 第270条の規定による提供した具体的な

サービスの内容等の記録 

（新設） (3) 第273条第７号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(3) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第277条 指定居宅サービス事業者および指 第277条 指定居宅サービス事業者および指
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定居宅サービスの提供に当たる者は，作成，

保存その他これらに類するもののうち，こ

の条例の規定において書面（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その

他文字，図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されているまたは想定さ

れるもの（第12条第１項（第42条の３，第

47条，第59条，第63条，第79条，第89条，

第98条，第113条，第115条，第135条，第146

条，第168条（第181条において準用する場

合を含む。），第181条の３，第188条，第

204条（第216条において準用する場合を含

む。），第237条，第248条，第263条，第265

条および第276条において準用する場合を

含む。）および第224条第１項（第248条に

おいて準用する場合を含む。）ならびに次

項に規定するものを除く。）については，

書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で

作られる記録であって，電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

定居宅サービスの提供に当たる者は，作成，

保存その他これらに類するもののうち，こ

の条例の規定において書面（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その

他文字，図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されているまたは想定さ

れるもの（第12条第１項（第42条の３，第

47条，第59条，第63条，第79条，第89条，

第98条，第113条，第115条，第135条，第146

条，第168条（第181条において準用する場

合を含む。），第181条の３，第188条，第

204条（第216条において準用する場合を含

む。），第237条，第248条，第263条，第265

条および第276条において準用する場合を

含む。）および第224条第１項（第248条に

おいて準用する場合を含む。）ならびに次

項に規定するものを除く。）については，

書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録

により行うことができる。 

２ （略） ２ （略） 
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函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例 

新旧対照表【第２条関係】 

 

現 行 改 正 案 

  

（管理者） （管理者） 

第66条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看

護ステーションごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定訪問看護ステーションの

管理上支障がない場合は，当該指定訪問看

護ステーションの他の職務に従事し，また

は同一敷地内にある他の事業所，施設等の

職務に従事することができるものとする。 

第66条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看

護ステーションごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定訪問看護ステーションの

管理上支障がない場合は，当該指定訪問看

護ステーションの他の職務に従事し，また

は他の事業所，施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（指定訪問看護の具体的取扱方針） （指定訪問看護の具体的取扱方針） 

第72条 看護師等の行う指定訪問看護の方針

は，次に掲げるところによるものとする。 

第72条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定訪問看護の提供に当たっては，当

該利用者または他の利用者等の生命また

は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束等を行ってはな

らない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)～(5) （略） (5)～(7) （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第78条 （略） 第78条 （略） 

２ 指定訪問看護事業者は，利用者に対する

指定訪問看護の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 次条において準用する第20条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(4) 次条において準用する第20条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

（新設） (5) 第72条第４号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(5) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 
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(7) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(8) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第81条 （略） 第81条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（新設） ３ 指定訪問リハビリテーション事業所が法

第72条第１項の規定により法第41条第１項

本文の指定があったものとみなされた介護

老人保健施設または介護医療院である場合

については，函館市介護老人保健施設の人

員，施設および設備ならびに運営に関する

基準を定める条例（平成25年函館市条例第

27号。以下「介護老人保健施設基準条例」

という。）第４条または函館市介護医療院

の人員，施設および設備ならびに運営に関

する基準を定める条例（平成30年函館市条

例第24号。以下「介護医療院基準条例」と

いう。）第４条に規定する人員に関する基

準を満たすことをもって，前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業者が指

定介護予防訪問リハビリテーション事業者

（指定介護予防サービス等基準条例第80条

第１項に規定する指定介護予防訪問リハビ

リテーション事業者をいう。次条第２項に

おいて同じ。）の指定を併せて受け，かつ，

指定訪問リハビリテーションの事業と指定

介護予防訪問リハビリテーション（指定介

護予防サービス等基準条例第79条に規定す

る指定介護予防訪問リハビリテーションを

いう。次条第２項において同じ。）の事業

とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については，指定介護予防サ

ービス等基準条例第80条第１項に規定する

人員に関する基準を満たすことをもって，

第１項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

４ 指定訪問リハビリテーション事業者が指

定介護予防訪問リハビリテーション事業者

（指定介護予防サービス等基準条例第80条

第１項に規定する指定介護予防訪問リハビ

リテーション事業者をいう。次条第２項に

おいて同じ。）の指定を併せて受け，かつ，

指定訪問リハビリテーションの事業と指定

介護予防訪問リハビリテーション（指定介

護予防サービス等基準条例第79条に規定す

る指定介護予防訪問リハビリテーションを

いう。次条第２項において同じ。）の事業

とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については，指定介護予防サ

ービス等基準条例第80条第１項から第３項

までに規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって，前３項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

  

（指定訪問リハビリテーションの具体的取

扱方針） 

（指定訪問リハビリテーションの具体的取

扱方針） 

第85条 指定訪問リハビリテーションの提供

は理学療法士，作業療法士または言語聴覚

士が行うものとし，その方針は，次に掲げ

るところによるものとする。 

第85条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定訪問リハビリテーションの提供に

当たっては，当該利用者または他の利用
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者等の生命または身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き，身体的拘束

等を行ってはならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)～(5) （略） (5)～(7) （略） 

  

（訪問リハビリテーション計画の作成） （訪問リハビリテーション計画の作成） 

第86条 （略） 第86条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（新設） ４ 医師および理学療法士，作業療法士また

は言語聴覚士は，リハビリテーションを受

けていた医療機関から退院した利用者に係

る訪問リハビリテーション計画の作成に当

たっては，当該医療機関が作成したリハビ

リテーション実施計画書等により，当該利

用者に係るリハビリテーションの情報を把

握しなければならない。 

４ （略） ５ （略） 

５ 指定訪問リハビリテーション事業者が指

定通所リハビリテーション事業者（第137条

第１項に規定する指定通所リハビリテーシ

ョン事業者をいう。）の指定を併せて受け，

かつ，リハビリテーション会議の開催等を

通じて，利用者の病状，心身の状況，希望

およびその置かれている環境に関する情報

を構成員と共有し，訪問リハビリテーショ

ンおよび通所リハビリテーションの目標お

よび当該目標を踏まえたリハビリテーショ

ン提供内容について整合性のとれた訪問リ

ハビリテーション計画を作成した場合につ

いては，第141条第１項から第４項までに規

定する運営に関する基準を満たすことをも

って，前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

６ 指定訪問リハビリテーション事業者が指

定通所リハビリテーション事業者（第137条

第１項に規定する指定通所リハビリテーシ

ョン事業者をいう。）の指定を併せて受け，

かつ，リハビリテーション会議の開催等を

通じて，利用者の病状，心身の状況，希望

およびその置かれている環境に関する情報

を構成員と共有し，訪問リハビリテーショ

ンおよび通所リハビリテーションの目標お

よび当該目標を踏まえたリハビリテーショ

ン提供内容について整合性のとれた訪問リ

ハビリテーション計画を作成した場合につ

いては，第141条第１項から第５項までに規

定する運営に関する基準を満たすことをも

って，前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第88条 （略） 第88条 （略） 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は，

利用者に対する指定訪問リハビリテーショ

ンの提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し，その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第20条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(2) 次条において準用する第20条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

（新設） (3) 第85条第４号の規定による身体的拘束
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等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(3) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

  

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方

針） 

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方

針） 

第95条 医師または歯科医師の行う指定居宅

療養管理指導の方針は，次に掲げるところ

によるものとする。 

第95条 （略） 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

（新設） (4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっ

ては，当該利用者または他の利用者等の

生命または身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならない。 

（新設） (5) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(4)～(7) （略） (6)～(9) （略） 

２ 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方

針は，次に掲げるところによるものとする。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっ

ては，当該利用者または他の利用者等の

生命または身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)～(7) （略） (5)～(9) （略） 

３ 歯科衛生士または管理栄養士の行う指定

居宅療養管理指導の方針は，次に掲げると

ころによるものとする。 

３ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっ

ては，当該利用者または他の利用者等の

生命または身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，
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その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)・(4) （略） (5)・(6) （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第97条 （略） 第97条 （略） 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は，利用者

に対する指定居宅療養管理指導の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならな

い。 

２ （略） 

(1) 次条において準用する第20条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(1) 次条において準用する第20条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

（新設） (2) 第95条第１項第５号，第２項第４号お

よび第３項第４号の規定による身体的拘

束等の態様および時間，その際の利用者

の心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

(2) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(5) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第137条 （略） 第137条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（新設） ４ 指定通所リハビリテーション事業所が法

第72条第１項の規定により法第41条第１項

本文の指定があったものとみなされた介護

老人保健施設または介護医療院である場合

については，介護老人保健施設基準条例第

４条または介護医療院基準条例第４条に規

定する人員に関する基準を満たすことをも

って，前項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

４ 指定通所リハビリテーション事業者が指

定介護予防通所リハビリテーション事業者

の指定を併せて受け，かつ，指定通所リハ

ビリテーションの事業と指定介護予防通所

リハビリテーションの事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

ついては，指定介護予防サービス等基準条

例第118条第１項から第３項までに規定す

る人員に関する基準を満たすことをもっ

て，前３項に規定する基準を満たしている

５ 指定通所リハビリテーション事業者が指

定介護予防通所リハビリテーション事業者

の指定を併せて受け，かつ，指定通所リハ

ビリテーションの事業と指定介護予防通所

リハビリテーションの事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

ついては，指定介護予防サービス等基準条

例第118条第１項から第４項までに規定す

る人員に関する基準を満たすことをもっ

て，前各項に規定する基準を満たしている
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ものとみなすことができる。 ものとみなすことができる。 

  

（指定通所リハビリテーションの具体的取

扱方針） 

（指定通所リハビリテーションの具体的取

扱方針） 

第140条 指定通所リハビリテーションの方

針は，次に掲げるところによるものとする。 

第140条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定通所リハビリテーションの提供に

当たっては，当該利用者または他の利用

者等の生命または身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き，身体的拘束

等を行ってはならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)・(4) （略） (5)・(6) （略） 

  

（通所リハビリテーション計画の作成） （通所リハビリテーション計画の作成） 

第141条 （略） 第141条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（新設） ４ 医師等の従業者は，リハビリテーション

を受けていた医療機関から退院した利用者

に係る通所リハビリテーション計画の作成

に当たっては，当該医療機関が作成したリ

ハビリテーション実施計画書等により，当

該利用者に係るリハビリテーションの情報

を把握しなければならない。 

４・５ （略） ５・６ （略） 

６ 指定通所リハビリテーション事業者が指

定訪問リハビリテーション事業者の指定を

併せて受け，かつ，リハビリテーション会

議（医師が参加した場合に限る。）の開催

等を通じて，利用者の病状，心身の状況，

希望およびその置かれている環境に関する

情報を構成員と共有し，訪問リハビリテー

ションおよび通所リハビリテーションの目

標および当該目標を踏まえたリハビリテー

ション提供内容について整合性のとれた通

所リハビリテーション計画を作成した場合

については，第86条第１項から第４項まで

に規定する運営に関する基準を満たすこと

をもって，第１項から第４項までに規定す

る基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

７ 指定通所リハビリテーション事業者が指

定訪問リハビリテーション事業者の指定を

併せて受け，かつ，リハビリテーション会

議（医師が参加した場合に限る。）の開催

等を通じて，利用者の病状，心身の状況，

希望およびその置かれている環境に関する

情報を構成員と共有し，訪問リハビリテー

ションおよび通所リハビリテーションの目

標および当該目標を踏まえたリハビリテー

ション提供内容について整合性のとれた通

所リハビリテーション計画を作成した場合

については，第86条第１項から第５項まで

に規定する運営に関する基準を満たすこと

をもって，第１項から第５項までに規定す

る基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第145条 （略） 第145条 （略） 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は，

利用者に対する指定通所リハビリテーショ

２ （略） 
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ンの提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し，その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第20条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(2) 次条において準用する第20条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

（新設） (3) 第140条第４号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(3) 次条において準用する第27条に規定す

る市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第27条の規定に

よる市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第38条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第38条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第40条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第40条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

  

（設備に関する基準） （設備に関する基準） 

第191条 指定短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は，次のとおりとする。 

第191条 （略） 

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所

療養介護事業所にあっては，法に規定す

る介護老人保健施設として必要とされる

施設および設備（ユニット型介護老人保

健施設（函館市介護老人保健施設の人員，

施設および設備ならびに運営に関する基

準を定める条例（平成25年函館市条例第

27号）第43条に規定するユニット型介護

老人保健施設をいう。第207条第１項第１

号および第215条第１号において同じ。）

に関するものを除く。）を有することと

する。 

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所

療養介護事業所にあっては，法に規定す

る介護老人保健施設として必要とされる

施設および設備（ユニット型介護老人保

健施設（介護老人保健施設基準条例第43

条に規定するユニット型介護老人保健施

設をいう。第207条第１項第１号および第

215条第１号において同じ。）に関するも

のを除く。）を有することとする。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介

護事業所にあっては，法に規定する介護

医療院として必要とされる施設および設

備（ユニット型介護医療院（函館市介護

医療院の人員，施設および設備ならびに

運営に関する基準を定める条例（平成30

年函館市条例第24号）第43条に規定する

ユニット型介護医療院をいう。第207条お

よび第215条において同じ。）に関するも

のを除く。）を有することとする。 

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介

護事業所にあっては，法に規定する介護

医療院として必要とされる施設および設

備（ユニット型介護医療院（介護医療院

基準条例第43条に規定するユニット型介

護医療院をいう。第207条および第215条

において同じ。）に関するものを除く。）

を有することとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例（令和３年函館市条例第２３号） 新旧対照表【第３条関係】 

 

現 行 改 正 案 

  

   附 則    附 則 

  

（虐待の防止に係る経過措置） （虐待の防止に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）から令和６年３月31日までの間，

この条例による改正後の函館市指定居宅サ

ービス等の事業の人員，設備および運営に

関する基準等を定める条例（以下「新条例」

という。）第３条第３項および第40条の２

（第42条の３，第47条，第59条，第63条，

第79条，第89条，第98条，第113条，第115

条，第135条，第146条，第168条（第181条

において準用する場合を含む。），第181条

の３，第188条，第204条（第216条において

準用する場合を含む。），第237条，第248

条，第263条，第265条および第276条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては，これらの規定中「講じなければ」

とあるのは，「講ずるよう努めなければ」

とし，新条例第30条（第42条の３および第

47条において準用する場合を含む。），第

57条（第 63条において準用する場合を含

む。)，第77条，第87条，第96条，第107条

（第115条および第135条において準用する

場合を含む。），第143条，第164条（第181

条の３および第 188条において準用する場

合を含む。），第178条，第201条，第213条，

第232条，第245条および第257条（第265条

および第276条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については，これらの

規定中「，次に」とあるのは「，虐待の防

止のための措置に関する事項に関する規程

を定めておくよう努めるとともに，次に」

と，「重要事項」とあるのは「重要事項（虐

待の防止のための措置に関する事項を除

く。）」とする。 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）から令和９年３月31日までの間，

この条例による改正後の函館市指定居宅サ

ービス等の事業の人員，設備および運営に

関する基準等を定める条例（以下「新条例」

という。）第３条第３項（第91条第１項に

規定する指定居宅療養管理指導事業者に適

用される場合に限る。）および第40条の２

（第98条において準用する場合に限る。）

の規定の適用については，これらの規定中

「講じなければ」とあるのは「講ずるよう

努めなければ」とし，新条例第96条の規定

の適用については，同条各号列記以外の部

分中「，次に」とあるのは「，虐待の防止

のための措置に関する事項に関する規程を

定めておくよう努めるとともに，次に」と，

「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の

防止のための措置に関する事項を除く。）」

とする。 

  

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

第３条 施行日から令和６年３月31日までの

間，新条例第32条の２（第42条の３，第47

条，第59条，第63条，第79条，第89条，第

98条，第113条，第115条，第135条，第146

条，第168条（第181条において準用する場

合を含む。），第181条の３，第188条，第

第３条 施行日から令和９年３月31日までの

間，新条例第32条の２（第98条において準

用する場合に限る。以下この条において同

じ。）の規定の適用については，新条例第

32条の２第１項中「講じなければ」とある

のは「講ずるよう努めなければ」と，同条
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204条（第216条において準用する場合を含

む。），第237条，第248条，第263条，第265

条および第276条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については，これら

の規定中「講じなければ」とあるのは「講

ずるよう努めなければ」と，「実施しなけ

れば」とあるのは「実施するよう努めなけ

れば」と，「行うものとする」とあるのは

「行うよう努めるものとする」とする。 

第２項中「実施しなければ」とあるのは「実

施するよう努めなければ」と，同条第３項

中「行うものとする」とあるのは「行うよ

う努めるものとする」とする。 
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17 函館市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に

伴い，指定居宅介護支援の事業の基本方針，人員の基準等に関する規定

を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第７条第４項の改正規定（「第

７項」を「第８項」に改める部分および同項を同条第５項とする部分を

除く。）および第３４条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 
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函館市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例 

新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（基本方針） （基本方針） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営

に当たっては，市，法第115条の46第１項に

規定する地域包括支援センター，老人福祉

法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２

第１項に規定する老人介護支援センター，

他の指定居宅介護支援事業者，指定介護予

防支援事業者（法第58条第１項に規定する

指定介護予防支援事業者をいう。以下同

じ。），介護保険施設，障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成17年法律第123号）第51条の17第１

項第１号に規定する指定特定相談支援事業

者等との連携に努めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営

に当たっては，市，法第115条の46第１項に

規定する地域包括支援センター（以下「地

域包括支援センター」という。），老人福

祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の

２第１項に規定する老人介護支援センタ

ー，他の指定居宅介護支援事業者，指定介

護予防支援事業者（法第58条第１項に規定

する指定介護予防支援事業者をいう。以下

同じ。），介護保険施設，障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成17年法律第123号）第51条の17第

１項第１号に規定する指定特定相談支援事

業者等との連携に努めなければならない。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項に規定する員数の基準は，利用者の

数が35またはその端数を増すごとに１とす

る。 

２ 前項に規定する員数の基準は，利用者の

数（当該指定居宅介護支援事業者が指定介

護予防支援事業者の指定を併せて受け，ま

たは法第115条の23第３項の規定により地

域包括支援センターの設置者である指定介

護予防支援事業者から委託を受けて，当該

指定居宅介護支援事業所において指定介護

予防支援（法第58条第１項に規定する指定

介護予防支援をいう。以下この項および第

16条第26号において同じ。）を行う場合に

あっては，当該事業所における指定居宅介

護支援の利用者の数に当該事業所における

指定介護予防支援の利用者の数に３分の１

を乗じた数を加えた数。次項において同

じ。）が44またはその端数を増すごとに１

とする。 

（新設） ３ 前項の規定にかかわらず，指定居宅介護

支援事業所が，公益社団法人国民健康保険

中央会（昭和34年１月１日に社団法人国民

健康保険中央会という名称で設立された法

人をいう。）が運用および管理を行う指定

居宅介護支援事業者および指定居宅サービ

ス事業者等の使用に係る電子計算機と接続
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された居宅サービス計画の情報の共有等の

ための情報処理システムを利用し，かつ，

事務職員を配置している場合における第１

項に規定する員数の基準は，利用者の数が

49またはその端数を増すごとに１とする。 

  

（管理者） （管理者） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項に規定する管理者は，専らその職

務に従事する者でなければならない。ただ

し，次に掲げる場合は，この限りでない。 

３ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所

の職務に従事する場合（その管理する指

定居宅介護支援事業所の管理に支障がな

い場合に限る。） 

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する

場合（その管理する指定居宅介護支援事

業所の管理に支障がない場合に限る。） 

  

（内容および手続の説明および同意） （内容および手続の説明および同意） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介

護支援の提供の開始に際し，あらかじめ，

居宅サービス計画が第３条に規定する基本

方針および利用者の希望に基づき作成され

るものであり，利用者は複数の指定居宅サ

ービス事業者等を紹介するよう求めること

ができること，前６月間に当該指定居宅介

護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画の総数のうちに訪問介護，通所介

護，福祉用具貸与および地域密着型通所介

護（以下この項において「訪問介護等」と

いう。）がそれぞれ位置付けられた居宅サ

ービス計画の数が占める割合，前６月間に

当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画に位置付けられた

訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定

居宅サービス事業者または指定地域密着型

サービス事業者によって提供されたものが

占める割合等につき説明を行い，理解を得

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介

護支援の提供の開始に際し，あらかじめ，

利用者またはその家族に対し，居宅サービ

ス計画が第３条に規定する基本方針および

利用者の希望に基づき作成されるものであ

り，利用者は複数の指定居宅サービス事業

者等を紹介するよう求めることができるこ

と等につき説明を行い，理解を得なければ

ならない。 

（新設） ３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介

護支援の提供の開始に際し，あらかじめ，

利用者またはその家族に対し，前６月間に

当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画の総数のうちに訪

問介護，通所介護，福祉用具貸与および地

域密着型通所介護（以下この項において「訪

問介護等」という。）がそれぞれ位置付け

られた居宅サービス計画の数が占める割合

ならびに前６月間に当該指定居宅介護支援
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事業所において作成された居宅サービス計

画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数

のうちに同一の指定居宅サービス事業者ま

たは指定地域密着型サービス事業者によっ

て提供されたものが占める割合につき説明

を行い，理解を得るよう努めなければなら

ない。 

３ （略） ４ （略） 

４ 指定居宅介護支援事業者は，利用申込者

またはその家族からの申出があった場合に

は，第１項の規定による文書の交付に代え

て，第７項で定めるところにより，当該利

用申込者またはその家族の承諾を得て，当

該文書に記すべき重要事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この

場合において，当該指定居宅介護支援事業

者は，当該文書を交付したものとみなす。 

５ 指定居宅介護支援事業者は，利用申込者

またはその家族からの申出があった場合に

は，第１項の規定による文書の交付に代え

て，第８項で定めるところにより，当該利

用申込者またはその家族の承諾を得て，当

該文書に記すべき重要事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この

場合において，当該指定居宅介護支援事業

者は，当該文書を交付したものとみなす。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに第１項に規

定する重要事項を記録したものを交付す

る方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録で

あって，電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。第34条第１項において同

じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調

製するファイルに第１項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法 

５ （略） ６ （略） 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」と

は，指定居宅介護支援事業者の使用に係る

電子計算機と，利用申込者またはその家族

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。 

７ 第５項第１号の「電子情報処理組織」と

は，指定居宅介護支援事業者の使用に係る

電子計算機と，利用申込者またはその家族

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。 

７ 指定居宅介護支援事業者は，第４項の規

定により第１項に規定する重要事項を提供

しようとするときは，あらかじめ，当該利

用申込者またはその家族に対し，その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類および内容

を示し，文書または電磁的方法による承諾

を得なければならない。 

８ 指定居宅介護支援事業者は，第５項の規

定により第１項に規定する重要事項を提供

しようとするときは，あらかじめ，当該利

用申込者またはその家族に対し，その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類および内容

を示し，文書または電磁的方法による承諾

を得なければならない。 

(1) 第４項各号に規定する方法のうち指定

居宅介護支援事業者が使用するもの 

(1) 第５項各号に規定する方法のうち指定

居宅介護支援事業者が使用するもの 

(2) （略） (2) （略） 

８ （略） ９ （略） 

  

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第16条 指定居宅介護支援の方針は，第３条

に規定する基本方針および前条に規定する

第16条 （略） 
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基本取扱方針に基づき，次に掲げるところ

によるものとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (2)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっ

ては，当該利用者または他の利用者等の

生命または身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き，身体的拘束その他

利用者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という。）を行ってはなら

ない。 

（新設） (2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合に

は，その態様および時間，その際の利用

者の心身の状況ならびに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。 

(3)～(13) （略） (3)～(13) （略） 

(13)の２ 介護支援専門員は，指定居宅サー

ビス事業者等から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要と認めるとき

は，利用者の服薬状況，口腔
く う

機能その他

の利用者の心身または生活の状況に係る

情報のうち必要と認めるものを，利用者

の同意を得て主治の医師もしくは歯科医

師または薬剤師に提供するものとする。 

(13)の２ 介護支援専門員は，指定居宅サー

ビス事業者等から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要と認めるとき

は，利用者の服薬状況，口腔
く う

機能その他

の利用者の心身または生活の状況に係る

情報のうち必要と認めるものを，利用者

の同意を得て主治の医師等または薬剤師

に提供するものとする。 

(14) 介護支援専門員は，第13号に規定する

実施状況の把握（以下「モニタリング」

という。）に当たっては，利用者および

その家族，指定居宅サービス事業者等と

の連絡を継続的に行うこととし，特段の

事情のない限り，次に定めるところによ

り行わなければならない。 

(14) （略） 

ア 少なくとも１月に１回，利用者の居

宅を訪問し，利用者に面接すること。 

ア 少なくとも１月に１回，利用者に面

接すること。 

（新設） イ アの規定による面接は，利用者の居

宅を訪問することによって行うこと。

ただし，次のいずれにも該当する場合

であって，少なくとも２月に１回，利

用者の居宅を訪問し，利用者に面接す

るときは，利用者の居宅を訪問しない

月においては，テレビ電話装置等を活

用して，利用者に面接することができ

るものとする。 

 (ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接

を行うことについて，文書により利用

者の同意を得ていること。 

 (ｲ) サービス担当者会議等において，次

に掲げる事項について主治の医師，担

当者その他の関係者の合意を得てい

ること。 

 ａ 利用者の心身の状況が安定して
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いること。 

 ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活

用して意思疎通を行うことができ

ること。 

 ｃ 介護支援専門員が，テレビ電話装

置等を活用したモニタリングでは

把握できない情報について，担当者

から提供を受けること。 

イ （略） ウ （略） 

(15)～(25) （略） (15)～(25) （略） 

(26) 指定居宅介護支援事業者は，法第115条

の23第３項の規定に基づき，指定介護予

防支援事業者から指定介護予防支援の業

務の委託を受けるに当たっては，その業

務量等を勘案し，当該指定居宅介護支援

事業者が行う指定居宅介護支援の業務が

適正に実施できるよう配慮しなければな

らない。 

(26) 指定居宅介護支援事業者は，法第115条

の23第３項の規定に基づき，地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者から指定介護予防支援の業務

の委託を受けるに当たっては，その業務

量等を勘案し，当該指定居宅介護支援事

業者が行う指定居宅介護支援の業務が適

正に実施できるよう配慮しなければなら

ない。 

(27) （略） (27) （略） 

  

（掲示） （掲示） 

第25条 指定居宅介護支援事業者は，指定居

宅介護支援事業所の見やすい場所に，運営

規程の概要，介護支援専門員の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を掲示しなけれ

ばならない。 

第25条 指定居宅介護支援事業者は，指定居

宅介護支援事業所の見やすい場所に，運営

規程の概要，介護支援専門員の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項（以下この条に

おいて単に「重要事項」という。）を掲示

しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，前項に規定

する事項を記載した書面を当該指定居宅介

護支援事業所に備え付け，かつ，これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることによ

り，同項の規定による掲示に代えることが

できる。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，重要事項を

記載した書面を当該指定居宅介護支援事業

所に備え付け，かつ，これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより，前項の

規定による掲示に代えることができる。 

（新設） ３ 指定居宅介護支援事業者は，原則として，

重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第32条 （略） 第32条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対

する指定居宅介護支援の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し，その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 第16条第２号の３の規定による身体的

拘束等の態様および時間，その際の利用

者の心身の状況ならびに緊急やむを得な

い理由の記録 

174



  

 

(3) 第19条に規定する市町村への通知に係

る記録 

(4) 第19条の規定による市町村への通知に

係る記録 

(4) 第29条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(5) 第29条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(5) 第30条第２項に規定する事故の状況お

よび事故に際してとった処置についての

記録 

(6) 第30条第２項の規定による事故の状況

および事故に際してとった処置について

の記録 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第34条 指定居宅介護支援事業者および指定

居宅介護支援の提供に当たる者は，作成，

保存その他これらに類するもののうち，こ

の条例の規定において書面（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その

他文字，図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されているまたは想定さ

れるもの（第10条（第33条において準用す

る場合を含む。）および第16条第24号（第

33条において準用する場合を含む。）なら

びに次項に規定するものを除く。）につい

ては，書面に代えて，当該書面に係る電磁

的記録（電子的方式，磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって，電子計算機

による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

第34条 指定居宅介護支援事業者および指定

居宅介護支援の提供に当たる者は，作成，

保存その他これらに類するもののうち，こ

の条例の規定において書面（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その

他文字，図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されているまたは想定さ

れるもの（第10条（第33条において準用す

る場合を含む。）および第16条第24号（第

33条において準用する場合を含む。）なら

びに次項に規定するものを除く。）につい

ては，書面に代えて，当該書面に係る電磁

的記録により行うことができる。 

２ （略） ２ （略） 
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18 函館市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備および運

営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例等の一部を

改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等の一部改正に伴い，指定介護予防サービス等の事業の人員の基準等

に関する規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中第５１条の２第２項の改正規定および第２６７条第１項 

の改正規定 公布の日 

(2) 第２条の規定 令和６年６月１日 
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函館市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備および運営ならびに 

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に 

関する基準等を定める条例 新旧対照表【第１条関係】 

 

現 行 改 正 案 

  

（管理者） （管理者） 

第 50条  指定介護予防訪問入浴介護事業者

は，指定介護予防訪問入浴介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし，指定介護

予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定介護予防訪問入浴介護

事業所の他の職務に従事し，または同一敷

地内にある他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

第 50条  指定介護予防訪問入浴介護事業者

は，指定介護予防訪問入浴介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし，指定介護

予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定介護予防訪問入浴介護

事業所の他の職務に従事し，または他の事

業所，施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

  

（内容および手続の説明および同意） （内容および手続の説明および同意） 

第51条の２ （略） 第51条の２ （略） 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利

用申込者またはその家族からの申出があっ

た場合には，前項の規定による文書の交付

に代えて，第５項で定めるところにより，

当該利用申込者またはその家族の承諾を得

て，当該文書に記すべき重要事項を電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって次に掲げ

るもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。

この場合において，当該指定介護予防訪問

入浴介護事業者は，当該文書を交付したも

のとみなす。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録で

あって，電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。第267条第１項において

同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって

調製するファイルに前項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（掲示） （掲示） 

第55条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業

者は，指定介護予防訪問入浴介護事業所の

見やすい場所に，第55条に規定する重要事

項に関する規程の概要，介護予防訪問入浴

介護従業者の勤務の体制その他の利用申込

第55条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業

者は，指定介護予防訪問入浴介護事業所の

見やすい場所に，第55条に規定する重要事

項に関する規程の概要，介護予防訪問入浴

介護従業者の勤務の体制その他の利用申込
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者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。 

者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項（以下この条において単に「重要

事項」という。）を掲示しなければならな

い。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，前

項に規定する事項を記載した書面を当該指

定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付

け，かつ，これをいつでも関係者に自由に

閲覧させることにより，同項の規定による

掲示に代えることができる。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，重

要事項を記載した書面を当該指定介護予防

訪問入浴介護事業所に備え付け，かつ，こ

れをいつでも関係者に自由に閲覧させるこ

とにより，前項の規定による掲示に代える

ことができる。 

（新設） ３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，原

則として，重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第56条 （略） 第56条 （略） 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利

用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し，そ

の完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

２ （略） 

(1) 第51条の13第２項に規定する提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

(1) 第51条の13第２項の規定による提供し

た具体的なサービスの内容等の記録 

（新設） (2) 第59条第４号の規定による身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）の態様お

よび時間，その際の利用者の心身の状況

ならびに緊急やむを得ない理由の記録 

(2) 第52条の３に規定する市町村への通知

に係る記録 

(3) 第52条の３の規定による市町村への通

知に係る記録 

(3) 第55条の８第２項に規定する苦情の内

容等の記録 

(4) 第55条の８第２項の規定による苦情の

内容等の記録 

(4) 第55条の10第２項に規定する事故の状

況および事故に際してとった処置につい

ての記録 

(5) 第55条の10第２項の規定による事故の

状況および事故に際してとった処置につ

いての記録 

  

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱

方針） 

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱

方針） 

第59条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う

指定介護予防訪問入浴介護の方針は，第48

条に規定する基本方針および前条に規定す

る基本取扱方針に基づき，次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

第59条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当

たっては，当該利用者または他の利用者

等の生命または身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き，身体的拘束等

を行ってはならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，
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その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)～(5) （略） (5)～(7) （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第61条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業

者は，基準該当介護予防訪問入浴介護事業

所ごとに専らその職務に従事する管理者を

置かなければならない。ただし，基準該当

介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障

がない場合は，当該基準該当介護予防訪問

入浴介護事業所の他の職務に従事し，また

は同一敷地内にある他の事業所，施設等の

職務に従事することができるものとする。 

第61条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業

者は，基準該当介護予防訪問入浴介護事業

所ごとに専らその職務に従事する管理者を

置かなければならない。ただし，基準該当

介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障

がない場合は，当該基準該当介護予防訪問

入浴介護事業所の他の職務に従事し，また

は他の事業所，施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

  

（指定介護予防訪問リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

第87条 指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの提供は理学療法士，作業療法士または

言語聴覚士が行うものとし，その方針は，

第79条に規定する基本方針および前条に規

定する基本取扱方針に基づき，次に掲げる

ところによるものとする。 

第87条 （略） 

(1) 指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供に当たっては，主治の医師もしく

は歯科医師からの情報伝達またはサービ

ス担当者会議もしくはリハビリテーショ

ン会議（介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画または介護予防通所リハビリテー

ション計画の作成のために，利用者およ

びその家族の参加を基本としつつ，医師，

理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，

指定介護予防支援等基準条例第５条に規

定する担当職員，介護予防サービス計画

の原案に位置付けた指定介護予防サービ

ス等（法第８条の２第16項に規定する指

定介護予防サービス等をいう。）の担当

者その他の関係者（以下「構成員」とい

う。）により構成される会議（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるも

のとする。ただし，利用者またはその家

族（以下この号において「利用者等」と

いう。）が参加する場合にあっては，テ

レビ電話装置等の活用について当該利用

者等の同意を得なければならない。）を

いう。以下同じ。）を通じる等の適切な

方法により，利用者の病状，心身の状況，

その置かれている環境等利用者の日常生

活全般の状況の的確な把握を行うものと

(1) 指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供に当たっては，主治の医師もしく

は歯科医師からの情報伝達またはサービ

ス担当者会議もしくはリハビリテーショ

ン会議（介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画または介護予防通所リハビリテー

ション計画の作成のために，利用者およ

びその家族の参加を基本としつつ，医師，

理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，

指定介護予防支援等基準条例第５条第１

項に規定する担当職員および同条第２項

に規定する介護支援専門員，介護予防サ

ービス計画の原案に位置付けた指定介護

予防サービス等（法第８条の２第16項に

規定する指定介護予防サービス等をい

う。第251条第４号および第265条第３号

において同じ。）の担当者その他の関係

者（以下「構成員」という。）により構

成される会議（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。ただ

し，利用者またはその家族（以下この号

において「利用者等」という。）が参加

する場合にあっては，テレビ電話装置等

の活用について当該利用者等の同意を得

なければならない。）をいう。以下同じ。）

を通じる等の適切な方法により，利用者
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する。 の病状，心身の状況，その置かれている

環境等利用者の日常生活全般の状況の的

確な把握を行うものとする。 

(2)～(14) （略） (2)～(14) （略） 

  

（指定介護予防通所リハビリテーションの

基本取扱方針） 

（指定介護予防通所リハビリテーションの

基本取扱方針） 

第125条 （略） 第125条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者は，指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンの提供に当たり，単に利用者の運動器

の機能の向上，栄養状態の改善，口腔機能

の向上等の特定の心身機能に着目した改善

等を目的とするものではなく，当該心身機

能の改善等を通じて，利用者ができる限り

要介護状態とならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目

的とするものであることを常に意識してサ

ービスの提供に当たらなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者は，指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンの提供に当たり，単に利用者の運動器

の機能の向上，栄養状態の改善，口腔
くう

機能

の向上等の特定の心身機能に着目した改善

等を目的とするものではなく，当該心身機

能の改善等を通じて，利用者ができる限り

要介護状態とならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目

的とするものであることを常に意識してサ

ービスの提供に当たらなければならない。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第131条 指定介護予防短期入所生活介護事

業者は，指定介護予防短期入所生活介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし，

指定介護予防短期入所生活介護事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定介護予防

短期入所生活介護事業所の他の職務に従事

し，または同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

第131条 指定介護予防短期入所生活介護事

業者は，指定介護予防短期入所生活介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし，

指定介護予防短期入所生活介護事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定介護予防

短期入所生活介護事業所の他の職務に従事

し，または他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

  

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第137条 指定介護予防短期入所生活介護事

業者は，指定介護予防短期入所生活介護の

提供に当たっては，当該利用者または他の

利用者等の生命または身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはな

らない。 

第137条 指定介護予防短期入所生活介護事

業者は，指定介護予防短期入所生活介護の

提供に当たっては，当該利用者または他の

利用者等の生命または身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束

等を行ってはならない。 

２ （略） ２ （略） 

（新設） ３  指定介護予防短期入所生活介護事業者

は，身体的拘束等の適正化を図るため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活
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用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに，そ

の結果について，介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

  

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第140条 （略） 第140条 （略） 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情に

より，指定介護予防支援等基準条例第５条

に規定する担当職員が，緊急に指定介護予

防短期入所生活介護を受けることが必要と

認めた者に対し，介護予防サービス計画に

おいて位置付けられていない指定介護予防

短期入所生活介護を提供する場合であっ

て，当該利用者および他の利用者の処遇に

支障がない場合にあっては，前項の規定に

かかわらず，前項各号に掲げる利用者数を

超えて，静養室において指定介護予防短期

入所生活介護を行うことができるものとす

る。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情に

より，指定介護予防支援等基準条例第５条

第１項に規定する担当職員および同条第２

項に規定する介護支援専門員が，緊急に指

定介護予防短期入所生活介護を受けること

が必要と認めた者に対し，介護予防サービ

ス計画において位置付けられていない指定

介護予防短期入所生活介護を提供する場合

であって，当該利用者および他の利用者の

処遇に支障がない場合にあっては，前項の

規定にかかわらず，同項各号に掲げる利用

者数を超えて，静養室において指定介護予

防短期入所生活介護を行うことができるも

のとする。 

  

（地域等との連携） （地域等との連携） 

第141条 （略） 第141条 （略） 

  

 （利用者の安全ならびに介護サービスの質

の確保および職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置） 

（新設） 第141条の２ 指定介護予防短期入所生活介

護事業者は，当該指定介護予防短期入所生

活介護事業所における業務の効率化，介護

サービスの質の向上その他の生産性の向上

に資する取組の促進を図るため，当該指定

介護予防短期入所生活介護事業所における

利用者の安全ならびに介護サービスの質の

確保および職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催しなければならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第142条 （略） 第142条 （略） 

２  指定介護予防短期入所生活介護事業者

は，利用者に対する指定介護予防短期入所

生活介護の提供に関する次に掲げる記録を

２ （略） 
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整備し，その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第51条の13第２

項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

(2) 次条において準用する第51条の13第２

項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

(3) 第137条第２項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の利用者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第137条第２項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 次条において準用する第52条の３に規

定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第52条の３の規

定による市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第55条の８第２

項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第55条の８第２

項の規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第55条の10第２

項に規定する事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第55条の10第２

項の規定による事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第158条 （略） 第158条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業所の管理者は，ユニット型施設の管

理等に係る研修を受講するよう努めなけれ

ばならない。 

５ （略） ６ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第168条 基準該当介護予防短期入所生活介

護事業者は，基準該当介護予防短期入所生

活介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただし，

基準該当介護予防短期入所生活介護事業所

の管理上支障がない場合は，当該基準該当

介護予防短期入所生活介護事業所の他の職

務に従事し，または同一敷地内にある他の

事業所，施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

第168条 基準該当介護予防短期入所生活介

護事業者は，基準該当介護予防短期入所生

活介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただし，

基準該当介護予防短期入所生活介護事業所

の管理上支障がない場合は，当該基準該当

介護予防短期入所生活介護事業所の他の職

務に従事し，または他の事業所，施設等の

職務に従事することができるものとする。 

  

第174条 指定介護予防短期入所療養介護の

事業を行う者（以下「指定介護予防短期入

所療養介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定介護予防短期入

所療養介護事業所」という。）ごとに置く

べき指定介護予防短期入所療養介護の提供

に当たる従業者（以下「介護予防短期入所

療養介護従業者」という。）およびその員

数は，次のとおりとする。 

第174条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 健康保険法等の一部を改正する法律（平 （削る） 
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成18年法律第83号）附則第130条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた同法第26条の規定による改正

前の法（以下「平成18年旧介護保険法」

という。）第48条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設（以下「指定

介護療養型医療施設」という。）である

指定介護予防短期入所療養介護事業所に

あっては，当該指定介護予防短期入所療

養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，

看護職員，介護職員，栄養士および理学

療法士または作業療法士の員数は，それ

ぞれ，利用者を当該指定介護療養型医療

施設の入院患者とみなした場合における

平成18年旧介護保険法に規定する指定介

護療養型医療施設として必要とされる数

が確保されるために必要な数以上とす

る。 

(3) 療養病床（医療法第７条第２項第４号

に規定する療養病床をいう。以下同じ。）

を有する病院または診療所（前号に該当

するものを除く。）である指定介護予防

短期入所療養介護事業所にあっては，当

該指定介護予防短期入所療養介護事業所

に置くべき医師，薬剤師，看護職員，介

護職員（同法に規定する看護補助者をい

う。），栄養士および理学療法士または

作業療法士の員数は，それぞれ同法に規

定する療養病床を有する病院または診療

所として必要とされる数が確保されるた

めに必要な数以上とする。 

(2) 療養病床（医療法第７条第２項第４号

に規定する療養病床をいう。以下同じ。）

を有する病院または診療所である指定介

護予防短期入所療養介護事業所にあって

は，当該指定介護予防短期入所療養介護

事業所に置くべき医師，薬剤師，看護職

員，介護職員（同法に規定する看護補助

者をいう。），栄養士および理学療法士

または作業療法士の員数は，それぞれ同

法に規定する療養病床を有する病院また

は診療所として必要とされる数が確保さ

れるために必要な数以上とする。 

 

(4) 診療所（前２号に該当するものを除く。）

である指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては，当該指定介護予防短期

入所療養介護を提供する病室に置くべき

看護職員または介護職員の員数の合計

は，常勤換算方法で，利用者および入院

患者の数が３またはその端数を増すごと

に１以上であること，かつ，夜間におけ

る緊急連絡体制を整備することとし，看

護師もしくは准看護師または介護職員を

１人以上配置していること。 

(3) 診療所（前号に該当するものを除く。）

である指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては，当該指定介護予防短期

入所療養介護を提供する病室に置くべき

看護職員または介護職員の員数の合計

は，常勤換算方法で，利用者の数が３ま

たはその端数を増すごとに１以上である

こと，かつ，夜間における緊急連絡体制

を整備することとし，看護師もしくは准

看護師または介護職員を１人以上配置し

ていること。 

(5) （略） (4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

第175条 指定介護予防短期入所療養介護事

業所の設備に関する基準は，次のとおりと

する。 

第175条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 指定介護療養型医療施設である指定介 （削る） 

183



  

 

護予防短期入所療養介護事業所にあって

は，平成18年旧介護保険法に規定する指

定介護療養型医療施設として必要とされ

る設備（ユニット型指定介護療養型医療

施設（函館市指定介護療養型医療施設の

人員，設備および運営に関する基準を定

める条例（平成25年函館市条例第29号）

第42条に規定するユニット型指定介護療

養型医療施設をいう。以下同じ。）に関

するものを除く。）を有することとする。 

(3) 療養病床を有する病院または診療所（指

定介護療養型医療施設であるものを除

く。）である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては，医療法に規定す

る療養病床を有する病院または診療所と

して必要とされる設備を有することとす

る。 

(2) 療養病床を有する病院または診療所で

ある指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては，医療法に規定する療養病

床を有する病院または診療所として必要

とされる設備を有することとする。 

(4)・(5) （略） (3)・(4) （略） 

２ 前項第３号および第４号に該当する指定

介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は，同項に定めるもののほか，消火設備そ

の他の非常災害に際して必要な設備を有す

るものとする。 

２ 前項第２号および第３号に該当する指定

介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は，同項に定めるもののほか，消火設備そ

の他の非常災害に際して必要な設備を有す

るものとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（対象者） （対象者） 

第176条 指定介護予防短期入所療養介護事

業者は，利用者の心身の状況もしくは病状

により，もしくはその家族の疾病，冠婚葬

祭，出張等の理由により，一時的に入所し

て看護，医学的管理の下における介護およ

び機能訓練その他必要な医療等を受ける必

要がある者を対象に，介護老人保健施設も

しくは介護医療院の療養室，病院の療養病

床に係る病室，診療所の指定介護予防短期

入所療養介護を提供する病室または病院の

老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等

の一部を改正する法律附則第 130条の２第

１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた介護保険法施行令（平成10年政

令第412号）第４条第２項に規定する病床に

より構成される病棟をいう。以下同じ。）

において指定介護予防短期入所療養介護を

提供するものとする。 

第176条 指定介護予防短期入所療養介護事

業者は，利用者の心身の状況もしくは病状

により，もしくはその家族の疾病，冠婚葬

祭，出張等の理由により，一時的に入所し

て看護，医学的管理の下における介護およ

び機能訓練その他必要な医療等を受ける必

要がある者を対象に，介護老人保健施設も

しくは介護医療院の療養室，病院の療養病

床に係る病室または診療所の指定介護予防

短期入所療養介護を提供する病室において

指定介護予防短期入所療養介護を提供する

ものとする。 

  

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第178条 （略） 第178条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（新設） ３  指定介護予防短期入所療養介護事業者

は，身体的拘束等の適正化を図るため，次
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に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに，そ

の結果について，介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

  

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第180条 指定介護予防短期入所療養介護事

業者は，次に掲げる利用者数以上の利用者

に対して同時に指定介護予防短期入所療養

介護を行ってはならない。ただし，災害，

虐待その他のやむを得ない事情がある場合

は，この限りでない。 

第180条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 療養病床を有する病院もしくは診療所

または老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては，療養病床または

老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数

および療養病床または老人性認知症疾患

療養病棟に係る病室の定員を超えること

となる利用者数 

(2) 療養病床を有する病院または診療所で

ある指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては，療養病床に係る病床数お

よび療養病床に係る病室の定員を超える

こととなる利用者数 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第181条 （略） 第181条 （略） 

２  指定介護予防短期入所療養介護事業者

は，利用者に対する指定介護予防短期入所

療養介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し，その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第51条の13第２

項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

(2) 次条において準用する第51条の13第２

項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

(3) 第178条第２項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の利用者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第178条第２項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 次条において準用する第52条の３に規

定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第52条の３の規

定による市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第55条の８第２

項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第55条の８第２

項の規定による苦情の内容等の記録 
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(6) 次条において準用する第55条の10第２

項に規定する事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第55条の10第２

項の規定による事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

  

（準用） （準用） 

第182条 第51条の３から第51条の７まで，第

51条の９，第51条の10，第51条の13，第52

条の２，第52条の３，第54条，第55条の２

の２，第55条の４，第55条の５，第55条の

７から第55条の11まで（第55条の９第２項

を除く。），第121条の２，第121条の４，

第122条，第134条，第135条第２項および第

141条の規定は，指定介護予防短期入所療養

介護の事業について準用する。この場合に

おいて，第55条の２の２第２項，第55条の

４第１項ならびに第55条の10の２第１号お

よび第３号中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「介護予防短期入所療養介

護従業者」と，第55条の４第１項中「第55

条」とあるのは「第179条」と，第121条の

２第３項および第４項ならびに第 122条第

２項第１号および第３号中「介護予防通所

リハビリテーション従業者」とあるのは「介

護予防短期入所療養介護従業者」と，第134

条第１項中「第139条」とあるのは「第179

条」と，「介護予防短期入所生活介護従業

者」とあるのは「介護予防短期入所療養介

護従業者」と読み替えるものとする。 

第182条 第51条の３から第51条の７まで，第

51条の９，第51条の10，第51条の13，第52

条の２，第52条の３，第54条，第55条の２

の２，第55条の４，第55条の５，第55条の

７から第55条の11まで（第55条の９第２項

を除く。），第121条の２，第121条の４，

第122条，第134条，第135条第２項，第141

条および第141条の２の規定は，指定介護予

防短期入所療養介護の事業について準用す

る。この場合において，第55条の２の２第

２項，第55条の４第１項ならびに第55条の

10の２第１号および第３号中「介護予防訪

問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防

短期入所療養介護従業者」と，第55条の４

第１項中「第55条」とあるのは「第179条」

と，第121条の２第３項および第４項ならび

に第122条第２項第１号および第３号中「介

護予防通所リハビリテーション従業者」と

あるのは「介護予防短期入所療養介護従業

者」と，第134条第１項中「第139条」とあ

るのは「第179条」と，「介護予防短期入所

生活介護従業者」とあるのは「介護予防短

期入所療養介護従業者」と読み替えるもの

とする。 

  

第192条 ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護の事業を行う者（以下「ユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下

「ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業所」という。）の設備に関する基準

は，次のとおりとする。 

第192条 介護老人保健施設であるユニット

型指定介護予防短期入所療養介護の事業を

行う者（以下「ユニット型指定介護予防短

期入所療養介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「ユニット型指定

介護予防短期入所療養介護事業所」とい

う。）の設備に関する基準は，法に規定す

る介護老人保健施設として必要とされる施

設および設備（ユニット型介護老人保健施

設に関するものに限る。）を有することと

する。 

(1) 介護老人保健施設であるユニット型指

定介護予防短期入所療養介護事業所にあ

っては，法に規定する介護老人保健施設

として必要とされる施設および設備（ユ

ニット型介護老人保健施設に関するもの

に限る。）を有することとする。 

（削る） 

(2) 指定介護療養型医療施設であるユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては，平成18年旧介護保険法に

（削る） 
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規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる設備（ユニット型指定介護

療養型医療施設に関するものに限る。）

を有することとする。 

(3) 療養病床を有する病院であるユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業所

にあっては，平成18年旧介護保険法に規

定する指定介護療養型医療施設として必

要とされる設備（ユニット型指定介護療

養型医療施設（療養病床を有する病院に

限る。）に関するものに限る。）を有す

ることとする。 

（削る） 

(4) 療養病床を有する診療所であるユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては，平成18年旧介護保険法に

規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる設備（ユニット型指定介護

療養型医療施設（療養病床を有する診療

所に限る。）に関するものに限る。）を

有することとする。 

（削る） 

(5) 介護医療院であるユニット型指定介護

予防短期入所療養介護事業所にあって

は，法に規定する介護医療院として必要

とされる施設および設備（ユニット型介

護医療院に関するものに限る。）を有す

ることとする。 

（削る） 

（新設） ２ 療養病床を有する病院であるユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は，次に掲げる設備を有す

ることとする。 

 (1) 療養病床を有する病院であるユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業所

は，ユニットおよび浴室を有しなければ

ならない。 

 (2) 療養病床を有する病院であるユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業所

のユニット，廊下，機能訓練室および浴

室については，次の基準を満たさなけれ

ばならない。 

 ア ユニット 

 (ｱ) 病室 

 ａ 一の病室の定員は，１人とする

こと。ただし，利用者への指定介

護予防短期入所療養介護の提供上

必要と認められる場合は，２人と

することができること。 

 ｂ 病室は，いずれかのユニットに

属するものとし，当該ユニットの

共同生活室に近接して一体的に設

けること。ただし，一のユニット
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の利用者の定員は，原則としてお

おむね10人以下とし，15人を超え

ないものとすること。 

 ｃ 一の病室の床面積等は，10.65平

方メートル以上とすること。ただ

し，ａただし書の場合にあっては，

21.3平方メートル以上とするこ

と。 

 ｄ ブザーまたはこれに代わる設備

を設けること。 

 (ｲ) 共同生活室 

 ａ 共同生活室は，いずれかのユニ

ットに属するものとし，当該ユニ

ットの利用者が交流し，共同で日

常生活を営むための場所としてふ

さわしい形状を有すること。 

 ｂ 一の共同生活室の床面積は，２

平方メートルに当該共同生活室が

属するユニットの利用者の定員を

乗じて得た面積以上を標準とする

こと。 

 ｃ 必要な設備および備品を備える

こと。 

 (ｳ) 洗面設備 

 ａ 病室ごとに設けること，または

共同生活室ごとに適当数設けるこ

と。 

 ｂ 身体の不自由な者が使用するの

に適したものとすること。 

 (ｴ) 便所 

 ａ 病室ごとに設けること，または

共同生活室ごとに適当数設けるこ

と。 

 ｂ ブザーまたはこれに代わる設備

を設けるとともに，身体の不自由

な者が使用するのに適したものと

すること。 

 イ 廊下幅 1.8メートル以上とするこ

と。ただし，中廊下の幅は，2.7メート

ル以上とすること。 

 ウ 機能訓練室 内のりによる測定で40

平方メートル以上の床面積を有し，必

要な器械および器具を備えること。 

 エ 浴室 身体の不自由な者が入浴する

のに適したものとすること。 

 (3) 前号イからエまでに掲げる設備は，専

ら当該ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所の用に供するものでなけ

ればならない。ただし，利用者に対する

指定介護予防短期入所療養介護の提供に
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支障がない場合は，この限りでない。 

 (4) 第２号ア（イ）の共同生活室は，医療

法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）

第21条第３号に規定する食堂とみなす。 

 (5) 前各号に規定するもののほか，療養病

床を有する病院であるユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業所は，消火

設備その他の非常災害に際して必要な設

備を設けることとする。 

（新設） ３ 療養病床を有する診療所であるユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業所の

設備に関する基準は，次に掲げる設備を有

することとする。 

 (1) 療養病床を有する診療所であるユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業

所は，ユニットおよび浴室を有しなけれ

ばならない。 

 (2) 療養病床を有する診療所であるユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業

所のユニット，廊下，機能訓練室および

浴室については，次の基準を満たさなけ

ればならない。 

 ア ユニット 

 (ｱ) 病室 

 ａ 一の病室の定員は，１人とする

こと。ただし，利用者への指定介

護予防短期入所療養介護の提供上

必要と認められる場合は，２人と

することができること。 

 ｂ 病室は，いずれかのユニットに

属するものとし，当該ユニットの

共同生活室に近接して一体的に設

けること。ただし，一のユニット

の利用者の定員は，原則としてお

おむね10人以下とし，15人を超え

ないものとすること。 

 ｃ 一の病室の床面積等は，10.65平

方メートル以上とすること。ただ

し，ａただし書の場合にあっては，

21.3平方メートル以上とするこ

と。 

 ｄ ブザーまたはこれに代わる設備

を設けること。 

 (ｲ) 共同生活室 

 ａ 共同生活室は，いずれかのユニ

ットに属するものとし，当該ユニ

ットの利用者が交流し，共同で日

常生活を営むための場所としてふ

さわしい形状を有すること。 

 ｂ 一の共同生活室の床面積は，２
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平方メートルに当該共同生活室が

属するユニットの利用者の定員を

乗じて得た面積以上を標準とする

こと。 

 ｃ 必要な設備および備品を備える

こと。 

 (ｳ) 洗面設備 

 ａ 病室ごとに設けること，または

共同生活室ごとに適当数設けるこ

と。 

 ｂ 身体の不自由な者が使用するの

に適したものとすること。 

 (ｴ) 便所 

 ａ 病室ごとに設けること，または

共同生活室ごとに適当数設けるこ

と。 

 ｂ ブザーまたはこれに代わる設備

を設けるとともに，身体の不自由

な者が使用するのに適したものと

すること。 

 イ 廊下幅 1.8メートル以上とするこ

と。ただし，中廊下の幅は，2.7メート

ル以上とすること。 

 ウ 機能訓練室 機能訓練を行うために

十分な広さを有し，必要な器械および

器具を備えること。 

 エ 浴室 身体の不自由な者が入浴する

のに適したものとすること。 

 (3) 前号イからエまでに掲げる設備は，専

ら当該ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所の用に供するものでなけ

ればならない。ただし，利用者に対する

指定介護予防短期入所療養介護の提供に

支障がない場合は，この限りでない。 

 (4) 第２号ア（イ）の共同生活室は，医療

法施行規則第21条の４において準用する

同令第21条第３号に規定する食堂とみな

す。 

 (5) 前各号に規定するもののほか，療養病

床を有する診療所であるユニット型指定

介護予防短期入所療養介護事業所は，消

火設備その他の非常災害に際して必要な

設備を設けることとする。 

（新設） ４ 介護医療院であるユニット型指定介護予

防短期入所療養介護事業所の設備に関する

基準は，法に規定する介護医療院として必

要とされる施設および設備（ユニット型介

護医療院に関するものに限る。）を有する

こととする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介 ５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介
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護事業者が，ユニット型指定短期入所療養

介護事業者（指定居宅サービス等基準条例

第207条第１項に規定するユニット型指定

短期入所療養介護事業者をいう。）の指定

を併せて受け，かつ，ユニット型指定介護

予防短期入所療養介護の事業とユニット型

指定短期入所療養介護の事業（指定居宅サ

ービス等基準条例第 205条に規定するユニ

ット型指定短期入所療養介護の事業をい

う。）とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合については，指定居宅

サービス等基準条例第207条第１項に規定

する設備に関する基準を満たすことをもっ

て，前項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

護事業者が，ユニット型指定短期入所療養

介護事業者（指定居宅サービス等基準条例

第207条第１項に規定するユニット型指定

短期入所療養介護事業者をいう。）の指定

を併せて受け，かつ，ユニット型指定介護

予防短期入所療養介護の事業とユニット型

指定短期入所療養介護の事業（指定居宅サ

ービス等基準条例第 205条に規定するユニ

ット型指定短期入所療養介護の事業をい

う。）とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合については，指定居宅

サービス等基準条例第207条第１項から第

４項までに規定する設備に関する基準を満

たすことをもって，前各項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができ

る。 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第195条 （略） 第195条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業所の管理者は，ユニット型施設の管

理等に係る研修を受講するよう努めなけれ

ばならない。 

５ （略） ６ （略） 

  

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第196条 ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業者は，次に掲げる利用者（当

該ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業者がユニット型指定短期入所療養介

護事業者の指定を併せて受け，かつ，ユニ

ット型指定介護予防短期入所療養介護の事

業とユニット型指定短期入所療養介護の事

業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては，当該事業所に

おけるユニット型指定介護予防短期入所療

養介護またはユニット型指定短期入所療養

介護の利用者。以下この条において同じ。）

数以上の利用者に対して同時に指定介護予

防短期入所療養介護を行ってはならない。

ただし，災害，虐待その他のやむを得ない

事情がある場合は，この限りでない。 

第196条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設で

あるユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業所にあっては，利用者を当該

ユニット型指定介護療養型医療施設の入

院患者とみなした場合において入院患者

の定員および病室の定員を超えることと

（削る） 
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なる利用者数 

(3) （略） (2) （略） 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第204条 （略） 第204条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

（新設） ９ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場

合における第１項第２号アおよび第２項第

２号アの規定の適用については，これらの

規定中「１」とあるのは，「0.9」とする。 

 

 

 

 

 

 

(1) 第218条において準用する第141条の２

に規定する委員会において，利用者の安

全ならびに介護サービスの質の確保およ

び職員の負担軽減を図るための取組に関

する次に掲げる事項について必要な検討

を行い，ならびに当該事項の実施を定期

的に確認していること。 

 ア 利用者の安全およびケアの質の確保 

 イ 介護予防特定施設従業者の負担軽減

および勤務状況への配慮 

 ウ 緊急時の体制整備 

 エ 業務の効率化，介護サービスの質の

向上等に資する機器（次号において「介

護機器」という。）の定期的な点検 

 オ 介護予防特定施設従業者に対する研

修 

 (2) 介護機器を複数種類活用していること。 

 (3) 利用者の安全ならびに介護サービスの

質の確保および職員の負担軽減を図るた

め，介護予防特定施設従業者間の適切な

役割分担を行っていること。 

 (4) 利用者の安全ならびに介護サービスの

質の確保および職員の負担軽減を図る取

組により介護サービスの質の確保および

職員の負担軽減が行われていると認めら

れること。 

  

（管理者） （管理者） 

第205条 指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は，指定介護予防特定施設ごと

に専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし，指定介護予防特

定施設の管理上支障がない場合は，当該指

定介護予防特定施設における他の職務に従

事し，または同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

第205条 指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は，指定介護予防特定施設ごと

に専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし，指定介護予防特

定施設の管理上支障がない場合は，当該指

定介護予防特定施設における他の職務に従

事し，または他の事業所，施設等の職務に

従事することができるものとする。 

  

（利用料等の受領） （利用料等の受領） 

第211条 （略） 第211条 （略） 
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 （口腔衛生の管理） 

（新設） 

 

第211条の２ 指定介護予防特定施設入居者

生活介護事業者は，利用者の口腔の健康の

保持を図り，自立した日常生活を営むこと

ができるよう，口腔衛生の管理体制を整備

し，各利用者の状態に応じた口腔衛生の管

理を計画的に行わなければならない。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第215条 （略） 第215条 （略） 

（新設） ２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は，前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては，次に掲げる要件を

満たす協力医療機関を定めるように努めな

ければならない。 

 (1) 利用者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。 

 (2) 当該指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を，常時確保

していること。 

（新設） 

 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は，１年に１回以上，協力医療機関と

の間で，利用者の病状が急変した場合等の

対応を確認するとともに，協力医療機関の

名称等を，市長に届け出なければならない。 

（新設） ４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は，感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成10年法律第

114号）第６条第17項に規定する第２種協定

指定医療機関（次項において「第２種協定

指定医療機関」という。）との間で，新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフ

ルエンザ等感染症，同条第８項に規定する

指定感染症または同条第９項に規定する新

感染症をいう。次項において同じ。）の発

生時等の対応を取り決めるように努めなけ

ればならない。 

（新設） ５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は，協力医療機関が第２種協定指定医

療機関である場合においては，当該第２種

協定指定医療機関との間で，新興感染症の

発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。 

（新設） ６ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は，利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に，当該利用者の病状

が軽快し，退院が可能となった場合におい
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ては，再び当該指定介護予防特定施設に速

やかに入居させることができるように努め

なければならない。 

２ （略） ７ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第217条 （略） 第217条 （略） 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は，利用者に対する指定介護予防特定

施設入居者生活介護の提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第210条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(2) 第210条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第212条第２項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の利用者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第212条第２項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 第214条第３項に規定する結果等の記録 (4) 第214条第３項の規定による結果等の記

録 

(5) 次条において準用する第52条の３に規

定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第52条の３の規

定による市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第55条の８第２

項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第55条の８第２

項の規定による苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第55条の10第２

項に規定する事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(7) 次条において準用する第55条の10第２

項の規定による事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

  

（準用） （準用） 

第218条 第51条の５，第51条の６，第52条の

２から第54条まで，第55条の２の２，第55

条の４から第55条の11まで（第55条の９第

２項を除く。），第121条の４および第140

条の２の規定は，指定介護予防特定施設入

居者生活介護の事業について準用する。こ

の場合において，第53条，第55条の２の２

第２項，第55条の４第１項ならびに第55条

の10の２第１号および第３号中「介護予防

訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予

防特定施設従業者」と，第55条の４第１項

中「第55条」とあるのは「第213条」と，第

140条の２第２項第１号および第３号中「介

護予防短期入所生活介護従業者」とあるの

は「介護予防特定施設従業者」と読み替え

るものとする。 

第218条 第51条の５，第51条の６，第52条の

２から第54条まで，第55条の２の２，第55

条の４から第55条の８まで，第55条の10か

ら第55条の11まで，第121条の４，第140条

の２および第141条の２の規定は，指定介護

予防特定施設入居者生活介護の事業につい

て準用する。この場合において，第53条，

第55条の２の２第２項，第55条の４第１項

ならびに第55条の10の２第１号および第３

号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあ

るのは「介護予防特定施設従業者」と，第

55条の４第１項中「第55条」とあるのは「第

213条」と，第140条の２第２項第１号およ

び第３号中「介護予防短期入所生活介護従

業者」とあるのは「介護予防特定施設従業

者」と読み替えるものとする。 

  

（管理者） （管理者） 

第229条 外部サービス利用型指定介護予防

特定施設入居者生活介護事業者は，指定介

第229条 外部サービス利用型指定介護予防

特定施設入居者生活介護事業者は，指定介
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護予防特定施設ごとに専らその職務に従事

する管理者を置かなければならない。ただ

し，指定介護予防特定施設の管理上支障が

ない場合は，当該指定介護予防特定施設に

おける他の職務に従事し，または同一敷地

内にある他の事業所，施設等の職務に従事

することができるものとする。 

護予防特定施設ごとに専らその職務に従事

する管理者を置かなければならない。ただ

し，指定介護予防特定施設の管理上支障が

ない場合は，当該指定介護予防特定施設に

おける他の職務に従事し，または他の事業

所，施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第234条 （略） 第234条 （略） 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者は，利用者に対す

る外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し，その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第236条第２項に規定する受託介護予防

サービス事業者等から受けた報告に係る

記録 

(2) 第236条第２項の規定による受託介護予

防サービス事業者等から受けた報告に係

る記録 

(3) 前条第８項に規定する結果等の記録 (3) 前条第８項の規定による結果等の記録 

(4) 次条において準用する第52条の３に規

定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第52条の３の規

定による市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第55条の８第２

項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第55条の８第２

項の規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第55条の10第２

項に規定する事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第55条の10第２

項の規定による事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

(7) 次条において準用する第210条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(7) 次条において準用する第210条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(8) 次条において準用する第212条第２項に

規定する身体的拘束等の態様および時

間，その際の利用者の心身の状況ならび

に緊急やむを得ない理由の記録 

(8) 次条において準用する第212条第２項の

規定による身体的拘束等の態様および時

間，その際の利用者の心身の状況ならび

に緊急やむを得ない理由の記録 

(9) 次条において準用する第214条第３項に

規定する結果等の記録 

(9) 次条において準用する第214条第３項の

規定による結果等の記録 

  

（準用） （準用） 

第235条 第51条の５，第51条の６，第52条の

２から第54条まで，第55条の２の２，第55

条の４から第55条の11まで（第55条の９第

２項を除く。），第121条の４，第140条の

２，第208条から第212条までおよび第214条

から第216条までの規定は，外部サービス利

用型指定介護予防特定施設入居者生活介護

の事業について準用する。この場合におい

て，第53条，第55条の２の２第２項ならび

に第 55条の 10の２第１号および第３号中

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるの

第235条 第51条の５，第51条の６，第52条の

２から第54条まで，第55条の２の２，第55

条の４から第55条の８まで，第55条の10か

ら第55条の11まで，第121条の４，第140条

の２，第208条から第211条まで，第212条お

よび第214条から第216条までの規定は，外

部サービス利用型指定介護予防特定施設入

居者生活介護の事業について準用する。こ

の場合において，第53条，第55条の２の２

第２項ならびに第55条の10の２第１号およ

び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業者」

195



  

 

は「指定介護予防特定施設の従業者」と，

第55条の４第１項中「第55条」とあるのは

「第232条」と，「介護予防訪問入浴介護従

業者」とあるのは「外部サービス利用型介

護予防特定施設従業者」と，第55条の６中

「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあ

るのは「指定介護予防特定施設および受託

介護予防サービス事業所」と，第140条の２

第２項第１号および第３号中「介護予防短

期入所生活介護従業者」とあるのは「外部

サービス利用型介護予防特定施設従業者」

と，第210条第２項中「指定介護予防特定施

設入居者生活介護を」とあるのは「基本サ

ービスを」と，第214条中「指定介護予防特

定施設入居者生活介護」とあるのは「基本

サービス」と読み替えるものとする。 

とあるのは「指定介護予防特定施設の従業

者」と，第55条の４第１項中「第55条」と

あるのは「第232条」と，「介護予防訪問入

浴介護従業者」とあるのは「外部サービス

利用型介護予防特定施設従業者」と，第55

条の６中「指定介護予防訪問入浴介護事業

所」とあるのは「指定介護予防特定施設お

よび受託介護予防サービス事業所」と，第

140条の２第２項第１号および第３号中「介

護予防短期入所生活介護従業者」とあるの

は「外部サービス利用型介護予防特定施設

従業者」と，第210条第２項中「指定介護予

防特定施設入居者生活介護を」とあるのは

「基本サービスを」と，第214条中「指定介

護予防特定施設入居者生活介護」とあるの

は「基本サービス」と読み替えるものとす

る。 

  

（福祉用具専門相談員の員数） （福祉用具専門相談員の員数） 

第239条 指定介護予防福祉用具貸与の事業

を行う者（以下「指定介護予防福祉用具貸

与事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定介護予防福祉用具貸与事

業所」という。）ごとに置くべき福祉用具

専門相談員（介護保険法施行令第４条第１

項に規定する福祉用具専門相談員をいう。

以下同じ。）の員数は，常勤換算方法で，

２以上とする。 

第239条 指定介護予防福祉用具貸与の事業

を行う者（以下「指定介護予防福祉用具貸

与事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定介護予防福祉用具貸与事

業所」という。）ごとに置くべき福祉用具

専門相談員（介護保険法施行令（平成10年

政令第412号）第４条第１項に規定する福祉

用具専門相談員をいう。以下同じ。）の員

数は，常勤換算方法で，２以上とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第240条 指定介護予防福祉用具貸与事業者

は，指定介護予防福祉用具貸与事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし，指定介護

予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定介護予防福祉用具貸与

事業所の他の職務に従事し，または同一敷

地内にある他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

第240条 指定介護予防福祉用具貸与事業者

は，指定介護予防福祉用具貸与事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし，指定介護

予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定介護予防福祉用具貸与

事業所の他の職務に従事し，または他の事

業所，施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

  

（掲示および目録の備え付け） （掲示および目録の備え付け） 

第247条 指定介護予防福祉用具貸与事業者

は，事業所の見やすい場所に，第243条に規

定する重要事項に関する規程の概要その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。 

第247条 指定介護予防福祉用具貸与事業者

は，事業所の見やすい場所に，第243条に規

定する重要事項に関する規程の概要その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項（以下この条において

単に「重要事項」という。）を掲示しなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，前 ２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，重
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項に規定する事項を記載した書面を事業所

に備え付け，かつ，これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより，同項の規

定による掲示に代えることができる。 

要事項を記載した書面を事業所に備え付

け，かつ，これをいつでも関係者に自由に

閲覧させることにより，前項の規定による

掲示に代えることができる。 

（新設） ３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，原

則として，重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

３ （略） ４ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第248条 （略） 第248条 （略） 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，利

用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の

提供に関する次に掲げる記録を整備し，そ

の完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

２ （略） 

(1) 次条において準用する第51条の13第２

項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

(1) 次条において準用する第51条の13第２

項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

（新設） (2) 第251条第９号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(2) 第246条第４項に規定する結果等の記録 (3) 第246条第４項の規定による結果等の記

録 

(3) 次条において準用する第52条の３に規

定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第52条の３の規

定による市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第55条の８第２

項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第55条の８第２

項の規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第55条の10第２

項に規定する事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第55条の10第２

項の規定による事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

(6) （略） (7) （略） 

  

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱

方針） 

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱

方針） 

第251条 福祉用具専門相談員の行う指定介

護予防福祉用具貸与の方針は，第238条に規

定する基本方針および前条に規定する基本

取扱方針に基づき，次に掲げるところによ

るものとする。 

第251条 （略） 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

（新設） (4) 法第８条の２第10項に規定する厚生労

働大臣が定める福祉用具および同条第11

項に規定する特定介護予防福祉用具のい

ずれにも該当する福祉用具（以下「対象

福祉用具」という。）に係る指定介護予

防福祉用具貸与の提供に当たっては，利

用者が指定介護予防福祉用具貸与または

指定特定介護予防福祉用具販売のいずれ
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かを選択できることについて十分な説明

を行った上で，利用者の当該選択に当た

って必要な情報を提供するとともに，医

師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚

士，介護予防サービス計画の原案に位置

付けた指定介護予防サービス等の担当者

その他の関係者の意見および利用者の身

体の状況等を踏まえ，提案を行うものと

する。 

(4)～(6) （略） (5)～(7) （略） 

（新設） (8) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当

たっては，当該利用者または他の利用者

等の生命または身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き，身体的拘束等

を行ってはならない。 

（新設） (9) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(7) （略） (10) （略） 

  

（介護予防福祉用具貸与計画の作成） （介護予防福祉用具貸与計画の作成） 

第252条 福祉用具専門相談員は，利用者の心

身の状況，希望およびその置かれている環

境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえ

て，指定介護予防福祉用具貸与の目標，当

該目標を達成するための具体的なサービス

の内容，サービスの提供を行う期間等を記

載した介護予防福祉用具貸与計画を作成し

なければならない。この場合において，指

定特定介護予防福祉用具販売の利用がある

ときは，第266条第１項に規定する特定介護

予防福祉用具販売計画と一体のものとして

作成しなければならない。 

第252条 福祉用具専門相談員は，利用者の心

身の状況，希望およびその置かれている環

境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえ

て，指定介護予防福祉用具貸与の目標，当

該目標を達成するための具体的なサービス

の内容，サービスの提供を行う期間，介護

予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」と

いう。）を行う時期等を記載した介護予防

福祉用具貸与計画を作成しなければならな

い。この場合において，指定特定介護予防

福祉用具販売の利用があるときは，第266条

第１項に規定する特定介護予防福祉用具販

売計画と一体のものとして作成しなければ

ならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 福祉用具専門相談員は，介護予防福祉用

具貸与計画に基づくサービス提供の開始時

から，必要に応じ，当該介護予防福祉用具

貸与計画の実施状況の把握（以下この条に

おいて「モニタリング」という。）を行う

ものとする。 

５ 福祉用具専門相談員は，介護予防福祉用

具貸与計画に基づくサービス提供の開始時

から，必要に応じ，モニタリングを行うも

のとする。ただし，対象福祉用具に係る指

定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって

は，介護予防福祉用具貸与計画に基づくサ

ービス提供の開始時から６月以内に少なく

とも１回モニタリングを行い，その継続の

必要性について検討を行うものとする。 

６～８ （略） ６～８ （略） 

  

（管理者） （管理者） 
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第257条 指定特定介護予防福祉用具販売事

業者は，指定特定介護予防福祉用具販売事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし，

指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定特定介護

予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事

し，または同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

第257条 指定特定介護予防福祉用具販売事

業者は，指定特定介護予防福祉用具販売事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし，

指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定特定介護

予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事

し，または他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第262条 （略） 第262条 （略） 

２  指定特定介護予防福祉用具販売事業者

は，利用者に対する指定特定介護予防福祉

用具販売の提供に関する次に掲げる記録を

整備し，その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

２ （略） 

(1) 第259条に規定する提供した具体的なサ

ービスの内容等の記録 

(1) 第259条の規定による提供した具体的な

サービスの内容等の記録 

（新設） (2) 第265条第８号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(2) 次条において準用する第52条の３に規

定する市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第52条の３の規

定による市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第55条の８第２

項に規定する苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第55条の８第２

項の規定による苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第55条の10第２

項に規定する事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(5) 次条において準用する第55条の10第２

項の規定による事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

(5) （略） (6) （略） 

  

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的

取扱方針） 

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的

取扱方針） 

第265条 福祉用具専門相談員の行う指定特

定介護予防福祉用具販売の方針は，次に掲

げるところによるものとする。 

第265条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防

福祉用具販売の提供に当たっては，利用

者が指定介護予防福祉用具貸与または指

定特定介護予防福祉用具販売のいずれか

を選択できることについて十分な説明を

行った上で，利用者の当該選択に当たっ

て必要な情報を提供するとともに，医師，

理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，

介護予防サービス計画の原案に位置付け

た指定介護予防サービス等の担当者その

他の関係者の意見および利用者の身体の
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状況等を踏まえ，提案を行うものとする。 

(3)・(4) （略） (4)・(5) （略） 

（新設） 

 

 

(6) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防

福祉用具販売の提供に当たっては，利用

者等からの要請等に応じて，販売した福

祉用具の使用状況を確認するよう努める

とともに，必要な場合は，使用方法の指

導，修理等を行うよう努めるものとする。 

（新設） (7) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供

に当たっては，当該利用者または他の利

用者等の生命または身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘

束等を行ってはならない。 

（新設） (8) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(5) （略） (9) （略） 

  

（特定介護予防福祉用具販売計画の作成） （特定介護予防福祉用具販売計画の作成） 

第266条 （略） 第266条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ 福祉用具専門相談員は，対象福祉用具に

係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供

に当たっては，特定介護予防福祉用具販売

計画の作成後，当該特定介護予防福祉用具

販売計画に記載した目標の達成状況の確認

を行うものとする。 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第267条 指定介護予防サービス事業者およ

び指定介護予防サービスの提供に当たる者

は，作成，保存その他これらに類するもの

のうち，この条例の規定において書面（書

面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，

複本その他文字，図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されているま

たは想定されるもの（第51条の５第１項（第

63条，第75条，第85条，第94条，第124条，

第143条（第160条において準用する場合を

含む。），第165条の３，第172条，第182条

（第197条において準用する場合を含む。），

第218条，第235条，第249条，第254条およ

び第263条において準用する場合を含む。）

および第210条第１項（第235条において準

用する場合を含む。）ならびに次項に規定

するものを除く。）については，書面に代

えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的

第267条 指定介護予防サービス事業者およ

び指定介護予防サービスの提供に当たる者

は，作成，保存その他これらに類するもの

のうち，この条例の規定において書面（書

面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，

複本その他文字，図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されているま

たは想定されるもの（第51条の５第１項（第

63条，第75条，第85条，第94条，第124条，

第143条（第160条において準用する場合を

含む。），第165条の３，第172条，第182条

（第197条において準用する場合を含む。），

第218条，第235条，第249条，第254条およ

び第263条において準用する場合を含む。）

および第210条第１項（第235条において準

用する場合を含む。）ならびに次項に規定

するものを除く。）については，書面に代

えて，当該書面に係る電磁的記録により行

200



  

 

方式，磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる

記録であって，電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）により行う

ことができる。 

うことができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

 

201



 

  

 

函館市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備および運営ならびに 

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に 

関する基準等を定める条例 新旧対照表【第２条関係】 

 

現 行 改 正 案 

  

（管理者） （管理者） 

第66条 指定介護予防訪問看護事業者は，指

定介護予防訪問看護ステーションごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置か

なければならない。ただし，指定介護予防

訪問看護ステーションの管理上支障がない

場合は，当該指定介護予防訪問看護ステー

ションの他の職務に従事し，または同一敷

地内にある他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

第66条 指定介護予防訪問看護事業者は，指

定介護予防訪問看護ステーションごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置か

なければならない。ただし，指定介護予防

訪問看護ステーションの管理上支障がない

場合は，当該指定介護予防訪問看護ステー

ションの他の職務に従事し，または他の事

業所，施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第74条 （略） 第74条 （略） 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は，利用者

に対する指定介護予防訪問看護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し，その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

２ （略） 

 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 次条において準用する第51条の13第２

項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第51条の13第２

項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

（新設） (5) 第77条第９号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(5) 次条において準用する第52条の３に規

定する市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第52条の３の規

定による市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第55条の８第２

項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第55条の８第２

項の規定による苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第55条の10第２

項に規定する事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(8) 次条において準用する第55条の10第２

項の規定による事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

  

（指定介護予防訪問看護の具体的取扱方

針） 

（指定介護予防訪問看護の具体的取扱方

針） 

第77条 看護師等の行う指定介護予防訪問看

護の方針は，第64条に規定する基本方針お

よび前条に規定する基本取扱方針に基づ

き，次に掲げるところによるものとする。 

第77条 （略） 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

（新設） (8) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっ

ては，当該利用者または他の利用者等の
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生命または身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならない。 

（新設） (9) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(8)～(13) （略） (10)～(15) （略） 

(14) 第１号から第12号までの規定は，前号

に規定する介護予防訪問看護計画書の

変更について準用する。 

(16) 第１号から第14号までの規定は，前号

に規定する介護予防訪問看護計画書の変

更について準用する。 

(15) 当該指定介護予防訪問看護事業所が指

定介護予防訪問看護を担当する医療機関

である場合にあっては，第２号から第６

号までおよび第10号から前号までの規定

にかかわらず，介護予防訪問看護計画書

および介護予防訪問看護報告書の作成お

よび提出は，診療録その他の診療に関す

る記録（以下「診療記録」という。）へ

の記載をもって代えることができる。 

(17) 当該指定介護予防訪問看護事業所が指

定介護予防訪問看護を担当する医療機関

である場合にあっては，第２号から第６

号まで，第９号および第12号から前号ま

での規定にかかわらず，介護予防訪問看

護計画書および介護予防訪問看護報告書

の作成および提出は，診療録その他の診

療に関する記録（以下「診療記録」とい

う。）への記載をもって代えることがで

きる。 

  

（主治の医師との関係） （主治の医師との関係） 

第78条 （略） 第78条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前条第15号の規定は，主治の医師の文書

による指示について準用する。 

４ 前条第17号の規定は，主治の医師の文書

による指示について準用する。 

  

第80条 （略） 第80条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（新設） ３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者が法第115条の11の規定により準用さ

れる法第72条第１項の規定により法第53条

第１項本文の指定があったものとみなされ

た介護老人保健施設または介護医療院であ

る場合については，函館市介護老人保健施

設の人員，施設および設備ならびに運営に

関する基準を定める条例（平成25年函館市

条例第27号。第118条第４項および第175条

第１項第１号において「介護老人保健施設

基準条例」という。）第４条または函館市

介護医療院の人員，施設および設備ならび

に運営に関する基準を定める条例（平成30

年函館市条例第24号。第118条第４項および

第175条第１項第４号において「介護医療院

基準条例」という。）第４条に規定する人

員に関する基準を満たすことをもって，前

項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事 ４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事
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業者が指定訪問リハビリテーション事業者

（指定居宅サービス等基準条例第81条第１

項に規定する指定訪問リハビリテーション

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け，かつ，指定介護予防訪問リハビリ

テーションの事業と指定訪問リハビリテー

ション（指定居宅サービス等基準条例第80

条に規定する指定訪問リハビリテーション

をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合

については，指定居宅サービス等基準条例

第81条第１項に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって，第１項に規定する

基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

業者が指定訪問リハビリテーション事業者

（指定居宅サービス等基準条例第81条第１

項に規定する指定訪問リハビリテーション

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け，かつ，指定介護予防訪問リハビリ

テーションの事業と指定訪問リハビリテー

ション（指定居宅サービス等基準条例第80

条に規定する指定訪問リハビリテーション

をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合

については，指定居宅サービス等基準条例

第81条第１項から第３項までに規定する人

員に関する基準を満たすことをもって，前

３項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第84条 （略） 第84条 （略） 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者は，利用者に対する指定介護予防訪問

リハビリテーションの提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

２ （略） 

 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第51条の13第２

項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

(2) 次条において準用する第51条の13第２

項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

（新設） (3) 第87条第11号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(3) 次条において準用する第52条の３に規

定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第52条の３の規

定による市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第55条の８第２

項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第55条の８第２

項の規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第55条の10第２

項に規定する事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第55条の10第２

項の規定による事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

  

（指定介護予防訪問リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

第87条 指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの提供は理学療法士，作業療法士または

言語聴覚士が行うものとし，その方針は，

第79条に規定する基本方針および前条に規

定する基本取扱方針に基づき，次に掲げる

ところによるものとする。 

第87条 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

（新設） (5) 医師および理学療法士，作業療法士ま

たは言語聴覚士は，リハビリテーション
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を受けていた医療機関から退院した利用

者に係る介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画の作成に当たっては，当該医療機

関が作成したリハビリテーション実施計

画書等により，当該利用者に係るリハビ

リテーションの情報を把握しなければな

らない。 

(5) （略） (6) （略） 

(6) 指定介護予防訪問リハビリテーション

事業者が指定介護予防通所リハビリテー

ション事業者（第118条第１項に規定する

指定介護予防通所リハビリテーション事

業者をいう。）の指定を併せて受け，か

つ，リハビリテーション会議の開催等を

通じて，利用者の病状，心身の状況，希

望およびその置かれている環境に関する

情報を構成員と共有し，介護予防訪問リ

ハビリテーションおよび介護予防通所リ

ハビリテーションの目標および当該目標

を踏まえたリハビリテーション提供内容

について整合性のとれた介護予防訪問リ

ハビリテーション計画を作成した場合に

ついては，第126条第２号から第５号まで

に規定する介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を満たすことをも

って，第２号から前号までに規定する基

準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

(7) 指定介護予防訪問リハビリテーション

事業者が指定介護予防通所リハビリテー

ション事業者（第118条第１項に規定する

指定介護予防通所リハビリテーション事

業者をいう。）の指定を併せて受け，か

つ，リハビリテーション会議の開催等を

通じて，利用者の病状，心身の状況，希

望およびその置かれている環境に関する

情報を構成員と共有し，介護予防訪問リ

ハビリテーションおよび介護予防通所リ

ハビリテーションの目標および当該目標

を踏まえたリハビリテーション提供内容

について整合性のとれた介護予防訪問リ

ハビリテーション計画を作成した場合に

ついては，第126条第２号から第６号まで

に規定する介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を満たすことをも

って，第２号から前号までに規定する基

準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

(7)・(8) （略） (8)・(9) （略） 

（新設） (10) 指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供に当たっては，当該利用者または

他の利用者等の生命または身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き，身

体的拘束等を行ってはならない。 

（新設） (11) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(9)～(13) （略） (12)～(16) （略） 

(14) 第１号から第12号までの規定は，前号

に規定する介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画の変更について準用する。 

(17) 第１号から第15号までの規定は，前号

に規定する介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画の変更について準用する。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第93条 （略） 第93条 （略） 

２  指定介護予防居宅療養管理指導事業者

は，利用者に対する指定介護予防居宅療養

管理指導の提供に関する次に掲げる記録を

整備し，その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

２ （略） 
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(1) 次条において準用する第51条の13第２

項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

(1) 次条において準用する第51条の13第２

項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

（新設） (2) 第96条第１項第４号，第２項第４号お

よび第３項第４号の規定による身体的拘

束等の態様および時間，その際の利用者

の心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

(2) 次条において準用する第52条の３に規

定する市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第52条の３の規

定による市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第55条の８第２

項に規定する苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第55条の８第２

項の規定による苦情の内容等の記録 

(4) 次条において準用する第55条の10第２

項に規定する事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(5) 次条において準用する第55条の10第２

項の規定による事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

  

（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的

取扱方針） 

（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的

取扱方針） 

第96条 医師または歯科医師の行う指定介護

予防居宅療養管理指導の方針は，次に掲げ

るところによるものとする。 

第96条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供

に当たっては，当該利用者または他の利

用者等の生命または身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘

束等を行ってはならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3) 前号に規定する利用者またはその家族

に対する指導または助言については，療

養上必要な事項等を記載した文書を交付

するよう努めなければならない。 

(5) 第２号に規定する利用者またはその家

族に対する指導または助言については，

療養上必要な事項等を記載した文書を交

付するよう努めなければならない。 

(4)～(7) （略） (6)～(9) （略） 

２ 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理

指導の方針は，次に掲げるところによるも

のとする。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供

に当たっては，当該利用者または他の利

用者等の生命または身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘

束等を行ってはならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)～(7) （略） (5)～(9) （略） 
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３ 歯科衛生士または管理栄養士の行う指定

介護予防居宅療養管理指導の方針は，次に

掲げるところによるものとする。 

３ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供

に当たっては，当該利用者または他の利

用者等の生命または身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘

束等を行ってはならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(3)・(4) （略） (5)・(6) （略） 

  

第118条 （略） 第118条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（新設） ４ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者が法第115条の11の規定により準用さ

れる法第72条第１項の規定により法第53条

第１項本文の指定があったものとみなされ

た介護老人保健施設または介護医療院であ

る場合については，介護老人保健施設基準

条例第４条または介護医療院基準条例第４

条に規定する人員に関する基準を満たすこ

とをもって，前項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者が指定通所リハビリテーション事業者

の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防

通所リハビリテーションの事業と指定通所

リハビリテーションの事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

ついては，指定居宅サービス等基準条例第

137条第１項から第３項までに規定する人

員に関する基準を満たすことをもって，前

３項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者が指定通所リハビリテーション事業者

の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防

通所リハビリテーションの事業と指定通所

リハビリテーションの事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

ついては，指定居宅サービス等基準条例第

137条第１項から第４項までに規定する人

員に関する基準を満たすことをもって，前

各項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第123条 （略） 第123条 （略） 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者は，利用者に対する指定介護予防通所

リハビリテーションの提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第51条の13第２

項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

(2) 次条において準用する第51条の13第２

項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 
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（新設） (3) 第126条第11号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(3) 次条において準用する第52条の３に規

定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第52条の３の規

定による市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第55条の８第２

項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第55条の８第２

項の規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第55条の10第２

項に規定する事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第55条の10第２

項の規定による事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

  

（指定介護予防通所リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

（指定介護予防通所リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

第126条 指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンの方針は，第117条に規定する基本方針

および前条に規定する基本取扱方針に基づ

き，次に掲げるところによるものとする。 

第126条 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

（新設） (5) 医師等の従業者は，リハビリテーショ

ンを受けていた医療機関から退院した利

用者に係る介護予防通所リハビリテーシ

ョン計画の作成に当たっては，当該医療

機関が作成したリハビリテーション実施

計画書等により，当該利用者に係るリハ

ビリテーションの情報を把握しなければ

ならない。 

(5) （略） (6) （略） 

(6) 指定介護予防通所リハビリテーション

事業者が指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業者の指定を併せて受け，かつ，

リハビリテーション会議（医師が参加し

た場合に限る。）の開催等を通じて，利

用者の病状，心身の状況，希望およびそ

の置かれている環境に関する情報を構成

員と共有し，介護予防訪問リハビリテー

ションおよび介護予防通所リハビリテー

ションの目標および当該目標を踏まえた

リハビリテーション提供内容について整

合性のとれた介護予防通所リハビリテー

ション計画を作成した場合については，

第87条第２号から第５号までに規定する

介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を満たすことをもって，第２

号から前号までに規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

(7) 指定介護予防通所リハビリテーション

事業者が指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業者の指定を併せて受け，かつ，

リハビリテーション会議（医師が参加し

た場合に限る。）の開催等を通じて，利

用者の病状，心身の状況，希望およびそ

の置かれている環境に関する情報を構成

員と共有し，介護予防訪問リハビリテー

ションおよび介護予防通所リハビリテー

ションの目標および当該目標を踏まえた

リハビリテーション提供内容について整

合性のとれた介護予防通所リハビリテー

ション計画を作成した場合については，

第87条第２号から第６号までに規定する

介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を満たすことをもって，第２

号から前号までに規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

(7)・(8) （略） (8)・(9) （略） 

（新設） (10) 指定介護予防通所リハビリテーション

の提供に当たっては，当該利用者または

他の利用者等の生命または身体を保護す
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るため緊急やむを得ない場合を除き，身

体的拘束等を行ってはならない。 

（新設） (11) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

(9)～(12) （略） (12)～(15) （略） 

(13) 第１号から第11号までの規定は，前号

に規定する介護予防通所リハビリテーシ

ョン計画の変更について準用する。 

(16) 第１号から第14号までの規定は，前号

に規定する介護予防通所リハビリテーシ

ョン計画の変更について準用する。 

  

第175条 指定介護予防短期入所療養介護事

業所の設備に関する基準は，次のとおりと

する。 

第175条 （略） 

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防

短期入所療養介護事業所にあっては，法

に規定する介護老人保健施設として必要

とされる施設および設備（ユニット型介

護老人保健施設（函館市介護老人保健施

設の人員，施設および設備ならびに運営

に関する基準を定める条例（平成25年函

館市条例第27号）第43条に規定するユニ

ット型介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）に関するものを除く。）を有する

こととする。 

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防

短期入所療養介護事業所にあっては，法

に規定する介護老人保健施設として必要

とされる施設および設備（ユニット型介

護老人保健施設（介護老人保健施設基準

条例第43条に規定するユニット型介護老

人保健施設をいう。以下同じ。）に関す

るものを除く。）を有することとする。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入

所療養介護事業所にあっては，法に規定

する介護医療院として必要とされる施設

および設備（ユニット型介護医療院（函

館市介護医療院の人員，施設および設備

ならびに運営に関する基準を定める条例

（平成30年函館市条例第24号）第43条に

規定するユニット型介護医療院をいう。

第192条および第196条において同じ。）

に関するものを除く。）を有することと

する。 

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入

所療養介護事業所にあっては，法に規定

する介護医療院として必要とされる施設

および設備（ユニット型介護医療院（介

護医療院基準条例第43条に規定するユニ

ット型介護医療院をいう。第192条および

第196条において同じ。）に関するものを

除く。）を有することとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 

209



  

 

函館市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備および運営ならびに 

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に 

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例（令和３年函館市条例 

第２５号） 新旧対照表【第３条関係】 

 

現 行 改 正 案 

  

附 則 附 則 

  

（虐待の防止に係る経過措置） （虐待の防止に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）から令和６年３月31日までの間，

この条例による改正後の函館市指定介護予

防サービス等の事業の人員，設備および運

営ならびに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例（以下「新条例」

という。）第３条第３項および第55条の10

の２（第63条，第75条，第85条，第94条，

第124条，第143条（第160条において準用す

る場合を含む。），第165条の３，第172条，

第182条（第197条において準用する場合を

含む。），第218条，第235条，第249条，第

254条および第263条において準用する場合

を含む。）の規定の適用については，これ

らの規定中「講じなければ」とあるのは，

「講ずるよう努めなければ」とし，新条例

第55条（第63条において準用する場合を含

む。），第73条，第83条，第92条，第121条，

第139条（第165条の３および第172条におい

て準用する場合を含む。），第157条，第179

条，第194条，第213条，第232条および第243

条（第254条および第263条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，

これらの規定中「，次に」とあるのは「，

虐待の防止のための措置に関する事項に関

する規程を定めておくよう努めるととも

に，次に」と，「重要事項」とあるのは「重

要事項（虐待の防止のための措置に関する

事項を除く。）」とする。 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）から令和９年３月31日までの間，

この条例による改正後の函館市指定介護予

防サービス等の事業の人員，設備および運

営ならびに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例（以下「新条例」

という。）第３条第３項（第89条第１項に

規定する指定介護予防居宅療養管理指導事

業者に適用される場合に限る。）および第

55条の10の２（第94条において準用する場

合に限る。）の規定の適用については，こ

れらの規定中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」とし，新条例

第92条の規定の適用については，同条各号

列記以外の部分中「，次に」とあるのは「，

虐待の防止のための措置に関する事項に関

する規程を定めておくよう努めるととも

に，次に」と，「重要事項」とあるのは「重

要事項（虐待の防止のための措置に関する

事項を除く。）」とする。 

  

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

第４条 施行日から令和６年３月31日までの

間，新条例第55条の２の２（第63条，第75

条，第85条，第94条，第124条，第143条（第

160条において準用する場合を含む。），第

165条の３，第172条，第182条（第197条に

おいて準用する場合を含む。），第218条，

第235条，第249条，第254条および第263条

第４条 施行日から令和９年３月31日までの

間，新条例第55条の２の２（第94条におい

て準用する場合に限る。以下この条におい

て同じ。）の規定の適用については，新条

例第55条の２の２第１項中「講じなければ」

とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，

同条第２項中「実施しなければ」とあるの
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において準用する場合を含む。）の規定の

適用については，これらの規定中「講じな

ければ」とあるのは「講ずるよう努めなけ

れば」と，「実施しなければ」とあるのは

「実施するよう努めなければ」と，「行う

ものとする」とあるのは「行うよう努める

ものとする」とする。 

は「実施するよう努めなければ」と，同条

第３項中「行うものとする」とあるのは「行

うよう努めるものとする」とする。 
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19 函館市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならび

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の

骨子 

 

 （１） 改正理由 

     指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に

伴い，指定介護予防支援の事業の人員の基準等に関する規定を整備する

ため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第７条第４項の改正規定お

よび第３６条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 
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函館市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 指定介護予防支援事業者は，当該指

定に係る事業所（以下「指定介護予防支援

事業所」という。）ごとに１以上の員数の

指定介護予防支援の提供に当たる必要な数

の保健師その他の指定介護予防支援に関す

る知識を有する職員（以下「担当職員」と

いう。）を置かなければならない。 

第５条 地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者は，当該指定に

係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護

予防支援の提供に当たる必要な数の保健師

その他の指定介護予防支援に関する知識を

有する職員（以下「担当職員」という。）

を置かなければならない。 

（新設） ２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は，当該指定に係る事業所

ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の

提供に当たる必要な数の介護支援専門員を

置かなければならない。 

  

（管理者） （管理者） 

第６条 指定介護予防支援事業者は，指定介

護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置

かなければならない。 

第６条 指定介護予防支援事業者は，当該指

定に係る事業所（以下「指定介護予防支援

事業所」という。）ごとに常勤の管理者を

置かなければならない。 

２ 前項に規定する管理者は，専らその職務

に従事する者でなければならない。ただ

し，指定介護予防支援事業所の管理に支障

がない場合は，当該指定介護予防支援事業

所の他の職務に従事し，または当該指定介

護予防支援事業者である地域包括支援セン

ターの職務に従事することができるものと

する。 

２ 地域包括支援センターの設置者である指

定介護予防支援事業者が前項の規定により

置く管理者は，専らその職務に従事する者

でなければならない。ただし，指定介護予

防支援事業所の管理に支障がない場合は，

当該指定介護予防支援事業所の他の職務に

従事し，または当該指定介護予防支援事業

者である地域包括支援センターの職務に従

事することができるものとする。 

（新設） ３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者が第１項の規定により置く

管理者は，介護保険法施行規則（平成11年

厚生省令第36号）第140条の66第１号イ(3)

に規定する主任介護支援専門員（以下この

項において「主任介護支援専門員」とい

う。）でなければならない。ただし，主任

介護支援専門員の確保が著しく困難である

等やむを得ない理由がある場合について

は，介護支援専門員（主任介護支援専門員

を除く。）を第１項に規定する管理者とす

ることができる。 

（新設） ４ 前項の管理者は，専らその職務に従事す

る者でなければならない。ただし，次に掲

げる場合は，この限りでない。 
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 (1) 管理者がその管理する指定介護予防支

援事業所の介護支援専門員の職務に従事

する場合 

 (2) 管理者が他の事業所の職務に従事する

場合（その管理する指定介護予防支援事

業所の管理に支障がない場合に限る。） 

  

（内容および手続の説明および同意） （内容および手続の説明および同意） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予

防支援の提供の開始に際し，あらかじめ，

介護予防サービス計画が第３条に規定する

基本方針および利用者の希望に基づき作成

されるものであり，利用者は複数の指定介

護予防サービス事業者等を紹介するよう求

めることができること等につき説明を行

い，理解を得なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予

防支援の提供の開始に際し，あらかじめ，

利用者またはその家族に対し，介護予防サ

ービス計画が第３条に規定する基本方針お

よび利用者の希望に基づき作成されるもの

であり，利用者は複数の指定介護予防サー

ビス事業者等を紹介するよう求めることが

できること等につき説明を行い，理解を得

なければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予

防支援の提供の開始に際し，あらかじめ，

利用者またはその家族に対し，利用者につ

いて，病院または診療所に入院する必要が

生じた場合には，担当職員の氏名および連

絡先を当該病院または診療所に伝えるよう

求めなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予

防支援の提供の開始に際し，あらかじめ，

利用者またはその家族に対し，利用者につ

いて，病院または診療所に入院する必要が

生じた場合には，担当職員（指定居宅介護

支援事業者である指定介護予防支援事業者

の場合にあっては介護支援専門員。以下こ

の章および次章において同じ。）の氏名お

よび連絡先を当該病院または診療所に伝え

るよう求めなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は，利用申込者

またはその家族から申出があった場合に

は，第１項の規定による文書の交付に代え

て，第７項で定めるところにより，当該利

用申込者またはその家族の承諾を得て，当

該文書に記すべき重要事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を使用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この

場合において，当該指定介護予防支援事業

者は，当該文書を交付したものとみなす。 

４ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに第１項に規

定する重要事項を記録したものを交付す

る方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式，磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって，電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第36

条第１項において同じ。）に係る記録媒

体をいう。）をもって調製するファイル

に第１項に規定する重要事項を記録した
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ものを交付する方法 

５～８ （略） ５～８ （略） 

  

（利用料等の受領） （利用料等の受領） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

（新設） ２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は，前項の利用料のほか，

利用者の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防

支援を行う場合には，それに要した交通費

の支払を利用者から受けることができる。 

（新設） ３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は，前項に規定する費用の

額に係るサービスの提供に当たっては，あ

らかじめ，利用者またはその家族に対し，

当該サービスの内容および費用について説

明を行い，利用者の同意を得なければなら

ない。 

  

（保険給付の請求のための証明書の交付） （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第14条 指定介護予防支援事業者は，提供し

た指定介護予防支援について前条の利用料

の支払を受けた場合には，当該利用料の額

等を記載した指定介護予防支援提供証明書

を利用者に対して交付しなければならな

い。 

第14条 指定介護予防支援事業者は，提供し

た指定介護予防支援について前条第１項の

利用料の支払を受けた場合には，当該利用

料の額等を記載した指定介護予防支援提供

証明書を利用者に対して交付しなければな

らない。 

  

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第 15条  指定介護予防支援事業者は，法第

115条の23第３項の規定により指定介護予

防支援の一部を委託する場合には，次の各

号に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

第15条 地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者は，法第115条

の23第３項の規定により指定介護予防支援

の一部を委託する場合には，次の各号に掲

げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 委託に当たっては，中立性および公正

性の確保を図るため地域包括支援センタ

ー運営協議会（介護保険法施行規則（平

成11年厚生省令第36号）第140条の66第

１号ロ(２)に規定する地域包括支援セン

ター運営協議会をいう。）の議を経なけ

ればならないこと。 

(1) 委託に当たっては，中立性および公正

性の確保を図るため地域包括支援センタ

ー運営協議会（介護保険法施行規則第

140条の66第１号ロ(２)に規定する地域

包括支援センター運営協議会をいう。）

の議を経なければならないこと。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対

し，指定介護予防支援の業務を実施する

介護支援専門員が，第３条，この章およ

び第４章の規定を遵守するよう措置させ

なければならないこと。 

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対

し，指定介護予防支援の業務を実施する

介護支援専門員が，第３条，この章およ

び次章の規定（第33条第29号の規定を除

く。）を遵守するよう措置させなければ

ならないこと。 

  

（掲示） （掲示） 
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第24条 指定介護予防支援事業者は，指定介

護予防支援事業所の見やすい場所に，運営

規程の概要，担当職員の勤務の体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。 

第24条 指定介護予防支援事業者は，指定介

護予防支援事業所の見やすい場所に，運営

規程の概要，担当職員の勤務の体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項（以下この条において

単に「重要事項」という。）を掲示しなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，前項に規定

する事項を記載した書面を当該指定介護予

防支援事業所に備え付け，かつ，これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることによ

り，同項の規定による掲示に代えることが

できる。 

２ 指定介護予防支援事業者は，重要事項を

記載した書面を当該指定介護予防支援事業

所に備え付け，かつ，これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより，前項の

規定による掲示に代えることができる。 

（新設） ３  指定介護予防支援事業者は，原則とし

て，重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第31条 （略） 第31条 （略） 

２ 指定介護予防支援事業者は，利用者に対

する指定介護予防支援の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し，その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を

記載した介護予防支援台帳 

(2) （略） 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

エ 第33条第15号に規定する評価の結果

の記録 

エ 第33条第15号の規定による評価の結

果の記録 

オ （略） オ （略） 

（新設） (3) 第33条第２号の３の規定による身体的

拘束その他利用者の行動を制限する行為

（同条第２号の２および第２号の３にお

いて「身体的拘束等」という。）の態様

および時間，その際の利用者の心身の状

況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 第18条に規定する市への通知に係る記

録 

(4) 第18条の規定による市への通知に係る

記録 

(4) 第28条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(5) 第28条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(5) 第29条第２項に規定する事故の状況お

よび事故に際してとった処置についての

記録 

(6) 第29条第２項の規定による事故の状況

および事故に際してとった処置について

の記録 

  

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第33条 指定介護予防支援の方針は，第３条

に規定する基本方針および前条に規定する

基本取扱方針に基づき，次に掲げるところ

によるものとする。 

第33条 （略） 
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(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (2)の２ 指定介護予防支援の提供に当た

っては，当該利用者または他の利用者等

の生命または身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き，身体的拘束等を

行ってはならない。 

（新設） (2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合

には，その態様および時間，その際の利

用者の心身の状況ならびに緊急やむを得

ない理由を記録しなければならない。 

(3)～(15) （略） (3)～(15) （略） 

(16) 担当職員は，第14号に規定する実施状

況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては，利用者およびその

家族，指定介護予防サービス事業者等と

の連絡を継続的に行うこととし，特段の

事情のない限り，次に定めるところによ

り行わなければならない。 

(16) （略） 

ア 少なくともサービスの提供を開始す

る月の翌月から起算して３月に１回お

よびサービスの評価期間が終了する月

ならびに利用者の状況に著しい変化が

あったときは，利用者の居宅を訪問

し，利用者に面接すること。 

ア 少なくともサービスの提供を開始す

る月の翌月から起算して３月に１回，

利用者に面接すること。 

（新設） イ アの規定による面接は，利用者の居

宅を訪問することによって行うこと。

ただし，次のいずれにも該当する場合

であって，サービスの提供を開始する

月の翌月から起算して３月ごとの期間

（以下この号において単に「期間」と

いう。）について，少なくとも連続す

る２期間に１回，利用者の居宅を訪問

し，面接するときは，利用者の居宅を

訪問しない期間において，テレビ電話

装置等を活用して，利用者に面接する

ことができる。 

 (ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接

を行うことについて，文書により利

用者の同意を得ていること。 

 (ｲ) サービス担当者会議等において，

次に掲げる事項について主治の医

師，担当者その他の関係者の合意を

得ていること。 

 ａ 利用者の心身の状況が安定して

いること。 

 ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活

用して意思疎通を行うことができ

ること。 

 ｃ 担当職員が，テレビ電話装置等
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を活用したモニタリングでは把握

できない情報について，担当者か

ら提供を受けること。 

（新設） ウ サービスの評価期間が終了する月お

よび利用者の状況に著しい変化があっ

たときは，利用者の居宅を訪問し，利

用者に面接すること。 

イ 利用者の居宅を訪問しない月におい

ては，可能な限り，指定介護予防通所

リハビリテーション事業所（指定介護

予防サービス等基準条例第 118条第１

項に規定する指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所をいう。）を訪問

する等の方法により利用者に面接する

よう努めるとともに，当該面接ができ

ない場合にあっては，電話等により利

用者との連絡を実施すること。 

エ 利用者の居宅を訪問しない月（イた

だし書の規定によりテレビ電話装置等

を活用して利用者に面接する月を除

く。）においては，可能な限り，指定

介護予防通所リハビリテーション事業

所（指定介護予防サービス等基準条例

第118条第１項に規定する指定介護予

防通所リハビリテーション事業所をい

う。）を訪問する等の方法により利用

者に面接するよう努めるとともに，当

該面接ができない場合にあっては，電

話等により利用者との連絡を実施する

こと。 

ウ （略） オ （略） 

(17)～(28) （略） (17)～(28) （略） 

（新設） (29) 指定居宅介護支援事業者である指定介

護予防支援事業者は，法第115条の30の

２第１項の規定により市長から情報の提

供を求められた場合には，その求めに応

じなければならない。 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第36条 指定介護予防支援事業者および指定

介護予防支援の提供に当たる者は，作成，

保存その他これらに類するもののうち，こ

の条例の規定において書面（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その

他文字，図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されているまたは

想定されるもの（第10条（第35条において

準用する場合を含む。）および第33条第26

号（第 35条において準用する場合を含

む。）ならびに次項に規定するものを除

く。）については，書面に代えて，当該書

面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的

方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であっ

て，電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができ

る。 

第36条 指定介護予防支援事業者および指定

介護予防支援の提供に当たる者は，作成，

保存その他これらに類するもののうち，こ

の条例の規定において書面（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その

他文字，図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されているまたは

想定されるもの（第10条（第35条において

準用する場合を含む。）および第33条第26

号（第 35条において準用する場合を含

む。）ならびに次項に規定するものを除

く。）については，書面に代えて，当該書

面に係る電磁的記録により行うことができ

る。 
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２ （略） ２ （略） 
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20 函館市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備および運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴う指定地域密着型サービスの事業の人員の基準等に関する

規定の整備等をするため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第１０条第２項の改正規定

および第２０４条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 
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函館市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備および運営に関する基準等を 

定める条例 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数） 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の同一敷地内に次の各号に掲げる

いずれかの施設等がある場合において，当

該施設等の入所者等の処遇に支障がない

場合は，前項本文の規定にかかわらず，当

該施設等の職員をオペレーターとして充

てることができる。 

５ （略） 

(1)～(10) （略） (1)～(10) （略） 

(11) 健康保険法等の一部を改正する法律

（平成18年法律第83号）附則第130条の２

第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第26条の規定による

改正前の法第48条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設（以下「指定

介護療養型医療施設」という。） 

（削る） 

(12) （略） (11) （略） 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

は，専ら当該随時訪問サービスの提供に当

たる者でなければならない。ただし，利用

者の処遇に支障がない場合は，当該定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期

巡回サービスまたは同一施設内にある指

定訪問介護事業所もしくは指定夜間対応

型訪問介護事業所の職務に従事すること

ができる。 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

は，専ら当該随時訪問サービスの提供に当

たる者でなければならない。ただし，利用

者の処遇に支障がない場合は，当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

定期巡回サービスまたは同一敷地内にあ

る指定訪問介護事業所もしくは指定夜間

対応型訪問介護事業所の職務に従事する

ことができる。 

７～12 （略） ７～12 （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし，指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の管理上支障が

ない場合は，当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の他の職務に従事

し，または同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができるも

のとする。 

第８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし，指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の管理上支障が

ない場合は，当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の他の職務に従事

し，または他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 
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（内容および手続の説明および同意） （内容および手続の説明および同意） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は，利用申込者またはその家族から

の申出があった場合には，前項の規定によ

る文書の交付に代えて，第５項で定めると

ころにより，当該利用申込者またはその家

族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要

事項を電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法

であって次に掲げるもの（以下この条にお

いて「電磁的方法」という。）により提供

することができる。この場合において，当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は，当該文書を交付したものとみな

す。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができ

る物をもって調製するファイルに前項

に規定する重要事項を記録したものを

交付する方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式，磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作

られる記録であって，電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。第

204条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）をもって調製するファ

イルに前項に規定する重要事項を記録

したものを交付する方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の具体的取扱方針） 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の具体的取扱方針） 

第25条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の方針は，次に掲げるところに

よるものとする。 

第25条 （略） 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

（新設） (8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供に当たっては，当該利用者また

は他の利用者等の生命または身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除

き，身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行ってはならない。 

（新設） (9) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

(8)・(9) （略） (10)・(11) （略） 

  

（掲示） （掲示） 
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第35条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の見やすい場所に，運

営規程の概要，定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を掲示しなければなら

ない。 

第35条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の見やすい場所に，運

営規程の概要，定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項（以下この条において単

に「重要事項」という。）を掲示しなけれ

ばならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は，前項に規定する事項を記載した

書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所に備え付け，かつ，これを

いつでも関係者に自由に閲覧させること

により，同項の規定による掲示に代えるこ

とができる。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は，重要事項を記載した書面を当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所に備え付け，かつ，これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより，前項

の規定による掲示に代えることができる。 

（新設） ３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は，原則として，重要事項をウェブ

サイトに掲載しなければならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第43条 （略） 第43条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は，利用者に対する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し，その完結の日か

ら５年間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第21条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(2) 第21条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

（新設） (5) 第25条第９号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

(5) 第29条に規定する市への通知に係る記

録 

(6) 第29条の規定による市への通知に係る

記録 

(6) 第39条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(7) 第39条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(7) 第41条第２項に規定する事故の状況お

よび事故に際してとった処置について

の記録 

(8) 第41条第２項の規定による事故の状況

および事故に際してとった処置につい

ての記録 

  

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数） 

第48条 （略） 第48条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ オペレーターは専らその職務に従事す

る者でなければならない。ただし，利用者

の処遇に支障がない場合は，当該夜間対応

３ オペレーターは専らその職務に従事す

る者でなければならない。ただし，利用者

の処遇に支障がない場合は，当該指定夜間
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型訪問介護事業所の定期巡回サービス，同

一敷地内の指定訪問介護事業所もしくは

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の職務または利用者以外の者からの

通報を受け付ける業務に従事することが

できる。 

対応型訪問介護事業所の定期巡回サービ

ス，同一敷地内の指定訪問介護事業所もし

くは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の職務または利用者以外の者か

らの通報を受け付ける業務に従事するこ

とができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一

敷地内に次に掲げるいずれかの施設等が

ある場合において，当該施設等の入所者等

の処遇に支障がない場合は，前項本文の規

定にかかわらず，当該施設等の職員をオペ

レーターとして充てることができる。 

４ （略） 

(1)～(10) （略） (1)～(10) （略） 

(11) 指定介護療養型医療施設 （削る） 

(12) （略） (11) （略） 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

は，専ら当該随時訪問サービスの提供に当

たる者でなければならない。ただし，利用

者の処遇に支障がない場合は，当該夜間対

応型訪問介護事業所の定期巡回サービス

または同一敷地内にある指定訪問介護事

業所もしくは指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の職務に従事すること

ができる。 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

は，専ら当該随時訪問サービスの提供に当

たる者でなければならない。ただし，利用

者の処遇に支障がない場合は，当該指定夜

間対応型訪問介護事業所の定期巡回サー

ビスまたは同一敷地内にある指定訪問介

護事業所もしくは指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の職務に従事する

ことができる。 

６ 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用

者に対するオペレーションセンターサー

ビスの提供に支障がない場合は，第３項本

文および前項本文の規定にかかわらず，オ

ペレーターは，随時訪問サービスに従事す

ることができる。 

６ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の

利用者に対するオペレーションセンター

サービスの提供に支障がない場合は，第３

項本文および前項本文の規定にかかわら

ず，オペレーターは，随時訪問サービスに

従事することができる。 

７ （略） ７ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第49条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，

指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし，指定夜間対

応型訪問介護事業所の管理上支障がない

場合は，当該指定夜間対応型訪問介護事業

所の他の職務または同一敷地内の他の事

業所，施設等（当該指定夜間対応型訪問介

護事業者が，指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者の指定を併せて受け，か

つ，当該同一敷地内の他の事業所，施設等

と一体的に運営している場合に限る。）の

職務に従事することができるものとし，日

中のオペレーションセンターサービスを

実施する場合であって，指定訪問介護事業

者（指定居宅サービス等基準条例第６条第

第49条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，

指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし，指定夜間対

応型訪問介護事業所の管理上支障がない

場合は，当該指定夜間対応型訪問介護事業

所の他の職務または他の事業所，施設等

（当該指定夜間対応型訪問介護事業者が，

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者の指定を併せて受け，かつ，当該他の

事業所，施設等と一体的に運営している場

合に限る。）の職務に従事することができ

るものとし，日中のオペレーションセンタ

ーサービスを実施する場合であって，指定

訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準

条例第６条第１項に規定する指定訪問介
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１項に規定する指定訪問介護事業者をい

う。）の指定を併せて受けて，一体的に運

営するときは，指定訪問介護事業所の職務

に従事することができるものとする。 

護事業者をいう。）の指定を併せて受けて，

一体的に運営するときは，指定訪問介護事

業所の職務に従事することができるもの

とする。 

  

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱

方針） 

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱

方針） 

第52条 夜間対応型訪問介護従業者の行う

指定夜間対応型訪問介護の方針は，次に掲

げるところによるものとする。 

第52条 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

（新設） (5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当た

っては，当該利用者または他の利用者等

の生命または身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き，身体的拘束等

を行ってはならない。 

（新設） (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

(5)～(7) （略） (7)～(9) （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第59条 （略） 第59条 （略） 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用

者に対する指定夜間対応型訪問介護の提

供に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第21条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(2) 次条において準用する第21条第２項の

規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

（新設） (3) 第52条第６号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

(3) 次条において準用する第29条に規定す

る市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第29条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第39条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第39条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第41条第２項に

規定する事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第41条第２項の

規定による事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

  

（管理者） （管理者） 

第60条の４ 指定地域密着型通所介護事業

者は，指定地域密着型通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者

第60条の４ 指定地域密着型通所介護事業

者は，指定地域密着型通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者
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を置かなければならない。ただし，指定地

域密着型通所介護事業所の管理上支障が

ない場合は，当該指定地域密着型通所介護

事業所の他の職務に従事し，または同一敷

地内にある他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

を置かなければならない。ただし，指定地

域密着型通所介護事業所の管理上支障が

ない場合は，当該指定地域密着型通所介護

事業所の他の職務に従事し，または他の事

業所，施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

  

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱

方針） 

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱

方針） 

第60条の９ 指定地域密着型通所介護の方

針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

第60条の９ （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

（新設） (5) 指定地域密着型通所介護の提供に当た

っては，当該利用者または他の利用者等

の生命または身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き，身体的拘束等

を行ってはならない。 

（新設） (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

(5)・(6) （略） (7)・(8) （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第60条の19 （略） 第60条の19 （略） 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は，利用

者に対する指定地域密着型通所介護の提

供に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第21条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(2) 次条において準用する第21条第２項の

規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

（新設） (3) 第60条の９第６号の規定による身体的

拘束等の態様および時間，その際の利用

者の心身の状況ならびに緊急やむを得

ない理由の記録 

(3) 次条において準用する第29条に規定す

る市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第29条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第39条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第39条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 前条第２項に規定する事故の状況およ

び事故に際してとった処置についての

記録 

(6) 前条第２項の規定による事故の状況お

よび事故に際してとった処置について

の記録 

(6) （略） (7) （略） 

  

（準用） （準用） 
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第60条の20の３ 第10条から第14条まで，第

16条から第19条まで，第21条，第23条，第

29条，第33条の２，第35条から第39条まで，

第41条の２，第42条，第54条，第60条の２，

第60条の４および第60条の５第４項なら

びに前節（第60条の20を除く。）の規定は，

共生型地域密着型通所介護の事業につい

て準用する。この場合において，第10条第

１項中「第32条に規定する運営規程」とあ

るのは「運営規程（第60条の12に規定する

運営規程をいう。第35条第１項において同

じ。）」と，「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「共生型地域

密着型通所介護の提供に当たる従業者（以

下「共生型地域密着型通所介護従業者」と

いう。）」と，第33条の２第２項，第35条

第１項ならびに第 41条の２第１号および

第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「共生型地域密着

型通所介護従業者」と，第60条の５第４項

中「前項ただし書の場合（指定地域密着型

通所介護事業者が第１項の設備を利用し，

夜間および深夜に指定地域密着型通所介

護以外のサービスを提供する場合に限

る。）」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護事業者が共生型地域密着型通所介

護事業所の設備を利用し，夜間および深夜

に共生型地域密着型通所介護以外のサー

ビスを提供する場合」と，第60条の９第４

号，第60条の10第５項，第60条の13第３項

および第４項ならびに第 60条の16第２項

第１号および第３号中「地域密着型通所介

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護従業者」と，第60条の19第２項第

２号中「次条において準用する第21条第２

項」とあるのは「第21条第２項」と，同項

第３号中「次条において準用する第29条」

とあるのは「第29条」と，同項第４号中「次

条において準用する第39条第２項」とある

のは「第39条第２項」と読み替えるものと

する。 

第60条の20の３ 第10条から第14条まで，第

16条から第19条まで，第21条，第23条，第

29条，第33条の２，第35条から第39条まで，

第41条の２，第42条，第54条，第60条の２，

第60条の４および第 60条の５第４項なら

びに前節（第60条の20を除く。）の規定は，

共生型地域密着型通所介護の事業につい

て準用する。この場合において，第10条第

１項中「第32条に規定する運営規程」とあ

るのは「運営規程（第60条の12に規定する

運営規程をいう。第35条第１項において同

じ。）」と，「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「共生型地域

密着型通所介護の提供に当たる従業者（以

下「共生型地域密着型通所介護従業者」と

いう。）」と，第33条の２第２項，第35条

第１項ならびに第41条の２第１号および

第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「共生型地域密着

型通所介護従業者」と，第60条の５第４項

中「前項ただし書の場合（指定地域密着型

通所介護事業者が第１項の設備を利用し，

夜間および深夜に指定地域密着型通所介

護以外のサービスを提供する場合に限

る。）」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護事業者が共生型地域密着型通所介

護事業所の設備を利用し，夜間および深夜

に共生型地域密着型通所介護以外のサー

ビスを提供する場合」と，第60条の９第４

号，第60条の10第５項，第60条の13第３項

および第４項ならびに第60条の16第２項

第１号および第３号中「地域密着型通所介

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護従業者」と，第60条の19第２項第

２号中「次条において準用する第21条第２

項」とあるのは「第21条第２項」と，同項

第４号中「次条において準用する第29条」

とあるのは「第29条」と，同項第５号中「次

条において準用する第39条第２項」とある

のは「第39条第２項」と読み替えるものと

する。 

  

（管理者） （管理者） 

第60条の24 指定療養通所介護事業者は，指

定療養通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし，指定療養通所介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該指定

療養通所介護事業所の他の職務に従事し，

第60条の24 指定療養通所介護事業者は，指

定療養通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし，指定療養通所介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該指定

療養通所介護事業所の他の職務に従事し，
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または同一敷地内にある他の事業所，施設

等の職務に従事することができるものと

する。 

または他の事業所，施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（指定療養通所介護の具体的取扱方針） （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第60条の30 指定療養通所介護の方針は，次

に掲げるところによるものとする。 

第60条の30 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（新設） (3) 指定療養通所介護の提供に当たって

は，当該利用者または他の利用者等の生

命または身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならない。 

（新設） (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

(3)～(5) （略） (5)～(7) （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第60条の37 （略） 第60条の37 （略） 

２ 指定療養通所介護事業者は，利用者に対

する指定療養通所介護の提供に関する次

に掲げる記録を整備し，その完結の日から

５年間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 次条において準用する第21条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(3) 次条において準用する第21条第２項の

規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

（新設） (4) 第60条の30第４号の規定による身体的

拘束等の態様および時間，その際の利用

者の心身の状況ならびに緊急やむを得

ない理由の記録 

(4) 次条において準用する第29条に規定す

る市への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第29条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第39条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第39条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第60条の17第２

項に規定する報告，評価，要望，助言等

の記録 

(7) （略） 

(7) 次条において準用する第60条の18第２

項に規定する事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

(8) 次条において準用する第60条の18第２

項の規定による事故の状況および事故

に際してとった処置についての記録 

  

（管理者） （管理者） 

第63条 単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業者は，単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその

第63条 単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業者は，単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその
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職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし，単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業所の管理上

支障がない場合は，当該単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し，または同一敷地内にある他の

事業所，施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし，単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業所の管理上

支障がない場合は，当該単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し，または他の事業所，施設等の

職務に従事することができるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（利用定員等） （利用定員等） 

第66条 （略） 第66条 （略） 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業

者は，指定居宅サービス，指定地域密着型

サービス，指定居宅介護支援，指定介護予

防サービス，指定地域密着型介護予防サー

ビスもしくは指定介護予防支援の事業ま

たは介護保険施設もしくは指定介護療養

型医療施設の運営（第83条第７項，第111

条第９項および第 192条第８項において

「指定居宅サービス事業等」という。）に

ついて３年以上の経験を有する者でなけ

ればならない。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業

者は，指定居宅サービス，指定地域密着型

サービス，指定居宅介護支援，指定介護予

防サービス，指定地域密着型介護予防サー

ビスもしくは指定介護予防支援の事業ま

たは介護保険施設もしくは健康保険法等

の一部を改正する法律（平成18年法律第83

号）第26条の規定による改正前の法第48条

第１項第３号に規定する指定介護療養型

医療施設の運営（第83条第７項，第111条

第９項および第192条第８項において「指

定居宅サービス事業等」という。）につい

て３年以上の経験を有する者でなければ

ならない。 

  

（管理者） （管理者） 

第67条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業者は，共用型指定認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。た

だし，共用型指定認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該共用

型指定認知症対応型通所介護事業所の他

の職務に従事し，または同一敷地内にある

他の事業所，施設等の職務に従事すること

ができるものとする。なお，共用型指定認

知症対応型通所介護事業所の管理上支障

がない場合は，当該共用型指定認知症対応

型通所介護事業所の他の職務に従事し，か

つ，同一敷地内にある他の本体事業所等の

職務に従事することとしても差し支えな

い。 

第67条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業者は，共用型指定認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。た

だし，共用型指定認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該共用

型指定認知症対応型通所介護事業所の他

の職務に従事し，または他の事業所，施設

等の職務に従事することができるものと

する。なお，共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は，当

該共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の他の職務に従事し，かつ，他の本体事

業所等の職務に従事することとしても差

し支えない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（指定認知症対応型通所介護の具体的取

扱方針） 

（指定認知症対応型通所介護の具体的取

扱方針） 

第71条 指定認知症対応型通所介護の方針 第71条 （略） 
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は，次に掲げるところによるものとする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

（新設） (5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当

たっては，当該利用者または他の利用者

等の生命または身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き，身体的拘束

等を行ってはならない。 

（新設） (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

(5)・(6) （略） (7)・(8) （略） 

  

（認知症対応型通所介護計画の作成） （認知症対応型通所介護計画の作成） 

第72条 指定認知症対応型通所介護事業所

（単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業所または共用型指定認知症対応型

通所介護事業所をいう。以下同じ。）の管

理者（第63条または第67条の管理者をい

う。以下この条および次条において同じ。）

は，利用者の心身の状況，希望およびその

置かれている環境を踏まえて，機能訓練等

の目標，当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した認知症対

応型通所介護計画を作成しなければなら

ない。 

第72条 指定認知症対応型通所介護事業所

（単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業所または共用型指定認知症対応型

通所介護事業所をいう。以下同じ。）の管

理者（第63条または第67条の管理者をい

う。以下この条において同じ。）は，利用

者の心身の状況，希望およびその置かれて

いる環境を踏まえて，機能訓練等の目標，

当該目標を達成するための具体的なサー

ビスの内容等を記載した認知症対応型通

所介護計画を作成しなければならない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第80条 （略） 第80条 （略） 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利

用者に対する指定認知症対応型通所介護

の提供に関する次に掲げる記録を整備し，

その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第21条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(2) 次条において準用する第21条第２項の

規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

（新設） (3) 第71条第６号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

(3) 次条において準用する第29条に規定す

る市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第29条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第39条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第39条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第60条の17第２

項に規定する報告，評価，要望，助言等

(6) （略） 
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の記録 

(6) 次条において準用する第60条の18第２

項に規定する事故の状況および事故に

際してとった処置についての記録 

(7) 次条において準用する第60条の18第２

項の規定による事故の状況および事故

に際してとった処置についての記録 

  

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第83条 （略） 第83条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前

各項に定める人員に関する基準を満たす

小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か，同表の中欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いていると

きは，同表の右欄に掲げる当該小規模多機

能型居宅介護従業者は，同表の中欄に掲げ

る施設等の職務に従事することができる。 

６ （略） 

 当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合 

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所，指

定地域密着型

特定施設，指定

地域密着型介

護老人福祉施

設，指定介護老

人福祉施設，介

護老人保健施

設，指定介護療

養型医療施設

（医療法（昭和

23年法律第205

号）第７条第２

項第４号に規

定する療養病

床を有する診

療所であるも

のに限る。）ま

たは介護医療

院 

介護職員   当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合 

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所，指

定地域密着型

特定施設，指定

地域密着型介

護老人福祉施

設，指定介護老

人福祉施設，介

護老人保健施

設または介護

医療院 

介護職員  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

７～13 （略） ７～13 （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第84条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者は，指定小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし，指

定小規模多機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は，当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，

第84条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者は，指定小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし，指

定小規模多機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は，当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，
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または当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所に併設する前条第６項の表の当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等のいずれかが併設され

ている場合の項の中欄に掲げる施設等の

職務，同一敷地内の指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の職務（当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

が，指定夜間対応型訪問介護事業者，指定

訪問介護事業者または指定訪問看護事業

者の指定を併せて受け，一体的な運営を行

っている場合には，これらの事業に係る職

務を含む。）もしくは法第115条の45第１

項に規定する介護予防・日常生活支援総合

事業（同項第１号ニに規定する第１号介護

予防支援事業を除く。）に従事することが

できるものとする。 

または他の事業所，施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホー

ム，老人デイサービスセンター（老人福祉

法第20条の２の２に規定する老人デイサ

ービスセンターをいう。以下同じ。），介

護老人保健施設，介護医療院，指定小規模

多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応

型共同生活介護事業所，指定複合型サービ

ス事業所（第194条に規定する指定複合型

サービス事業所をいう。次条において同

じ。）等の従業者または訪問介護員等（介

護福祉士または法第８条第２項に規定す

る政令で定める者をいう。次条，第112条

第３項，第113条および第194条において同

じ。）として３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって，指

定地域密着型サービス基準省令第64条第

３項に規定する研修を修了しているもの

でなければならない。 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホー

ム，老人デイサービスセンター（老人福祉

法第20条の２の２に規定する老人デイサ

ービスセンターをいう。以下同じ。），介

護老人保健施設，介護医療院，指定小規模

多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応

型共同生活介護事業所，指定複合型サービ

ス事業所（第194条に規定する指定複合型

サービス事業所をいう。次条において同

じ。）等の従業者または訪問介護員等（介

護福祉士または法第８条第２項に規定す

る政令で定める者をいう。次条，第112条

第３項，第113条，第193条第３項および第

194条において同じ。）として３年以上認

知症である者の介護に従事した経験を有

する者であって，指定地域密着型サービス

基準省令第64条第３項に規定する研修を

修了しているものでなければならない。 

  

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的

取扱方針） 

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的

取扱方針） 

第93条 指定小規模多機能型居宅介護の方

針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

第93条 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は，指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては，当該利用者または他の利

用者等の生命または身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き，身体的

拘束その他利用者の行動を制限する行

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は，指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては，当該利用者または他の利

用者等の生命または身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き，身体的

拘束等を行ってはならない。 
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為（以下「身体的拘束等」という。）を

行ってはならない。 

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は，前項の身体的拘束等を行う場合に

は，その態様および時間，その際の利用

者の心身の状況ならびに緊急やむを得

ない理由を記録しなければならない。 

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は，前号の身体的拘束等を行う場合に

は，その態様および時間，その際の利用

者の心身の状況ならびに緊急やむを得

ない理由を記録しなければならない。 

（新設） (7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

 ア 身体的拘束等の適正化のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるもの

とする。）を３月に１回以上開催する

とともに，その結果について，介護職

員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

 イ 身体的拘束等の適正化のための指

針を整備すること。 

 ウ 介護職員その他の従業者に対し，身

体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

(7)・(8) （略） (8)・(9) （略） 

  

（居住機能を担う併設施設等への入居） （居住機能を担う併設施設等への入居） 

第107条 （略） 第107条 （略） 

  

 （利用者の安全ならびに介護サービスの

質の確保および職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

（新設） 第107条の２ 指定小規模多機能型居宅介護

事業者は，当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所における業務の効率化，介護サー

ビスの質の向上その他の生産性の向上に

資する取組の促進を図るため，当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所における利

用者の安全ならびに介護サービスの質の

確保および職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催しなければならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第108条 （略） 第108条 （略） 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，

利用者に対する指定小規模多機能型居宅

介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し，その完結の日から５年間保存しなけ

２ （略） 
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ればならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 次条において準用する第21条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(3) 次条において準用する第21条第２項の

規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

(4) 第93条第６号に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の利用者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 第93条第６号の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

(5) 次条において準用する第29条に規定す

る市への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第29条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第39条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第39条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第41条第２項に

規定する事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

(7) 次条において準用する第41条第２項の

規定による事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(8) （略） (8) （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第112条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は，共同生活住居ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし，共同生活住居の管理上

支障がない場合は，当該共同生活住居の他

の職務に従事し，または同一敷地内にある

他の事業所，施設等もしくは併設する指定

小規模多機能型居宅介護事業所もしくは

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の職務に従事することができるものとす

る。 

第112条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は，共同生活住居ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし，共同生活住居の管理上

支障がない場合は，当該共同生活住居の他

の職務に従事し，または他の事業所，施設

等の職務に従事することができるものと

する。 

２ （略） ２ （略） 

３ 共同生活住居の管理者は，適切な指定認

知症対応型共同生活介護を提供するため

に必要な知識および経験を有し，特別養護

老人ホーム，老人デイサービスセンター，

介護老人保健施設，介護医療院，指定認知

症対応型共同生活介護事業所等の従業者

または訪問介護員等として，３年以上認知

症である者の介護に従事した経験を有す

る者であって，指定地域密着型サービス基

準省令第91条第２項に規定する研修を修

了しているものでなければならない。 

３ 共同生活住居の管理者は，適切な指定認

知症対応型共同生活介護を提供するため

に必要な知識および経験を有し，特別養護

老人ホーム，老人デイサービスセンター，

介護老人保健施設，介護医療院，指定認知

症対応型共同生活介護事業所等の従業者

または訪問介護員等として，３年以上認知

症である者の介護に従事した経験を有す

る者であって，指定地域密着型サービス基

準省令第91条第３項に規定する研修を修

了しているものでなければならない。 

  

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第122条 共同生活住居の管理者は，同時に

介護保険施設，指定居宅サービス，指定地

域密着型サービス（サテライト型指定認知

症対応型共同生活介護事業所の場合は，本

体事業所が提供する指定認知症対応型共

第122条 共同生活住居の管理者は，同時に

介護保険施設，指定居宅サービス，指定地

域密着型サービス（サテライト型指定認知

症対応型共同生活介護事業所の場合は，本

体事業所が提供する指定認知症対応型共
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同生活介護を除く。），指定介護予防サー

ビスもしくは指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業を行う事業所，病院，診療所

または社会福祉施設を管理する者であっ

てはならない。ただし，これらの事業所，

施設等が同一敷地内にあること等により

当該共同生活住居の管理上支障がない場

合は，この限りでない。 

同生活介護を除く。），指定介護予防サー

ビスもしくは指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業を行う事業所，病院，診療所

または社会福祉施設を管理する者であっ

てはならない。ただし，当該共同生活住居

の管理上支障がない場合は，この限りでな

い。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第126条 （略） 第126条 （略） 

（新設） ２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は，前項の規定に基づき協力医療機関を定

めるに当たっては，次に掲げる要件を満た

す協力医療機関を定めるように努めなけ

ればならない。 

 (1) 利用者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行

う体制を，常時確保していること。 

 (2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事

業者からの診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を，常時確保して

いること。 

（新設） ３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は，１年に１回以上，協力医療機関との間

で，利用者の病状が急変した場合等の対応

を確認するとともに，協力医療機関の名称

等を，市長に届け出なければならない。 

（新設） ４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は，感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成10年法律第114

号）第６条第17項に規定する第２種協定指

定医療機関（以下「第２種協定指定医療機

関」という。）との間で，新興感染症（同

条第７項に規定する新型インフルエンザ

等感染症，同条第８項に規定する指定感染

症または同条第９項に規定する新感染症

をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を

取り決めるように努めなければならない。 

（新設） ５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は，協力医療機関が第２種協定指定医療機

関である場合においては，当該第２種協定

指定医療機関との間で，新興感染症の発生

時等の対応について協議を行わなければ

ならない。 

（新設） ６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は，利用者が協力医療機関その他の医療機

関に入院した後に，当該利用者の病状が軽

快し，退院が可能となった場合において
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は，再び当該指定認知症対応型共同生活介

護事業所に速やかに入居させることがで

きるように努めなければならない。 

２・３ （略） ７・８ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第128条 （略） 第128条 （略） 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は，利用者に対する指定認知症対応型共同

生活介護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し，その完結の日から５年間保存し

なければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第116条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(2) 第116条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第118条第６項に規定する身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

(3) 第118条第６項の規定による身体的拘

束等の態様および時間，その際の利用者

の心身の状況ならびに緊急やむを得な

い理由の記録 

(4) 次条において準用する第29条に規定す

る市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第29条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第39条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第39条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第41条第２項に

規定する事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第41条第２項の

規定による事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(7) （略） (7) （略） 

  

（準用） （準用） 

第129条 第10条，第11条，第13条，第14条，

第23条，第29条，第33条の２，第35条から

第37条まで，第39条，第41条から第42条ま

で，第60条の11，第60条の16，第60条の17

第１項から第４項まで，第100条，第103条

および第105条の規定は，指定認知症対応

型共同生活介護の事業について準用する。

この場合において，第10条第１項中「第32

条に規定する運営規程」とあるのは「第123

条に規定する重要事項に関する規程」と，

同項，第33条の２第２項，第35条第１項な

らびに第41条の２第１号および第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「介護従業者」と，第60条

の11第２項中「この節」とあるのは「第６

章第４節」と，第60条の16第２項第１号お

よび第３号中「地域密着型通所介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と，第60条

の17第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「認知症対

第129条 第10条，第11条，第13条，第14条，

第23条，第29条，第33条の２，第35条から

第37条まで，第39条，第41条から第42条ま

で，第60条の11，第60条の16，第60条の17

第１項から第４項まで，第100条，第103条，

第105条および第107条の２の規定は，指定

認知症対応型共同生活介護の事業につい

て準用する。この場合において，第10条第

１項中「第32条に規定する運営規程」とあ

るのは「第123条に規定する重要事項に関

する規程」と，同項，第33条の２第２項，

第35条第１項ならびに第41条の２第１号

および第３号中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「介護従業

者」と，第60条の11第２項中「この節」と

あるのは「第６章第４節」と，第60条の16

第２項第１号および第３号中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と，第60条の17第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは
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応型共同生活介護について知見を有する

者」と，「６月」とあるのは「２月」と，

第100条中「小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と，第103

条第１項および第２項中「指定小規模多機

能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認

知症対応型共同生活介護事業者」と読み替

えるものとする。 

「認知症対応型共同生活介護について知

見を有する者」と，「６月」とあるのは「２

月」と，第100条中「小規模多機能型居宅

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と，

第103条第１項および第２項中「指定小規

模多機能型居宅介護事業者」とあるのは

「指定認知症対応型共同生活介護事業者」

と読み替えるものとする。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第131条 （略） 第131条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 第１項第１号，第３号および第４号なら

びに前項の規定にかかわらず，サテライト

型特定施設の生活相談員，機能訓練指導員

または計画作成担当者については，次に掲

げる本体施設の場合には，次の各号に掲げ

る区分に応じ，当該各号に定める職員によ

り当該サテライト型特定施設の入居者の

処遇が適切に行われると認められるとき

は，これを置かないことができる。 

７ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 病院 介護支援専門員（指定介護療養

型医療施設の場合に限る。） 

（削る） 

(3) （略） (2) （略） 

８～10 （略） ８～10 （略） 

（新設） 11 次に掲げる要件のいずれにも適合する

場合における第１項第２号アの規定の適

用については，当該規定中「１」とあるの

は，「0.9」とする。 

 (1) 第150条において準用する第107条の２

に規定する委員会において，利用者の安

全ならびに介護サービスの質の確保お

よび職員の負担軽減を図るための取組

に関する次に掲げる事項について必要

な検討を行い，および当該事項の実施を

定期的に確認していること。 

 ア 利用者の安全およびケアの質の確

保 

 イ 地域密着型特定施設従業者の負担

軽減および勤務状況への配慮 

 ウ 緊急時の体制整備 

 エ 業務の効率化，介護サービスの質の

向上等に資する機器（次号において

「介護機器」という。）の定期的な点

検 

 オ 地域密着型特定施設従業者に対す

る研修 

 (2) 介護機器を複数種類活用しているこ
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と。 

 (3) 利用者の安全ならびに介護サービスの

質の確保および職員の負担軽減を図る

ため，地域密着型特定施設従業者間の適

切な役割分担を行っていること。 

 (4) 利用者の安全ならびに介護サービスの

質の確保および職員の負担軽減を図る

取組による介護サービスの質の確保お

よび職員の負担軽減が行われていると

認められること。 

  

（管理者） （管理者） 

第132条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者は，指定地域密着型特定施設

ごとに専らその職務に従事する管理者を

置かなければならない。ただし，指定地域

密着型特定施設の管理上支障がない場合

は，当該指定地域密着型特定施設における

他の職務に従事し，または同一敷地内にあ

る他の事業所，施設等，本体施設の職務（本

体施設が病院または診療所の場合は，管理

者としての職務を除く。）もしくは併設す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所ま

たは指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の職務に従事することができるもの

とする。 

第132条 指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者は，指定地域密着型特定施設

ごとに専らその職務に従事する管理者を

置かなければならない。ただし，指定地域

密着型特定施設の管理上支障がない場合

は，当該指定地域密着型特定施設における

他の職務に従事し，または他の事業所，施

設等，本体施設の職務（本体施設が病院ま

たは診療所の場合は，管理者としての職務

を除く。）もしくは併設する指定小規模多

機能型居宅介護事業所または指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の職務に従

事することができるものとする。 

  

  

（利用料等の受領） （利用料等の受領） 

第138条 （略） 第138条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，前２項の支払を受ける額のほ

か，次に掲げる費用の額の支払を利用者か

ら受けることができる。 

３ （略） 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，前項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては，あらかじめ，

利用者またはその家族に対し，当該サー

ビスの内容および費用について説明を

行い，利用者の同意を得なければならな

い。 

（削る） 

（新設） ４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，前項の費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては，あらかじめ，利用

者またはその家族に対し，当該サービスの

内容および費用について説明を行い，利用

者の同意を得なければならない。 
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（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第148条 （略） 第148条 （略） 

（新設） ２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，前項の規定に基づき協力医療

機関を定めるに当たっては，次に掲げる要

件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。 

 (1) 利用者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行

う体制を，常時確保していること。 

 (2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を，常時

確保していること。 

（新設） ３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，１年に１回以上，協力医療機

関との間で，利用者の病状が急変した場合

等の対応を確認するとともに，協力医療機

関の名称等を，市長に届け出なければなら

ない。 

（新設） ４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，第２種協定指定医療機関との

間で，新興感染症の発生時等の対応を取り

決めるように努めなければならない。 

（新設） ５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，協力医療機関が第２種協定指

定医療機関である場合においては，当該第

２種協定指定医療機関との間で，新興感染

症の発生時等の対応について協議を行わ

なければならない。 

（新設） ６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，利用者が協力医療機関その他

の医療機関に入院した後に，当該利用者の

病状が軽快し，退院が可能となった場合に

おいては，再び当該指定地域密着型特定施

設に速やかに入居させることができるよ

うに努めなければならない。 

２ （略） ７ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第149条 （略） 第149条 （略） 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，利用者に対する指定地域密着

型特定施設入居者生活介護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第137条第２項に規定する提供した具 (2) 第137条第２項の規定による提供した
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体的なサービスの内容等の記録 具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第139条第５項に規定する身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

(3) 第139条第５項の規定による身体的拘

束等の態様および時間，その際の利用者

の心身の状況ならびに緊急やむを得な

い理由の記録 

(4) 第147条第３項に規定する結果等の記

録 

(4) 第147条第３項の規定による結果等の

記録 

(5) 次条において準用する第29条に規定す

る市への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第29条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第39条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第39条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第41条第２項に

規定する事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

(7) 次条において準用する第41条第２項の

規定による事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(8) （略） (8) （略） 

  

（準用） （準用） 

第150条 第13条，第14条，第23条，第29条，

第33条の２，第35条から第39条まで，第41

条から第42条まで，第60条の11，第60条の

15，第60条の16，第60条の17第１項から第

４項までおよび第100条の規定は，指定地

域密着型特定施設入居者生活介護の事業

について準用する。この場合において，第

33条の２第２項，第35条第１項ならびに第

41条の２第１号および第３号中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「地域密着型特定施設従業者」と，

第60条の11第２項中「この節」とあるのは

「第７章第４節」と，第60条の16第２項第

１号および第３号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「地域密着型特定施設

従業者」と，第60条の17第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「地域密着型特定施設入居者生活

介護について知見を有する者」と，「６月」

とあるのは「２月」と読み替えるものとす

る。 

第150条 第13条，第14条，第23条，第29条，

第33条の２，第35条から第39条まで，第41

条から第42条まで，第60条の11，第60条の

15，第60条の16，第60条の17第１項から第

４項まで，第100条および第107条の２の規

定は，指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の事業について準用する。この場合に

おいて，第33条の２第２項，第35条第１項

ならびに第41条の２第１号および第３号

中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「地域密着型特定施設従

業者」と，第60条の11第２項中「この節」

とあるのは「第７章第４節」と，第60条の

16第２項第１号および第３号中「地域密着

型通所介護従業者」とあるのは「地域密着

型特定施設従業者」と，第60条の17第１項

中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「地域密着型特定施設

入居者生活介護について知見を有する者」

と，「６月」とあるのは「２月」と読み替

えるものとする。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第152条 （略） 第152条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 第１項第２号および第４号から第６号

までの規定にかかわらず，サテライト型居

住施設の生活相談員，栄養士もしくは管理

栄養士，機能訓練指導員または介護支援専

門員については，次に掲げる本体施設の場

合には，次の各号に掲げる区分に応じ，当

該各号に定める職員により当該サテライ

８ （略） 
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ト型居住施設の入所者の処遇が適切に行

われると認められるときは，これを置かな

いことができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 病院 栄養士もしくは管理栄養士（病

床数100以上の病院の場合に限る。）ま

たは介護支援専門員（指定介護療養型医

療施設の場合に限る。） 

(3) 病院 栄養士または管理栄養士（病床

数100以上の病院の場合に限る。） 

(4) （略） (4) （略） 

９～17 （略） ９～17 （略） 

  

（設備） （設備） 

第153条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の設備の基準は，次のとおりとする。 

第153条 （略） 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 医務室 医療法第１条の５第２項に規

定する診療所とすることとし，入所者を

診療するために必要な医薬品および医

療機器を備えるほか，必要に応じて臨床

検査設備を設けること。ただし，本体施

設が指定介護老人福祉施設または指定

地域密着型介護老人福祉施設であるサ

テライト型居住施設については医務室

を必要とせず，入所者を診療するために

必要な医薬品および医療機器を備える

ほか，必要に応じて臨床検査設備を設け

ることで足りるものとする。 

(6) 医務室 医療法（昭和23年法律第205

号）第１条の５第２項に規定する診療所

とすることとし，入所者を診療するため

に必要な医薬品および医療機器を備え

るほか，必要に応じて臨床検査設備を設

けること。ただし，本体施設が指定介護

老人福祉施設または指定地域密着型介

護老人福祉施設であるサテライト型居

住施設については医務室を必要とせず，

入所者を診療するために必要な医薬品

および医療機器を備えるほか，必要に応

じて臨床検査設備を設けることで足り

るものとする。 

(7)～(9) （略） (7)～(9) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応） 

第166条の２ 指定地域密着型介護老人福祉

施設は，現に指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を行っている

ときに入所者の病状の急変が生じた場合

その他必要な場合のため，あらかじめ，第

152条第１項第１号に掲げる医師との連携

方法その他の緊急時等における対応方法

を定めておかなければならない。 

第166条の２ 指定地域密着型介護老人福祉

施設は，現に指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を行っている

ときに入所者の病状の急変が生じた場合

その他必要な場合のため，あらかじめ，第

152条第１項第１号に掲げる医師および協

力医療機関の協力を得て，当該医師および

当該協力医療機関との連携方法その他の

緊急時等における対応方法を定めておか

なければならない。 

（新設） ２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，前

項の医師および協力医療機関の協力を得

て，１年に１回以上，緊急時等における対

応方法の見直しを行い，必要に応じて緊急

時等における対応方法の変更を行わなけ

ればならない。 
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（管理者による管理） （管理者による管理） 

第167条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の管理者は，専ら当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の職務に従事する常勤の者

でなければならない。ただし，当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の管理上支障

がない場合は，同一敷地内にある他の事業

所，施設等または本体施設の職務（本体施

設が病院または診療所の場合は，管理者と

しての職務を除く。）に従事することがで

きる。 

第167条 指定地域密着型介護老人福祉施設

の管理者は，専ら当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の職務に従事する常勤の者

でなければならない。ただし，当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の管理上支障

がない場合は，他の事業所，施設等または

本体施設の職務（本体施設が病院または診

療所の場合は，管理者としての職務を除

く。）に従事することができる。 

  

（計画担当介護支援専門員の責務） （計画担当介護支援専門員の責務） 

第168条 計画担当介護支援専門員は，第159

条に規定する業務のほか，次に掲げる業務

を行うものとする。 

第168条 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 第158条第５項に規定する身体的拘束

等の態様および時間，その際の入所者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由を記録すること。 

(5) 第158条第５項の規定による身体的拘

束等の態様および時間，その際の入所者

の心身の状況ならびに緊急やむを得な

い理由の記録を行うこと。 

(6) 第178条において準用する第39条第２

項に規定する苦情の内容等を記録する

こと。 

(6) 第178条において準用する第39条第２

項の規定による苦情の内容等の記録を

行うこと。 

(7) 第176条第３項に規定する事故の状況

および事故に際してとった処置につい

て記録すること。 

(7) 第176条第３項の規定による事故の状

況および事故に際してとった処置につ

いての記録を行うこと。 

  

（協力病院等） （協力医療機関等） 

第173条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は，入院治療を必要とする入所者のため

に，あらかじめ，協力病院を定めておかな

ければならない。 

第173条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は，入所者の病状の急変等に備えるため，

あらかじめ，次の各号に掲げる要件を満た

す協力医療機関（第３号の要件を満たす協

力医療機関にあっては，病院に限る。）を

定めておかなければならない。ただし，複

数の医療機関を協力医療機関として定め

ることにより当該各号の要件を満たすこ

ととしても差し支えない。 

（新設） (1) 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行

う体制を，常時確保していること。 

（新設） (2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設

からの診療の求めがあった場合におい

て診療を行う体制を，常時確保している

こと。 

（新設） (3) 入所者の病状が急変した場合等におい

て，当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の医師または協力医療機関その他の

医療機関の医師が診療を行い，入院を要
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すると認められた入所者の入院を原則

として受け入れる体制を確保している

こと。 

（新設） ２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，１

年に１回以上，協力医療機関との間で，入

所者の病状が急変した場合等の対応を確

認するとともに，協力医療機関の名称等

を，市長に届け出なければならない。 

（新設） ３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，第

２種協定指定医療機関との間で，新興感染

症の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。 

（新設） ４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，協

力医療機関が第２種協定指定医療機関で

ある場合においては，当該第２種協定指定

医療機関との間で，新興感染症の発生時等

の対応について協議を行わなければなら

ない。 

（新設） ５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入

所者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に，当該入所者の病状が軽快

し，退院が可能となった場合においては，

再び当該指定地域密着型介護老人福祉施

設に速やかに入所させることができるよ

うに努めなければならない。 

２ （略） ６ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第177条 （略） 第177条 （略） 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入

所者に対する指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供に関する次

に掲げる記録を整備し，その完結の日から

５年間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第156条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(2) 第156条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第158条第５項に規定する身体的拘束

等の態様および時間，その際の入所者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

(3) 第158条第５項の規定による身体的拘

束等の態様および時間，その際の入所者

の心身の状況ならびに緊急やむを得な

い理由の記録 

(4) 次条において準用する第29条に規定す

る市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第29条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第39条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第39条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 前条第３項に規定する事故の状況およ

び事故に際してとった処置についての

記録 

(6) 前条第３項の規定による事故の状況お

よび事故に際してとった処置について

の記録 

(7) （略） (7) （略） 
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（準用） （準用） 

第178条 第10条，第11条，第13条，第14条，

第23条，第29条，第33条の２，第35条，第

37条，第39条，第41条の２，第42条，第60

条の11，第60条の15および第60条の17第１

項から第４項までの規定は，指定地域密着

型介護老人福祉施設について準用する。こ

の場合において，第10条第１項中「第32条

に規定する運営規程」とあるのは「第169

条に規定する重要事項に関する規程」と，

同項，第33条の２第２項，第35条第１項な

らびに第41条の２第１号および第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「従業者」と，第14条第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供の開始に際し，」とあるのは「入

所の際に」と，同条第２項中「指定居宅介

護支援が利用者に対して行われていない

等の場合であって必要と認めるときは，要

介護認定」とあるのは「要介護認定」と，

第60条の11第２項中「この節」とあるのは

「第８章第４節」と，第60条の17第１項中

「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護について知見を

有する者」と，「６月」とあるのは「２月」

と読み替えるものとする。 

第178条 第10条，第11条，第13条，第14条，

第23条，第29条，第33条の２，第35条，第

37条，第39条，第41条の２，第42条，第60

条の11，第60条の15，第60条の17第１項か

ら第４項までおよび第 107条の２の規定

は，指定地域密着型介護老人福祉施設につ

いて準用する。この場合において，第10条

第１項中「第32条に規定する運営規程」と

あるのは「第169条に規定する重要事項に

関する規程」と，同項，第33条の２第２項，

第35条第１項ならびに第41条の２第１号

および第３号中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「従業者」

と，第14条第１項中「指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供の開始に際

し，」とあるのは「入所の際に」と，同条

第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対

して行われていない等の場合であって必

要と認めるときは，要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と，第60条の11第２項中

「この節」とあるのは「第８章第４節」と，

第60条の17第１項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護について知見を有する者」と，「６月」

とあるのは「２月」と読み替えるものとす

る。 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第188条 （略） 第188条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設の管理者は，ユニット型施設の管理

等に係る研修を受講するよう努めなけれ

ばならない。 

５ （略） ６ （略） 

  

（準用） （準用） 

第190条 第10条，第11条，第13条，第14条，

第23条，第29条，第33条の２，第35条，第

37条，第39条，第41条の２，第42条，第60

条の11，第60条の15，第60条の17第１項か

ら第４項まで，第154条から第156条まで，

第159条，第162条，第164条から第168条ま

でおよび第172条から第177条までの規定

は，ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設について準用する。この場合におい

第190条 第10条，第11条，第13条，第14条，

第23条，第29条，第33条の２，第35条，第

37条，第39条，第41条の２，第42条，第60

条の11，第60条の15，第60条の17第１項か

ら第４項まで，第107条の２，第154条から

第156条まで，第159条，第162条，第164条

から第168条までおよび第172条から第177

条までの規定は，ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設について準用する。こ
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て，第10条第１項中「第32条に規定する運

営規程」とあるのは「第187条に規定する

重要事項に関する規程」と，同項，第33条

の２第２項，第35条第１項ならびに第41条

の２第１号および第３号中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「従業者」と，第14条第１項中「指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開

始に際し，」とあるのは「入居の際に」と，

同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者

に対して行われていない等の場合であっ

て必要と認めるときは，要介護認定」とあ

るのは「要介護認定」と，第60条の11第２

項中「この節」とあるのは「第８章第５節」

と，第60条の17第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは

「地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護について知見を有する者」と，「６

月」とあるのは「２月」と，第168条中「第

159条」とあるのは「第190条において準用

する第159条」と，同条第５号中「第158条

第５項」とあるのは「第183条第７項」と，

同条第６号中「第178条」とあるのは「第

190条」と，同条第７号中「第176条第３項」

とあるのは「第190条において準用する第

176条第３項」と，第177条第２項第２号中

「第156条第２項」とあるのは「第190条に

おいて準用する第156条第２項」と，同項

第３号中「第158条第５項」とあるのは「第

183条第７項」と，同項第４号および第５

号中「次条」とあるのは「第190条」と，

同項第６号中「前条第３項」とあるのは「第

190条において準用する前条第３項」と読

み替えるものとする。 

の場合において，第10条第１項中「第32条

に規定する運営規程」とあるのは「第187

条に規定する重要事項に関する規程」と，

同項，第33条の２第２項，第35条第１項な

らびに第41条の２第１号および第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「従業者」と，第14条第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供の開始に際し，」とあるのは「入

居の際に」と，同条第２項中「指定居宅介

護支援が利用者に対して行われていない

等の場合であって必要と認めるときは，要

介護認定」とあるのは「要介護認定」と，

第60条の11第２項中「この節」とあるのは

「第８章第５節」と，第60条の17第１項中

「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護について知見を

有する者」と，「６月」とあるのは「２月」

と，第168条中「第159条」とあるのは「第

190条において準用する第159条」と，同条

第５号中「第158条第５項」とあるのは「第

183条第７項」と，同条第６号中「第178条」

とあるのは「第190条」と，同条第７号中

「第176条第３項」とあるのは「第190条に

おいて準用する第176条第３項」と，第177

条第２項第２号中「第156条第２項」とあ

るのは「第190条において準用する第156条

第２項」と，同項第３号中「第158条第５

項」とあるのは「第183条第７項」と，同

項第４号および第５号中「次条」とあるの

は「第190条」と，同項第６号中「前条第

３項」とあるのは「第190条において準用

する前条第３項」と読み替えるものとす

る。 

  

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第192条 （略） 第192条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所に次の各号のいずれかに掲げる施設等

が併設されている場合において，前各項に

定める人員に関する基準を満たす看護小

規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，

当該各号に掲げる施設等の人員に関する

基準を満たす従業者を置いているときは，

当該看護小規模多機能型居宅介護従業者

は，当該各号に掲げる施設等の職務に従事

することができる。 

７ （略） 
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(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 指定介護療養型医療施設（医療法第７

条第２項第４号に規定する療養病床を

有する診療所であるものに限る。） 

（削る） 

(5) （略） (4) （略） 

８～14 （略） ８～14 （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第193条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者は，指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。た

だし，指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の他

の職務に従事し，または同一敷地内にある

他の事業所，施設等もしくは当該指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所に併設す

る前条第７項各号に掲げる施設等の職務

に従事することができるものとする。 

第193条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者は，指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。た

だし，指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の他

の職務に従事し，または他の事業所，施設

等の職務に従事することができるものと

する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具

体的取扱方針） 

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具

体的取扱方針） 

第198条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の方針は，次に掲げるところによるものと

する。 

第198条 （略） 

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は，

利用者が住み慣れた地域での生活を継

続することができるよう，利用者の病

状，心身の状況，希望およびその置かれ

ている環境を踏まえて，通いサービス，

訪問サービスおよび宿泊サービスを柔

軟に組み合わせることにより，療養上の

管理の下で妥当適切に行うものとする。 

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は，

利用者が住み慣れた地域での生活を継

続することができるよう，利用者の病

状，心身の状況，希望およびその置かれ

ている環境を踏まえて，通いサービス，

訪問サービスおよび宿泊サービスを柔

軟に組み合わせることにより，当該利用

者の居宅において，またはサービスの拠

点に通わせ，もしくは短期間宿泊させ，

日常生活上の世話および機能訓練なら

びに療養上の世話または必要な診療の

補助を妥当適切に行うものとする。 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

（新設） (7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者は，身体的拘束等の適正化を図るた

め，次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

 ア 身体的拘束等の適正化のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるもの

とする。）を３月に１回以上開催する

とともに，その結果について，看護小
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規模多機能型居宅介護従業者に周知

徹底を図ること。 

 イ 身体的拘束等の適正化のための指

針を整備すること。 

 ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業

者に対し，身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。 

(7)～(11) （略） (8)～(12) （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第202条 （略） 第202条 （略） 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者は，利用者に対する指定看護小規模多機

能型居宅介護の提供に関する次に掲げる

記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 第198条第６号に規定する身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録 

(3) 第198条第６号の規定による身体的拘

束等の態様および時間，その際の利用者

の心身の状況ならびに緊急やむを得な

い理由の記録 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

(6) 次条において準用する第21条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(6) 次条において準用する第21条第２項の

規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第29条に規定す

る市への通知に係る記録 

(7) 次条において準用する第29条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(8) 次条において準用する第39条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(8) 次条において準用する第39条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(9) 次条において準用する第41条第２項に

規定する事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

(9) 次条において準用する第41条第２項の

規定による事故の状況および事故に際

してとった処置についての記録 

(10) （略） (10) （略） 

  

（準用） （準用） 

第203条 第10条から第14条まで，第21条，

第23条，第29条，第33条の２，第35条から

第39条まで，第41条から第42条まで，第60

条の11，第60条の13，第60条の16，第60条

の17，第88条から第91条まで，第94条から

第96条まで，第98条，第99条，第101条か

ら第105条までおよび第107条の規定は，指

定看護小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において，第10

条第１項中「第32条に規定する運営規程」

とあるのは「第203条において準用する第

101条に規定する重要事項に関する規程」

と，同項，第33条の２第２項，第35条第１

項ならびに第41条の２第１号および第３

第203条 第10条から第14条まで，第21条，

第23条，第29条，第33条の２，第35条から

第39条まで，第41条から第42条まで，第60

条の11，第60条の13，第60条の16，第60条

の17，第88条から第91条まで，第94条から

第96条まで，第98条，第99条，第101条か

ら第105条まで，第107条および第107条の

２の規定は，指定看護小規模多機能型居宅

介護の事業について準用する。この場合に

おいて，第10条第１項中「第32条に規定す

る運営規程」とあるのは「第203条におい

て準用する第101条に規定する重要事項に

関する規程」と，同項，第33条の２第２項，

第35条第１項ならびに第 41条の２第１号
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号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」と，第60条の11第２項中

「この節」とあるのは「第９章第４節」と，

第60条の13第３項および第４項ならびに

第60条の16第２項第１号および第３号中

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは

「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

と，第60条の17第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは

「看護小規模多機能型居宅介護について

知見を有する者」と，「６月」とあるのは

「２月」と，「活動状況」とあるのは「通

いサービスおよび宿泊サービスの提供回

数等の活動状況」と，第88条中「第83条第

12項」とあるのは「第192条第13項」と，

第90条および第98条中「小規模多機能型居

宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多

機能型居宅介護従業者」と，第107条中「第

83条第６項」とあるのは「第192条第７項

各号」と読み替えるものとする。 

および第３号中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「看護小規

模多機能型居宅介護従業者」と，第60条の

11第２項中「この節」とあるのは「第９章

第４節」と，第60条の13第３項および第４

項ならびに第60条の16第２項第１号およ

び第３号中「地域密着型通所介護従業者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と，第60条の17第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護に

ついて知見を有する者」と，「６月」とあ

るのは「２月」と，「活動状況」とあるの

は「通いサービスおよび宿泊サービスの提

供回数等の活動状況」と，第88条中「第83

条第12項」とあるのは「第192条第13項」

と，第90条および第98条中「小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規

模多機能型居宅介護従業者」と，第107条

中「第83条第６項」とあるのは「第192条

第７項各号」と読み替えるものとする。 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第204条 指定地域密着型サービス事業者お

よび指定地域密着型サービスの提供に当

たる者は，作成，保存その他これらに類す

るもののうち，この条例の規定において書

面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，

副本，複本その他文字，図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この

条において同じ。）で行うことが規定され

ているまたは想定されるもの（第13条第１

項（第60条，第60条の20，第60条の20の３，

第60条の38，第81条，第109条，第129条，

第150条，第178条，第190条および第203条

において準用する場合を含む。），第116

条第１項，第137条第１項および第156条第

１項（第190条において準用する場合を含

む。）ならびに次項に規定するものを除

く。）については，書面に代えて，当該書

面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的

方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であ

って，電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）により行うことがで

きる。 

第204条 指定地域密着型サービス事業者お

よび指定地域密着型サービスの提供に当

たる者は，作成，保存その他これらに類す

るもののうち，この条例の規定において書

面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，

副本，複本その他文字，図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この

条において同じ。）で行うことが規定され

ているまたは想定されるもの（第13条第１

項（第60条，第60条の20，第60条の20の３，

第60条の38，第81条，第109条，第129条，

第150条，第178条，第190条および第203条

において準用する場合を含む。），第116

条第１項，第137条第１項および第156条第

１項（第190条において準用する場合を含

む。）ならびに次項に規定するものを除

く。）については，書面に代えて，当該書

面に係る電磁的記録により行うことがで

きる。 

２ （略） ２ （略） 
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21 函館市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備

および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準の一部改正に伴い，指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員の基準等に関する規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第１２条第２項の改正規定

および第９２条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 
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函館市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備および運営ならびに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（管理者） （管理者） 

第７条 単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は，単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし，単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は，当

該単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の他の職務に従事し，ま

たは同一敷地内にある他の事業所，施設等

の職務に従事することができるものとす

る。 

第７条 単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は，単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし，単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は，当

該単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の他の職務に従事し，ま

たは他の事業所，施設等の職務に従事する

ことができるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（利用定員等） （利用定員等） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は，指定居宅サービス（法第41条

第１項に規定する指定居宅サービスをい

う。），指定地域密着型サービス（法第42

条の２第１項に規定する指定地域密着型サ

ービスをいう。），指定居宅介護支援（法

第46条第１項に規定する指定居宅介護支援

をいう。），指定介護予防サービス（法第

53条第１項に規定する指定介護予防サービ

スをいう。），指定地域密着型介護予防サ

ービスもしくは指定介護予防支援（法第58

条第１項に規定する指定介護予防支援をい

う。）の事業または介護保険施設（法第８

条第25項に規定する介護保険施設をいう。）

もしくは指定介護療養型医療施設（健康保

険法等の一部を改正する法律（平成18年法

律第83号）附則第130条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた同

法第26条の規定による改正前の法第48条第

１項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設をいう。第45条第６項において同じ。）

の運営（第45条第７項および第72条第９項

において「指定居宅サービス事業等」とい

う。）について３年以上の経験を有する者

でなければならない。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は，指定居宅サービス（法第41条

第１項に規定する指定居宅サービスをい

う。），指定地域密着型サービス（法第42

条の２第１項に規定する指定地域密着型サ

ービスをいう。），指定居宅介護支援（法

第46条第１項に規定する指定居宅介護支援

をいう。），指定介護予防サービス（法第

53条第１項に規定する指定介護予防サービ

スをいう。），指定地域密着型介護予防サ

ービスもしくは指定介護予防支援（法第58

条第１項に規定する指定介護予防支援をい

う。）の事業または介護保険施設（法第８

条第25項に規定する介護保険施設をいう。）

もしくは健康保険法等の一部を改正する法

律（平成18年法律第83号）第26条の規定に

よる改正前の法第48条第１項第３号に規定

する指定介護療養型医療施設の運営（第45

条第７項および第72条第９項において「指

定居宅サービス事業等」という。）につい

て３年以上の経験を有する者でなければな

らない。 

  

（管理者） （管理者） 
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第11条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は，共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし，共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の管理上支障が

ない場合は，当該共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し，または同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができるもの

とする。なお，共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所の管理上支障がない

場合は，当該共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の他の職務に従事し，

かつ，同一敷地内にある他の本体事業所等

の職務に従事することとしても差し支えな

い。 

第11条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は，共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし，共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の管理上支障が

ない場合は，当該共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し，または他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。なお，共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所の他の職務に従事し，かつ，他の本体事

業所等の職務に従事することとしても差し

支えない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（内容および手続の説明および同意） （内容および手続の説明および同意） 

第12条 （略） 第12条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は，利用申込者またはその家族からの申

出があった場合には，前項の規定による文

書の交付に代えて，第５項で定めるところ

により，当該利用申込者またはその家族の

承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項

を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提供すること

ができる。この場合において，当該指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者は，当

該文書を交付したものとみなす。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式，磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって，電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第92

条第１項において同じ。）に係る記録媒

体をいう。）をもって調製するファイル

に前項に規定する重要事項を記録したも

のを交付する方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（掲示） （掲示） 

第33条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の見やすい場所に，運営規程の

第33条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の見やすい場所に，運営規程の
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概要，介護予防認知症対応型通所介護従業

者の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。 

概要，介護予防認知症対応型通所介護従業

者の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項

（以下この条において単に「重要事項」と

いう。）を掲示しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は，前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所に備え付け，かつ，これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより，同

項の規定による掲示に代えることができ

る。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は，重要事項を記載した書面を当該指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所に備

え付け，かつ，これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより，前項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

（新設） ３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は，原則として，重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第41条 （略） 第41条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は，利用者に対する指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供に関する次に掲げる

記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第22条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(2) 第22条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

（新設） (3) 第43条第11号の規定による身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）の態様お

よび時間，その際の利用者の心身の状況

ならびに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 第25条に規定する市への通知に係る記

録 

(4) 第25条の規定による市への通知に係る

記録 

(4) 第37条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(5) 第37条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(5) 第38条第２項に規定する事故の状況お

よび事故に際してとった処置についての

記録 

(6) 第38条第２項の規定による事故の状況

および事故に際してとった処置について

の記録 

(6) （略） (7) （略） 

  

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具

体的取扱方針） 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具

体的取扱方針） 

第43条 指定介護予防認知症対応型通所介護

の方針は，第５条に規定する基本方針およ

び前条に規定する基本取扱方針に基づき，

次に掲げるところによるものとする。 

第43条 （略） 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略）  

（新設）  (10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たっては，当該利用者または他

の利用者等の生命または身体を保護する
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ため緊急やむを得ない場合を除き，身体

的拘束等を行ってはならない。 

（新設）  (11) 前号の身体的拘束等を行う場合には，

その態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

 (10)～(13) （略）  (12)～(15) （略） 

 (14) 第１号から第12号までの規定は，前号

に規定する介護予防認知症対応型通所介

護計画の変更について準用する。 

 (16) 第１号から第14号までの規定は，前号

に規定する介護予防認知症対応型通所介

護計画の変更について準用する。 

  

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第45条 （略） 第45条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前

各項に定める人員に関する基準を満たす介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置

くほか，同表の中欄に掲げる施設等の人員

に関する基準を満たす従業者を置いている

ときは，同表の右欄に掲げる当該介護予防

小規模多機能型居宅介護従業者は，同表の

中欄に掲げる施設等の職務に従事すること

ができる。 

６ （略） 

 当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症対応型共同生

活介護事業所，指定地域

密着型特定施設，指定地

域密着型介護老人福祉施

設，指定介護老人福祉施

設，介護老人保健施設，

指定介護療養型医療施設

（医療法（昭和23年法律

第205号）第７条第２項第

４号に規定する療養病床

を有する診療所であるも

のに限る。）または介護

医療院 

介護

職員 

  当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症対応型共同生

活介護事業所，指定地域

密着型特定施設，指定地

域密着型介護老人福祉施

設，指定介護老人福祉施

設，介護老人保健施設ま

たは介護医療院 

介護

職員 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

７～13 （略） ７～13 （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の管理上支障がない場合

は，当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の他の職務に従事し，または当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所に併設する前条第６項の表の当該指定

第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の管理上支障がない場合

は，当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の他の職務に従事し，または他

の事業所，施設等の職務に従事することが

できるものとする。 
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介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

中欄に掲げる施設等のいずれかが併設され

ている場合の項の中欄に掲げる施設等の職

務，同一敷地内の指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サ

ービス基準条例第７条第１項に規定する指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所をいう。以下同じ。）の職務（当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者（指定地域密着型サービス基準

条例第７条第１項に規定する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者をい

う。）が，指定夜間対応型訪問介護事業者

（指定地域密着型サービス基準条例第48条

第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護

事業者をいう。），指定訪問介護事業者（函

館市指定居宅サービス等の事業の人員，設

備および運営に関する基準等を定める条例

（平成25年函館市条例第23号。以下「指定

居宅サービス等基準条例」という。）第６

条第１項に規定する指定訪問介護事業者を

いう。）または指定訪問看護事業者（指定

居宅サービス等基準条例第65条第１項に規

定する指定訪問看護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け，一体的な運営

を行っている場合には，これらの事業に係

る職務を含む。）もしくは法第115条の45第

１項に規定する介護予防・日常生活支援総

合事業（同項第１号ニに規定する第１号介

護予防支援事業を除く。）に従事すること

ができるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第54条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たっては，当該利用者

または他の利用者等の生命または身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き，

身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体的拘束等」という。）を

行ってはならない。 

第54条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たっては，当該利用者

または他の利用者等の生命または身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き，

身体的拘束等を行ってはならない。 

２ （略） ２ （略） 

（新設） ３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

254



 

 

を３月に１回以上開催するとともに，そ

の結果について，介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

  

（居住機能を担う併設施設等への入居） （居住機能を担う併設施設等への入居） 

第64条 （略） 第64条 （略） 

  

 （利用者の安全ならびに介護サービスの質

の確保および職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置） 

（新設） 第64条の２ 指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者は，当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所における業務の効

率化，介護サービスの質の向上その他の生

産性の向上に資する取組の促進を図るた

め，当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所における利用者の安全ならびに

介護サービスの質の確保および職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催しな

ければならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第65条 （略） 第65条 （略） 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は，利用者に対する指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 次条において準用する第22条第２項に

規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(3) 次条において準用する第22条第２項の

規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(4) 第54条第２項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の利用者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(4) 第54条第２項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(5) 次条において準用する第25条に規定す

る市への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第25条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第37条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第37条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第38条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(7) 次条において準用する第38条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 
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(8) （略） (8) （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は，共同生活住居ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし，共同生活住居の管

理上支障がない場合は，当該共同生活住居

の他の職務に従事し，または同一敷地内に

ある他の事業所，施設等もしくは併設する

指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務

に従事することができるものとする。 

第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は，共同生活住居ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし，共同生活住居の管

理上支障がない場合は，当該共同生活住居

の他の職務に従事し，または他の事業所，

施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第80条 共同生活住居の管理者は，同時に介

護保険施設，指定居宅サービス，指定地域

密着型サービス，指定介護予防サービスも

しくは地域密着型介護予防サービス（サテ

ライト型指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所の場合は，本体事業所が提供

する指定介護予防認知症対応型共同生活介

護を除く。）の事業を行う事業所，病院，

診療所または社会福祉施設を管理する者で

あってはならない。ただし，これらの事業

所，施設等が同一敷地内にあること等によ

り当該共同生活住居の管理上支障がない場

合は，この限りでない。 

第80条 共同生活住居の管理者は，同時に介

護保険施設，指定居宅サービス，指定地域

密着型サービス，指定介護予防サービスも

しくは地域密着型介護予防サービス（サテ

ライト型指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所の場合は，本体事業所が提供

する指定介護予防認知症対応型共同生活介

護を除く。）の事業を行う事業所，病院，

診療所または社会福祉施設を管理する者で

あってはならない。ただし，当該共同生活

住居の管理上支障がない場合は，この限り

でない。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第84条 （略） 第84条 （略） 

（新設） ２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては，次に掲げる要件

を満たす協力医療機関を定めるように努め

なければならない。 

 (1) 利用者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。 

 (2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を，常時確

保していること。 

（新設） ３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，１年に１回以上，協力医療機関

との間で，利用者の病状が急変した場合等

の対応を確認するとともに，協力医療機関

の名称等を，市長に届け出なければならな

い。 

（新設） ４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
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事業者は，感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成10年法律

第114号）第６条第17項に規定する第２種協

定指定医療機関（次項において「第２種協

定指定医療機関」という。）との間で，新

興感染症（同条第７項に規定する新型イン

フルエンザ等感染症，同条第８項に規定す

る指定感染症または同条第９項に規定する

新感染症をいう。次項において同じ。）の

発生時等の対応を取り決めるように努めな

ければならない。 

（新設） ５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，協力医療機関が第２種協定指定

医療機関である場合においては，当該第２

種協定指定医療機関との間で，新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなけ

ればならない。 

（新設） ６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に，当該利用者の病

状が軽快し，退院が可能となった場合にお

いては，再び当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所に速やかに入居させ

ることができるように努めなければならな

い。 

２・３ （略） ７・８ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第86条 （略） 第86条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，利用者に対する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供に関する次

に掲げる記録を整備し，その完結の日から

５年間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第77条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(2) 第77条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第79条第２項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の利用者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第79条第２項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 次条において準用する第25条に規定す

る市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第25条の規定に

よる市への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第37条第２項に

規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第37条第２項の

規定による苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第38条第２項に

規定する事故の状況および事故に際して

とった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第38条第２項の

規定による事故の状況および事故に際し

てとった処置についての記録 

(7) （略） (7) （略） 
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（準用） （準用） 

第87条 第12条，第13条，第15条，第16条，

第24条，第25条，第27条，第29条の２，第

32条から第35条まで，第37条から第40条ま

で（第38条第４項および第40条第５項を除

く。），第57条，第60条および第62条の規

定は，指定介護予防認知症対応型共同生活

介護の事業について準用する。この場合に

おいて，第12条第１項中「第28条に規定す

る運営規程」とあるのは「第81条に規定す

る重要事項に関する規程」と，同項，第29

条の２第２項，第32条第２項第１号および

第３号，第33条第１項ならびに第38条の２

第１号および第３号中「介護予防認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「介護従

業者」と，第27条第２項中「この節」とあ

るのは「第４章第４節」と，第40条第１項

中「介護予防認知症対応型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「介護予防

認知症対応型共同生活介護について知見を

有する者」と，「６月」とあるのは「２月」

と，第57条中「介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と，第60条中「指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業者」と

読み替えるものとする。 

第87条 第12条，第13条，第15条，第16条，

第24条，第25条，第27条，第29条の２，第

32条から第35条まで，第37条から第40条ま

で（第38条第４項および第40条第５項を除

く。），第57条，第60条，第62条および第

64条の２の規定は，指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の事業について準用す

る。この場合において，第12条第１項中「第

28条に規定する運営規程」とあるのは「第

81条に規定する重要事項に関する規程」と，

同項，第29条の２第２項，第32条第２項第

１号および第３号，第33条第１項ならびに

第38条の２第１号および第３号中「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と，第27条第２項中「こ

の節」とあるのは「第４章第４節」と，第

40条第１項中「介護予防認知症対応型通所

介護について知見を有する者」とあるのは

「介護予防認知症対応型共同生活介護につ

いて知見を有する者」と，「６月」とある

のは「２月」と，第57条中「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と，第60条中「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは

「指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者」と読み替えるものとする。 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第92条 指定地域密着型介護予防サービス事

業者および指定地域密着型介護予防サービ

スの提供に当たる者は，作成，保存その他

これらに類するもののうち，この条例の規

定において書面（書面，書類，文書，謄本，

抄本，正本，副本，複本その他文字，図形

等人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うこ

とが規定されているまたは想定されるもの

（第15条第１項（第66条および第87条にお

いて準用する場合を含む。）および第77条

第１項ならびに次項に規定するものを除

く。）については，書面に代えて，当該書

面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的

方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であっ

て，電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができ

る。 

第92条 指定地域密着型介護予防サービス事

業者および指定地域密着型介護予防サービ

スの提供に当たる者は，作成，保存その他

これらに類するもののうち，この条例の規

定において書面（書面，書類，文書，謄本，

抄本，正本，副本，複本その他文字，図形

等人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うこ

とが規定されているまたは想定されるもの

（第15条第１項（第66条および第87条にお

いて準用する場合を含む。）および第77条

第１項ならびに次項に規定するものを除

く。）については，書面に代えて，当該書

面に係る電磁的記録により行うことができ

る。 

２ （略） ２ （略） 
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22 函館市指定介護老人福祉施設の人員，設備および運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い，指定介護老人福祉施設の人員の基準等に関する規定を整備する

ため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第７条第２項の改正規定お

よび第５６条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 

  

 

259



 

 

函館市指定介護老人福祉施設の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例 

新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２～９ （略） ２～９ （略） 

10 第１項第１号の医師および同項第６号の

介護支援専門員の数は，サテライト型居住

施設（函館市指定地域密着型サービスの事

業の人員，設備および運営に関する基準等

を定める条例（平成25年函館市条例第25号）

第152条第４項に規定するサテライト型居

住施設をいう。以下同じ。）の本体施設（同

項に規定する本体施設をいう。以下同じ。）

である指定介護老人福祉施設であって，当

該サテライト型居住施設に医師または介護

支援専門員を置かない場合にあっては，指

定介護老人福祉施設の入所者の数および当

該サテライト型居住施設の入所者の数の合

計数を基礎として算出しなければならな

い。 

10 第１項第１号の医師および同項第６号の

介護支援専門員の数は，サテライト型居住

施設（函館市指定地域密着型サービスの事

業の人員，設備および運営に関する基準等

を定める条例（平成25年函館市条例第25号。

以下「指定地域密着型サービス基準条例」

という。）第152条第４項に規定するサテラ

イト型居住施設をいう。以下同じ。）の本

体施設（同項に規定する本体施設をいう。

以下同じ。）である指定介護老人福祉施設

であって，当該サテライト型居住施設に医

師または介護支援専門員を置かない場合に

あっては，指定介護老人福祉施設の入所者

の数および当該サテライト型居住施設の入

所者の数の合計数を基礎として算出しなけ

ればならない。 

（新設） 

 

11 指定介護老人福祉施設（過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法（令和３

年法律第19号）第２条第２項の規定により

公示された過疎地域に所在し，かつ，入所

定員が 30人の指定介護老人福祉施設に限

る。以下この条において同じ。）に函館市

指定居宅サービス等の事業の人員，設備お

よび運営に関する基準等を定める条例（平

成25年函館市条例第23号。次項において「指

定居宅サービス等基準条例」という。）第

148条第１項に規定する指定短期入所生活

介護事業所または函館市指定介護予防サー

ビス等の事業の人員，設備および運営なら

びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例（平成25年函館市条例第

24号）第130条第１項に規定する指定介護予

防短期入所生活介護事業所（以下この項お

よび次項において「指定短期入所生活介護

事業所等」という。）が併設される場合に

おいては，当該指定短期入所生活介護事業

所等の医師については，当該指定介護老人

福祉施設の医師により当該指定短期入所生

活介護事業所等の利用者の健康管理が適切

に行われると認められるときは，これを置
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かないことができる。 

（新設） 12 指定介護老人福祉施設に指定居宅サービ

ス等基準条例第100条第１項に規定する指

定通所介護事業所，指定短期入所生活介護

事業所等，指定地域密着型サービス基準条

例第60条の３第１項に規定する指定地域密

着型通所介護事業所，指定地域密着型サー

ビス基準条例第62条第１項に規定する併設

型指定認知症対応型通所介護の事業を行う

事業所または函館市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員，設備および運営

ならびに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例（平成25年

函館市条例第28号）第６条第１項に規定す

る併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護の事業を行う事業所が併設される場合に

おいては，当該併設される事業所の生活相

談員，栄養士または機能訓練指導員につい

ては，当該指定介護老人福祉施設の生活相

談員，栄養士もしくは管理栄養士または機

能訓練指導員により当該事業所の利用者の

処遇が適切に行われると認められるとき

は，これを置かないことができる。 

（新設） 13 指定介護老人福祉施設に指定地域密着型

サービス基準条例第83条第１項に規定する

指定小規模多機能型居宅介護事業所または

指定地域密着型サービス基準条例第192条

第１項に規定する指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所が併設される場合において

は，当該指定介護老人福祉施設の介護支援

専門員については，当該併設される事業所

の介護支援専門員により当該指定介護老人

福祉施設の入所者の処遇が適切に行われる

と認められるときは，これを置かないこと

ができる。 

  

（内容および手続の説明および同意） （内容および手続の説明および同意） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所申込者ま

たはその家族からの申出があった場合に

は，前項の規定による文書の交付に代えて，

第５項で定めるところにより，当該入所申

込者またはその家族の承諾を得て，当該文

書に記すべき重要事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって次に掲げるもの（以

下この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合に

おいて，当該指定介護老人福祉施設は，当

２ （略） 
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該文書を交付したものとみなす。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式，磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって，電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第56

条第１項において同じ。）に係る記録媒

体をいう。）をもって調製するファイル

に前項に規定する重要事項を記録したも

のを交付する方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応） 

第25条の２ 指定介護老人福祉施設は，現に

指定介護福祉施設サービスの提供を行って

いるときに入所者の病状の急変が生じた場

合その他必要な場合のため，あらかじめ，

第５条第１項第１号に掲げる医師との連携

方法その他の緊急時等における対応方法を

定めておかなければならない。 

第25条の２ 指定介護老人福祉施設は，現に

指定介護福祉施設サービスの提供を行って

いるときに入所者の病状の急変が生じた場

合その他必要な場合のため，あらかじめ，

第５条第１項第１号に掲げる医師および協

力医療機関の協力を得て，当該医師および

当該協力医療機関との連携方法その他の緊

急時等における対応方法を定めておかなけ

ればならない。 

（新設） ２ 指定介護老人福祉施設は，前項の医師お

よび協力医療機関の協力を得て，１年に１

回以上，緊急時等における対応方法の見直

しを行い，必要に応じて緊急時等における

対応方法の変更を行わなければならない。 

  

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第26条 指定介護老人福祉施設の管理者は，

専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従

事する常勤の者でなければならない。ただ

し，当該指定介護老人福祉施設の管理上支

障がない場合は，同一敷地内にある他の事

業所，施設等または当該指定介護老人福祉

施設のサテライト型居住施設の職務に従事

することができる。 

第26条 指定介護老人福祉施設の管理者は，

専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従

事する常勤の者でなければならない。ただ

し，当該指定介護老人福祉施設の管理上支

障がない場合は，他の事業所，施設等また

は当該指定介護老人福祉施設のサテライト

型居住施設の職務に従事することができ

る。 

  

（協力病院等） （協力医療機関等） 

第34条 指定介護老人福祉施設は，入院治療

を必要とする入所者のために，あらかじめ，

協力病院を定めておかなければならない。 

第34条 指定介護老人福祉施設は，入所者の

病状の急変等に備えるため，あらかじめ，

次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機

関（第３号の要件を満たす協力医療機関に

あっては，病院に限る。）を定めておかな

ければならない。ただし，複数の医療機関

を協力医療機関として定めることにより当

該各号の要件を満たすこととしても差し支

えない。 

（新設） (1) 入所者の病状が急変した場合等におい
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て医師または看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。 

（新設） (2) 当該指定介護老人福祉施設からの診療

の求めがあった場合において診療を行う

体制を，常時確保していること。 

（新設） (3) 入所者の病状が急変した場合等におい

て，当該指定介護老人福祉施設の医師ま

たは協力医療機関その他の医療機関の医

師が診療を行い，入院を要すると認めら

れた入所者の入院を原則として受け入れ

る体制を確保していること。 

（新設） ２ 指定介護老人福祉施設は，１年に１回以

上，協力医療機関との間で，入所者の病状

が急変した場合等の対応を確認するととも

に，協力医療機関の名称等を，市長に届け

出なければならない。 

（新設） ３ 指定介護老人福祉施設は，感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成10年法律第114号）第６条第17項に

規定する第２種協定指定医療機関（次項に

おいて「第２種協定指定医療機関」という。）

との間で，新興感染症（同条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症，同条第

８項に規定する指定感染症または同条第９

項に規定する新感染症をいう。次項におい

て同じ。）の発生時等の対応を取り決める

ように努めなければならない。 

（新設） ４ 指定介護老人福祉施設は，協力医療機関

が第２種協定指定医療機関である場合にお

いては，当該第２種協定指定医療機関との

間で，新興感染症の発生時等の対応につい

て協議を行わなければならない。 

（新設） ５ 指定介護老人福祉施設は，入所者が協力

医療機関その他の医療機関に入院した後

に，当該入所者の病状が軽快し，退院が可

能となった場合においては，再び当該指定

介護老人福祉施設に速やかに入所させるこ

とができるように努めなければならない。 

２ （略） ６ （略） 

  

（掲示） （掲示） 

第35条 指定介護老人福祉施設は，当該指定

介護老人福祉施設の見やすい場所に，運営

規程の概要，従業者の勤務の体制，協力病

院，利用料その他のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を掲示しなければ

ならない。 

第35条 指定介護老人福祉施設は，当該指定

介護老人福祉施設の見やすい場所に，運営

規程の概要，従業者の勤務の体制，協力医

療機関，利用料その他のサービスの選択に

資すると認められる重要事項（以下この条

において単に「重要事項」という。）を掲

示しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定介護老人

２ 指定介護老人福祉施設は，重要事項を記

載した書面を当該指定介護老人福祉施設に
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福祉施設に備え付け，かつ，これをいつで

も関係者に自由に閲覧させることにより，

同項の規定による掲示に代えることができ

る。 

備え付け，かつ，これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより，前項の規定

による掲示に代えることができる。 

（新設） ３ 指定介護老人福祉施設は，原則として，

重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。 

  

（虐待の防止） （虐待の防止） 

第41条の２ （略） 第41条の２ （略） 

  

 （入所者の安全ならびに介護サービスの質

の確保および職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置） 

（新設） 第41条の３ 指定介護老人福祉施設は，当該

指定介護老人福祉施設における業務の効率

化，介護サービスの質の向上その他の生産

性の向上に資する取組の促進を図るため，

当該指定介護老人福祉施設における入所者

の安全ならびに介護サービスの質の確保お

よび職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定

期的に開催しなければならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第43条 （略） 第43条 （略） 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対す

る指定介護福祉施設サービスの提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第13条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(2) 第13条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第16条第５項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の入所者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(3) 第16条第５項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の入所者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(4) 第25条に規定する市町村への通知に係

る記録 

(4) 第25条の規定による市町村への通知に

係る記録 

(5) 第39条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(5) 第39条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(6) 第41条第３項に規定する事故の状況お

よび事故に際してとった処置についての

記録 

(6) 第41条第３項の規定による事故の状況

および事故に際してとった処置について

の記録 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第53条 （略） 第53条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ ユニット型指定介護老人福祉施設の管理
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者は，ユニット型施設の管理等に係る研修

を受講するよう努めなければならない。 

５ （略） ６ （略） 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第56条 指定介護老人福祉施設およびその従

業者は，作成，保存その他これらに類する

もののうち，この条例の規定において書面

（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，

副本，複本その他文字，図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されて

いるまたは想定されるもの（第10条第１項

（第55条において準用する場合を含む。）

および第13条第１項（第55条において準用

する場合を含む。）ならびに次項に規定す

るものを除く。）については，書面に代え

て，当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式，磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記

録であって，電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

第56条 指定介護老人福祉施設およびその従

業者は，作成，保存その他これらに類する

もののうち，この条例の規定において書面

（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，

副本，複本その他文字，図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されて

いるまたは想定されるもの（第10条第１項

（第55条において準用する場合を含む。）

および第13条第１項（第55条において準用

する場合を含む。）ならびに次項に規定す

るものを除く。）については，書面に代え

て，当該書面に係る電磁的記録により行う

ことができる。 

２ （略） ２ （略） 
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23 函館市介護老人保健施設の人員，施設および設備ならびに運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準の一

部改正に伴い，介護老人保健施設の人員の基準等に関する規定を整備す

るため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第７条第２項の改正規定お

よび第５５条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 
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函館市介護老人保健施設の人員，施設および設備ならびに運営に関する基準 

を定める条例 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（条例で定める従業者の員数） （条例で定める従業者の員数） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第１項第３号から第６号までの規定にか

かわらず，サテライト型小規模介護老人保

健施設（当該施設を設置しようとする者に

より設置される当該施設以外の介護老人保

健施設もしくは介護医療院または病院もし

くは診療所（以下「本体施設」という。）

との密接な連携を確保しつつ，本体施設と

は別の場所で運営され，入所者の在宅への

復帰の支援を目的とする定員29人以下の介

護老人保健施設をいう。以下同じ。）の支

援相談員，理学療法士，作業療法士もしく

は言語聴覚士，栄養士もしくは管理栄養士

または介護支援専門員については，次に掲

げる本体施設の場合には，次の各号に掲げ

る区分に応じ，当該各号に定める職員によ

り当該サテライト型小規模介護老人保健施

設の入所者の処遇が適切に行われると認め

られるときは，これを置かないことができ

る。 

６ （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 病院 栄養士もしくは管理栄養士（病

床数100以上の病院の場合に限る。）また

は介護支援専門員（健康保険法等の一部

を改正する法律（平成18年法律第83号）

附則第130条の２第１項の規定によりな

おその効力を有するものとされた同法第

26条の規定による改正前の法第48条第１

項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設の場合に限る。） 

(3) 病院 栄養士または管理栄養士（病床

数100以上の病院の場合に限る。） 

７ （略） ７ （略） 

  

（内容および手続の説明および同意） （内容および手続の説明および同意） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 介護老人保健施設は，入所申込者または

その家族からの申出があった場合には，前

項の規定による文書の交付に代えて，第５

項で定めるところにより，当該入所申込者

またはその家族の承諾を得て，当該文書に

記すべき重要事項を電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって次に掲げるもの(以下こ

２ （略） 
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の条において「電磁的方法」という。)によ

り提供することができる。この場合におい

て，当該介護老人保健施設は，当該文書を

交付したものとみなす。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式，磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって，電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第55

条第１項において同じ。）に係る記録媒

体をいう。）をもって調製するファイル

に前項に規定する重要事項を記録したも

のを交付する方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置

等） 

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置

等） 

第19条 介護老人保健施設の医師は，入所者

の病状からみて当該介護老人保健施設にお

いて自ら必要な医療を提供することが困難

であると認めたときは，協力病院その他適

当な病院もしくは診療所への入院のための

措置を講じ，または他の医師の対診を求め

る等診療について適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

第19条 介護老人保健施設の医師は，入所者

の病状からみて当該介護老人保健施設にお

いて自ら必要な医療を提供することが困難

であると認めたときは，協力医療機関その

他適当な病院もしくは診療所への入院のた

めの措置を講じ，または他の医師の対診を

求める等診療について適切な措置を講じな

ければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第26条 介護老人保健施設の管理者は，専ら

当該介護老人保健施設の職務に従事する常

勤の者でなければならない。ただし，当該

介護老人保健施設の管理上支障のない場合

は，同一敷地内にある他の事業所，施設等

の職務に従事することができるものとし，

管理者が本体施設（介護老人保健施設に限

る。以下この条において同じ。）に従事す

る場合であって，当該本体施設の管理上支

障のない場合は，サテライト型小規模介護

老人保健施設，サテライト型特定施設（函

館市指定地域密着型サービスの事業の人

員，設備および運営に関する基準等を定め

る条例（平成25年函館市条例第25号）第131

条第４項に規定するサテライト型特定施設

をいう。）またはサテライト型居住施設（同

条例第152条第４項に規定するサテライト

型居住施設をいう。）の職務に従事するこ

とができるものとする。 

第26条 介護老人保健施設の管理者は，専ら

当該介護老人保健施設の職務に従事する常

勤の者でなければならない。ただし，当該

介護老人保健施設の管理上支障のない場合

は，他の事業所，施設等の職務に従事する

ことができるものとし，管理者が本体施設

（介護老人保健施設に限る。以下この条に

おいて同じ。）に従事する場合であって，

当該本体施設の管理上支障のない場合は，

サテライト型小規模介護老人保健施設，サ

テライト型特定施設（函館市指定地域密着

型サービスの事業の人員，設備および運営

に関する基準等を定める条例（平成25年函

館市条例第25号）第131条第４項に規定する

サテライト型特定施設をいう。）またはサ

テライト型居住施設（同条例第152条第４項

に規定するサテライト型居住施設をいう。）

の職務に従事することができるものとす

る。 

  

（衛生管理等） （衛生管理等） 
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第33条 （略） 第33条 （略） 

２ 介護老人保健施設は，当該介護老人保健

施設において感染症または食中毒が発生

し，またはまん延しないように，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

２ （略） 

(1) 当該介護老人保健施設における感染症

または食中毒の予防およびまん延の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）をおおむね３月に１回以

上開催するとともに，その結果について，

介護職員その他の従業者に周知徹底を図

ること。 

(1) 当該介護老人保健施設における感染症

および食中毒の予防およびまん延の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）をおおむね３月に１回以

上開催するとともに，その結果について，

介護職員その他の従業者に周知徹底を図

ること。 

(2) 当該介護老人保健施設における感染症

または食中毒の予防およびまん延の防止

のための指針を整備すること。 

(2) 当該介護老人保健施設における感染症

および食中毒の予防およびまん延の防止

のための指針を整備すること。 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

  

（協力病院等） （協力医療機関等） 

第34条 介護老人保健施設は，入所者の病状

の急変等に備えるため，あらかじめ，協力

病院を定めておかなければならない。 

第34条 介護老人保健施設は，入所者の病状

の急変等に備えるため，あらかじめ，次の

各号に掲げる要件を満たす協力医療機関

（第３号の要件を満たす協力医療機関にあ

っては，病院に限る。）を定めておかなけ

ればならない。ただし，複数の医療機関を

協力医療機関として定めることにより当該

各号の要件を満たすこととしても差し支え

ない。 

（新設） (1) 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。 

（新設） (2) 当該介護老人保健施設からの診療の求

めがあった場合において診療を行う体制

を，常時確保していること。 

（新設） (3) 入所者の病状が急変した場合等におい

て，当該介護老人保健施設の医師または

協力医療機関その他の医療機関の医師が

診療を行い，入院を要すると認められた

入所者の入院を原則として受け入れる体

制を確保していること。 

（新設） ２ 介護老人保健施設は，１年に１回以上，

協力医療機関との間で，入所者の病状が急

変した場合等の対応を確認するとともに，

協力医療機関の名称等を，市長に届け出な

ければならない。 

（新設） ３ 介護老人保健施設は，感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成10年法律第114号）第６条第17項に規

定する第２種協定指定医療機関（次項にお

いて「第２種協定指定医療機関」という。）
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との間で，新興感染症（同条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症，同条第

８項に規定する指定感染症または同条第９

項に規定する新感染症をいう。次項におい

て同じ。）の発生時等の対応を取り決める

ように努めなければならない。 

（新設） ４ 介護老人保健施設は，協力医療機関が第

２種協定指定医療機関である場合において

は，当該第２種協定指定医療機関との間で，

新興感染症の発生時等の対応について協議

を行わなければならない。 

（新設） ５ 介護老人保健施設は，入所者が協力医療

機関その他の医療機関に入院した後に，当

該入所者の病状が軽快し，退院が可能とな

った場合においては，再び当該介護老人保

健施設に速やかに入所させることができる

ように努めなければならない。 

２ （略） ６ （略） 

  

（掲示） （掲示） 

第35条 介護老人保健施設は，当該介護老人

保健施設の見やすい場所に，運営規程の概

要，従業者の勤務の体制，協力病院，利用

料その他のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示しなければならな

い。 

第35条 介護老人保健施設は，当該介護老人

保健施設の見やすい場所に，運営規程の概

要，従業者の勤務の体制，協力医療機関，

利用料その他のサービスの選択に資すると

認められる重要事項（以下この条において

単に「重要事項」という。）を掲示しなけ

ればならない。 

２ 介護老人保健施設は，前項に規定する事

項を記載した書面を当該介護老人保健施設

に備え付け，かつ，これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより，同項の規

定による掲示に代えることができる。 

２ 介護老人保健施設は，重要事項を記載し

た書面を当該介護老人保健施設に備え付

け，かつ，これをいつでも関係者に自由に

閲覧させることにより，前項の規定による

掲示に代えることができる。 

（新設） ３ 介護老人保健施設は，原則として，重要

事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。 

  

（虐待の防止） （虐待の防止） 

第40条の２ （略） 第40条の２ （略） 

  

 （入所者の安全ならびに介護サービスの質

の確保および職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置） 

（新設） 第40条の３ 介護老人保健施設は，当該介護

老人保健施設における業務の効率化，介護

サービスの質の向上その他の生産性の向上

に資する取組の促進を図るため，当該介護

老人保健施設における入所者の安全ならび

に介護サービスの質の確保および職員の負

担軽減に資する方策を検討するための委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うこと
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ができるものとする。）を定期的に開催し

なければならない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第42条 （略） 第42条 （略） 

２ 介護老人保健施設は，入所者に対する介

護保健施設サービスの提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第12条第４項に規定する居宅において

日常生活を営むことができるかどうかに

ついての検討の内容等の記録 

(2) 第12条第４項の規定による居宅におい

て日常生活を営むことができるかどうか

についての検討の内容等の記録 

(3) 第13条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(3) 第13条第２項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

(4) 第16条第５項に規定する身体的拘束等

の態様および時間，その際の入所者の心

身の状況ならびに緊急やむを得ない理由

の記録 

(4) 第16条第５項の規定による身体的拘束

等の態様および時間，その際の入所者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由の記録 

(5) 第25条に規定する市町村への通知に係

る記録 

(5) 第25条の規定による市町村への通知に

係る記録 

(6) 第38条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

(6) 第38条第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(7) 第40条第３項に規定する事故の状況お

よび事故に際してとった処置についての

記録 

(7) 第40条第３項の規定による事故の状況

および事故に際してとった処置について

の記録 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第52条 （略） 第52条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５  ユニット型介護老人保健施設の管理者

は，ユニット型施設の管理等に係る研修を

受講するよう努めなければならない。 

５ （略） ６ （略） 

  

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第55条 介護老人保健施設およびその従業者

は，作成，保存その他これらに類するもの

のうち，この条例の規定において書面（書

面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，

複本その他文字，図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されているま

たは想定されるもの（第10条第１項（第54

条において準用する場合を含む。）および

第13条第１項（第54条において準用する場

合を含む。）ならびに次項に規定するもの

を除く。）については，書面に代えて，当

該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁

第55条 介護老人保健施設およびその従業者

は，作成，保存その他これらに類するもの

のうち，この条例の規定において書面（書

面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，

複本その他文字，図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されているま

たは想定されるもの（第10条第１項（第54

条において準用する場合を含む。）および

第13条第１項（第54条において準用する場

合を含む。）ならびに次項に規定するもの

を除く。）については，書面に代えて，当

該書面に係る電磁的記録により行うことが
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気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であ

って，電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）により行うことがで

きる。 

できる。 

２ （略） ２ （略） 
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24 函館市介護医療院の人員，施設および設備ならびに運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正

に伴い，介護医療院の運営の基準等に関する規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     令和６年４月１日から施行する。ただし，第７条第２項の改正規定お

よび第５５条第１項の改正規定は，公布の日から施行する。 
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函館市介護医療院の人員，施設および設備ならびに運営に関する基準を定める条例 

新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（内容および手続の説明および同意） （内容および手続の説明および同意） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 介護医療院は，入所申込者またはその家

族からの申出があった場合には，前項の規

定による文書の交付に代えて，第５項で定

めるところにより，当該入所申込者または

その家族の承諾を得て，当該文書に記すべ

き重要事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって次に掲げるもの（以下この条に

おいて「電磁的方法」という。）により提

供することができる。この場合において，

当該介護医療院は，当該文書を交付したも

のとみなす。 

２ （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式，磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって，電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第55

条第１項において同じ。）に係る記録媒

体をいう。）をもって調製するファイル

に前項に規定する重要事項を記録したも

のを交付する方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置

等） 

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置

等） 

第19条 介護医療院の医師は，入所者の病状

からみて当該介護医療院において自ら必要

な医療を提供することが困難であると認め

たときは，協力病院その他適当な病院もし

くは診療所への入院のための措置を講じ，

または他の医師の対診を求める等診療につ

いて適切な措置を講じなければならない。 

第19条 介護医療院の医師は，入所者の病状

からみて当該介護医療院において自ら必要

な医療を提供することが困難であると認め

たときは，協力医療機関その他適当な病院

もしくは診療所への入院のための措置を講

じ，または他の医師の対診を求める等診療

について適切な措置を講じなければならな

い。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第26条 介護医療院の管理者は，専ら当該介

護医療院の職務に従事する常勤の者でなけ

ればならない。ただし，当該介護医療院の

管理上支障のない場合は，同一敷地内にあ

る他の事業所もしくは施設等またはサテラ

第26条 介護医療院の管理者は，専ら当該介

護医療院の職務に従事する常勤の者でなけ

ればならない。ただし，当該介護医療院の

管理上支障のない場合は，他の事業所もし

くは施設等またはサテライト型特定施設
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イト型特定施設（函館市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員，設備および運営に関

する基準等を定める条例（平成25年函館市

条例第25号）第131条第４項に規定するサ

テライト型特定施設をいう。）もしくはサ

テライト型居住施設（同条例第152条第４

項に規定するサテライト型居住施設をい

う。）の職務に従事することができるもの

とする。 

（函館市指定地域密着型サービスの事業の

人員，設備および運営に関する基準等を定

める条例（平成25年函館市条例第25号）第

131条第４項に規定するサテライト型特定

施設をいう。）もしくはサテライト型居住

施設（同条例第152条第４項に規定するサ

テライト型居住施設をいう。）の職務に従

事することができるものとする。 

  

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第33条 （略） 第33条 （略） 

２ 介護医療院は，当該介護医療院において

感染症または食中毒が発生し，またはまん

延しないように，次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

２ （略） 

(1) 当該介護医療院における感染症または

食中毒の予防およびまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものと

する。）をおおむね３月に１回以上開催

するとともに，その結果について，介護

職員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

(1) 当該介護医療院における感染症および

食中毒の予防およびまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものと

する。）をおおむね３月に１回以上開催

するとともに，その結果について，介護

職員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

(2) 当該介護医療院における感染症または

食中毒の予防およびまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

(2) 当該介護医療院における感染症および

食中毒の予防およびまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（協力病院） （協力医療機関等） 

第34条 介護医療院は，入所者の病状の急変

等に備えるため，あらかじめ，協力病院を

定めておかなければならない。 

第34条 介護医療院は，入所者の病状の急変

等に備えるため，あらかじめ，次の各号に

掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号

の要件を満たす協力医療機関にあっては，

病院に限る。）を定めておかなければなら

ない。ただし，複数の医療機関を協力医療

機関として定めることにより当該各号の要

件を満たすこととしても差し支えない。 

（新設） (1) 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師または看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。 

（新設） (2) 当該介護医療院からの診療の求めがあ

った場合において診療を行う体制を，常

時確保していること。 

（新設） (3) 入所者の病状が急変した場合等におい

て，当該介護医療院の医師または協力医

療機関その他の医療機関の医師が診療を

行い，入院を要すると認められた入所者
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の入院を原則として受け入れる体制を確

保していること。 

（新設） ２ 介護医療院は，１年に１回以上，協力医

療機関との間で，入所者の病状が急変した

場合等の対応を確認するとともに，協力医

療機関の名称等を，市長に届け出なければ

ならない。 

（新設） ３ 介護医療院は，感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号）第６条第 17項に規定する

第２種協定指定医療機関（次項において

「第２種協定指定医療機関」という。）と

の間で，新興感染症（同条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症，同条第８

項に規定する指定感染症または同条第９項

に規定する新感染症をいう。次項において

同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

（新設） ４ 介護医療院は，協力医療機関が第２種協

定指定医療機関である場合においては，当

該第２種協定指定医療機関との間で，新興

感染症の発生時等の対応について協議を行

わなければならない。 

（新設） ５ 介護医療院は，入所者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に，当該入所

者の病状が軽快し，退院が可能となった場

合においては，再び当該介護医療院に速や

かに入所させることができるように努めな

ければならない。 

２ （略） ６ （略） 

  

（掲示） （掲示） 

第35条 介護医療院は，当該介護医療院の見

やすい場所に，運営規程の概要，従業者の

勤務の体制，協力病院，利用料その他のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示しなければならない。 

第35条 介護医療院は，当該介護医療院の見

やすい場所に，運営規程の概要，従業者の

勤務の体制，協力医療機関，利用料その他

のサービスの選択に資すると認められる重

要事項（以下この条において単に「重要事

項」という。）を掲示しなければならな

い。 

２ 介護医療院は，前項に規定する事項を記

載した書面を当該介護医療院に備え付け，

かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧

させることにより，同項の規定による掲示

に代えることができる。 

２ 介護医療院は，重要事項を記載した書面

を当該介護医療院に備え付け，かつ，これ

をいつでも関係者に自由に閲覧させること

により，前項の規定による掲示に代えるこ

とができる。 

（新設） ３ 介護医療院は，原則として，重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければならない。 

  

（虐待の防止） （虐待の防止） 

第40条の２ （略） 第40条の２ （略） 
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 （入所者の安全ならびに介護サービスの質

の確保および職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置） 

（新設） 第40条の３ 介護医療院は，当該介護医療院

における業務の効率化，介護サービスの質

の向上その他の生産性の向上に資する取組

の促進を図るため，当該介護医療院におけ

る入所者の安全ならびに介護サービスの質

の確保および職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催しなければならな

い。 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第52条 （略） 第52条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（新設） ５ ユニット型介護医療院の管理者は，ユニ

ット型施設の管理等に係る研修を受講する

よう努めなければならない。 

５ （略） ６ （略） 

  

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第55条 介護医療院およびその従業者は，作

成，保存その他これらに類するもののう

ち，この条例の規定において書面（書面，

書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複

本その他文字，図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において

同じ。）で行うことが規定されているまた

は想定されるもの（第10条第１項（第54条

において準用する場合を含む。）および第

13条第１項（第54条において準用する場合

を含む。）ならびに次項に規定するものを

除く。）については，書面に代えて，当該

書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気

的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であっ

て，電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができ

る。 

第55条 介護医療院およびその従業者は，作

成，保存その他これらに類するもののう

ち，この条例の規定において書面（書面，

書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複

本その他文字，図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において

同じ。）で行うことが規定されているまた

は想定されるもの（第10条第１項（第54条

において準用する場合を含む。）および第

13条第１項（第54条において準用する場合

を含む。）ならびに次項に規定するものを

除く。）については，書面に代えて，当該

書面に係る電磁的記録により行うことがで

きる。 

２ （略） ２ （略） 
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25 函館市指定介護療養型医療施設の人員，設備および運営に関

する基準を定める条例を廃止する条例の骨子 

 

 （１） 廃止理由 

     介護療養型医療施設に関する経過措置に係る法定の期間が満了するこ

とに伴い廃止するため 

 

 （２） 施行期日 

     令和６年４月１日 
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